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村
職
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デ
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付
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託
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会
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用
職
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常
勤
嘱
託
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会
計
年
度
任
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職
員（
非
常
勤
嘱
託
等
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一
般
職
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勤
職
員（
パ
ート
）

臨
時
職
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ア
ル
バ
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課
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当
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大
阪
市
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,88
4
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,50
1
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,47
3

1,9
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1,1
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保
育
士：
保
育
所
等
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0（
臨
時
的
任
用
職
員（
水

道
局
・
学
校
を
除
く
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事
務
職
員：
区
役
所
等
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,06
0（
会
計
度
任
用
職
員（
補
助
業
務

に
従
事
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る
会
計
年
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任
用
職
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特
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職
非
常
勤
職
員
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非
保
護
高
齢
者
世
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訪
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会
計
年
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任
用
職
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各
区
生
活
保
護
担
当

課
等

豊
中
市

6,0
11

3,5
41

2,2
96

17
4

21
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会
福
祉
主
事（
福
祉
部
）保
険
専
門
職
員（
健
康
医
療
部
）

司
書・
介
助
員・
放
課
後
こど
もク
ラブ
指
導
員（
教
育
委
員

会
）等

0
26
5医
師（
こど
も
未
来
部
他
）等

1,5
03
事
務
・
保
育
教
諭
・
用
務
員
・
看
護
師

等
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4事
務・
保
育
教
諭・
作
業
員・
用
務
員

等
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0
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池
田
市

2,3
22

1,3
32
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3
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1人
材
育
成
参
与
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事
課
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務
補
助
･各
課
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%
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能
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9
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2
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5

12
22
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務
補
助・
保
育
士
等・
税
務
課・
保
育
所
等

0
0

0
0

0
0

56
%

能
勢
町

18
6

10
3
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7

2
0
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一
般
事
務
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護
師
、保
育
士
、

土
木
技
師
等

43
一
般
事
務
、看
護
師
、保
育
士
等
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%
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面
市
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45

1,3
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1,0
53

10
6
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事
務
職
課・
各
課

0
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一
般
事
務
職
等・
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課
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般
事
務
職
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課

41
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高
槻
市
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2,3
91

1,3
38
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3
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正
規
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食
調
理
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市
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従
事
者
・
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護
師

－
－
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4事
務
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専
門
職
等
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4事
務
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専
門
職
等

－
－

35
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島
本
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2
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2
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5

15
0

0
0

0
20
5事
務
補
助
職・
保
育
士
等

0
0
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%

茨
木
市
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1,8
43

91
0
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－

－
－

14
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健
師・
看
護
師
など

－
91
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務・
学
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保
育
指
導
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保
育
士
等

－
－

32
%

吹
田
市

5,0
34

2,7
39

2,1
19

17
1

21
19

42
%

摂
津
市

1,2
28
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6

58
0

32
13
保
育
教
諭・
栄
養
士

0
35
人
権
女
性
政
策
課
等

53
2事
務
嘱
託
員
等

0
5事
務
職
・
秘
書
課
、議
会

事
務
局

14
事
務
職
・
総
務
課
、会
計

室
、人
事
課

47
%

守
口
市
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9

62
9

15
2

58
51
保
育
教
諭・
こど
も
施
設
課

0
0

0
10
1ス
ク
ー
ル
サ
ポ
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ス
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フ
・
学
校

教
育
課

0
0
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%

門
真
市

1,1
68
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7

31
6

25
0※
正
規
職
員
とし
て
任
用

81
事
務
補
助
等・
企
画
課
等

23
5事
務
補
助
等・
人
事
課
等

各
課
雇

用
の
た
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回
答

不
可

27
%

大
東
市

1,0
56

59
1

40
9

56
54
事
務
及
び
技
術
職
員・
担
当
は
広
範
囲
に
わ
た
る

0
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事
務
及
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技
術
職
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当
は
広
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に
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務
及
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技
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0
未
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條
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5

33
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3
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等
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－
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士
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務
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助
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育
士
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9清
掃
作
業
員
、炊
事
作
業
員
、学
校
給

食
調
理
員
、学
校
校
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八
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0
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0
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柏
原
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1,4
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70
8
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2

46
14
総
務
課
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書
広
報
課
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8こ
ど
も
育
成
課
、学
務
課
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税
課

0
46
%

松
原
市

1,0
88

78
2

26
4

42
17
弁
護
士（
政
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法
務
課
）保
育
士
・
幼
稚
園
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諭（
市
立
保
育

所
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立
幼
稚
園
）

0
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業
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人
事
課
）

24
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ど
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来
室
）ご
み
収
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業
務
課
）

0
0

0
24
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羽
曳
野
市

1,1
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7

48
8

43
2

23
9

24
7

3
41
%

藤
井
寺
市

99
4

58
5

40
9

41
9
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保
育
士・
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育
所
等

30
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般
事
務・
各
課

41
%

大
阪
狭
山
市

63
0

32
3

29
1

16
8危
機
管
理・
法
務・
企
画・
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市
計
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幼
稚
園・
こど
も
園

25
一
般
事
務
など

16
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般
事
務
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0
93
放
課
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児
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員
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パ
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外
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%

富
田
林
市

88
2
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8

35
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権
管
理
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他

0
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児
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教
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員
他

0
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0一
般
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務
他

太
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町
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3
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0
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8

0
0

0
65
教
育
委
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て
支
援
課

0
0

0
0

36
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河
南
町
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9

13
6
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4

9
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こど
も
園

0
46
保
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士
等

0
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事
務
補
助
等

0
0
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早
赤
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0
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3
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般
事
務
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議
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事
務
局
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書
課
、福
祉
課
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推
進
課
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光
産
業
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興
課
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設
整
備
課
、教
育
委
員
会

事
務
局

0
0
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紙
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0
0
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%

河
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7
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0
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務
職
、総
務
課
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育
委
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業
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職
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%
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60
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9
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社
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各
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護
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23
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務
又
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務
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0
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4
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%

和
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市
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1,0
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9
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育
士
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ど
も
未
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育
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）

0
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保
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支
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員
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も
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）

0
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童
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援
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未
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童
）

0
0
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%

高
石
市
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8

31
5

26
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6
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泉
大
津
市

1,4
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5
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4
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般
事
務
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助
、専
門
職
ほ
か
複
数
課
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配
置
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般
事
務
補
助
、専
門
職
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複
数
課

へ
配
置

0
0
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%

忠
岡
町
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9

17
3
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8
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
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務
職
等

－
－

－
－

－
－

－
－
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%

岸
和
田
市

2,3
78

2,0
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28
8

63
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ー
ス
ワ
ー
カ
ー
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活
福
祉
課
、滞
納
整
理
事
務
員
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税

課
28
6一
般
事
務
…
秘
書
課
ほ
か
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定
調
査

員
…
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護
保
険
課
ほ
か
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%

貝
塚
市
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泉
佐
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2

57
1
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6
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そ
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ぞ
れ
異
な
る
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れ
ぞ
れ
異
な
る
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そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

17
9そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

0
0
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%

田
尻
町
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2
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3

11
6

3
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育
士・
保
育
所
、介
助
員・
学
事
課

48
%

熊
取
町
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9

30
9

39
4

16
0

0
0
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4事
務
員・
人
事
課
など

0
55
%

泉
南
市

75
2

40
8

32
8

16
13
2事
務
職
員・
保
育
士・
留
守
家
庭
家
庭
指
導
員
等

0
0

0
19
6事
務
職
員
・
保
育
士
・
留
守
家
庭
指

導
員
等
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寿
社
会
推
進
課
・
保
健

推
進
課

0
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%

阪
南
市
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8

36
8

36
6
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10
税
務
課・
幼
稚
園

35
6

48
%

岬
町

40
9

15
5
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3
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納
整
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、認
定
調
査
員
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育
士
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み
処
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施
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業
員

0
0
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務
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育
士
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理
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務
員
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ど
0

0
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%
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4,4
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7
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5

4,6
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60

0
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0
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0
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0
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0
46
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‐
5
～
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③
-1
　
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
ご
と
の
20
21
年
度
国
保
料
(医
療
分
＋
支
援
金
分
＋
介
護
分
)　
 

大
阪
社
保
協
調
査
20
21
06
現
在

　
　
①
現
役
40
歳
代
夫
婦
と
未
成
年
の
子
供
2
人
の
4
人
世
帯
の
国
保
料

　
　
②
65
歳
以
上
74
歳
以
下
年
金
生
活
者
高
齢
者
夫
婦
の
み
世
帯

　
　
③
40
歳
母
と
未
成
年
の
子
ど
も
2
人
の
シ
ン
マ
マ
世
帯

所
得
0

所
得
50
万
円

所
得
10
0万

所
得
15
0万

所
得
20
0万

所
得
30
0万
円

①
順
位

②
順
位

③
順
位

①
順
位

②
順
位

③
順
位

①
順
位

②
順
位

③
順
位

①
順
位

②
順
位

③
順
位

①
順
位

②
順
位

③
順
位

①
順
位

②
順
位

③
順
位
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大
阪
市
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,40
4

36
31
,54
0

35
46
,84
8

36
11
1,9
55

34
60
,35
5

15
87
,69
2

34
18
0,5
55

35
11
5,9
55

35
15
6,2
92

34
24
9,1
55

35
22
4,1
29

13
27
1,7
44

33
37
9,1
64

33
27
9,7
29

35
37
1,5
85

32
55
7,3
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33
39
0,9
29

34
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8,7
85
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2

豊
中
市
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2

30
33
,08
2

32
49
,12
2

31
11
5,4
78
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,36
4

36
88
,74
2
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4,5
08

41
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0,4
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0,0
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23
6,6
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35
27
0,5
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8,5
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3
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4

3
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2
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2
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8,9
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7
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,82
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8
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6
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9
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7
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7,1
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8
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7
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0,1
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6
39
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7
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6
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8
53
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8
4
豊
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0
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0
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3,0
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4
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4
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5
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8,0
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6
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5
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8
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4
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6
箕
面
市

71
,58
8

2
36
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1
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7
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0,9
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6
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9
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4
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3,3
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3
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5,6
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3
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3
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2,7
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3
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2,6
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4
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高
槻
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0
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,04
0

41
10
1,4
90

38
59
,48
0

16
83
,11
0

40
17
0,6
40

40
11
6,2
80

34
15
2,2
60

38
23
9,7
90

40
22
4,6
20

12
26
5,4
70

39
36
4,0
30

39
28
1,4
20

34
36
4,0
00

38
53
9,0
60

40
39
5,0
20

33
50
2,3
00

37
8
島
本
町

71
,58
4

3
36
,58
8

2
54
,08
6

2
12
8,9
86

7
44
,53
3

19
99
,82
1

8
19
8,0
86

6
12
5,6
77

9
16
8,9
21

7
26
7,1
86

11
21
9,0
15

15
29
2,1
08

8
40
7,8
72

7
30
0,1
59

6
39
7,2
69

7
59
3,8
00

6
41
3,6
59

8
53
5,4
69

8
9
茨
木
市

65
,04
9

31
34
,06
3

29
49
,55
6

30
11
7,4
71

29
64
,27
1

13
91
,64
8

30
18
2,1
21

34
11
7,8
21

31
15
6,2
98

33
24
6,7
71

37
22
8,1
48

10
27
0,5
07

35
37
6,4
74

36
28
1,6
98

33
36
8,1
99

36
54
9,1
46

38
38
8,7
98

37
49
7,4
99

40
10

吹
田
市

62
,20
0

35
33
,62
0

31
48
,60
0

32
11
4,1
00

33
41
,96
0

34
91
,42
0

31
18
8,4
50

30
12
3,9
20

23
16
5,7
70

27
26
2,8
00

29
21
7,0
90

24
28
8,7
40

24
39
9,3
80

26
29
9,0
70

19
39
5,5
10

20
58
9,5
60

23
41
8,1
70

5
54
4,2
10

4
11

摂
津
市

69
,18
4

25
35
,14
4

25
52
,16
4

25
12
4,6
25

27
42
,72
5

33
96
,25
6

27
19
1,1
25

29
12
0,3
08

29
16
2,7
56

29
25
7,6
25

32
20
9,6
04

32
28
1,4
24

29
39
3,3
15

28
28
7,1
87

29
38
2,7
06

29
57
2,4
46

29
39
5,4
87

31
51
5,7
06

31
12

守
口
市

71
,58
4

3
36
,58
8

2
54
,08
6

2
12
8,9
86

7
68
,92
7

6
99
,82
1

8
19
8,0
86

6
12
5,6
77

9
16
8,9
21

7
26
7,1
86

11
24
3,4
09

4
29
2,1
09

7
40
7,8
73

6
30
0,1
59

6
39
7,2
69

7
59
3,8
00

6
41
3,6
59

8
53
5,4
69

8
13

門
真
市

68
,12
0

27
34
,82
0

26
51
,46
0

27
78
,11
0

41
43
,24
0

32
95
,78
0

28
19
4,9
90

25
12
6,6
60

8
16
7,2
30

21
26
6,4
40

22
22
1,6
80

14
29
0,1
60

19
40
6,0
20

19
30
5,1
10

4
39
5,9
40

19
59
4,3
50

5
42
5,5
10

3
53
8,8
40

5
14

大
東
市

71
,50
0

14
36
,50
0

13
53
,90
0

13
12
8,8
00

16
68
,90
0

8
99
,70
0

17
19
7,9
00

16
12
5,6
00

18
16
8,8
00

16
26
7,0
00

18
24
3,3
00

6
29
2,0
00

15
40
7,7
00

14
30
0,0
00

15
39
7,1
00

15
59
3,7
00

16
41
3,5
00

16
53
5,3
00

17
15
四
條
畷
市

63
,05
0

34
30
,98
0

36
47
,01
0

35
11
4,1
50

32
38
,22
0

37
87
,42
0

35
17
8,8
50

37
11
0,6
30

38
15
2,1
20

39
24
3,5
50

39
19
3,3
70

37
26
3,8
40

40
37
1,3
00

38
26
5,7
70

38
35
9,9
00

39
54
2,7
60

39
36
9,2
70

39
48
9,3
00

41
16

寝
屋
川
市

61
,10
0

37
30
,30
0

41
45
,60
0

38
12
5,2
00

26
30
,30
0

41
85
,80
0

36
19
4,1
00

27
66
,30
0

41
15
4,6
00

36
32
4,2
00

5
14
0,8
00

41
26
9,2
00

37
39
3,0
00

29
22
9,4
00

40
33
8,1
00

41
57
1,5
00

30
34
1,9
00

40
50
6,4
00

35
17

枚
方
市

60
,70
0

38
30
,60
0

38
45
,70
0

37
11
1,0
00

35
30
,60
0

39
85
,80
0

36
17
9,9
00

36
51
,10
0

42
15
4,7
00

35
24
8,8
00

36
96
,30
0

42
26
9,5
00

36
37
8,7
00

34
20
4,0
00

42
36
8,9
00

34
55
7,1
00

34
31
7,0
00

41
50
6,7
00

34
18

交
野
市

69
,90
0

22
35
,50
0

22
52
,60
0

23
12
6,2
00

24
43
,40
0

30
97
,40
0

26
19
5,9
00

23
12
3,9
00

24
16
7,1
00

24
26
5,6
00

24
21
6,3
00

26
28
9,6
00

21
40
5,2
00

20
29
6,8
00

21
39
4,5
00

21
59
1,2
00

21
41
0,4
00

20
53
3,9
00

21
19
東
大
阪
市

70
,85
6

18
36
,14
8

17
53
,50
1

18
12
7,6
72

20
43
,99
5

27
98
,74
7

22
19
6,0
72

22
12
4,1
45

22
16
7,1
47

22
26
4,4
72

26
21
6,3
43

25
28
9,0
50

23
40
3,7
28

23
29
6,4
93

23
39
3,1
20

25
58
7,7
68

24
40
8,5
93

23
52
9,9
20

24
20

八
尾
市

60
,20
0

39
30
,39
0

40
45
,29
0

39
11
0,5
90

36
58
,81
0

17
85
,47
0

38
18
3,7
90

32
11
7,0
60

33
15
8,9
40

30
25
6,9
90

33
22
5,9
70

11
27
7,4
50

30
39
0,3
90

30
28
4,2
20

30
38
0,8
50

30
57
6,9
40

27
40
0,7
20

27
52
7,2
50

25
21

柏
原
市

71
,58
4

3
36
,58
8

2
54
,08
6

2
12
8,9
86

7
68
,92
7

6
99
,82
1

8
19
8,0
86

6
12
5,6
77

9
16
8,9
21

7
26
7,1
86

11
24
3,4
09

4
29
2,1
08

8
40
7,8
72

7
30
0,1
59

6
39
7,2
69

7
59
3,8
00

6
41
3,6
59

8
53
5,4
69

8
22

松
原
市

71
,58
4

3
36
,58
8

2
54
,08
6

2
12
9,3
99

5
69
,34
0

5
10
0,2
34

6
20
1,4
49

4
16
5,6
28

3
17
2,2
84

4
34
5,0
85

1
24
9,7
22

2
33
4,4
82

2
41
7,1
35

2
30
9,4
22

2
40
6,5
32

2
60
8,9
63

2
42
8,8
22

2
55
0,6
32

2
23

羽
曳
野
市

68
,51
0

26
34
,73
0

27
51
,61
0

26
13
6,7
10

3
76
,21
0

3
10
8,5
60

4
20
2,9
60

3
16
4,8
60

4
17
4,8
10

3
33
7,7
30

3
24
1,9
20

8
29
2,6
90

5
40
3,9
80

22
29
5,8
20

24
39
3,3
70

24
58
2,1
70

26
40
3,6
20

26
52
5,8
70

27
24

藤
井
寺
市

71
,58
4

3
36
,58
8

2
54
,08
6

2
12
8,9
86

7
44
,53
3

19
99
,82
1

8
19
8,0
86

6
12
5,6
77

9
16
8,9
21

7
26
7,1
86

11
21
9,0
15

15
29
2,1
08

8
40
7,8
72

7
30
0,1
59

6
39
7,2
69

7
59
3,8
00

6
41
3,6
59

8
53
5,4
69

8
25

大
阪
狭
山
市

66
,29
3

29
33
,75
5

30
50
,02
3

29
11
9,6
17

28
41
,30
1

35
92
,50
2

29
18
4,8
17

31
11
7,7
05

32
15
7,7
02

32
25
0,0
17

34
20
5,3
62

34
27
2,9
27

32
38
1,5
11

32
28
1,7
66

32
37
1,4
78

33
55
6,1
08

35
38
9,5
66

36
50
1,8
78

38
26

富
田
林
市

71
,71
0

1
35
,44
0

23
53
,57
0

17
12
9,1
30

6
43
,27
0

31
98
,91
0

21
19
7,7
80

20
12
2,8
50

27
16
7,5
60

20
26
6,4
30

23
21
4,2
40

30
28
9,7
90

20
40
6,8
10

18
29
3,8
20

26
39
4,1
50

22
59
1,9
10

20
40
5,7
20

25
53
1,4
50

23
27

太
子
町

63
,61
0

32
32
,93
0

33
48
,27
0

33
11
5,5
00

30
62
,67
0

14
89
,94
0

32
18
3,3
00

33
11
8,2
00

30
15
7,7
40

31
31
4,7
10

6
20
6,7
10

33
27
3,8
10

31
38
2,5
10

31
28
4,2
20

30
37
3,8
00

31
56
0,5
20

32
39
5,3
20

32
50
9,4
00

32
28

河
南
町

69
,75
2

23
35
,52
3

20
52
,64
2

22
13
9,2
73

2
78
,01
1

2
11
0,7
42

3
20
6,9
23

2
16
8,8
42

2
17
8,3
92

2
34
4,3
39

2
24
7,8
30

3
29
8,6
91

3
41
1,9
89

4
30
3,1
30

5
40
1,4
40

5
59
3,8
00

6
41
3,7
30

7
53
6,7
40

7
29

千
早
赤
阪
村

50
,78
0

42
24
,28
0

42
37
,53
0

42
92
,13
0

39
30
,02
0

42
70
,03
0

41
14
5,4
80

42
87
,20
0

40
12
3,3
80

42
19
8,8
30

42
15
2,5
00

40
21
4,2
70

42
30
6,7
60

42
20
9,6
90

41
29
2,6
60

42
44
3,5
60

42
29
1,6
90

42
39
9,3
60

42
30

河
内
長
野
市

69
,48
0

24
35
,31
0

24
52
,39
0

24
12
5,2
10

25
66
,53
0

12
19
2,3
60

1
19
2,3
60

28
12
1,3
30

28
16
3,8
80

28
25
9,5
10

31
21
1,4
60

31
28
3,4
30

28
39
6,1
40

27
28
9,8
10

28
38
5,5
30

28
57
6,7
80

28
39
9,4
10

28
51
9,8
30

28
31

堺
市

集計
中

#V
AL
UE
!

集計
中

#V
AL
UE
!

集計
中

#V
AL
UE
!

集計
中

#V
AL
UE
!

集計
中

#V
AL
UE
!

集計
中

#V
AL
UE
!

集計
中

#V
AL
UE
!

集計
中

#V
AL
UE
!

集計
中

#V
AL
UE
!

集計
中

#V
AL
UE
!

集計
中

#V
AL
UE
!

集計
中

#V
AL
UE
!

集計
中

#V
AL
UE
!

集計
中

#V
AL
UE
!

集計
中

#V
AL
UE
!

集計
中

#V
AL
UE
!

集計
中

#V
AL
UE
!

集計
中

#V
AL
UE
!

32
和
泉
市

59
,72
4

40
30
,42
0

39
45
,07
2

40
10
9,1
51

37
30
,42
0

40
84
,73
1

39
17
7,8
01

38
11
4,8
82

36
15
3,3
81

37
24
6,4
51

38
20
1,6
02

36
26
7,1
03

38
37
4,8
25

37
27
8,1
82

37
36
5,8
01

37
55
1,9
41

37
39
0,7
82

35
50
3,1
01

36
33

高
石
市

71
,58
4

3
36
,58
8

2
54
,08
6

2
12
8,9
86

7
44
,53
3

19
99
,82
1

8
19
8,0
86

6
12
5,6
77

9
16
8,9
21

7
26
1,7
86

30
21
9,0
15

15
29
2,1
08

8
40
7,8
72

7
30
0,1
59

6
39
7,2
69

7
59
3,8
00

6
41
3,6
59

8
53
5,4
69

8
34

泉
大
津
市

70
,40
0

20
35
,80
0

19
53
,00
0

19
12
6,8
00

22
43
,60
0

28
98
,10
0

23
19
4,9
00

26
12
3,3
00

26
16
6,1
00

26
26
2,9
00

28
21
4,9
00

29
28
7,3
00

26
40
1,5
00

25
29
4,5
00

25
39
0,8
00

26
58
4,6
00

25
40
5,9
00

24
52
6,9
00

26
35

忠
岡
町

71
,50
0

14
36
,50
0

13
53
,90
0

13
12
8,8
00

16
68
,90
0

8
99
,70
0

17
19
7,9
00

16
12
5,6
00

18
16
8,8
00

16
26
7,0
00

18
24
3,3
00

6
29
1,9
00

16
40
7,7
00

14
30
0,0
00

15
39
7,1
00

15
59
3,7
00

16
41
3,5
00

16
53
5,3
00

17
36

岸
和
田
市

71
,50
0

14
36
,50
0

13
53
,90
0

13
12
8,8
00

16
68
,90
0

8
99
,70
0

17
19
7,9
00

16
12
5,6
00

18
16
8,8
00

16
26
7,0
00

18
21
8,9
00

22
29
1,9
00

16
40
7,7
00

14
30
0,0
00

15
39
7,1
00

15
59
3,7
00

16
41
3,5
00

16
53
5,3
00

17
37

貝
塚
市

71
,57
0

11
36
,58
0

10
54
,07
0

10
12
8,9
70

14
44
,52
0

24
99
,80
0

15
19
8,0
70

13
12
5,6
60

16
16
8,9
00

14
26
7,4
60

10
21
9,0
10

20
29
2,3
60

6
40
8,6
90

5
30
0,1
50

13
39
8,0
90

6
59
3,7
90

14
41
4,1
00

6
53
5,4
60

15
38

泉
佐
野
市

71
,50
0

14
36
,50
0

13
53
,90
0

13
12
8,8
00

16
44
,40
0

26
99
,70
0

17
19
7,9
00

16
12
5,6
00

18
16
8,8
00

16
26
7,0
00

18
21
8,9
00

22
29
1,9
00

16
40
7,7
00

14
30
0,0
00

15
39
7,1
00

15
59
3,7
00

16
41
3,5
00

16
53
5,3
00

17
39

田
尻
町

63
,31
8

33
32
,13
0

34
47
,72
4

34
75
,08
1

42
32
,13
0

38
59
,48
7

42
17
5,0
70

39
11
3,1
61

37
14
9,0
80

41
29
9,3
88

7
19
1,2
89

38
25
7,8
04

41
36
0,3
88

40
24
0,6
39

39
35
0,6
20

40
56
8,3
96

31
39
7,5
96

30
51
6,5
53

29
40

熊
取
町

70
,50
0

19
35
,51
0

21
53
,00
0

19
12
7,1
90

21
43
,45
0

29
98
,02
0

24
19
6,2
90

21
12
3,8
80

25
16
7,1
20

23
26
5,3
90

25
21
6,1
50

28
28
9,2
30

22
40
5,0
10

21
29
6,5
80

22
39
3,6
10

23
59
0,2
20

22
41
0,0
80

21
53
1,8
90

22
41

泉
南
市

71
,58
4

3
36
,58
8

2
54
,08
6

2
12
8,9
86

7
44
,53
3

19
99
,82
1

8
19
8,0
86

6
12
5,6
77

9
16
8,9
21

7
26
7,1
86

11
21
9,0
15

15
29
2,1
08

8
40
7,8
72

7
30
0,1
59

6
39
7,2
69

7
59
3,8
00

6
41
3,6
59

8
53
5,4
69

8
42

阪
南
市

71
,57
0

11
36
,58
0

10
54
,07
0

10
12
8,9
70

14
44
,52
0

24
99
,80
0

15
19
8,0
70

13
12
5,6
60

16
16
8,9
00

14
26
7,1
70

17
21
9,0
10

20
29
2,0
90

14
40
7,8
50

13
30
0,1
50

13
39
7,2
60

14
59
3,7
90

14
41
3,6
50

15
53
5,4
60

15
43

岬
町

71
,57
0

11
36
,58
0

10
54
,07
0

10
18
8,9
00

1
11
7,7
20

1
15
9,2
30

2
25
7,5
00

1
18
3,1
20

1
22
8,3
30

1
32
6,6
00

4
29
2,2
10

1
34
6,1
30

1
46
7,2
90

1
34
8,9
60

1
45
6,6
90

1
65
6,2
20

1
46
2,4
60

1
59
4,8
90

1
※
豊
能
町
が
未
回
答

‐
53
～
54
‐



②
-2
　
　
20
21
年
度
介
護
保
険
料
月
額
と
料
率
 

20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査

第
一
段
階
：
生
保
受
給
者
、
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
、
世
帯
非
課
税
本
人
合
計
所
得
金
額
+
課
税
年
金
収
入
80
万
円
以
下
　
第
2
段
階
：
世
帯
非
課
税
合
計
所
得
+
課
税
年
金
合
計
80
万
円
超
12
0
万
円
以
下
　
第
3
段
階
：
世
帯
非
課
税
合
計
所
得
+
課
税
年
金
合
計
12
0
万
円
以
上
　

第
4
段
階
：
世
帯
課
税
合
計
所
得
+
課
税
年
金
収
入
80
万
円
以
下
　
第
5
段
階
：
基
準
額
　
世
帯
課
税
合
計
所
得
+
課
税
年
金
収
入
合
計
80
万
円
以
上
　
第
6
段
階
：
本
人
課
税
所
得
・
合
計
所
得
12
0
万
円
未
満
 

 
 

市
町
村
名

第
1段
階

第
2段
階

第
3段
階

第
4段
階

第
5段
階

第
6段
階

第
7段
階

第
8段
階

第
9段
階

第
10
段
階

第
11
段
階

第
12
段
階

第
13
段
階

第
14
段
階

第
15
段
階

第
16
段
階

第
17
段
階

第
18
段
階

第
19
段
階

第
20
段
階

第
21
段
階

月額
料
率

月額
料
率

月額
料
率

月額
料
率

月額
料
率

月額
料
率

月額
料
率

月額
料
率

月額
料
率

月額
料
率

月額
料
率

月額
料
率

月額
料
率

月額
料
率

月額
料
率

月額
料
率

月額
料
率

月額
料
率

月額
料
率

月額
料
率

月額
料
率

1
大
阪
市

2
吹田
市

1,7
94
 

0.3
2,6
91
 

0.4
5

4,0
37
 
0.6
75

5,2
33
 
0.8
75

5,9
80
 

1
6,4
29

1.0
75

6,5
78

1.1
6,7
28

1.1
25

6,9
97

1.1
7

7,7
74

1.3
9,3
89

1.5
7

9,5
68

1.6
10
,76
4

1.8
11
,51
2

1.9
25

12
,55
8

2.1
13
,75
4

2.3
14
,95
0

2.5
16
,74
4

2.8
19
,13
6

3.2

3
豊中
市

1,9
10
 

0.3
3,0
24
 
0.4
75

4,4
57
 

0.7
5,5
71
 
0.8
75

6,3
67
 

1
7,1
95

1.1
3

7,2
27

1.1
35

8,0
54

1.2
65

8,1
18

1.2
75

9,6
46

1.5
15

9,7
10

1.5
25

11
,30
1

1.7
75

12
,09
7

1.9
12
,73
4

2
14
,00
7

2.2
15
,91
8

2.5
17
82
8

2.8
19
73
8

3.1

4
箕
面
市

1,6
20
 

0.3
2,7
00
 

0.5
3,7
80
 

0.7
4,5
90
 

0.8
5

5,4
00
 

1
5,9
40

1.1
6,4
80

1.2
8,1
00

1.5
9,2
88

1.7
2
10
,09
8

1.8
7
11
,34
0

2.1
12
,25
8

2.2
7
12
,96
0

2.4
13
,50
0

2.5

5
池田
市

1,7
88
 

0.3
2,6
82
 

0.4
5

4,1
72
 

0.7
5,0
66
 

0.8
5

5,9
60
 

1
6,8
54

1.1
5

7,1
52

1.2
7,7
48

1.3
8,9
40

1.5
10
,13
2

1.7
10
,43
0

1.7
5
11
,32
4

1.9
11
,92
0

2
12
,51
6

2.1
13
,41
0

2.2
5

6
高
槻
市

1,6
80
 

0.3
2,2
40
 

0.4
3,6
40
 

0.6
5

4,7
60
 

0.8
5

5,6
00
 

1
6,4
40

1.1
5

6,4
68

1.1
55

7,0
00

1.2
5

7,5
61

1.3
5

8,4
01

1.5
8,5
13

1.5
2
10
,36
1

1.8
5
10
,52
9

1.8
8
11
,76
0

2.1

7
茨
木
市

1,7
97
 

0.3
2,6
95
 

0.4
5

4,1
93
 

0.7
5,3
91
 

0.9
5,9
90
 

1
6,8
88

1.1
5

7,4
87

1.2
5

8,0
86

1.3
5

8,9
85

1.5
9,5
84

1.6
9,8
83

1.6
5
10
,78
2

1.8
11
,98
0

2
13
,17
8

2.2

8
摂
津
市

1,8
84
 

0.3
2,8
26
 

0.4
5

4,3
96
 

0.7
5,6
52
 

0.9
6,2
80
 

1
7,5
36

1.2
8,1
64

1.3
8,7
92

1.4
9,4
20

1.5
10
,99
0

1.7
5
11
,61
8

1.8
5
12
,56
0

2

9
豊
能
町

1,6
64
 

0.3
2,4
97
 

0.4
5

3,8
84
 

0.7
4,9
94
 

0.9
5,5
49
 

1
6,6
59

1.2
7,2
14

1.3
8,0
46

1.4
5

9,1
56

1.6
5

9,9
89

1.8
10
,26
6

1.8
5
11
,09
9

2

10
能
勢
町

1,7
81
 

0.3
2,6
72
 

0.4
5

4,1
57
 

0.7
5,3
44
 

0.9
5,9
38
 

1
7,1
25

1.2
7,7
19

1.3
8,9
07

1.5
10
,09
4

1.7
11
,28
2

1.9
12
,47
0

2.1
13
,65
7

2.3
14
,84
5

2.5

11
島
本
町

1,7
70
 

0.3
2,9
50
 

0.5
4,1
30
 

0.7
5,3
10
 

0.9
5,9
00
 

1
7,0
80

1.2
7,6
70

1.3
8,8
50

1.5
10
,03
0

1.7
10
,62
0

1.8
11
,21
0

1.9
11
,80
0

2

12
堺
市

2,0
38
 

0.3
3,1
92
 

0.4
7

4,7
53
 

0.7
6,1
12
 

0.9
6,7
90
 

1
8,0
13

1.1
8

8,8
28

1.3
10
,18
5

1.5
11
,34
0

1.6
7
12
,49
4

1.8
4
13
,64
8

2.0
1
14
,80
3

2.1
8
15
,68
5

2.3
1
16
,56
8

2.4
4
16
,77
2

2.4
7
16
,97
5

2.5

13
高
石
市

0.3
0.4

0.7
0.9

1
1.2

1.3
1.5

1.7
5

2

14
泉
大
津
市

1,7
62
 

0.3
2,6
44
 

0.4
5

4,1
12
 

0.7
5,1
70
 

0.8
8

5,8
75
 

1
6,5
80

1.1
2

7,3
45

1.2
5

8,8
13

1.5
9,9
89

1.7
10
,87
0

1.8
5
11
,16
4

1.9
11
,75
1

2

15
岸
和田
市

1,9
17
 

0.3
3,1
92
 

0.5
4,4
67
 

0.7
5,7
42
 

0.9
6,3
75
 

1
7,0
17

1.1
7,6
50

1.2
8,2
92

1.3
9,5
67

1.5
10
,84
2

1.7
12
,11
7

1.9
12
,75
0

2

16
貝
塚
市

1,8
50
 

0.3
3,0
84
 

0.5
4,3
17
 

0.7
4,4
75
 

0.9
6,1
67
 

1
7,4
00

1.2
8,0
17

1.3
9,2
50

1.5
10
,49
2

1.7
11
,10
8

1.8
12
,34
2

2

17
泉
佐
野
市

1,9
95
 

0.3
3,3
25
 

0.5
4,6
55
 

0.7
5,9
85
 

0.9
6,6
50
 

1
7,9
80

1.2
8,6
45

1.3
9,9
75

1.5
11
,30
5

1.7
11
,97
0

1.8
13
,30
0

2
14
,96
2

2.2
5
16
,62
5

2.5

18
和
泉
市

1,8
48
 

0.3
3,0
80
 

0.5
4,3
11
 

0.7
5,5
43
 

0.9
6,1
59
 

1
7,3
90

1.2
8,0
07

1.3
9,2
39

1.5
9,6
70

1.5
7
10
,04
0

1.6
3
10
,40
9

1.6
9
10
,77
8

1.7
5
11
,57
9

1.8
8
12
,31
8

2

19
泉
南
市

1,8
75
 

0.3
2,5
00
 

0.4
4,3
75
 

0.7
5,3
13
 

0.8
5

6,2
50
 

1
7,5
00

1.2
8,1
25

1.3
8,7
50

1.4
10
,00
0

1.6
11
,25
0

1.8
12
,50
0

2
14
,37
5

2.3
17
,50
0

2.8
20
,62
5

3.3

20
阪
南
市

1,8
60
 

0.3
2,7
90
 

0.4
5

4,3
40
 

0.7
5,5
80
 

0.9
6,2
00
 

1
7,4
40

1.2
8,0
60

1.3
9,3
00

1.5
9,9
20

1.6
10
,54
0

1.7

21
忠
岡町

－
0.3

－
0.3
8

－
0.7

－
0.8
8

6,4
10
 

1
－

1.1
3

－
1.2
5

－
1.5

－
1.7

－
1.8
5

－
2

22
田尻
町

2,0
30
 

0.3
3,3
80
 

0.5
4,7
30
 

0.7
6,0
80
 

0.9
6,7
50
 

1
8,1
00

1.2
8,7
80

1.3
10
,13
0

1.5
11
,48
0

1.7
12
,83
0

1.9
13
,17
0

1.9
5
13
,50
0

2

23
熊
取
町

－
0.3

－
0.5

－
0.7

－
0.8
5

6,3
21
 

1.0
 

－
1.2

－
1.3

－
1.5

－
1.7

－
1.8

－
1.9

－
2.0
 

－
2.1

－
2.2

－
2.3

－
2.4

※
別
紙あ
り

24
岬町

1,8
00
 

0.3
2,1
00
 

0.3
5

4,2
00
 

0.7
5,4
00
 

0.9
6,0
00
 

1
6,6
00

1.1
7,2
00

1.2
8,1
00

1.3
5

9,0
00

1.5
9,6
00

1.6
10
,50
0

1.7
5
11
,40
0

1.9

25
くす
のき

2,0
25
 

0.3
3,0
37
 

0.4
5

4,7
24
 

0.7
6,4
11
 

0.9
5

6,7
48
 

1
8,0
98

1.2
8,7
73

1.3
10
,12
2

1.5
10
,79
7

1.6
11
,47
1

1.7
12
,14
6

1.8
12
,82
1

1.9
13
,49
5

2
14
,50
8

2.1
5
15
,52
0

2.3

26
枚
方
市

27
寝
屋
川市

1,9
17
 

1.3
2,5
56
 

0.4
4,4
73
 

0.7
5,7
51
 

0.9
6,3
90
 

1
7,6
68

1.2
8,3
07

1.3
9,4
26

1.4
75

9,5
85

1.5
10
,70
4

1.6
75

10
,86
3

1.7
11
,82
2

1.8
5
12
,78
0

2
13
,73
9

2.1
5
14
,69
7

2.3
15
,65
6

2.4
5
16
61
4

2.6
17
57
3

2.7
5

28
大
東
市

1,9
26
 

0.3
3,2
10
 

0.5
4,4
94
 

0.7
5,7
78
 

0.9
6,4
20
 

1
7,7
04

1.2
8,3
46

1.3
9,6
30

1.5
10
,91
4

1.7
11
,55
6

1.8
12
,84
0

2
14
,12
4

2.2

29
交
野
市

1,6
10
 

0.3
2,6
80
 

0.5
3,7
60
 

0.7
4,8
30
 

0.9
5,3
60
 

1
6,4
40

1.2
6,9
70

1.3
8,0
40

1.5
8,8
50

1.6
5

9,6
50

1.8
10
,19
0

1.9
10
,46
0

1.9
5
10
,72
0

2

30
松
原
市

1,9
65
 

0.3
3,2
75
 

0.5
4,5
85
 

0.7
5,8
95
 

0.9
6,5
50
 

1.0
7,8
60

1.2
8,5
15

1.3
9,8
25

1.5
11
,13
5

1.7
11
,79
0

1.8
12
,44
5

1.9

31
羽曳
野
市

1,8
36
 

0.3
2,7
55
 

0.4
5

4,2
86
 

0.7
5,5
10
 

0.9
6,1
23
 

1
7,3
47

1.2
7,9
59

1.3
9,1
84

1.5
10
,40
9

1.7
11
,02
1

1.8
11
,63
3

1.9
12
,24
6

2
12
,85
8

2.1
13
,47
0

2.2

32
藤
井
寺
市

1,8
00
 

0.3
2,7
00
 

0.4
5

4,2
00
 

0.7
5,4
00
 

0.9
6,0
00
 

1
7,2
00

1.2
7,8
00

1.3
9,0
00

1.5
10
,20
0

1.7
11
,10
0

1.8
5
12
,00
0

2

33
富田
林
市

2,0
18
 

0.3
2,0
18
 

0.3
3,0
28
 

0.4
5

4,7
11
 

0.7
5,7
20
 

0.8
5

6,7
30

1
7,4
03

1.1
8,4
13

1.2
5
10
,09
5

1.5
10
,76
8

1.6
11
,44
1

1.7
12
,11
3

1.8
12
,78
7

1.9
13
,46
0

2

34
河内
長
野
市

1,7
52
 

0.3
2,6
28
 

0.4
5

4,0
88
 

0.7
4,9
64
 

0.8
5

5,8
40
 

1
6,4
24

1.1
7,3
00

1.2
5

8,7
60

1.5
9,3
44

1.6
9,9
28

1.7
10
,51
2

1.8
11
,09
6

1.9
11
,68
0

2

35
大
阪
狭
山市

1,8
64
 

0.3
2,7
95
 

0.4
5

4,7
38
 

0.7
5,2
79
 

0.8
5

6,2
11
 
基
準
額

6,8
32

1.1
7,7
64

1.2
5

9,3
16

1.5
9,9
37

1.6
10
,55
8

1.7
11
,18
0

1.8
11
,80
1

1.9
12
,42
2

2.0
 

36
河
南町

1,8
21
 

0.3
3,0
35
 

0.5
4,2
49
 

0.7
5,4
63
 

0.9
6,0
70
 

1
7,2
84

1.2
7,8
91

1.3
9,1
05

1.5
10
,31
9

1.7
10
,62
3

1.7
5
11
,23
0

1.8
5
11
,83
6

1.9
5
12
,14
0

2
12
,74
7

2.1
13
,35
4

2.2

37
太
子
町

0.3
0.4
7

0.7
0.9

6,4
80
 

1
1.2

1.3
1.5

1.6
8

1.7
5

1.8
5

1.9
5

38
千
早
赤
阪
村

1,3
16
 

0.3
2,1
95
 

0.5
3,0
73
 

0.7
3,9
50
 

0.9
4,3
90
 

1
5,2
68

1.2
5,7
06

1.3
6,5
85

1.5
7,2
43

1.6
5

7,9
01

1.8
8,3
40

1.9
8,7
80

2

39
東
大
阪
市

2,1
09
 

0.3
3,1
64
 

0.4
5

4,9
21
 

0.7
6,1
16
 

0.8
7

7,0
30
 

1
8,0
84

1.1
5

9,1
38

1.3
10
,54
4

1.5
11
,95
0

1.7
14
,76
2

2.1
16
,16
7

2.3
16
,87
0

2.4
17
,57
3

2.5
18
,27
6

2.6
18
,97
9

2.7
19
,68
2

2.5
20
,38
5

2.9
21
,08
8

3

40
八
尾
市

1,9
67
 

0.3
2,9
50
 

0.4
5

4,5
90
 

0.7
5,9
01
 

0.9
6,5
56
 

1
7,8
68

1.2
8,1
95

1.2
5

9,1
80

1.4
9,8
35

1.5
11
,47
4

1.7
5
12
,45
8

1.9
12
,78
5

1.9
5
13
,44
1

2.0
5
14
,75
2

2.2
5

41
柏
原
市

1,8
30
 

0.3
3,0
51
 

0.5
4,2
71
 

0.7
5,1
87
 

0.8
5

6,1
02
 

1
6,7
12

1.1
7,3
23

1.2
8,5
43

1.4
9,4
58

1.5
5
10
,67
9

1.7
5
11
,59
4

1.9
12
,20
5

2

※
大
阪
市
・
大
阪
狭
山
市
が
未
回
答

‐
87
～
88
‐



③
20
21
年
度
第
一
号
保
険
料
段
階
ご
と
デ
ー
タ
 

20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査

第
一
段
階
：
生
保
受
給
者
、
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
、
世
帯
非
課
税
本
人
合
計
所
得
金
額
+
課
税
年
金
収
入
80
万
円
以
下
　
第
2
段
階
：
世
帯
非
課
税
合
計
所
得
+
課
税
年
金
合
計
80
万
円
超
12
0
万
円
以
下
　
第
3
段
階
：
世
帯
非
課
税
合
計
所
得
+
課
税
年
金
合
計
12
0
万
円
以
上
　

第
4
段
階
：
世
帯
課
税
合
計
所
得
+
課
税
年
金
収
入
80
万
円
以
下
　
第
5
段
階
：
基
準
額
　
世
帯
課
税
合
計
所
得
+
課
税
年
金
収
入
合
計
80
万
円
以
上
　
第
6
段
階
：
本
人
課
税
所
得
・
合
計
所
得
12
0
万
円
未
満
  

市
町
村
名

第
一
号

第
1段
階

第
2段
階

第
3段
階

第
4段
階

第
5段
階

第
6段
階

第
7段
階

第
8段
階

第
9段
階

第
10
段
階

第
11
段
階

第
12
段
階

第
13
段
階

第
14
段
階

第
15
段
階

第
16
段
階

第
17
段
階

第
18
段
階

第
19
段
階

被
保
険
者
数

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

構
成
比

1
大
阪
市

#D
IV
/0
!

#D
IV
/0
!

#D
IV
/0
!

#D
IV
/0
!

#D
IV
/0
!

2
吹
田
市

90
,00
6 
17
,25
9 

19
.2%

7,6
25
 
8.5
%

7,5
61
 
8.4
%
10
,66
4 

11
.8%

9,7
12
 
10
.8%

2,7
01
 
3.0
%

4,2
17
 
4.7
%

3,5
21
 
3.9
%

7,5
43
 
8.4
%

6,0
08
 
6.7
%

3,6
60
 

4.1
%

2,5
24
 
2.8
%

2,0
96
 
2.3
%

1,3
45
 

1.5
%

1,0
96
 

1.2
%

80
6 

0.9
%

62
1 

0.7
%

53
1

0.6
%

50
3

0.6
%

3
豊
中
市

10
5,2
97
 
集
計
中

#V
AL
UE
!
集
計
中

#V
AL
UE
!
集
計
中

#V
AL
UE
!
集
計
中

#V
AL
UE
!
集
計
中

#V
AL
UE
!
集
計
中

#V
AL
UE
!
集
計
中

#V
AL
UE
!
集
計
中

#V
AL
UE
!
集
計
中

#V
AL
UE
!
集
計
中

#V
AL
UE
!
集
計
中

#V
AL
UE
!
集
計
中

#V
AL
UE
!
集
計
中

#V
AL
UE
!
集
計
中

#V
AL
UE
!
集
計
中

#V
AL
UE
!
集
計
中

#V
AL
UE
!

0.0
%

0.0
%

4
箕
面
市

35
,14
8 

5,8
95
 
16
.8%

2,5
46
 
7.2
%

2,3
68
 
6.7
%

4,7
83
 
13
.6%

3,8
99
 
11
.1%

3,9
34
 
11
.2%

5,3
33
 
15
.2%

2,8
43
 

8.1
%

1,2
59
 
3.6
%

1,0
05
 
2.9
%

38
1 

1.1
%

26
0 

0.7
%

32
3 

0.9
%

54
4 

1.5
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

5
池
田
市

28
,08
8 
未
集
計

#V
AL
UE
!
未
集
計

#V
AL
UE
!
未
集
計

#V
AL
UE
!
未
集
計

#V
AL
UE
!
未
集
計

#V
AL
UE
!
未
集
計

#V
AL
UE
!
未
集
計

#V
AL
UE
!
未
集
計

#V
AL
UE
!
未
集
計

#V
AL
UE
!
未
集
計

#V
AL
UE
!
未
集
計

#V
AL
UE
!
未
集
計

#V
AL
UE
!
未
集
計

#V
AL
UE
!
未
集
計

#V
AL
UE
!
未
集
計

#V
AL
UE
!

0.0
%

0.0
%

0.0
%

6
高
槻
市

10
2,9
36
 

0.0
%

0.0
%

0.0
%

7
茨
木
市

68
,86
4 
11
,74
4 

17
.1%

5,2
89
 
7.7
%

5,2
77
 
7.7
%

8,9
59
 
13
.0%

8,3
68
 
12
.2%

8,3
26
 
12
.1%

9,4
58
 
13
.7%

1,6
52
 
2.4
%

4,1
71
 

6.1
%

88
9 

1.3
%

1,6
03
 
2.3
%

1,5
60
 
2.3
%

95
2 

1.4
%

1,0
05
 

1.5
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

8
摂
津
市

22
,31
5 

4,3
53
 
19
.5%

2,1
53
 
9.6
%

1,9
85
 
8.9
%

2,5
47
 
11
.4%

2,4
76
 
11
.1%

2,9
12
 
13
.0%

2,7
73
 
12
.4%

1,4
03
 
6.3
%

62
2 

2.8
%

43
0 

1.9
%

30
2 

1.4
%

28
7 

1.3
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

9
豊
能
町

8,9
31
 

94
7 

10
.6%

40
2 

4.5
%

36
6 

4.1
%

1,6
61
 
18
.6%

1,1
97
 
13
.4%

1,0
89
 
12
.2%

1,5
26
 
17
.1%

92
0 

10
.3%

41
1 

4.6
%

21
4 

2.4
%

10
7 

1.2
%

89
 

1.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

10
能
勢
町

3,9
73
 

68
8 

17
.3%

31
2 

7.9
%

26
3 

6.6
%

48
5 

12
.2%

51
8 

13
.0%

66
8 

16
.8%

55
8 

14
.0%

26
3 

6.6
%

83
 

2.1
%

66
 

1.7
%

19
 
0.5
%

9 
0.2
%

12
 
0.3
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

11
島
本
町

8,8
53
 
1,2
20
 
13
.8%

65
0 

7.3
%

54
3 

6.1
%

1,2
64
 
14
.3%

1,1
69
 
13
.2%

1,2
42
 
14
.0%

1,4
09
 
15
.9%

74
1 

8.4
%

38
0 

4.3
%

10
5 

1.2
%

56
 
0.6
%

74
 
0.8
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

12
堺
市

23
4,5
98
 
54
,66
0 
23
.3%

20
,40
9 

8.7
%
21
,25
7 

9.1
%
28
,33
1 

12
.1%

23
,31
8 

9.9
%
28
,85
0 

12
.3%

28
,57
9 

12
.2%

13
,83
9 

5.9
%

5,9
72
 
2.5
%

2,7
77
 

1.2
%

1,4
52
 
0.6
%

94
9 

0.4
%

67
8 

0.3
%

53
0 

0.2
%

40
2 

0.2
%

2,5
95
 

1.1
%

0.0
%

0.0
%

13
高
石
市

15
,88
1 

3,3
29
 
21
.0%

1,4
05
 
8.8
%

1,3
03
 
8.2
%

1,9
65
 
12
.4%

1,6
98
 
10
.7%

1,8
35
 
11
.6%

2,3
52
 
14
.8%

96
7 

6.1
%

33
0 

2.1
%

71
2 

4.5
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

14
泉
大
津
市

19
,12
4 

4,7
22
 
24
.7%

1,9
83
 
10
.4%

1,9
26
 
10
.1%

2,3
37
 
12
.2%

1,8
92
 
9.9
%

2,3
82
 
12
.5%

2,3
24
 
12
.2%

1,1
00
 
5.8
%

45
9 

2.4
%

46
8 

2.4
%

27
7 

1.4
%

0 
0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

15
岸
和
田
市

53
,53
0 
12
,44
3 
23
.2%

4,7
48
 
8.9
%

4,8
86
 

9.1
%

6,4
69
 
12
.1%

5,4
79
 
10
.2%

2,9
17
 
5.4
%

3,5
53
 
6.6
%

6,7
01
 
12
.5%

3,1
07
 
5.8
%

1,8
90
 
3.5
%

49
7 

0.9
%

81
4 

1.5
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

16
貝
塚
市

22
,73
5 

5,0
22
 
22
.1%

2,3
22
 
10
.2%

2,3
17
 
10
.2%

2,5
69
 
11
.3%

2,4
20
 
10
.6%

2,8
41
 
12
.5%

2,7
77
 
12
.2%

1,1
72
 
5.2
%

72
8 

3.2
%

28
4 

1.2
%

25
1 

1.1
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

17
泉
佐
野
市

25
,88
4 

5,5
07
 
21
.3%

2,4
32
 
9.4
%

2,4
07
 
9.3
%

3,2
87
 
12
.7%

2,6
83
 
10
.4%

3,4
72
 
13
.4%

3,1
01
 
12
.0%

1,4
25
 
5.5
%

56
7 

2.2
%

44
3 

1.7
%

16
8 

0.6
%

98
 
0.4
%

23
1 

0.9
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

18
和
泉
市

46
,72
4 

9,6
96
 
20
.8%

3,7
81
 

8.1
%

3,9
72
 
8.5
%

6,2
86
 
13
.5%

5,2
92
 
11
.3%

5,4
35
 
11
.6%

6,3
48
 
13
.6%

3,0
52
 
6.5
%

1,2
35
 
2.6
%

57
1 

1.2
%

30
9 

0.7
%

16
7 

0.4
%

13
0 

0.3
%

56
2 

1.2
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

19
泉
南
市

18
,32
3 

3,6
42
 
19
.9%

1,5
79
 
8.6
%

1,5
07
 
8.2
%

2,3
92
 
13
.1%

2,0
28
 
11
.1%

93
8 

5.1
%

1,4
08
 
7.7
%

2,5
09
 
13
.7%

92
9 

5.1
%

37
2 

2.0
%

13
1 

0.7
%

62
 
0.3
%

47
 

71
 

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

20
阪
南
市

17
,47
8 

3,0
02
 
17
.2%

1,3
93
 
8.0
%

1,2
55
 
7.2
%

2,5
67
 
14
.7%

2,0
75
 
11
.9%

2,5
47
 
14
.6%

2,5
41
 
14
.5%

1,0
90
 
6.2
%

45
7 

2.6
%

55
4 

3.2
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

21
忠
岡
町

4,7
76
 
1,1
81
 
24
.7%

48
7 

10
.2%

47
4 

9.9
%

51
6 

10
.8%

53
5 

11
.2%

56
7 

11
.9%

54
5 

11
.4%

24
5 

5.1
%

77
 

1.6
%

10
9 

2.3
%

40
 
0.8
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

22
田
尻
町

1,9
96
 

44
5 
22
.3%

20
3 

10
.2%

23
9 

12
.0%

22
4 

11
.2%

24
8 

12
.4%

26
0 

13
.0%

21
1 
10
.6%

80
 
4.0
%

42
 

2.1
%

20
 

1.0
%

7 
0.4
%

23
 

1.2
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

23
熊
取
町

12
,46
7 

1,9
29
 
15
.5%

85
3 

6.8
%

77
0 

6.2
%

1,7
83
 
14
.3%

1,6
14
 
12
.9%

1,6
72
 
13
.4%

2,0
18
 
16
.2%

93
5 

7.5
%

39
7 

3.2
%

16
8 

1.3
%

73
 
0.6
%

36
 
0.3
%

40
 
0.3
%

41
 
0.3
%

22
 
0.2
%

11
6 

0.9
%

0.0
%

0.0
%

24
岬
町

5,9
66
 

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

25
くす
の
き

91
,48
5 
24
,67
0 
27
.0%

10
,03
1 

11
.0%

8,8
38
 
9.7
%

9,3
87
 
10
.3%

9,0
22

9.9
%
10
,67
6

11
.7%

9,6
62

10
.6%

4,8
84

5.3
%

2,0
27

2.2
%

82
9

0.9
%

46
1

0.5
%

27
6

0.3
%

27
6

0.3
%

18
4

0.2
%

92
1

1.0
%

0
0.0
%

0
0.0
%

0
0.0
%

26
枚
方
市

11
3,4
03
 

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

27
寝
屋
川
市

68
,95
7 

不
明

#V
AL
UE
!

不
明

#V
AL
UE
!

不
明

#V
AL
UE
!

不
明

#V
AL
UE
!

不
明

#V
AL
UE
!

不
明

#V
AL
UE
!

不
明

#V
AL
UE
!

不
明

#V
AL
UE
!

不
明

#V
AL
UE
!

不
明

#V
AL
UE
!

不
明

#V
AL
UE
!

不
明

#V
AL
UE
!

不
明

#V
AL
UE
!

不
明

#V
AL
UE
!

不
明

#V
AL
UE
!

不
明

#V
AL
UE
!

不
明

#V
AL
UE
!

不
明

#V
AL
UE
!

28
大
東
市

32
,63
6 

6,5
92
 
20
.2%

3,4
08
 
10
.4%

3,3
26
 
10
.2%

3,7
17
 
11
.4%

3,6
41
 
11
.2%

4,0
81
 
12
.5%

3,9
54
 
12
.1%

1,9
41
 
5.9
%

80
4 

2.5
%

53
5 

1.6
%

20
8 

0.6
%

42
8 

1.3
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

29
交
野
市

21
,84
4 

2,7
86
 
12
.8%

1,5
05
 
6.9
%

1,3
99
 
6.4
%

3,0
03
 
13
.7%

2,6
19
 
12
.0%

2,1
88
 
10
.0%

3,2
23
 
14
.8%

1,8
27
 
8.4
%

51
1 

2.3
%

63
7 

2.9
%

19
9 

0.9
%

91
 
0.4
%

25
3 

1.2
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

30
松
原
市

35
,69
2 

9,1
13
 
25
.5%

3,5
59
 
10
.0%

3,3
73
 
9.5
%

4,1
76
 
11
.7%

3,2
32
 

9.1
%

4,1
17
 
11
.5%

4,5
18
 
12
.7%

1,7
97
 
5.0
%

81
5 

2.3
%

56
5 

1.6
%

43
1 

1.2
%

31
羽
曳
野
市

32
,79
5 
未
確
定

#V
AL
UE
!
未
確
定

#V
AL
UE
!
未
確
定

#V
AL
UE
!
未
確
定

#V
AL
UE
!
未
確
定

#V
AL
UE
!
未
確
定

#V
AL
UE
!
未
確
定

#V
AL
UE
!
未
確
定

#V
AL
UE
!
未
確
定

#V
AL
UE
!
未
確
定

#V
AL
UE
!
未
確
定

#V
AL
UE
!
未
確
定

#V
AL
UE
!
未
確
定

#V
AL
UE
!
未
確
定

#V
AL
UE
!

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%
7/
1決
定

32
藤
井
寺
市

18
,33
3 

3,8
81
 
21
.2%

1,5
30
 
8.3
%

1,5
03
 
8.2
%

2,4
05
 
13
.1%

1,8
63
 
10
.2%

2,2
18
 
12
.1%

2,5
24
 
13
.8%

1,1
53
 
6.3
%

60
2 

3.3
%

26
6 

1.5
%

35
0 

1.9
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

33
富
田
林
市

33
,50
6 

1,2
43
 
3.7
%

5,9
06
 
17
.6%

2,5
93
 
7.7
%

2,4
92
 
7.4
%

4,1
84
 
12
.5%

3,0
77
 
9.2
%

4,7
74
 
14
.2%

4,6
74
 
13
.9%

2,2
27
 
6.6
%

89
5 

2.7
%

67
9 

2.0
%

24
6 

0.7
%

14
0 

0.4
%

41
3 

1.2
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

34
河
内
長
野
市

36
,29
4 

5,9
23
 
16
.3%

2,3
41
 
6.5
%

2,2
54
 
6.2
%

5,7
32
 
15
.8%

4,1
29
 
11
.4%

4,8
19
 
13
.3%

5,7
04
 
15
.7%

2,7
17
 
7.5
%

1,1
84
 
3.3
%

74
0 

2.0
%

27
2 

0.7
%

12
0 

0.3
%

35
2 

1.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

35
大
阪
狭
山
市

16
,15
8 

2,7
77
 
17
.2%

1,2
00
 
7.4
%

1,0
59
 
6.6
%

2,3
56
 
14
.6%

1,6
94
 
10
.5%

2,2
54
 
13
.9%

2,3
03
 
14
.3%

1,1
18
 
6.9
%

54
2 

3.4
%

39
2 

2.4
%

14
0 

0.9
%

81
 
0.5
%

24
2 

1.5
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

36
河
南
町

5,0
83
 

84
7 

16
.7%

37
3 

7.3
%

26
9 

5.3
%

75
7 

14
.9%

55
1 
10
.8%

72
8 

14
.3%

85
9 

16
.9%

35
7 

7.0
%

13
5 

2.7
%

11
1 

2.2
%

39
 
0.8
%

11
 
0.2
%

23
 
0.5
%

10
 
0.2
%

13
 
0.3
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

37
太
子
町

3,9
32
 

63
7 

16
.2%

23
9 

6.1
%

20
5 

5.2
%

59
2 

15
.1%

44
6 

11
.3%

56
4 

14
.3%

63
4 

16
.1%

29
5 

7.5
%

15
9 

4.0
%

82
 

2.1
%

24
 
0.6
%

39
 

1.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

38
千
早
赤
阪
村

2,3
06
 

32
5 

14
.1%

18
2 

7.9
%

15
8 

6.9
%

31
2 

13
.5%

34
6 

15
.0%

35
2 

15
.3%

37
0 

16
.0%

15
4 

6.7
%

54
 
2.3
%

33
 

1.4
%

8 
0.3
%

12
 
0.5
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

39
東
大
阪
市

13
6,9
22
 
35
,52
6 
25
.9%

13
,53
2 

9.9
%
13
,09
7 

9.6
%
14
,27
4 

10
.4%

12
,03
1 

8.8
%
16
,43
5 

12
.0%

16
,05
4 

11
.7%

7,3
85
 
5.4
%

2,6
58
 

1.9
%

1,6
66
 

1.2
%

87
2 

0.6
%

60
9 

0.4
%

43
0 

0.3
%

38
4 

0.3
%

29
2 

0.2
%

41
3 

0.3
%

35
7 

0.3
%

90
7

0.7
%

40
八
尾
市

74
,90
7 
17
,83
7 
23
.8%

7,1
52
 
9.5
%

7,0
51
 
9.4
%

8,4
60
 
11
.3%

7,1
37
 
9.5
%

6,0
27
 
8.0
%

2,8
15
 
3.8
%

6,4
41
 
8.6
%

2,5
34
 
3.4
%

4,3
28
 
5.8
%

2,8
15
 
3.8
%

1,1
31
 

1.5
%

38
9 

0.5
%

96
4 

1.3
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

41
柏
原
市

20
,27
2 

59
5 

2.9
%

3,3
95
 
16
.7%

1,8
04
 
8.9
%

1,6
21
 
8.0
%

2,6
38
 
13
.0%

2,3
04
 
11
.4%

2,9
68
 
14
.6%

2,5
11
 
12
.4%

1,1
26
 
5.6
%

55
5 

2.7
%

49
0 

2.4
%

26
5 

1.3
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

合
計

1,6
98
,41
8 
26
0,4
36
 
15
.3%

11
4,9
25
 
6.8
%
10
7,6
05
 
6.3
%
14
8,3
73
 #
DI
V/
0!
13
0,1
54
 
7.7
%
13
4,4
28
 
7.9
%
14
1,3
93
 
8.3
%

81
,71
2 

4.8
%
44
,14
7 

2.6
%
28
,71
9 

1.7
%
16
,32
1 

1.0
%
10
,26
1 

0.6
%

6,6
14
 
0.4
%

6,0
53
 
0.4
%

2,7
46
 
0.2
%

3,9
30
 
0.2
%

97
8 

0.1
%

1,4
38
 

0.1
%

50
3 

0.0
%

※
大
阪
市
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大
阪
狭
山
市
が
未
回
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要
介
護
認
定
 

20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査

市町
村名

要介
護認
定者

要支
援
1

要支
援
2

要介
護
1

要介
護
2

要介
護
3

要介
護
4

要介
護
5

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

1
大阪
市

2
吹田
市

16
,03
2
16
,66
4
16
,15
4
16
,98
2
16
,85
7
17
,45
2
3,3
67

3,4
43

2,9
34

3,3
54

3,0
22

3,1
32

2,2
70

2,3
55

2,0
30

2,1
10

2,1
51

2,1
09

2,9
50

3,1
02

3,3
30

3,5
52

3,5
92

3,7
89

2,7
85

2,8
37

2,8
90

2,8
43

2,9
05

2,9
80

1,8
39

1,9
39

1,9
37

2,0
39

2,1
06

2,1
73

1,5
46

1,6
60

1,6
97

1,7
41

1,7
64

1,8
48

1,2
75

1,3
28

1,3
36

1,3
43

1,3
17

1,4
21

3
豊中
市

21
,22
0
21
,88
9
22
,53
3
23
,23
2
23
,87
9
24
,72
8
3,9
30

4,1
22

4,0
09

4,3
61

4,3
55

4,6
20

3,4
16

3,3
45

3,4
78

3,6
16

3,5
78

3,6
00

3,7
87

4,0
27

4,2
51

4,2
38

4,5
38

4,8
31

3,6
89

3,7
97

3,9
94

4,0
27

4,1
28

4,1
39

2,5
46

2,5
70

2,6
71

2,7
98

2,9
70

3,0
53

2,0
86

2,2
06

2,2
99

2,3
21

2,3
85

2,5
50

1,7
66

1,8
22

1,8
31

1,8
71

1,9
25

1,9
35

4
箕面
市

5,5
73

4,8
82

5,0
00

5,2
09

5,6
47

5,8
05

97
1

51
8

56
8

59
6

68
2

64
3

76
8

55
8

60
1

70
1

81
2

82
7
1,1
53

1,1
12

1,1
55

1,1
19

1,1
85

1,2
51

91
7

87
2

86
6

94
4

97
9
1,0
29

71
0

74
7

66
5

68
9

75
7

76
6

59
4

58
2

62
8

60
5

65
9

70
4

46
0

49
3

51
7

55
5

57
3

58
5

5
池田
市

5,2
08

5,2
06

5,1
19

5,3
04

5,4
66

5,5
95

1,1
47

1,0
69

1,0
26

99
0
1,0
24

1,0
68

75
8

71
0

64
1

67
9

70
0

66
3

91
2

98
5

97
0
1,0
12

1,0
34

1,1
81

77
3

75
7

78
4

84
0

83
1

79
6

58
8

60
1

60
6

61
6

67
2

67
0

51
6

54
3

56
1

61
8

62
4

64
6

51
4

54
1

53
1

54
9

58
1

57
1

6
高槻
市

16
,03
7
16
,59
2
16
,57
1
17
,16
6
18
,00
3
18
,85
0
4,3
33

4,4
65

4,1
84

4,3
27

4,3
42

4,6
23

2,6
19

2,7
12

2,5
55

2,5
61

2,7
69

2,7
50

2,8
47

2,9
85

3,1
86

3,4
11

3,6
07

3,7
67

2,2
79

2,2
89

2,2
85

2,1
92

2,2
84

2,3
43

1,6
17

1,5
92

1,7
11

1,7
55

1,8
45

2,0
06

1,2
22

1,3
60

1,4
08

1,5
90

1,7
35

1,8
88

1,1
20

1,1
89

1,2
42

1,3
30

1,4
21

1,4
73

7
茨木
市

11,
18
7
11,
37
0
11,
16
9
11,
69
9
11,
86
8
12
,27
3
2,0
71

1,9
72

1,5
14

1,6
52

1,6
13

1,6
44

1,6
30

1,6
22

1,4
36

1,5
68

1,5
37

1,5
27

2,2
41

2,3
87

2,6
49

2,7
01

2,6
74

2,9
09

1,8
04

1,8
33

1,8
56

1,9
53

2,0
48

2,0
73

1,3
19

1,3
37

1,4
65

1,5
40

1,6
50

1,6
87

1,1
58

1,1
80

1,2
40

1,2
94

1,3
58

1,4
10

96
4
1,0
39

1,0
09

99
1

98
8
1,0
23

8
摂津
市

3,4
70

3,6
27

3,7
31

4,0
47

4,0
45

4,2
03

47
6

50
5

54
9

60
6

61
6

62
7

67
0

69
7

68
7

76
6

72
6

75
0

49
3

57
9

62
2

62
7

66
4

68
6

69
2

70
8

71
6

76
5

75
3

81
1

46
1

46
8

45
6

51
1

49
4

51
8

38
8

38
8

41
3

44
2

45
6

47
2

29
0

28
2

28
8

33
0

33
6

33
9

9
豊能
町

1,2
58

1,3
07

1,2
97

1,3
74

1,4
41

1,4
79

26
8

32
2

30
3

30
1

34
0

33
9

17
8

18
3

16
6

19
7

19
3

20
9

22
0

21
8

24
4

27
8

28
1

29
3

20
2

19
2

19
2

19
1

20
5

20
7

12
9

13
3

14
1

13
7

13
8

13
8

13
4

12
4

118
14
6

15
3

16
5

12
7

13
5

13
3

12
4

13
1

12
8

10
能勢
町

73
0

71
7

67
5

69
4

70
1

71
7

111
111

96
98

10
6

10
4

114
10
7

72
80

76
82

12
5

12
0

12
9

13
6

13
4

15
5

12
2

118
10
8

118
115

111
92

77
95

90
99

10
2

84
91

84
86

70
83

82
93

91
86

90
80

11
島本
町

1,3
83

1,4
30

1,3
14

1,4
13

1,4
84

1,5
10

29
1

32
2

21
1

26
0

24
3

23
2

17
9

19
6

15
8

18
0

21
3

21
2

27
2

25
0

26
5

27
2

29
7

30
6

21
6

22
3

22
1

22
1

23
8

25
9

13
5

15
4

15
4

16
2

15
9

17
8

14
1

14
3

14
6

16
4

19
0

18
4

14
9

14
2

15
9

15
4

14
4

13
9

12
堺市

49
,80
1
51
,57
2
52
,68
4
54
,65
1
55
,87
1
56
,91
9
11,
05
0
11,
49
6
11,
65
3
12
,39
4
12
,33
1
12
,65
9
7,0
60

7,2
20

7,5
54

8,1
41

8,6
11

8,6
54

8,4
46

8,8
30

8,9
76

8,9
05

9,0
52

9,2
36

8,1
09

8,2
92

8,2
93

8,5
29

8,7
06

8,6
38

5,4
56

5,6
90

5,8
27

6,0
26

6,1
67

6,2
82

5,4
57

5,6
62

5,9
16

6,1
22

6,2
95

6,6
46

4,2
23

4,3
82

4,4
65

4,5
34

4,7
09

4,8
04

13
高石
市

3,1
73

3,1
73

3,2
40

3,3
03

3,4
52

3,5
44

65
3

65
3

68
4

70
4

75
8

81
2

51
9

51
9

55
4

55
2

55
1

57
7

55
9

55
9

58
2

63
9

73
4

70
9

51
8

51
8

50
1

49
6

45
0

42
5

32
1

32
1

32
5

33
1

30
5

32
9

31
7

31
7

30
0

29
7

33
8

35
3

28
6

28
6

29
4

28
4

31
6

33
9

14
泉大
津市

3,0
27

3,1
41

3,1
50

3,1
88

3,3
13

3,3
44

60
4

56
4

40
4

42
0

44
9

38
5

52
2

58
1

57
7

58
7

61
2

55
7

51
9

48
0

52
6

50
1

53
0

56
7

47
3

50
0

55
8

60
7

57
2

63
0

34
9

39
7

42
0

42
0

46
3

49
2

32
5

34
7

37
9

37
2

40
1

41
4

23
5

27
2

28
6

28
1

28
6

29
9

15
岸和
田市

11,
17
0
11,
32
6
10
,83
8
11,
19
5
11,
24
0
11,
50
8
2,1
27

2,1
02

1,5
82

1,7
42

1,8
70

1,9
53

1,3
86

1,3
01

1,0
78

1,1
72

1,2
10

1,2
53

2,2
42

2,3
55

2,4
90

2,5
77

2,5
13

2,6
32

1,9
03

1,9
23

1,9
81

2,0
22

2,0
53

2,0
01

1,2
68

1,3
17

1,3
47

1,3
76

1,3
07

1,3
78

1,2
11

1,2
86

1,3
38

1,2
91

1,2
65

1,3
34

1,0
33

1,0
42

1,0
22

1,0
15

1,0
23

95
7

16
貝塚
市

4,6
63

4,8
24

4,8
43

5,0
34

5,0
83

5,3
51

64
2

65
4

54
2

61
3

60
1

69
2

74
3

75
4

62
6

68
0

71
2

73
8

73
8

77
5

83
8

81
6

81
0

88
1

94
5

99
3
1,0
95

1,1
64

1,1
69

1,1
86

59
1

61
7

68
2

69
8

69
5

71
7

55
0

59
2

60
3

62
4

64
6

67
3

45
4

43
9

45
7

43
9

45
0

46
4

17
泉佐
野市

5,7
81

5,7
40

5,7
35

5,8
39

5,8
97

6,0
23

80
2

80
6

77
9

70
0

69
7

70
6

74
7

80
5

79
4

94
2

96
5
1,0
23

1,2
58

1,2
83

1,2
72

1,0
98

1,0
56

1,0
55

1,0
81

1,0
99

1,1
21

1,2
53

1,2
89

1,3
35

77
3

71
5

71
9

73
4

75
9

79
4

58
8

53
7

54
4

61
0

63
4

64
8

53
2

49
5

50
6

50
2

49
7

46
2

18
和泉
市

6,8
94

7,3
14

7,6
29

8,0
63

8,5
45

8,8
17

1,3
91

1,4
42

1,3
85

1,5
52

1,5
68

1,7
13

1,1
98

1,3
01

1,3
38

1,4
14

1,4
98

1,4
56

80
6

89
8
1,0
04

1,1
40

1,2
54

1,3
53

1,0
85

1,1
21

1,1
76

1,1
40

1,2
85

1,3
19

89
6

89
0
1,0
01

1,0
29

1,0
47

1,0
79

84
1

92
9

97
3
1,0
20

1,0
98

1,1
33

67
7

73
3

75
2

76
8

79
5

76
4

19
泉南
市

3,3
94

3,5
01

3,3
65

3,4
64

3,4
69

3,6
11

26
9

31
7

37
3

46
2

46
4

48
7

61
3

60
2

45
1

50
6

52
8

55
5

46
6

49
2

60
6

70
2

73
3

78
1

98
6

98
5

90
0

77
2

68
5

74
0

44
1

47
8

45
6

45
4

43
5

44
1

34
0

34
4

32
8

33
3

37
2

36
8

27
9

28
3

25
1

23
5

25
2

23
9

20
阪南
市

3,0
16

3,1
29

3,1
04

3,3
19

3,4
35

3,5
68

59
8

67
2

63
8

69
5

78
1

88
7

48
3

50
4

45
9

50
4

50
6

50
6

51
6

54
8

57
9

67
8

69
5

72
8

55
1

50
4

51
4

55
3

52
0

52
4

32
5

31
6

33
7

33
6

32
0

35
4

29
0

33
8

30
5

29
7

34
7

32
1

25
3

24
7

27
2

25
6

26
6

24
8

21
忠岡
町

1,0
41

1,0
26

1,0
09

1,0
52

99
8

1,0
06

12
8

14
0

14
7

18
6

16
5

20
5

16
6

14
0

16
9

19
3

17
3

16
8

22
2

22
8

20
1

20
3

21
5

19
0

18
6

19
0

19
7

17
2

15
8

15
8

13
1

116
10
9

117
115

12
4

115
10
8

10
6

10
6

10
9

10
0

93
10
4

80
75

63
61

22
田尻
町

42
2

43
9

40
7

43
5

42
7

47
1

50
76

62
70

66
78

68
61

55
60

56
57

79
68

86
96

83
93

90
95

86
89

84
91

51
57

39
40

45
61

40
39

40
36

39
47

44
43

39
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大阪府内市町村職員非正規率（いずれも2021年 4月1日付　大阪社保協調査）
介護保険担当課 国保担当課 生活保護担当課

全職員
数

正規
職員
数

非正
規職
員数

非正規率 全職員数
正規職
員数

非正
規職
員数

非正
規率

全職員
数

正規職
員数

非正規
職員数 非正規率

ＣＷ総
数

正規職
員数

非正
規職
員数

非正規率

大阪市 247 224 23 9% 568 501 67 12% 1,930 1,148 782 41% 815 668 147 18%
豊中市 26 14 12 46% 110 48 52 47% 168 86 82 49% 66 44 22 33%
池田市 29 21 8 34% 22 16 6 29% 18 14 4 25% 13 13 0 0%
豊能町 14 5 9 64% 8 8 0 0% 5 3 1 20% 1 0 1 0%
能勢町 7 5 2 29% 4 3 1 25% 7 6 1 14% 0 0 0 0%
箕面市 45 18 27 60% 28 18 10 36% 18 10 8 44% 10 6 4 40%
高槻市 51 30 21 41% 60 47 13 22% 80 66 14 18% 37 37 0 0%
島本町 18 13 5 28% 16 11 5 31% 17 12 5 29% 2 2 0 0%
茨木市 56 23 33 59% 50 36 14 28% 57 40 17 30% 31 31 0 0%
吹田市 51 20 31 61% 68 41 27 40% 78 60 18 23% 48 48 0 0%
摂津市 29 17 12 41% 31 20 11 35% 25 15 10 40% 12 11 1 8%
守口市 9 8 1 11% 30 27 3 10% 72 54 18 25% 36 28 8 22%
門真市 14 10 4 29% 71 47 24 34% 89 55 34 38% 52 43 9 17%
大東市 13 6 7 54% 37 32 5 14% 20 17 3 15% 15 15 0 0%
四條畷市 7 6 1 14% 19 14 5 26% 11 11 0 0% 7 7 0 0%
寝屋川市 62 32 30 48% 24 16 8 33% 89 64 25 28% 51 47 4 8%
枚方市 57 28 29 51% 62 45 17 27% 94 61 33 35% 52 37 15 29%
交野市 25 12 13 52% 26 15 11 42% 23 11 12 52% 8 7 1 13%
東大阪市 53 25 28 53% 88 50 38 43% 217 135 82 38% 136 92 44 32%
八尾市 53 35 18 34% 36 24 12 33% 58 53 5 9% 46 45 1 2%
柏原市 25 14 11 44% 25 15 10 40% 16 12 4 25% 13 12 1 8%
松原市 33 24 9 27% 23 20 3 13% 37 33 4 11% 19 19 0 0%
羽曳野市 73 32 41 56% 52 30 22 42% 39 29 10 26% 21 21 0 0%
藤井寺市 25 16 9 36% 37 25 12 32% 32 18 14 44% 14 14 0 0%
大阪狭山市 20 12 8 40% 23 19 4 17% 17 11 6 35% 6 5 1 17%
富田林市 33 22 11 33% 25 17 8 32% 37 28 9 24% 24 24 0 0%

太子町 19 12 7 37% 8 6 2 25% 福祉事
務所なし

河南町 12 7 5 42% 10 6 4 40% 4 4 0 0% 0 0 0 #DIV/0!

千早赤阪村 7 3 4 57% 4 3 1 25% 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

河内長野市 23 11 12 52% 31 21 10 32% 30 21 9 30% 15 15 0 0%
堺市 205 69 136 66% 255 131 124 49% 319 226 93 29% 176 159 17 10%
和泉市 19 13 6 32% 31 23 8 26% 44 35 9 20% 26 25 1 4%
高石市 13 7 6 46% 13 8 5 38% 18 9 9 7 4 3 43%
泉大津市 30 15 15 50% 19 14 5 26% 25 16 9 36% 14 13 1 7%
忠岡町 10 5 5 50% 12 7 5 42% 11 6 5 45% 0 0 0 #DIV/0!

岸和田市 36 19 17 47% 42 31 11 26% 61 52 9 40 39 1 3%
貝塚市 0 #DIV/0!

泉佐野市 17 10 7 41% 24 17 7 29% 26 20 6 23% 15 15 0 0%
田尻町 7 3 4 57% 4 4 0 0% 2 2 0 0% 0 0 0 0%
熊取町 22 9 13 59% 19 15 4 21% 12 5 7 58% 3 0 3 100%
泉南市 27 18 9 33% 25 19 6 24% 19 14 5 26% 10 9 1 10%
阪南市 26 15 11 42% 25 16 9 36% 15 9 6 40% 6 5 1 17%
岬町 14 6 8 57% 13 9 4 31% 7 5 4 57% 3 2 1 33%
合計 1,562 894 668 43% 2,078 1,475 593 29% 3,847 2,476 1,372 36% 1,850 1,562 288 16%

※貝塚市から未回答
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89
8

部
長
代
理
級
5

副
主
幹
級
49

主
任
級
94

一
般
職
級
62
5

島
本
町

1
0%

6
1

17
%

45
6

13
%

18
3

17
%

次
長
級
10

教
育
長
1

茨
木
市

1
0%

2
0%

14
3

21
%

76
19

25
%

11
2

56
50
%

次
長
級
27

課
長
代
理
級
10
3

次
長
級
3

課
長
代
理
級
25

吹
田
市

1
0

0%
－

－
－

－
29

5
17
%

17
4

52
30
%

36
9

19
5

53
%

85
7

次
長
級
62

課
長
代
理
級
24
6

80
1

次
長
級
11

課
長
代
理
級
11
4

摂
津
市

1
0%

3
（
副
市
長
・

教
育
長
）

10
1

10
%

42
6

14
%

10
9

29
27
%

次
長
級
15

課
長
代
理
33

主
幹
29

副
主
査
級
10
0

そ
の
他
96

次
長
級
2

課
長
代
理
7

主
幹
5

副
主
査
級
74

そ
の
他
58

守
口
市

1
0

0%
1

0
0%

1
0

0%
13

0
0%

41
4

10
%

10
3

38
37
%

次
長
級
5

課
長
代
理
級
42

そ
の
他
17
2

課
長
代
理
級
9

そ
の
他
20
1

門
真
市

1
0

0%
1

1
10
0%

－
－

10
2

20
%

47
12

26
%

76
34

45
%

次
長
級
12

次
長
級
1

大
東
市

1
0

0%
1

0
0%

12
0

0%
33

11
33
%

53
20

38
%

教
育
長
1

上
下
水
道
事
業
管
理
者
1

理
事
級
2

次
長
級
23

課
長
補
佐
級
45

主
査
級
43

役
職
な
し
13
3

教
育
長
0

上
下
水
道
事
業
管
理
者
0

理
事
級
0

次
長
級
3

課
長
補
佐
級
8

主
査
級
32

役
職
な
し
17
3

四
條
畷
市

1
0%

10
0

0%
26

14
54
%

次
長
級
10

課
長
代
理
級
24

理
事
1

次
長
級
2

課
長
代
理
級
14

理
事
0

寝
屋
川
市

1
0%

1
0%

2
2

10
0%

21
2

10
%

62
15

24
%

13
5

29
21
%

37
3

理
事
級
3

課
長
代
理
級
10

副
係
長
級
17

44
9

理
事
級
1

課
長
代
理
級
2

副
係
長
級
16

枚
方
市

1
0

0%
2

0
0%

2
0

0%
23

5
22
%

13
2

39
30
%

35
8

20
5

57
%

主
任
級
以
下
70
0

次
長
級
65

課
長
代
理
級
22
4

主
任
級
以
下
91
1

次
長
級
12

課
長
代
理
級
88

交
野
市

1
0

0%
1

0
0%

2
0

0%
15

2
13
%

41
14

34
%

次
長
級
19

課
長
代
理
級
50

次
長
級
2

課
長
代
理
級
25

東
大
阪
市

1
0%

3
0%

6
1

17
%

34
3

9%
22
0

38
17
%

26
3

21
9

83
%

部
次
長
級
10
3

総
括
主
幹
級
32
5

主
任
級
34
4

係
員
級
63
7

部
次
長
級
13

総
括
主
幹
級
13
4

主
任
級
20
1

係
員
級
39
3

八
尾
市

#D
IV
/0
!
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首
長

副
首
長

局
長
・
理
事
級

部
長
級

課
長
級

係
長
級

そ
の
他

男
性

女
性

女
性
比
率

男
性

女
性

女
性
比
率

男
性

女
性

女
性
比
率

男
性

女
性

女
性
比
率

男
性

女
性

女
性
比
率

男
性

女
性

女
性
比
率

男
性

女
性

柏
原
市

1
0

0%
1

0
0%

13
1

8%
49

4
8%

66
53

80
%

次
長
級
8

課
長
補
佐
級
37

次
長
級
0

課
長
補
佐
級
20

松
原
市

#D
IV
/0
!

羽
曳
野
市

1
0%

2
0%

17
1

6%
65

22
34
%

副
理
事
級
9

課
長
補
佐
13
5

そ
の
他
15
0

副
理
事
級
22

課
長
補
佐
99

そ
の
他
16
6

藤
井
寺
市

1
0

0%
3

0
0%

15
1

7%
33

14
42
%

37
26

70
%

次
長
級
16

課
長
代
理
級
63

次
長
級
3

課
長
代
理
級
38

大
阪
狭
山
市

1
0

0%
2

0
0%

14
2

14
%

36
15

42
%

57
38

67
%

次
長
級
9

課
長
補
佐
・
副
園
長
21

主
幹
5

そ
の
他
67

次
長
級
0

課
長
補
佐
・
副
園
長
6

主
幹
15

そ
の
他
58

富
田
林
市

1
0

0%
2

0
0%

14
2

14
%

63
19

30
%

17
6

70
40
%

23
0

次
長
級
14

課
長
代
理
級
94

19
9

次
長
級
2

課
長
代
理
級
34

太
子
町

1
0

0%
1

0
0%

4
0

0%
16

1
6%

課
長
補
佐
11

課
長
補
佐
9

河
南
町

1
0

0%
1

0
0%

0
0

4
1

25
%

10
3

30
%

11
3

27
%

理
事
3

副
理
事
7

課
長
補
佐
12

理
事
0

副
理
事
2

課
長
補
佐
7

千
早
赤
阪
村

1
0%

2
0%

11
3

27
%

7
1

14
%

教
育
長
1

課
長
代
理
級
5

課
長
代
理
級
4

河
内
長
野
市

1
0

0%
2

0
0%

16
2

13
%

57
4

7%
13
7

59
43
%

そ
の
他
52

副
理
事
級
2

課
長
補
佐
級
84

副
主
査
級
86

そ
の
他
27

副
理
事
級
0

課
長
補
佐
級
33

副
主
査
級
44

堺
市

1
0%

2
1

50
%

30
1

3%
74

19
26
%

31
2

73
23
%

61
9

32
8

53
%

課
長
補
佐
級
39
2

そ
の
他
11
56

課
長
補
佐
級
12
7

そ
の
他
12
42

和
泉
市

1
0%

高
石
市

1
0

0%
3

0
0%

25
0

0%
－

0
58

19
33
%

36
15

42
%

主
任
級
以
下
10
1

主
任
級
以
下
87

泉
大
津
市

1
0

0%
1

0
0%

1
0

0%
8

4
50
%

37
10

27
%

41
35

85
%

課
長
補
佐
級
43

そ
の
他
77

課
長
補
佐
級
19

そ
の
他
15
7

忠
岡
町

1
0

0%
1

0
0%

0
0

11
0

0%
18

7
39
%

7
8

11
4%

60
課
長
代
理
級
10

教
育
長
1

50
課
長
代
理
級
2

教
育
長
0

岸
和
田
市

1
0%

貝
塚
市

#D
IV
/0
!

泉
佐
野
市

1
0%

田
尻
町

1
0%

1
0%

9
0%

16
4

25
%

13
9

69
%

課
長
代
理
級
25

課
長
代
理
級
11

熊
取
町

1
0

0%
1

0
0%

16
2

13
%

28
13

46
%

43
33

77
%

課
長
補
佐
級
16

課
長
補
佐
級
4

泉
南
市

1
0

0%
1

0
0%

0
0

11
0

0%
30

8
27
%

34
22

65
%

次
長
級
15

課
長
代
理
級
35

次
長
級
1

課
長
代
理
級
14

阪
南
市

1
0

0%
1

0
0%

12
0

0%
34

5
15
%

83
73

88
%

岬
町

1
0

0%
2

0
0%

1
0

0%
19

2
11
%

13
11

85
%

27
32

11
9%

そ
の
他
17

主
幹
級
10

そ
の
他
21

主
幹
級
3

合
計

40
0

0%
49

2
4%

13
7

15
11
%

71
0

89
13
%

28
12

67
5

24
%

63
70

30
32

48
%

※
貝
塚
市
が
未
回
答
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2021年度　子どもの医療費助成制度大阪府内市町村実施一覧
 大阪府内自治体で無料制度はなし　2021年7月現在 大阪社保協調査

市町村名
通院 入院

入院時食事療養
費助成 備考

22歳 高卒 中卒 所得
制限 22歳 高卒 中卒 所得

制限

1 大阪市 1 あり 1 あり 一部助成
入院時食事療養費助成は重度障がい者医療の要件を満たす重度の身体、知的障がい者
のうち公的医療保険から「食事療養標準負担限度額認定書」または「限度額適用標準
負担額減額認定証」の交付を受けているもの

2 堺市 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

3 岸和田市 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

4 豊中市 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

5 池田市 1 なし 1 なし 助成無し

6 吹田市 1 なし 1 なし 助成なし

7 泉大津市 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

8 高槻市 1 なし 1 なし 全額助成（無料）、
所得制限あり

9 貝塚市 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

10 守口市 1 なし 1 なし 全額助成（無料） 2022年1月から高卒まで

11 枚方市 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

12 茨木市 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

13 八尾市 1 なし 1 なし 全額助成（無料） 入院時食事療養費助成は健康保険上の低所得者（住民税非課税世帯）の児童のみ償還払いで助成
14 泉佐野市 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

15 富田林市 1 なし 1 なし 全額助成（無料） 2021年10月から高卒まで

16 寝屋川市 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

17 河内長野市 1 なし 1 なし 助成なし

18 松原市 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

19 大東市 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

20 和泉市 1 なし 1 なし 助成なし

21 箕面市 1 なし 1 なし 助成なし

22 柏原市 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

23 羽曳野市 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

24 門真市 1 なし 1 なし 助成なし

25 摂津市 1 なし 1 なし 一部助成
大学・短期大学・高等専門学校・専修学校に在学する22歳到達までの学生とその学生
を監護・扶養しているひとり親家庭の父又は母を対象（所得制限があり、高卒～22歳
まで償還払）。入院時食事療養費の助成は健康保険制度上の低所得者のみ償還払いで
助成。

26 高石市 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

27 藤井寺市 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

28 東大阪市 1 なし 1 なし 全額助成（無料） 2022年1月から高卒まで

29 泉南市 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

30 四條畷市 1 なし 1 なし 助成なし

31 交野市 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

32 大阪狭山市 1 なし 1 なし 全額助成（無料） 2021年11月から入院食事療養費助成なし

33 阪南市 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

34 島本町 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

35 豊能町 1 あり 1 あり 助成なし

36 能勢町 1 なし 1 なし 助成なし

37 忠岡町 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

38 熊取町 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

39 田尻町 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

40 岬町 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

41 太子町 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

42 河南町 1 なし 1 なし 全額助成（無料） 19-22歳は償還払い

43 千早赤阪村 1 なし 1 なし 全額助成（無料）

2 21 20 0 2 21 20

[大阪府制度の概要]
対象者：就学前児童　自己負担：1医療機関あたり入・通院　各500円/日（月2日限度）　1ヶ月あたり負担限度額2,500円  4月から精神病床への入院が助成対象に

‐ 10‐



20
21
06
子
育
て
支
援
・
こ
ど
も
関
係
ア
ン
ケ
ー
ト
　
20
21
年
度
の
就
学
援
助
①
　
　
 

20
21
06
現
在
　
大
阪
社
保
協
調
査

持
家・
借
家
で
適
用

要
件

40
歳
代
母
+小
学
生
の
2人
世
帯

40
歳
代
母
+小
学
生
+中
学
生
の
3人
世
帯

40
歳
代
母
+小
学
生
2人
+中
学
生
4人
世
帯

申
請
時
期

申
請
先
等

違
う

違
わ
な
い

収
入

所
得（
未
満
）

収
入

所
得（
未
満
）

収
入

所
得（
未
満
）

時
期
が
決
まっ
て
い
る

い
つ
で
も
で
きる

学 校
役
所

そ
の
他

郵
送

1
大
阪
市

○
借
家
等
　
2,2
40
,00
0円
以

下
持
家
　
1,5
90
,00
0円
　
　
　

以
下

借
家
等
 2,
63
0,0
00
円
以
下

持
家
 1,
99
0,0
00
円
以
下

借
家
等
 3,
22
0,0
00
円
以
下

持
家
　
2,5
70
,00
0円
以
下

前
年
度
3月
1日
～
3月
31
日
及
び
当
該
年

度
4月
1日
～
6月
30
日（
新
入
学
1年
生
は
、

前
年
度
12
月
初
旬
～
）

新
た
な
事
情
が
発
生し
た
場

合
は
、当
該
年
度
7月
1日
以

降
随
時

○
可

2
豊
中
市

○
2,7
34
,40
0円

3,0
34
,40
0円

3,3
34
,40
0円

5月
27
日
～
2月
28
日

○
電
子
申
込

不
可

3
池
田
市

○
○

4
豊
能
町

家
族
構
成
や
年
齢
で
異
な
る
。（
生
活
保
護
法
に
よ
る
需
要
額
に
1.3
倍
を
乗
じ
た
額
以
下
。）

学
校
か
ら
の
案
内（
4月
頃
）～
2月
末
日ま

で
○

○

5
能
勢
町

○
4,1
25
,00
0円

2,6
80
,00
0円

4,1
25
,00
0円

－
4,6
00
,00
0円

－
○

○
○

6
箕
面
市

○

借
家（
家
賃
51
,00
0円
とし

て
算
定
）

<給
食
費
以
外
> 

2,5
27
,75
1円

<給
食
費
> 2
,10
6,4
59
円

持
家

<給
食
費
以
外
> 

1,8
50
,95
1円

<給
食
費
> 1
,54
2,4
59
円

借
家（
家
賃
51
,00
0円
とし
て

算
定
）

<給
食
費
以
外
> 3
,16
0,5
80

円
<給
食
費
> 2
,63
3,8
17
円

持
家

<給
食
費
以
外
> 2
,42
6,1
80

円
<給
食
費
> 2
,02
1,8
17
円

借
家（
家
賃
51
,00
0円
とし

て
算
定
）

<給
食
費
以
外
> 

3,5
85
,89
4円

<給
食
費
> 2
,98
8,2
45
円

持
家

<給
食
費
以
外
> 

2,8
51
,49
4円

<給
食
費
> 2
,37
6,2
45
円

4月
1日
～
翌
年
3月
1日

○
○

可

7
高
槻
市

○
※
別
紙

基
準
表
の

と
おり

5月
12
日
～
22
日
　
以
後
、年
度
末
の
終
業

式
の日
ま
で
随
時
受
付

○
可

8
島
本
町

○
1,7
65
,08
8円

2,5
06
,27
0円

3,0
53
,85
6円

6月
1日
～
6月
19
日（
令
和
2年
度
）

○
可

9
茨
木
市

○
借
家
 2,
13
0,4
00
円
以
下

持
家
 1,
95
1,0
00
円
以
下

借
家
 2,
59
7,2
00
円
以
下

持
家
 2,
41
7,8
00
円
以
下

借
家
 3,
22
7,5
00
円
以
下

持
家
 3,
04
8,1
00
円
以
下

4月
8日
～
5月
10
日

期
間
終
了
後
も
翌
年
2月
末

ま
で
学
校
で
随
時
受
付
。た
だ

し
申
請
月
か
ら
の
援
助

○

10
吹
田
市

○
2,9
39
,99
9（
近
似

値
）円

1,9
76
,32
8円
以
下

4,0
19
,99
9（
近
似
値
）

円
2,7
73
,42
8円
以
下

4,7
51
,99
9円

3,3
58
,52
4円
以
下

一
斉
受
付
期
間
は
4月
1日
～

5月
25
日（
日・
祝
休
日
及
び

5月
の
土
曜
日を
除
く）
、以

降
は
随
時
申
請
とし
て
当
該

月
か
ら
の
適
用と
なり
ま
す
。

○
可

11
摂
津
市

○
2,5
92
,00
0円

2,8
49
,00
0円

3,1
06
,00
0円

4月
6日
～
2月
末
日

○
可

12
守
口
市

○
2,9
34
,90
5円

1,8
68
,80
0円

3,8
72
,73
0円

2,5
36
,00
0円

4,4
97
,49
7円

3,0
57
,60
0円

○
○

○
可

13
門
真
市

○
－

2,4
61
,60
0円

－
27
91
60
0円

－
3,1
21
,60
0円

4月
8日
～
5月
14
日
　
以
降
随
時
受
付

（
20
22
年
1月
末
ま
で
）

○
○

14
大
東
市

○
2,2
42
,00
0円

2,4
99
,00
0円

2,9
28
,00
0円

た
だし
、5
/17
～
6/
30
ま
で

の
間
に
申
請
さ
れ
た
方
の
み

年
度
当
初
か
ら
の
認
定
とな

りま
す

○
可

15
四
條
畷
市

○
2,3
36
,00
0円
以
下

2,8
05
,00
0円
以
下

3,2
34
,00
0円
以
下

4月
1日
か
ら
5月
10
日
　
　
　（
4月
1日
遡

及
認
定
）

申
請
日
認
定
、申
請
は
令
和
4

年
2月
28
日ま
で

○
○

不
可

16
寝
屋
川
市

○
1,8
98
,67
4円

2,6
54
,38
9円

3,2
14
,21
5円

4月
1日
～
4月
30
日

○
可

17
枚
方
市

○
2,5
14
,00
0円
以
下

2,8
94
,00
0円
以
下

3,2
74
,00
0円
以
下

4月
1日
～
2月
末
日

○
○

不
可

‐ 11‐



持
家・
借
家
で
適
用

要
件

40
歳
代
母
+小
学
生
の
2人
世
帯

40
歳
代
母
+小
学
生
+中
学
生
の
3人
世
帯

40
歳
代
母
+小
学
生
2人
+中
学
生
4人
世
帯

申
請
時
期

申
請
先
等

違
う

違
わ
な
い

収
入

所
得（
未
満
）

収
入

所
得（
未
満
）

収
入

所
得（
未
満
）

時
期
が
決
まっ
て
い
る

い
つ
で
も
で
きる

学 校
役
所

そ
の
他

郵
送

18
交
野
市

○
借
家
 2,
48
6,7
80
円

持
家
 1,
82
6,7
80
円

借
家
 3,
04
6,9
00
円

持
家
 2,
36
8,9
00
円

借
家
 3,
31
7,1
58
円

持
家
 2,
65
7,1
58
円

5月
7日
ま
で

た
だし
申
請
日
か
ら
の
認
定

○
○

可

19
東
大
阪
市

○
2,2
40
,00
0円

2,5
70
,00
0円

2,9
00
,00
0円

○
○

○

20
八
尾
市

○
借
家
 2,
10
7,5
12
円

持
家
 1,
76
7,6
12
円

　
借
家
 2,
73
6,1
07
円

持
家
 2,
39
6,2
07
円

借
家
 3,
11
4,7
12
円

持
家
 2,
77
4,8
12
円

5月
6日
～
5月
31
日（
当
初
申
請
）　
※
例

年
、5
月中
に
当
初
申
請
受
付
を
実
施
。上
記

期
間
後
～
修
了
式（
卒
業
式
）ま
で
随
時
受
付

を
実
施
。但
し
援
助
額
は
費
目に
より
日
割
ま

た
は
月
割
で
計
算
。

○
○

可（
昨
年
度
に
引

き
続
き
実
施
）

21
柏
原
市

○
借
家
 2,
00
0,0
00
円
以
下

持
家
 1,
79
0,0
00
円
以
下

借
家
 2,
58
0,0
00
円
以
下

持
家
 2,
20
0,0
00
円
以
下

借
家
 2,
92
0,0
00
円
以
下

持
家
 2,
55
0,0
00
円
以
下

4月
12
日
～
5月
31
日（
当
初
申
請
期
間
）
当
初
申
請
期
間
を
過
ぎ
た
場

合
、2
月
末
日ま
で
随
時
受
付
。

支
給
額
は
申
請
月
以
降
の
費

用と
な
る
。

○
○

可（
今
年
度
に
限

り
、申
請
に
来
ら

れ
な
い
と
問
合
せ

が
あ
った
方
の
み

郵
送
受
付
）

22
松
原
市

○
1,8
47
,60
0円

2,1
77
,60
0円

2,5
07
,60
0円

1月
末
日
～
2月
中
旬

○（
土
日
祝
日は
除
く）

○
○

23
羽
曳
野
市

○
年
齢
に
よっ
て
基
準
額
が
異
なり
、提
示
の
例
に
回
答
で
き
な
い
。

モ
デ
ル
ケ
ー
ス
　
父
40
歳・
母
35
歳・
子
14
歳・
子
9歳
の
場
合

所
得：
（
借
家
）3
25
5千
円
未
満
　（
持
家
）2
59
5千
円
未
満

一
斉
受
付
期
間：
5月
6日
～
5月
31
日（
以

降
は
随
時
受
付
、2
月
末
ま
で
）

○
○

不
可

24
藤
井
寺
市

○
当
初
認
定
とな
る申
請
期
間
中（
5月
末
ま
で
）の
申
請
に
つ
い
て
、世
帯
全
員
の
令
和
2年
度
市
民
税
又
は
令
和
3年
度
市
民
税
の
総
所
得
分
の
課
税
所
得
金
額
の
い

ず
れ
か
が
認
定
基
準
額
以
下
とな
る
世
帯
。（
16
歳
未
満
の
扶
養
親
族
の
数
が
1人
な
ら
、9
40
,00
0円
以
下
。1
6歳
未
満
の
扶
養
親
族
1人
に
つ
き
、3
30
,00
0円
を

加
算
す
る
。）
令
和
3年
6月
1日
以
降
の
申
請
に
つ
い
て
は
、令
和
3年
度
市
民
税
の
総
所
得
分
の
課
税
所
得
金
額
で
判
定
す
る
。

令
和
3年
4月
6日
～
5月
31
日

○
 ※
た
だし
、4
月当
初
認
定

は
左
記
申
請
期
間
の
み
。

○
○

可

25
大
阪
狭
山
市

○
借
家
 1,
68
7,3
53
円

持
家
 2,
40
4,9
53
円

借
家
2,1
27
,72
2円

持
家
2,8
92
,12
2円

借
家
2,3
68
,78
6円

持
家
3,1
33
,18
6円

5月
1日
～
6月
5日
 ※
今
年
度
に
限
り
1週

間
程
度
延
長

○
○

可

26
富
田
林
市

○
基
準
額
2,0
13
,63
9

円
基
準
額
2,7
79
,84
8

円
基
準
額
3,3
14
,12
6円

4月
8日
～
5月
15
日（
当
初
申
請
）、
5月
16

日
～
1月
31
日（
随
時
申
請
）

○
○

不
可

27
太
子
町

○
2,3
24
,90
4円
　
　
　

（
控
除
48
万
と
す

る
）

1,8
44
,90
4円

3,0
67
,42
8円
　
　
　

（
控
除
48
万
と
す
る
）

2,5
87
,42
8円

3,5
94
,08
4円
　
　
　

（
控
除
48
万
と
す
る
）

3,1
44
,08
4円

○
○

28
河
南
町

○
4,7
34
,00
0円

3,2
45
,60
0円

4,9
14
,00
0円

3,3
89
,60
0円

5,0
62
,00
0円

3,5
08
,00
0円

4月
8日
～
5月
15
日
以
降
は
随
時
受
付

○
○

可

29
千
早
赤
阪
村

30
河
内
長
野
市

生
活
保
護
法
に
よ
る
援
助
を
受
け
て
い
る
方
、前
年
度
あ
る
い
は
本
年
度
の
市
民
税
が
非
課
税
か
均
等
割
の
み
課
税
の
方
。ま
た
単
に
収
入・
所
得
だ
け
で
なく
、世
帯
の
状
況
や
申
請
理
由

及
び
学
校
長
の
所
見
等
を
総
合
的
に
判
断
し
たう
え
で
、認
否
判
定
をし
て
い
る
。

4月
1日
～
5月
末
日（
当
初
認
定
の
期
間
）
6月
以
降
の
申
請
は
随
時
とし

て
扱
う

○
○

不
可

31
堺
市

○
約
1,8
40
,00
0円

約
2,5
10
,00
0円

約
2,8
80
,00
0円

4月
8日
～
2月
28
日
　
※
5月
以
降
申
請
は

申
請
月
分
より
支
給

○
○

○

32
和
泉
市

○
借
家
 25
8万
円
以
下

持
家
 18
5万
円
以
下

借
家
 30
3万
円
以
下

持
家
 23
0万
円
以
下

借
家
 33
3万
円
以
下

持
家
 26
0万
円
　
以
下

○
○

○
原
則
不
可

33
高
石
市

○
2,4
10
,00
0円

2,4
10
,00
0円

－
2,9
40
,00
0円

○
○

不
可

34
泉
大
津
市

○
借
家
 2,
71
1千
円

持
家
 1,
98
5千
円

借
家
 2,
98
1千
円

持
家
 2,
25
5千
円

借
家
 3,
25
1千
円

持
家
 2,
52
5千
円

5月
6日
～
5月
31
日

基
本
的
に
5月
ま
で
。

転
入
者
や
申
請
遅
れ
の
場
合

は
随
時
受
付

○
可

35
忠
岡
町

○
1,7
00
,00
0円

2,2
00
,00
0円

2,7
00
,00
0円

3月
中
旬
～
4月
30
日
　
　
　

※
期
日を
過
ぎ
ても
翌
年
2月

ま
で
は
申
請
可
能
。た
だし
、

そ
の
場
合
は
、申
請
月の
翌
月

分
か
ら
認
定
。

○
可

36
岸
和
田
市

○
借
家
 2,
98
9,0
00
円

持
家
 2,
44
9,0
00
円

借
家
 3,
01
9,0
00
円

持
家
 2,
47
9,0
00
円

借
家
 3,
34
9,0
00
円

持
家
 2,
80
9,0
00
円

5月
14
日
～
5月
31
日

○
○

不
可
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持
家・
借
家
で
適
用

要
件

40
歳
代
母
+小
学
生
の
2人
世
帯

40
歳
代
母
+小
学
生
+中
学
生
の
3人
世
帯

40
歳
代
母
+小
学
生
2人
+中
学
生
4人
世
帯

申
請
時
期

申
請
先
等

違
う

違
わ
な
い

収
入

所
得（
未
満
）

収
入

所
得（
未
満
）

収
入

所
得（
未
満
）

時
期
が
決
まっ
て
い
る

い
つ
で
も
で
きる

学 校
役
所

そ
の
他

郵
送

37
貝
塚
市

○
年
齢
に
より
基
準
が

異
な
る
た
め
、記
載

せ
ず
。別
紙
参
照
。

○
○

○
不
可

38
泉
佐
野
市

○
1,7
81
,50
4円
　（
母
子
加
算

算
定
後
）

2,2
55
,11
7円
　
　（
母
子
加
算

算
定
後
）

2,9
95
,82
0円
　
　（
母
子

加
算
算
定
後
）

4月
1日
～
5月
31
日
　
　
　
　
　（
当
初
認

定
分
）

以
後
、翌
年
2月
ま
で
受
付
可

能
○

可

39
田
尻
町

○
　
借
家

は
所
得
要

件
に
次
の

金
額
を
加

算
2～

6人
世
帯（
7人

以
上
世
帯
）　

66
0千
円

（
79
2千
円
）

か
家
賃
月

額
に
12
を

乗
じ
た
額

の
い
ず
れ

か
低
い
方

1,6
43
,24
0円

2,2
46
,92
0円

2,6
10
,46
2円

6月
1日
～
3月
31
日

○

40
熊
取
町

○
約
2,3
40
,00
0円

約
3,7
90
,00
0円

約
4,8
40
,00
0円

○（
4月
認
定
の
場
合
5月
31

日ま
で
）

○
○

可

41
泉
南
市

○
1,8
15
,48
4円

2,4
89
,69
6円

2,9
86
,63
2円

○
○

○
可

42
阪
南
市

○
借
家
 約
33
8万
円

持
家
 約
27
8万
円

借
家
 約
21
9万
円

持
家
 約
17
7万
円

借
家
　
約
40
3万
円

持
家
　
約
34
5万
円

借
家
 約
26
9万
円

持
家
 約
22
4万
円

借
家
 約
40
9万
円

持
家
 約
35
1万
円

借
家
 約
27
3万
円

持
家
 約
22
7万
円

4月
中
旬
～
6月
7日

途
中
認
定
～
2月
末
ま
で

○
○

43
岬
町

○
1,8
00
,00
0円

2,4
00
,00
0円

2,7
80
,00
0円

初
回
の
締
切
は
5/
11
期
限
、

そ
れ
以
降
は
2月
末
ま
で
随

時
○

可

※
大
阪
狭
山
市
・
千
早
赤
阪
村
・
高
石
市
が
未
回
答
の
た
め
前
年
度
回
答
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20
21
06
子
育
て
支
援
・
こ
ど
も
関
係
ア
ン
ケ
ー
ト
　
就
学
援
助
②
（
20
21
年
度
・
独
自
施
策
）　
　
　
 

20
21
06
現
在
　
大
阪
社
保
協
調
査

支給
内容

学用
品費

通学
費

修学 旅行
費

通学
用品
費

校外
活動
費

体育
実技
用品
費

新入
学学
用品

給食
費

PT
A会
費

クラ
ブ会 費

その
他

日帰
り

宿泊

1
大阪
市

実費
　　

　　
　

学校
徴収
金相
当

実費
実費

実費
実費
　　

　　
　　

　　
（学
用品
費に
合算

して
支給
）

実費
小 
51,
60
0円
　　

　　
中 
60
,00
0円

実費
実費
　　

　　
　

学校
徴収

金相
当

2
豊中
市

小
1 1
3,2
30
円　

他 
15
,50
0円

中
1 2
5,0
40
円　

他 
27
,31
0円

0
小 
24
,00
0円
・

実費
（限
度額
）

中 
60
,00
0円
・

実費
（限
度額
）

学用
品費
に含
む

学用
品費
に含
む

小 
3,6
90
円・
実費

（限
度額
）

中 
6,2
10
円・
実費

（限
度額
）

0
小 
63
,10
0円
　 

中 
79
,50
0円

実費
0

0

3
池田
市

小
1年
13
,23
0

2-6
年
15
,50
0　

中
1　
25
,04
0　
　　

2-3
年
27
,31
0

実費
実費

実費
小 
51,
60
0円
　　

　　
中 
60
,00
0円

実費

4
豊能
町

小
1 1
1,6
30
円

小
2～

6 
13
,90
0円

中
1 2
2,7
30
円

中
2,3
 25
,00
0円

実費
小
1,6
00
円ま
で

中
2,3
10
円ま
で

小
3,6
90
円ま
で

中
6,2
10
円ま
で

小 
51,
06
0円
　 

中 
60
,00
0円

実費

5
能勢
町

小
11,
63
0円
　　

　　
中
22
,73
0円

－
実費

小 
2,2
70
円　
　

中 
2,2
70
円

小
1,6
00
円

中
2,3
10
円

実費
－

小 
51,
06
0円
　 

中 
60
,00
0円

－
－

6
箕面
市

小
1 1
1,6
30
円　

他
13
,90
0円
　　

中
1 2
2,7
30
円　

他
25
,00
0円

実費
実費

学用
品等
に含
めて
支

給
実費

実費
小 
51,
06
0円
　

 中
 60
,00
0円

実費
オン
ライ
ン学
習通
信費
　1
2,0
00
円（
1世
帯）

7
高槻
市

小 
11,
63
0円
　　

　　
中 
22
,73
0円

実費
（通
学距
離が
片道

小
4k
m,
 中
6km
以

上の
者を
対象
）

実費
小
2～

6 2
,27
0円

中
2～

3 2
,27
0円

小 
1,6
00
円

中 
2,3
10
円

小
3,6
90
円

中
6,2
10
円

上限
（実
費）

小 
51,
60
0円
　

中 
60
,00
0円

実費

8
島本
町

小
11,
63
0円
　　

　　
中
22
,73
0円

実費
小 
2,2
70
円　
　

中 
2,2
70
円

小
1,6
00
円

中
2,3
10
円

小
3,6
90
円

中
6,2
10
円　
　　

　
上限

小 
51,
06
0円
　

 中
 60
,00
0円

実費
卒業
アル
バム
代

小　
11,
00
0円

中　
8,8
00
円

上限

9
茨木
市

小
1 1
3,2
30
円　

他 
15
,50
0円
　　

中
1 2
5,0
40
円　

他 
27
,31
0円

実費
小 
3,6
90
円　
　　

　
中
1･2
 6,
21
0円
　　

　
上限
額

中・
柔道

7,6
50
円

（限
度額
）領
収書
提

出要
・在
学中
に
1着

小 
51,
06
0円
　

 中
 60
,00
0円

小
-保
護者
負担
全額
　　
　　

中
-非
課税
世帯
は全
額、
その
他は
半

額

日本
スポ
ーツ
振興
セン
ター
掛金
　4
60
円

学校
病に
対す
る治
療費
　実
費

卒業
アル
バム
代　

小
･11
,00
0円
、中
･8,
80
0円
上限
額

10
吹田
市

小
11,
63
0円
　　

中
22
,73
0円

実費
実費

小 
2,2
70
円　
　

中 
2,2
70
円

小
3,2
00
円

中
4,6
20
円

小
3,6
90
円

中
6,2
10
円　
　　

　　
限度
額

中・
柔道

7,6
50
円

就学
前児
童 
51,
06
0円

小学
6年
生 
60
,00
0円

小
1　
41
,21
0円

小
2　
43
,12
0円

小
3・
4　
43
,67
0円

小
5・
6　
44
,22
0円

実施
して
いな
い

実施
して

いな
い

11
摂津
市

小
1 1
1,6
30
円

小
2 1
3,9
00
円

中
1 2
2,7
30
円

中
2 2
4,7
60
円

年額

実費
学用
品費
と

併せ
て支
給

小 
年額

1,6
00
円

以内
中 
年額

2,3
10
円

以内

小 
年額

3,6
90
円以
内

中 
年額

6,2
10
円以
内

中　
年額

7,6
50
円以
下　

小
51,
06
0円
　

中
60
,00
0円

小　
実費
（学
年に
応じ
た必
要額
）

小 
年額

3,4
50
円

中 
年額

4,2
60
円

（同
一世
帯・
同一
学

校で
1回
支給
）

生徒
会費

中　
5,5
00
円

アル
バム
代　
必要
額

12
守口
市

小 
11,
63
0円
　　

　　
中 
22
,73
0円

実費
小 
22
,69
0円
　

中 
60
,91
0円

上限
額

小 
1,6
00
円

中 
2,3
10
円

小 
3,6
90
円

中 
6,2
10
円

上限
額

60
,00
0円

（現
6年
生の
認定
者）
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支給
内容

学用
品費

通学
費

修学 旅行
費

通学
用品
費

校外
活動
費

体育
実技
用品
費

新入
学学
用品

給食
費

PT
A会
費

クラ
ブ会 費

その
他

日帰
り

宿泊

13
門真
市

小
1 1
0,0
80
円　

他 
10
,32
0円
　　

中
1 1
8,0
00
円　

他 
20
,40
0円

（通
学用
品費
・校

外活
動費
含む
）

小
20
,60
0円

中
55
,70
0円
　

上限
額

小
5　
6,0
00
円

小
6　
11,
00
0円

中
1・
2 7
,00
0円

上限
額

小 
50
,60
0円
　　

中 
57
,40
0円

小
1 4
3,3
80
円　

小
2 4
5,7
40
円　

その
他
46
,93
0円

中
1.2
-53
,46
0円

中
3-5
1,0
90
円

上限
額

14
大東
市

小
1 1
1,6
30
円　

他 
13
,90
0円
　

中
1 2
2,7
30
円　

他 
25
,00
0円

他制
度で

山間
部の
児童
のみ

実費
支給
有

実費
学用
品費
に含
む

実費
小
1,6
00
円以
内

中
2,3
10
円以
内

実費
小 
51,
06
0円
　　

中 
60
,00
0円

就学
援助
費と
して
は支
給し
ませ
ん

が、
認定
者か
ら徴
収は
しま
せん

15
四條
畷市

小 
11,
63
0円
　　

　　
中 
22
,73
0円

小 
22
,69
0円

中 
60
,91
0円

小 
2,2
70
円　

中 
2,2
70
円

小 
1,6
00
円

中 
2,3
10
円

小 
3,6
90
円

中 
6,2
10
円

小 
51,
06
0円
　

中 
60
,00
0円

実費
日本
スポ
ーツ
振興
セン
ター
共済
掛金
　4
60
円

オン
ライ
ン学
習通
信費
　5
,50
0円

16
寝屋
川市

小
11,
63
0円

中
22
,73
0円

実費
小
1,6
00
円 

中
2,3
10
円

小 
7,0
00
円

中 
8,0
00
円

上限
（実
費）

小 
51,
06
0円
　　

　
中 
60
,00
0円

実費

17
枚方
市

小
11,
63
0円
　　

　　
中
22
,73
0円

対象
経費
のみ

小
2～

6 2
,27
0円

中
2～

3 2
,27
0円

小
1,6
00
円

中
2,3
10
円

交通
費・
見学
料の
み

実費
小 
51,
06
0円
　　

　
中 
60
,00
0円

小
41
,80
0円

中 
実費

18
交野
市

小
11,
63
0円
　　

　　
中
22
,73
0円

実費
実費

中 
70
,00
0円

（限
度額
）

小 
2,2
70
円　

中 
2,2
70
円

小 
1,6
00
円　
　　

中 
2,3
10
円　
　　

　　
限度
額

小 
3,6
90
円　
　　

中 
6,2
10
円　
　　

　　
限度
額

小 
51,
06
0円
　　

　
中 
60
,00
0円

実費

19
東大
阪市

小 
11,
63
0円

中 
22
,73
0円

実費
小 
2,2
70
円　

中 
2,2
70
円

第
1学
年を
除く

小 
1,6
00
円　
　　

中 
2,3
10
円

小 
3,6
90
円　
　　

中 
6,2
10
円

小 
51,
06
0円
　　

　
中 
60
,00
0円

実費

20
八尾
市

小 
11,
63
0円

中 
22
,73
0円

小 
21,
89
0円

中 
60
,91
0円

（限
度額
）

小 
2,2
70
円　

中 
2,2
70
円

（1
年生
除く
）

小 
1,6
00
円　
　

中 
2,3
10
円　

小 
3,6
90
円　
　

中 
6,2
10
円　
　　

　　
（限
度額
）　

小 
51,
60
0円
　　

中 
60
,00
0円

実費

21
柏原
市

小 
11,
63
0円

中 
22
,73
0円

実費
小 
23
,00
0円

中 
60
,91
0円
以内

小 
2,2
70
円　

中 
2,2
70
円　

第
1学
年を
除く

実費
小 
6,0
00
円　
　

中 
7,5
00
円　
　　

　　
　

以内

小 
51,
06
0円

中 
60
,00
0円
（翌
年度
入

学予
定者
）

実費

22
松原
市

小 
11,
10
0円

中 
21,
70
0円

小 
21,
00
0円

中 
48
,00
0円

小 
1,5
10
円　
　

中 
2,1
80
円　

小 
3,4
70
円　
　

中 
5,8
40
円

実費

23
羽曳
野市

小 
11,
63
0円
　　

　　
中 
22
,73
0円

小 
22
,69
0円

中 
60
,91
0円
　

限度
額

小 
2,2
70
円　

中 
2,2
70
円

小 
1,6
00
円　
　　

中 
2,3
10
円

小 
3,6
90
円　
　　

中 
6,2
10
円　
　　

限度
額

中・
柔剣
道 
7,6
50
円　
　　

限度
額　
　　

実費
小 
51,
06
0円
　　

　
中 
60
,00
0円

小　
0円
　

※
20
21
年度
は無
償化
のた
め

24
藤井
寺市

小 
11,
63
0円
　　

　
中 
22
,73
0円
　　

　　
定額

小 
35
,00
0円

中 
65
,00
0円

上限
（実
費）

小 
2,2
70
円　

中 
2,2
70
円　
　　

定額

小 
1,6
00
円　
　　

中 
2,3
10
円　
　　

　
上限
（実
費）

実費
実費

・小
学校
入学
準備
金　
※小
学校
入学
前年
度の

2
月1
日以
降に
認定
を受
けて
いる
小学
校入
学予
定

者に
対し
て支
給。
51,
06
0円
（定
額）
※
20
22
年度

小学
校入
学予
定者

・中
学校
入学
準備
金　
※中
学校
入学
前年
度の

2
月1
日以
降に
認定
を受
けて
いる
小学
校
6年
生に

対し
て支

給。
60
,00
0円
（定

額）
※
20
22
年
度中

学校
入学
予定
者

・医
療費
　実
費（
学校
病の
治療
のみ
。保
険診
療

自己
負担
分）

・オ
ンラ
イン
学習
通信
費　
月額

1,0
00
円※
実施

月数
に応
じて
支給
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支給
内容

学用
品費

通学
費

修学 旅行
費

通学
用品
費

校外
活動
費

体育
実技
用品
費

新入
学学
用品

給食
費

PT
A会
費

クラ
ブ会 費

その
他

日帰
り

宿泊

25
大阪
狭山
市

小
1 1
2,9
90
円

他 
15
,22
0円
　

中
1 2
4,5
90
円

他 
26
,82
0円

小
20
,00
0円

中
50
,00
0円

実費
　　

　
小 
50
,60
0円
　　

　
中 
57
,40
0円

実費

26
富田
林市

小 
11,
63
0円
　　

　　
中 
22
,73
0円

対象
外

小 
20
,80
0円

中 
52
,00
0円

（上
限）

小 
2,2
70
円　

中 
2,2
70
円

小 
1,5
60
円

中 
1,9
00
円　
　　

（上
限）

小 
1,7
34
円

中 
4,5
70
円　
　　

（上
限）

中・
柔道
 5,
25
0円

（上
限）

小 
51,
06
0円
　　

中 
60
,00
0円

小・
実費

対象
外

対象
外

27
太子
町

小 
11,
63
0円
　　

　　
中 
22
,73
0円

実費

小 
25
,00
0円
以

内
中 
65
,00
0円
以

内 実費

小 
2,2
70
円　

中 
2,2
70
円

小 
5,0
00
円以
内

中 
6,0
00
円以
内　
　

実費

小 
5,0
00
円以
内

中 
6,0
00
円以
内

実費
小 
51,
60
0円
　　

　
中 
60
,00
0円

実費

28
河南
町

小
1 1
1,6
30
円　

他 
13
,90
0円

中
1 2
2,7
30
円　

他 
25
,00
0円

小 
22
,69
0円

中 
60
,91
0円
　

上限
（実
費）

学用
品費
に含
む

小 
1,6
00
円

中 
2,3
10
円　
　　

上限
（実
費）

小 
3,6
90
円　
　　

中 
6,2
10
円　
　　

上限
（実
費）

小 
51,
06
0円
　　

中 
60
,00
0円

実費

29
千早
赤阪
村

30
河内
長野
市

小 
11,
63
0円
　　

　
中 
22
,73
0円

小 
40
,02
0円

中 
80
,88
0円

（上
限額
）

実費
小 
2,2
70
円　

中 
2,2
70
円

小 
1,6
00
円

中 
2,3
10
円　
　　

（上
限額
）

小 
3,6
90
円

中 
6,2
10
円　
　　

（上
限額
）

小 
51,
06
0円
　　

中 
60
,00
0円

　実
費

31
堺市

小
1 1
3,2
30
円　

他 
15
,50
0円
　

中
1 2
5,0
40
円　

他 
27
,31
0円

他の
制度
で支
給

実費
学用
品費
に含
む

学用
品費
に含
む

小 
3,6
90
円以
内

中 
6,2
10
円以
内　
　　

実費

中・
柔道
　実
費　

（7
,65
0円
以内
）　

中・
剣道
 

学校
で貸
与

小 
51,
06
0円
　　

中 
60
,00
0円

小・
実費

医療
費 
学校
で医
療券
を発
行

32
和泉
市

小 
11,
63
0円
　　

　
中 
22
,73
0円

小 
22
,69
0円

中 
60
,91
0円

上限
（実
費）

小 
2,2
70
円　

中 
2,2
70
円

小 
1,6
00
円　
　　

中 
2,3
10
円　
　　

　　
上限
（実
費）

小 
3,6
90
円　
　　

中 
6,2
10
円　
　　

　
上限
（実
費）

小 
51,
60
0円

中 
60
,00
0円
　

（令
和
3年
度入
学者
）　
　　

　　
　　

　
小 
51,
06
0円

中 
60
,00
0円
　

（令
和
4年
度入
学者
）

小 
4,2
00
円　
　　

中 
4,7
00
円　
　　

　　
月上
限（
実

費）

33
高石
市

小 
11,
63
0円
　　

　
中 
22
,73
0円

小中
共に

実費
の
85
％

小 
2,2
70
円　

中 
2,2
70
円

小 
1,6
00
円　
　　

中 
2,3
10
円

小中
共に

実費
の
85
％

小 
51,
06
0円
　　

中 
60
,00
0円

実費

34
泉大
津市

小 
11,
63
0円
　　

　
中 
22
,73
0円

小 
18
,51
2円

中 
54
,81
9円

限度
額

小 
2,2
70
円　

中 
2,2
70
円

小 
1,6
00
円　
　　

中 
2,3
10
円

小 
3,6
90
円　
　　

中 
6,2
10
円　
　　

　
限度
額

小 
45
,95
4円
　　

　
中 
54
,00
0円

実費

卒業
アル
バム
代等

小 
11,
00
0円

中 
8,8
00
円

オン
ライ
ン学
習通
信費

12
,00
0円
（一
世帯
当た
り）

35
忠岡
町

小 
11,
63
0円
　　

　
中 
22
,73
0円

小 
22
,69
0円

中 
60
,91
0円

上限
（実
費）

小 
2,2
70
円　

中 
2,2
70
円

小 
1,6
00
円　
　　

中 
2,3
10
円　
　　

　　
上限
（実
費）

小 
3,6
90
円　
　　

中 
6,2
10
円　
　　

　
上限
（実
費）

小 
51,
06
0円
　　

中 
60
,00
0円

実費

36
岸和
田市

小 
11,
63
0円
　　

　
中 
22
,73
0円

実費
小 
2,2
70
円　

中 
2,2
70
円　
　　
1

年生
は支
給対
象外

小 
1,6
00
円　
　　

中 
2,3
10
円

小 
3,6
90
円　
　　

中 
6,2
10
円

小 
51,
06
0円
　　

中 
60
,00
0円

実費

37
貝塚
市

小 
11,
63
0円
　　

　
中 
22
,73
0円

実費
小 
22
,69
0円

中 
60
,91
0円

上限
（実
費）

小 
2,2
70
円　

中 
2,2
70
円

小 
1,6
00
円　
　　

中 
2,3
10
円　
　　

　　
上限
（実
費）

小 
3,6
90
円　
　　

中 
6,2
10
円　
　　

　
上限
（実
費）

中
･柔
道 
7,6
50
円

剣道
 52
,90
0円

上限
（実
費）

小 
50
,60
0円

中 
60
,00
0円

（1
年生
の
4月
1日
認定

者の
み）

実費

38
泉佐
野市

小 
11,
63
0円
　　

　
中 
22
,73
0円

小 
22
,69
0円

中 
60
,91
0円

学用
品費
に　
　含

む
小 
1,6
00
円　
　　

中 
2,3
10
円

小 
3,6
90
円　
　　

中 
6,2
10
円

小 
51,
60
0円

中 
60
,00
0円

実費
・今
年度
は無
償化
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支給
内容

学用
品費

通学
費

修学 旅行
費

通学
用品
費

校外
活動
費

体育
実技
用品
費

新入
学学
用品

給食
費

PT
A会
費

クラ
ブ会 費

その
他

日帰
り

宿泊

39
田尻
町

小 
11,
63
0円
　　

　
中 
22
,73
0円

小 
40
,02
0円

中 
80
,88
0円

（限
度額
・実
費）

小 
22
,69
0円

中 
60
,91
0円

（限
度額
・実
費）

小 
2,2
70
円　

中 
2,2
70
円

小 
1,6
00
円

中 
2,3
10
円

（限
度額
・実
費）

小 
3,6
90
円

中 
6,2
10
円

（限
度額
・実
費）

小 
51,
06
0円
  

中 
60
,00
0円

小 
3,4
50
円

中 
4,2
60
円

（限
度額
・実
費）

40
熊取
町

小
11,
63
0円
　　

　　
中
22
,73
0円

なし
実費

小
2,2
70
円　

中
2,2
70
円

（1
年生
以外
・年
額）

小
1,6
00
円

中
2,3
10
円　
　　

　　
年額

実費
中・
柔道
実費

小 
51,
06
0円
  

中 
60
,00
0円

令和
3年
9月
末ま
で全
児童
生徒
の給

食費
が無
償化
のた
め支
給な
し

なし
なし

41
泉南
市

小
1 1
1,5
20
円

他 
13
,77
0円
　

中
1 2
2,5
10
円

他 
24
,76
0円

実費
の
8割

小
1,5
80
円

中
2,2
90
円　
　　

　　
交通
費及
び

見学
料の
み
･

最高
限度
額

小
3,6
50
円

中
6,1
00
円　
　　

　　
交通
費及
び

見学
料の
み
･

最高
限度
額

小 
50
,60
0円

中 
57
,40
0円

実費
の
7割

42
阪南
市

小 
11,
42
0円
　　

　
中 
22
,32
0円

なし
小 
21,
49
0円

中 
60
,30
0円

限度
額

小 
2,2
30
円

中 
2,2
30
円

1年
生を
除く

小 
1,5
70
円

中 
2,2
70
円　
　　

　
限度
額

小 
3,6
20
円

中 
6,1
00
円　
　　

　
限度
額

なし
小 
50
,60
0円
  

中 
57
,40
0円
　　

　　
1年
生の
み

実費
なし

なし

スポ
ーツ
振興
セン
ター
共済
掛金
　4
60
円

医療
費（
生活
保護
受給
者の
み）
　

治療
費自
己負
担分

入学
準備
費：
新小

1　
50
,60
0円
、

中
1　
57
,40
0円

43
岬町

小
11,
63
0円
　　

　　
中
22
,73
0円

小 
22
,69
0円

中 
60
,91
0円
上

限（
実費
）

小 
2,2
70
円　

中 
2,2
70
円

小 
1,6
00
円　
　　

中 
2,3
10
円　
　　

　　
上限
（実
費）

小 
3,6
90
円　
　　

中 
6,2
10
円　
　　

　
上限
（実
費）

小 
51,
06
0円
　　

中 
60
,00
0円

実費

※
大
阪
狭
山
市
・
千
早
赤
阪
村
・
高
石
市
が
未
回
答
の
た
め
前
年
度
回
答
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20
21
子
育
て
支
援
・
こ
ど
も
関
係
ア
ン
ケ
ー
ト
　
就
学
援
助
③
実
績
と
見
込

20
19
年度

20
20
年度

20
21
年度

小学
生

中学
生

子ど
も総
数

予算
額（
円）

一人
当

（円
）

小学
生

中学
生

子ど
も総
数

予算
額（
円）

一人
当

（円
）

小学
生

中学
生

子ど
も総
数

予算
額（
円）

一人
当

（円
）

対象
人数

利用
者数

利用
率

対象
人数

利用
者数

利用
率

対象
人数

利用
者数

利用
率

対象
人数

利用
者数

利用
率

対象
人数

利用
者数

利用
率

対象
人数

利用
者数

利用
率

1
大阪
市

#D
IV
/0
!

#D
IV
/0
!

0
2,7
62
,34
5,0
00

#D
IV
/0
!

114
,51
6

未公
表
#V
AL
UE
!

50
,94
1

未公
表
#V
AL
UE
!
#V
AL
UE
!

87
4,7
09
,70
4
#V
AL
UE
!
114
,52
2

28
,05
6

24
.5%

50
,94
1

14
,11
7

27
.7%

42
,17
3

34
3,0
41
,50
0

8,1
34

2
豊中
市

3
池田
市

5,2
57

33
0

6.3
%

2,3
76

27
0

11.
4%

60
0

74
,57
8,6
00

12
4,2
98

32
7

32
7

10
0.0
%

22
9

22
9

10
0.0
%

55
6

42
,24
4,2
78

75
,97
9

317
317

10
0.0
%

25
8

25
8
10
0.0
%

57
5

56
,00
0,0
00

97
,39
1

4
豊能
町

未記
入

77
#V
AL
UE
!

未記
入

60
#V
AL
UE
!

13
7

9,7
43
,43
7

71,
12
0

未記
入

53
#V
AL
UE
!

未記
入

18
#V
AL
UE
!

71
10
,15
3,0
99

14
3,0
01

69
0.0
%

46
0.0
%

0
9,6
29
,00
0
#D
IV
/0
!

5
能勢
町

29
6

63
21.
3%

19
0

35
18
.4%

90
8,3
09
,00
0

92
,32
2

28
8

49
17
.0%

18
1

39
21.
5%

88
4,6
10
,00
0

52
,38
6

26
8

48
17
.9%

18
1

36
19
.9%

84
0

6
箕面
市

111
,69
0,6
43

14
0,5
58
,00
0

7
高槻
市

17
,79
3

2,2
70

12
.8%

8,7
42

1,3
52

15
.5%

3,6
22

35
7,3
40
,79
5

98
,65
8

17
,48
4

2,1
85

12
.5%

8,7
13

1,2
62

14
.5%

3,4
47

23
1,3
35
,31
1

67
,11
2

17
,23
7

2,1
47

12
.5%

8,7
80

1,2
70

14
.5%

3,4
17

34
0,9
59
,78
0

99
,78
3

8
島本
町

1,9
78

24
6

12
.4%

76
3

116
15
.2%

36
2

29
,71
8,8
12

82
,09
6

1,9
35

16
2

8.4
%

78
8

95
12
.1%

25
7

20
,42
9,5
55

79
,49
2

1,9
37

14
6

7.5
%

83
3

10
3

12
.4%

24
9

21,
59
3,2
00

86
,72
0

9
茨木
市

16
,43
1

2,3
81

14
.5%

7,5
38

1,1
97

15
.9%

3,5
78

28
6,9
23
,00
0

80
,19
1

16
,29
0

2,1
03

12
.9%

7,5
20

1,0
55

14
.0%

3,1
58

111
,56
5,7
42

35
,32
8

16
,10
9

2,1
07

13
.1%

7,6
47

1,0
75

14
.1%

3,1
82

23
9,2
83
,00
0

75
,19
9

10
吹田
市

20
,71
5

2,8
28

13
.7%

9,0
80

1,8
97

20
.9%

4,7
25

25
5,0
46
,79
0

53
,97
8

21,
017

2,6
92

12
.8%

8,8
49

1,8
25

20
.6%

4,5
17

14
1,8
08
,42
4

31,
39
4

21,
33
9

2,4
43

11.
4%

8,9
37

1,4
41

16
.1%

3,8
84

29
6,1
65
,00
0

76
,25
3

11
摂津
市

4,2
61

95
0

22
.3%

2,0
82

55
0

26
.4%

1,5
00

14
6,8
04
,00
0

97
,86
9

4,2
21

86
5

20
.5%

2,0
53

50
0

24
.4%

1,3
65

78
,43
4,7
64

57
,46
1

4,1
84

1,1
99

28
.7%

2,0
29

61
4

30
.3%

1,8
13

15
9,3
27
,00
0

87
,88
0

12
守口
市

5,9
46

1,4
88

25
.0%

2,9
27

77
1

26
.3%

2,2
59

13
8,3
33
,00
0

61,
23
6

5,9
46

1,4
88

25
.0%

2,9
27

77
1

26
.3%

2,2
59

13
8,3
33
,00
0

61,
23
6

5,7
71

1,1
43

19
.8%

2,8
52

56
5

19
.8%

1,7
08

0
13

門真
市

5,0
04

1,4
43

28
.8%

2,6
69

82
6

30
.9%

2,2
69

14
9,4
42
,55
1

65
,86
3

4,8
08

1,3
81

28
.7%

2,6
03

80
3

30
.8%

2,1
84

13
2,7
64
,26
5

60
,78
9

4,6
33

1,2
50

27
.0%

2,5
16

68
4

27
.2%

1,9
34

16
8,9
59
,00
0

87
,36
2

14
大東
市

5,7
98

1,3
88

23
.9%

2,8
68

78
6

27
.4%

2,1
74

10
7,1
90
,00
0

49
,30
5

5,5
89

1,2
76

22
.8%

2,8
44

70
0

24
.6%

1,9
76

75
,22
7,7
30

38
,07
1

5,4
38

1,3
84

25
.5%

2,8
39

78
0

27
.5%

2,1
64

13
1,1
10
,00
0

60
,58
7

15
四條
畷市

2,8
36

53
1

18
.7%

1,5
89

34
0

21.
4%

87
1

94
,56
1,0
00

10
8,5
66

2,7
28

49
5

18
.1%

1,5
46

30
9

20
.0%

80
4

55
,70
8,3
31

69
,28
9

2,6
46

48
9

18
.5%

1,4
50

26
8

18
.5%

75
7

87
,15
7,0
00

115
,13
5

16
寝屋
川市

10
,97
3

2,2
50

20
.5%

5,3
07

1,2
13

22
.9%

3,4
63

27
4,3
67
,40
6

79
,22
8

10
,71
5

2,1
09

19
.7%

5,2
78

1,2
31

23
.3%

3,4
30

16
0,1
18
,45
1

46
,68
2

10
,31
4

2,1
56

20
.9%

5,2
84

1,3
40

25
.4%

3,5
25

312
,05
0,0
00

88
,52
5

17
枚方
市

21,
10
0

4,1
00

19
.4%

10
,20
0

2,3
00

22
.5%

6,4
00

51
8,3
42
,00
0

80
,99
1

21,
10
0

4,0
00

19
.0%

10
,10
0

2,2
00

21.
8%

6,2
00

50
2,0
00
,00
0

80
,96
8

20
,38
1

4,4
45

21.
8%

10
,46
3

2,5
97

24
.8%

7,0
42

58
1,9
87
,00
0

82
,64
5

18
交野
市

4,0
38

54
8

13
.6%

2,0
78

32
9

15
.8%

87
7

77
,37
0,0
00

88
,22
1

45
9
#D
IV
/0
!

25
0
#D
IV
/0
!

70
9

27
,21
7,8
99

38
,38
9

49
0
#D
IV
/0
!

216
#D
IV
/0
!

70
6

46
,46
1,0
00

65
,80
9

19
東大
阪市

22
,36
4

5,3
74

24
.0%

10
,83
5

2,5
43

23
.5%

7,9
17

57
2,7
90
,00
0

72
,34
9

21,
66
1

4,3
63

20
.1%

10
,73
1

2,3
00

21.
4%

6,6
63

33
0,5
00
,76
1

49
,60
2

21,
18
6

5,0
60

23
.9%

10
,61
7

2,6
70

25
.1%

7,7
63

56
4,2
56
,00
0

72
,68
5

20
八尾
市

2,6
02

1,6
29

4,2
31

28
0,3
35
,00
0

66
,25
7

2,6
02

1,6
29

4,2
31

215
,12
9,0
00

50
,84
6

12
,70
0

2,2
80

18
.0%

6,2
00

1,3
70

22
.1%

3,6
50

26
1,9
29
,00
0

71,
76
1

21
柏原
市

3,2
76

46
0

14
.0%

1,5
85

30
5

19
.2%

76
5

71,
54
7,0
00

93
,52
5

3,1
81

39
2

12
.3%

1,5
63

25
8

16
.5%

65
0

42
,29
4,7
22

65
,06
9

3,0
87

0.0
%

1,5
99

0.0
%

0
77
,89
3,0
00

#D
IV
/0
!

22
松原
市

5,4
62

1,0
50

19
.2%

2,8
01

63
2

22
.6%

1,6
82

112
,47
5,0
00

66
,87
0

5,2
79

97
8

18
.5%

2,6
43

59
1

22
.4%

1,5
69

47
,05
9,7
21

29
,99
3

5,2
66

96
0

18
.2%

2,6
69

55
0

20
.6%

1,5
10

110
,28
4,0
00

73
,03
6

23
羽曳
野市

5,3
60

85
0

15
.9%

2,7
63

55
0

19
.9%

1,4
00

90
,01
1,0
00

64
,29
4

5,2
07

72
4

13
.9%

2,6
52

48
6

18
.3%

1,2
10

45
,35
6,9
31

37
,48
5

5,0
24

70
0

13
.9%

2,6
38

45
0

17
.1%

1,1
50

78
,51
1,0
00

68
,27
0

24
藤井
寺市

3,2
60

49
6

15
.2%

1,4
59

30
2

20
.7%

79
8

76
,20
0,0
00

95
,48
9

3,1
86

46
1

14
.5%

1,4
63

25
9

17
.7%

72
0

52
,81
7,7
01

73
,35
8

3,1
24

46
7

14
.9%

1,4
50

26
4

18
.2%

73
1

63
,00
0,0
00

86
,18
3

25
大阪
狭山
市

3,2
42

50
0

15
.4%

1,5
59

30
0

19
.2%

80
0

69
,74
5,0
00

87
,18
1

3,2
42

50
0

15
.4%

1,5
59

30
0

19
.2%

80
0

69
,74
5,0
00

87
,18
1

#D
IV
/0
!

#D
IV
/0
!

0
#D
IV
/0
!

26
富田
林市

5,1
45

1,1
84

23
.0%

2,5
38

67
6

26
.6%

1,8
60

13
2,8
41
,00
0

71,
42
0

5,0
23

1,1
71

23
.3%

2,4
78

63
6

25
.7%

1,8
07

88
,08
2,8
12

48
,74
5

4,9
79

1,3
62

27
.4%

2,3
84

78
2

32
.8%

2,1
44

115
,98
2,0
00

54
,09
6

27
太子
町

65
0

10
4

16
.0%

38
0

57
15
.0%

16
1

15
,36
6,0
00

95
,44
1

63
6

110
17
.3%

35
9

61
17
.0%

171
14
,09
4,5
48

82
,42
4

61
4

10
6

17
.3%

35
0

59
16
.9%

16
5

18
,67
9,0
00

113
,20
6

28
河南
町

77
6

12
5

16
.1%

37
0

62
16
.8%

18
7

14
,24
6,7
75

76
,18
6

75
7

12
8

16
.9%

36
0

55
15
.3%

18
3

8,5
95
,01
4

46
,96
7

71
3

12
0

16
.8%

38
3

60
15
.7%

18
0

19
,16
9,0
00

10
6,4
94

29
千早
赤阪
村

23
23

10
0.0
%

14
14

10
0.0
%

37
3,1
11,
77
0

84
,10
2

23
23

10
0.0
%

14
14

10
0.0
%

37
3,1
11,
77
0

84
,10
2

#D
IV
/0
!

#D
IV
/0
!

0
#D
IV
/0
!

30
河内
長野
市

4,5
51

62
7

13
.8%

2,1
07

34
6

16
.4%

97
3

55
,64
8,8
48

57
,19
3

4,4
47

62
0

13
.9%

2,0
52

29
8

14
.5%

91
8

59
,59
8,8
06

64
,92
2

4,4
47

62
7

14
.1%

2,0
52

34
6

16
.9%

98
2

68
,37
9,0
00

69
,63
2

31
堺市

43
,44
5

6,3
84

14
.7%

20
,93
6

3,7
85

18
.1%

10
,16
9

68
0,2
59
,91
8

66
,89
5

42
,69
3

6,2
73

14
.7%

20
,70
7

3,5
97

17
.4%

9,8
70

52
7,9
84
,49
7

53
,49
4

42
,04
3

7,8
79

18
.7%

21,
24
1

4,7
62

22
.4%

12
,64
1

72
0,4
37
,00
0

56
,99
2

32
和泉
市

11,
05
8

2,0
03

18
.1%

5,1
09

1,1
15

21.
8%

3,1
18

28
3,4
51,
00
0

90
,90
8

10
,78
2

2,1
17

19
.6%

5,0
74

93
6

18
.4%

3,0
53

19
3,7
45
,39
2

63
,46
1

10
,46
0

1,7
70

16
.9%

5,1
37

1,0
27

20
.0%

2,7
97

0
33

高石
市

2,9
52

51
8

17
.5%

1,4
10

317
22
.5%

83
5

81,
85
3,0
00

98
,02
8

2,9
52

51
8

17
.5%

1,4
10

317
22
.5%

83
5

81,
85
3,0
00

98
,02
8

#D
IV
/0
!

#D
IV
/0
!

0
#D
IV
/0
!

34
泉大
津市

3,8
39

59
3

15
.4%

2,0
18

35
1

17
.4%

94
4

76
,03
8,4
26

80
,54
9

3,7
11

57
4

15
.5%

1,9
26

33
3

17
.3%

90
7

0
3,5
85

51
5

14
.4%

1,8
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2021子育て支援・こども関係アンケート　
就学援助④2021年度入学準備金等支給額と支給日 202106大阪社保協調査

入学準備金 その他援助金
　支給日 　金額 支給月 支給回数 その後

小学校1年生 中学校1年生 小学校1年生 中学校1年生

1 大阪市 3月16日 3月16日 51,060 60,000 7月
10月～4月

※学校長の請求に応じて支給す
るため、学校によって支給月は異

なります
2 豊中市 2月28日 2月28日 63,100 79,500 8月 2 2月
3 池田市 3月22日 3月22日 51,060 60,000
4 豊能町 3月12日 3月12日 459,540 360,000
5 能勢町 3月1日 3月1日 510,600 540,000

6 箕面市 2月下旬～3月上旬（入学前） 2月下旬～3月上旬（入学前） 51,060 60,000 7月

〈学用品費・
オンライン
学習通信費〉
9月、1月
〈給食費〉
7～4月

〈修学旅行費・
校外活動費〉
実施後、随時

7 高槻市 前年度の3月下旬及び7月下旬 前年度の3月下旬及び7月下旬 51,060 60,000 7月 4
10月・12月・3月　　

※10月は宿泊ありの校外活動費、
修学旅行費のみ

8 島本町 3月31日 8月31日 51,060 60,000 8月 3 1月・3月
9 茨木市 3月22日 3月22日 51,060 60,000 7月 3 12月・3月
10 吹田市 3月下旬 3月中旬 51,060 60,000 9月 3 1月・3月
11 摂津市 2月末 2月末 51,060 60,000 8月 3 1月・4月

12 守口市 3月 3月
51060

R4.4月より小学校
に就学予定認定者

60000
現6年生の認定者 9月 3 12月・3月

13 門真市 9月30日 9月30日 50,600 57,400 9月 2 3月
14 大東市 3月30日 3月26日 51,060 60,000 9月 3 1月・3月
15 四條畷市 3月上旬 3月上旬 51,060 60,000 9月 3 1月・3月
16 寝屋川市 3月11日 3月11日 51,060 60,000 8月 3 12月・3月

17 枚方市
7月末

（入学準備金は
就学前の3月中旬）

7月末
（入学準備金は

小学校6年生の3月中旬）
51,060 60,000 7月 3 12月・3月

18 交野市 3月25日 3月25日 2,450,880 4,980,000 8月 3 12月・4月
19 東大阪市 3月未定日 3月未定日 39,316,000 46,200,000 7月 4 10月・1月・3月
20 八尾市 2月末頃 2月末頃 51,060 60,000 7月中旬 3 11月末ごろ・3月中旬

21 柏原市
R2年度は

小学校1年生に9/29支給
翌年度

小学校入学予定者に3/5支給。
3月5日 51,060 60,000 9月 3 10月（修学旅行費のみ、

9月までの実施校を対象）・3月

22 松原市
23 羽曳野市 7月 3 12月・3月
24 藤井寺市 2月26日 2月26日 51,060 60,000 6月 3 9月・1月

25 大阪狭山市 3月2日 3月10日 50,600 57,400 8月 3
8月（前期学用品）11月（校外活動）
3月（修学旅行、後期学用品、

アルバム代）

26 富田林市
新小1
3月9日
小1

8月末日（差額支給含む）

新中1
3月9日
中1

8月末日（差額支給含む）
51,060 60,000

27 太子町 4月中 3月中 51,600 60,000 9月 3 1月・3月
28 河南町 3月30日 3月30日 765,900 1,380,000 7月 3 12月・3月
29 千早赤阪村 未記入 未記入 203,000 189,600
30 河内長野市 7月 3 12月・3月

31 堺市 3月（入学準備金）または
7月（入学用品費）（予定）

3月（入学準備金）または
7月（入学用品費）（予定） 51,060 60,000 7月 3 12月・3月

32 和泉市 2月末 2月末 51,060 60,000 7月末 3 12月末・3月末
33 高石市 3月27日 3月27日 51,060 60,000 10月 2 3月
34 泉大津市 9月9日 9月9日 45,954 54,000 なし
35 忠岡町 2月26日 3月15日 765,900 1,500,000 7月 3 12月・3月
36 岸和田市 3月 3月 51,060 60,000 9月 2 3月
37 貝塚市 2月 2月 51,060 60,000 8月 3 12月・3月
38 泉佐野市 3月11日 3月11日 51,060 60,000 8月 3 12月・3月
39 田尻町 2月26日 0 240,000 8月 3 12・3月
40 熊取町 2月26日 2月26日 51,600 60,000 7月 3 12月・3月
41 泉南市 3月25日 3月8日 50,600 57,400

42 阪南市
入学準備費　3月31日
新入学児童生徒学用品費等

9月13日

入学準備費　3月31日
新入学児童生徒学用品費等

9月13日
50,600 57,400 9月 3 1月・3月

43 岬町 2月28日予定 2月28日予定 766,000 900,000 7月 3 12月・2月

※大阪狭山市・千早赤阪村・高石市が未回答のため前年度回答
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2021中学給食実施状況　（2021年度・独自施策）　　 202106現在大阪社保協調査

実施時期 調理方式 喫食
方法

就学援
助との
関係

2020年
度喫食率 給食費 見学と試食

1 大阪市 2012年から順次実施 自校式・親子方式 全員
1食 320円　※月17日給食を実施したも
のとした額。2021年度は全児童生徒の学
校給食費の無償化措置を実施。

可 PTA等と相談し、学校で企画して実施する。

2 豊中市 2014年から段階的導入、
2016年9月より全校実施 ランチボックス 選択 適用 8.73% 1食 310円 不可「豊中市中学校給食実施要領」に中学校給食の提供を申し込むことができる者に定めがある。

3 池田市 2014年から

センター方式・ランチ
ボックス方式（2014年
4月から2020年7月ま
で民間調理場を活用し
たランチボックス方式。
2020年8月から共同調
理場にて給食を実施）

全員 1･2年 月額 4,050円　1食 297円
3年 月額 3,510円　1食  297円 可

現在、コロナ禍のため休止しておりますが、施設の見学及び試食は可能。（給食
費はいただきます）少人数での対応はできません。最大40人までとしており、直
接給食センターに申し込みください。

4 豊能町 2014年から ランチボックス 全員 1食 310円 不可 現状は、関係者（次年度入学予定の小学6年生、その保護者、教育委員会）のみ
で実施しており、一般市民への対応は行っていないため。

5 能勢町 2016年から 自校式 全員 R2年度、R3年度は無償化 不可 保護者向けには実施している（新型コロナウイルス感染症の影響からR2年度は
実施していない）

6 箕面市 2013年から 自校式 全員
1食 265円

月額：中学校1, 2年 4,240円、
3年 4,505円

不可 保護者のみを対象としているため。

7 高槻市
2014年4月から　　
※一部モデル実施
（2012年11月～
2014年3月）

自校式・親子方式 全員

1食 265円
1・2年 4～7月、9月～1月 4,900円、

2月 4,395円
3年生 4～7月、9月～1月 4,600円、

2月 4,445円

不可 保護者やPTAを対象とした試食会を行っているから。

8 島本町 2016年から 自校式 全員 月額 5,100円
1食 300円 不可 新型コロナウイルス感染拡大防止のため不可（実施予定未定）

9 茨木市 2013年から ランチボックス 選択 適用 4.3% 1食 320円 不可

10 吹田市 2008年から ランチボックス 選択 非適用 18.2% 1食 340円 不可
生徒の保護者への試食は喫食率向上のため行っていますが、一般市民に向けて
は現在試食を行っていない状態です。試食にあたり保冷・保温施設のある場所
に限られ、配送や提供場所に制限がかかるため、今後も原則として実施する予
定はありません。

11 摂津市 2015年から ランチボックス 選択 非適用 6.1% 1食 300円 不可 選択制給食のため見学に適していない。試食については生徒の保護者を原則と
している。

12 守口市 2015年から
親子方式

（義務教育学校のみ）・
食缶デリバリー再加熱

選択 非適用 19.6% 1食 330円 不可 教育現場であるため

13 門真市 1956年から 自校式 全員 月4,850円　1食297円 不可 保護者向け試食会は学校単位で実施しているが、一般市民向けは未実施。

14 大東市 2013年から その他方式 全員
月額 4,700円／1食 280円　　
※但し、6月末を第1期として、
翌3月末（第10期）までの10期

不可 現段階で実施していませんが、実施方法など検討していきたいと考えています。

15 四條畷市 1971年から センター方式 全員 月額 4,800円　1食 285円 可 四条畷市事業の畷出前講座にて申し込み　※施設の広さもあるので、人数は制
限いたします。

16 寝屋川市 2013年から ランチボックス 全員 月額 4,300円 不可 当該校に通っている生徒の保護者向けに実施をしているため

17 枚方市 2016年から
共同調理場方式で
ランチボックスでの

提供
選択 適用 33.8% 一食 330円 可 事前に問い合わせをいただいております。

18 交野市 1968年から センター方式 全員 1食　257円（年間191回）
年間9期割、徴収） 可 施設管理者宛に直接申込（学校給食センター）

19 東大阪市
2019年度より順次実施、
2022年度には市内全25校

実施予定
民間調理場を活用した

食缶方式 全員 月額 4,773円　1食 300円 不可 申し訳ありませんが、本市は一般市民に対しての見学及び試食は行っておりま
せん。

20 八尾市 2016年1月から11校 2017
年から全校 その他方式 選択 非適用 7.5% 1食 310円 不可 教育委員会として必要に応じて保護者や地域住民に呼びかけて試食会を実施し

ているため
21 柏原市 2014年から センター方式 全員 月額 4,700円　1食 300円 不可 保護者は可能
22 松原市 2012年から 民間調理場活用による

食缶方式 全員 1食 262円 不可 各学校で保護者を対象とした試食会を実施しているため。
23 羽曳野市 2012年から ランチボックス 選択 非適用 15.4% 1食 300円 不可
24 藤井寺市 2014年から センター方式 全員 月 4,700円　1食 300円 可 学校給食組合にて電話予約等で受付可能。（ただし、PTA会、老人会等の団体で

の見学に限る）
25 大阪狭山市 1973年から センター方式 全員 小1,2年 3,970円　3,4年 4,030円　

5,6年 4,100円　中 4,080円 可 調理作業の見学と試食　学校給食センターで予約する。

26 富田林市 2007年から 自校式 選択 非適用 53.2% 1食 330円 可 見学や試食を希望する場合は事前に学校給食課まで連絡をしていただき、中学
校と調整してから受付となる。

27 太子町 2014年から センター方式 全員 月 5,300円　1食 340円 可 所定の申込書の提出による。
28 河南町 2014年から センター方式 全員 月 4,900円　1食 350円 可 調理風景の見学は可能（調理場への立入不可）　給食センターまで要問合せ
29 千早赤阪村
30 河内長野市 2011年から センター方式 選択 適用 5.2% 1食 320円 可 10日前までに届出書の提出が必要
31 堺市 2016年から ランチボックス 選択 非適用 8.5% 1食 標準 310円　大盛 330円　

小盛 300円 不可 児童生徒及びその保護者に限り、試食会を開催する場合がある
32 和泉市 1956年から 自校式 全員 月 4,700円 不可 保護者対象の給食試食会のみ、学校にて実施
33 高石市 2012年から 自校調理 全員 月 4,200円 不可
34 泉大津市 2019年から デリバリー食缶方式 全員 1食 300円 不可 生徒及び教職員を対象として実施する事業であり、一般の方の見学･試食は、場

所・対応者の確保や調整など、学校への負担が懸念されるため。
35 忠岡町 2015年から 自校式 全員 1食 280円 不可 学校の体制が整っていないため
36 岸和田市 2016年から センター方式 全員 1食 290円 不可 各中学校では保護者を対象として試食会を実施しているが、給食センターでは

調理作業のみの施設のため、一般市民を対象とした試食会は実施していない。
37 貝塚市 2015年から ランチボックス 全員 月 5,400円　1食300円 可 希望があれば、保護者を対象にPTAが取りまとめ、試食会を実施しています。
38 泉佐野市 2015年から センター方式 全員 月 4,600円　1食280円 可
39 田尻町 1959年から 親子方式 全員 0円 可 学校給食事業の目的・目標の理解のため教育研修の一環として見学・試食を希

望する場合にあっては、教育委員会又は学校に相談いただければ対応可能。
40 熊取町 1960年から 自校式 全員 1食 275円 不可
41 泉南市 2016年から ランチボックスと

食缶の併用方式 全員 月額 4,500円 不可 希望する保護者ついては、中学校ごとに適宜実施しているため。
42 阪南市 2014年から その他方式 全員 1食 300円 可能 学校関係者（PTA、教育委員会等）のみ。学校から給食センターへ申込。

43 岬町 1963年から
自校式・2学期から
センター統合

（共同調理方式）
全員

1食 300円　　　　　　　　　　　　
※2020、2021はコロナ対策として

給食費無償
不可 PTA、ボランティアさんの試食はできるが、一般の方には対応できません。

※大阪狭山市・千早赤阪村・高石市が未回答のため前年度回答
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2020年度学校検診　眼科・視力健診　　　 202106現在大阪社保協調査
小学校 中学校

眼科検診 視力検査 眼科検診 視力検査

「要受診」と
診断された児
童数

「要受診」の
児童のうち、
未受診になっ
ている児童数

「要受診」と
診断された児
童数

「要受診」の
児童のうち、
未受診になっ
ている児童数

「要受診」と
診断された生
徒数

「要受診」の
児童のうち、
未受診になっ
ている生徒数

「要受診」と
診断された生
徒数

「要受診」の
児童のうち、
未受診になっ
ている生徒数

1 大阪市 5,133 2,400 43,534 15,650 1,860 1,049 26,214 15,650
2 豊中市 把握していない 把握していない 把握していない 把握していない
3 池田市 227 未調査 1843 未調査 65 未調査 1,364 未調査
4 豊能町 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明
5 能勢町 未回答 未回答 未回答 未回答
6 箕面市 調査未実施 調査未実施 調査未実施 調査未実施
7 高槻市 883 未把握 5,714 未把握 202 未把握 4,231 未把握
8 島本町 23 10 508 167 7 3 406 190
9 茨木市 把握していない 把握していない 把握していない 把握していない
10 吹田市 把握していない 把握していない 把握していない 把握していない
11 摂津市 249 113 1,594 755 107 77 859 594
12 守口市 未回答 未回答 未回答 未回答
13 門真市 集計実施予定 集計実施予定 集計実施予定 集計実施予定
14 大東市 183 60 1,536 586 96 56 1,123 551
15 四條畷市 206 883 149 717
16 寝屋川市 686 不明 3,287 不明 201 不明 1,882 不明
17 枚方市 集計していない 集計していない 集計していない 集計していない
18 交野市 72 26 1,264 545 111 71 866 498
19 東大阪市 833 不明 8,326 不明 178 不明 5,854 不明
20 八尾市 315 把握していません 把握していません 172 把握していません 把握していません
21 柏原市 集計していない 集計していない 集計していない 集計していない
22 松原市 180 1,709 58 1,226
23 羽曳野市 未回答 未回答 未回答 未回答
24 藤井寺市 82 38 1,173 504 105 72 730 530
25 大阪狭山市 217 115 1,169 531 119 76 728 399
26 富田林市 204 67 976 423 88 50 1,193 701
27 太子町 29 22 228 109 17 10 168 54
28 河南町 27 13 198 62 29 17 184 125
29 千早赤阪村
30 河内長野市 313 138 1,314 530 48 28 937 530
31 堺市 調査を実施していない 調査を実施していない 調査を実施していない 調査を実施していない
32 和泉市 89 39 データ集計なし 82 62 データ集計なし
33 高石市 142 69 1,216 695 23 13 560 415
34 泉大津市 196 1,390 69 840
35 忠岡町 53 45 274 165 43 31 237 192
36 岸和田市 282 164 1,614 不明 130 100 1,203 不明
37 貝塚市 110 29 1,549 760 69 8 1,203 315
38 泉佐野市 21 8 1,806 893 21 16 1270 1,053
39 田尻町 0 0 142 70 0 0 147 109
40 熊取町 209 103 697 288 72 51 605 392
41 泉南市 21 17 894 531 11 8 821 707
42 阪南市 未回答 未回答 未回答 未回答
43 岬町 7 3 231 133 6 4 143 127
※大阪狭山市・千早赤阪村・高石市が未回答のため前年度回答
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2020年度学校検診　耳鼻科・聴力検査　 202106現在大阪社保協調査
小学校 中学校

耳鼻科検診 聴力検査 耳鼻科検診 聴力検査

「要受診」と
診断された児
童数

「要受診」の
児童のうち、
未受診になっ
ている児童数

「要受診」と
診断された児
童数

「要受診」の
児童のうち、
未受診になっ
ている児童数

「要受診」と
診断された生
徒数

「要受診」の
児童のうち、
未受診になっ
ている生徒数

「要受診」と
診断された生
徒数

「要受診」の
児童のうち、
未受診になっ
ている生徒数

1 大阪市 14,657 6,221 1,514 441 5,578 3,580 402 200
2 豊中市 把握していない 把握していない 把握していない 把握していない
3 池田市 876 未調査 75 未調査 332 未調査 13 未調査
4 豊能町 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明
5 能勢町 未回答 未回答 未回答 未回答
6 箕面市 調査未実施 調査未実施 調査未実施 調査未実施
7 高槻市 2,139 未把握 307 未把握 977 未把握 90 未把握
8 島本町 196 61 69 23 66 31 4 0
9 茨木市 把握していない 把握していない 把握していない 把握していない
10 吹田市 把握していない 把握していない 把握していない 把握していない 把握していない 把握していない 把握していない 把握していない
11 摂津市 578 317 66 36 142 88 14 6
12 守口市 未回答 集計実施予定 未回答 未回答
13 門真市 集計実施予定 集計実施予定 集計実施予定 集計実施予定
14 大東市 218 96 55 16 62 43 28 19
15 四條畷市 535 32 254 10
16 寝屋川市 1,449 不明 154 不明 805 不明 60 不明
17 枚方市 集計していない 集計していない 集計していない 集計していない
18 交野市 174 92 166 34 41 28 13 4
19 東大阪市 2,574 不明 271 不明 609 不明 67 不明
20 八尾市 356 把握していません 把握していません 140 把握していません 把握していません
21 柏原市 集計していない 集計していない 集計していない 集計していない
22 松原市 812 333
23 羽曳野市 未回答 未回答 未回答 未回答
24 藤井寺市 131 76 54 23 20 10 10 6
25 大阪狭山市 271 115 57 25 97 49 4 3
26 富田林市 175 55 37 6 106 48 7 2
27 太子町 47 27 4 2 15 6 0 0
28 河南町 41 17 21 6 14 8 0 0
29 千早赤阪村
30 河内長野市 45 15 41 13 13 4 9 6
31 堺市 調査を実施していない 調査を実施していない 調査を実施していない 調査を実施していない
32 和泉市 992 443 データ集計なし 554 407 データ集計なし
33 高石市 1,064 579 35 10 225 155 9 2
34 泉大津市 450 40 99 145
35 忠岡町 154 86 26 5 52 38 24 4
36 岸和田市 1,152 597 141 68 473 381 47 27
37 貝塚市 302 181 94 64 181 67 43 23
38 泉佐野市 257 120 54 29 96 82 37 22
39 田尻町 18 4 4 0 35 19 6 2
40 熊取町 17 11 52 32 0 0 8 4
41 泉南市 297 137 20 9 126 103 16 11
42 阪南市 未回答 未回答 未回答 未回答
43 岬町 107 46 11 1 58 54 1 0
※大阪狭山市・千早赤阪村・高石市が未回答のため前年度回答
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2020年度学校検診　内科検診　 202106現在大阪社保協調査

小学校 中学校

「要受診」と
診断された
児童数

「要受診」の児童のうち、
未受診になっている

児童数

「要受診」と
診断された
生徒数

「要受診」の児童のうち、
未受診になっている

生徒数

1 大阪市 3,792 2,090 1,393 712
2 豊中市 把握していない 把握していない
3 池田市 177 未調査 120 未調査
4 豊能町 不明 不明 不明 不明
5 能勢町 未回答 未回答
6 箕面市 調査未実施 調査未実施
7 高槻市 601 未把握 419 未把握
8 島本町 36 13 3 1
9 茨木市 把握していない 把握していない
10 吹田市 把握していない 把握していない
11 摂津市 99 42 58 26
12 守口市 未回答 未回答
13 門真市 集計実施予定 集計実施予定
14 大東市 54 24 273 138
15 四條畷市 111 102
16 寝屋川市 961 不明 846 不明
17 枚方市 集計していない 集計していない
18 交野市 205 171 40 33
19 東大阪市 1,179 不明 545 不明
20 八尾市 把握していません 把握していません
21 柏原市 集計していない 集計していない
22 松原市
23 羽曳野市 未回答 未回答 未回答 未回答
24 藤井寺市 20 10 4 1
25 大阪狭山市 31 18 9 5
26 富田林市 20 5 12 7
27 太子町 3 2 4 1
28 河南町 35 20 7 5
29 千早赤阪村 108 0 32 0
30 河内長野市 193 75 131 89
31 堺市 調査を実施していない 調査を実施していない
32 和泉市 180 75 70 43
33 高石市 113 42 46 12
34 泉大津市
35 忠岡町 9 1 1 0
36 岸和田市 146 69 226 147
37 貝塚市 169 60 54 21
38 泉佐野市 67 34 2 0
39 田尻町 3 3 0 0
40 熊取町 77 62 62 34
41 泉南市 48 29 37 29
42 阪南市 未回答 未回答 未回答 未回答
43 岬町 7 1 0 0

※大阪狭山市・千早赤阪村・高石市が未回答のため前年度回答
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2020年度歯科健診　 202106現在大阪社保協調査
小学校 中学校

「要受診」と
診断された児
童数

「要受診」の
児童のうち、
未受診になっ
ている児童数

未受診率
齲歯が10本
以上ある児童

数

「要受診」と
診断された児
童数

「要受診」の
児童のうち、
未受診になっ
ている児童数

未受診率
齲歯が10本
以上ある児童

数

1 大阪市 35,128 20,246 57.6% 把握していない 11,528 8,644 75.0% 把握していない
2 豊中市 把握していない 把握していない 把握していない 把握していない
3 池田市 1,582 未調査 未調査 484 未調査 未調査
4 豊能町 不明 不明
5 能勢町 未回答 #VALUE! 未回答 未回答 #VALUE! 未回答
6 箕面市 調査未実施 調査未実施 調査未実施 調査未実施
7 高槻市 4,046 未把握 未把握 1,252 未把握 未把握
8 島本町 430 244 56.7% 0 149 102 68.5% 2
9 茨木市 把握していない 把握していない 把握していない 把握していない
10 吹田市 6,814 2,780 40.8% 把握していない 2,615 1,877 71.8% 把握していない
11 摂津市 1,641 875 53.3% 2 547 439 80.3% 2
12 守口市 未回答 未回答 未回答 未回答
13 門真市 集計実施予定 集計実施予定 集計実施予定 集計実施予定
14 大東市 1,157 525 45.4% 17 448 266 59.4% 0
15 四條畷市 655 826
16 寝屋川市 2,321 不明 不明 712 不明 不明
17 枚方市 集計していない 集計していない 集計していない 集計していない
18 交野市 1,692 880 52.0% 1 492 375 76.2% 0
19 東大阪市 5,296 不明 不明 1,839 不明 不明
20 八尾市 2,560 把握していない 把握していない 818 把握していない 把握していない
21 柏原市 723 413 57.1% 集計していない 240 57 23.8% 集計していない
22 松原市
23 羽曳野市 未回答 未回答 #VALUE! 未回答 未回答 未回答 #VALUE! 未回答
24 藤井寺市 815 505 53.5% 9 246 177 58.8% 3
25 大阪狭山市 951 471 49.5% 6 482 343 71.2% 4
26 富田林市 1,416 677 47.8% 11 1,170 775 66.2% 11
27 太子町 250 72 28.8% 6 110 85 77.3% 0
28 河南町 381 136 35.7% 7 58 42 72.4% 1
29 千早赤阪村
30 河内長野市 1,614 782 48.5% 27 700 470 67.1% 16
31 堺市 14,270 7,907 55.4% 未調査 7,929 5,205 65.6% 未調査
32 和泉市 3,342 1,568 46.9% 28 1,303 927 71.1% 8
33 高石市 694 409 58.9% 12 229 192 83.8% 2
34 泉大津市 1,358 580
35 忠岡町 292 131 60.7% 1 217 78 72.7% 1
36 岸和田市 4,766 3,103 56.2% 135 1,421 1,218 83.2% 10
37 貝塚市 2,235 1,101 49.3% 3 1,101 205 18.6% 2
38 泉佐野市 1,594 876 55.0% 25 1,183 964 81.5% 3
39 田尻町 87 62 71.3% 3 20 19 95.0% 0
40 熊取町 1,496 787 52.6% 4 529 401 75.8% 1
41 泉南市 1,532 1,018 66.4% 5 571 520 91.1% 0
42 阪南市 1,195 438 36.7% 16 670 345 51.5% 11
43 岬町 158 90 57.0% 1 101 92 91.1% 0
※大阪狭山市・千早赤阪村・高石市が未回答のため前年度回答
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学校歯科保健対策（2020年度・独自施策）　　 202106現在大阪社保協調査
小学校 中学校

全学校数
毎回食後に
歯磨きを実
践している
学校数

割合
フッ化物洗
口を週一回
実践してい
る学校数

割合 全学校数
毎回食後に
歯磨きを実
践している
学校数

割合
フッ化物洗
口を週一回
実践してい
る学校数

割合

1 大阪市 286 調査なし #VALUE! 調査なし #VALUE! 130 調査なし #VALUE! 調査なし #VALUE!

2 豊中市 把握していない 把握して
いない 把握していない 把握して

いない
3 池田市 10 未調査 0 0% 5 未調査 0 0%
4 豊能町 4 4 100% 0% 2 2 100% 0%
5 能勢町 未回答 未回答 #VALUE! 未回答 #VALUE! 未回答 未回答 #VALUE! 未回答 #VALUE!

6 箕面市 調査未実施 調査未実
施 調査未実施 調査未実

施
7 高槻市 41 8 19.5% 0 0% 18 0 0% 0 0%
8 島本町 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9 茨木市 把握していない 把握して
いない 把握していない 把握して

いない

10 吹田市 36 把握して
いない

把握して
いない 18 把握して

いない
把握して
いない

11 摂津市 10 0 0% 0 0% 5 0 0% 0 0%
12 守口市 14 8 57.1% 0% 8 4 50% 0%

13 門真市 集計実施予定 集計実施
予定 集計実施予定 集計実施

予定
14 大東市 12 未集計 0 0% 8 未集計 0 0%
15 四條畷市 6 0% 0% 3 0% 0%
16 寝屋川市 24 20 83.3% 0 0% 12 8 66.7% 0 0%
17 枚方市 集計していない 0 0% 集計していない 0 0%
18 交野市 10 3 30% 0 0% 4 0 0% 0 0%
19 東大阪市 51 0 0% 0 0% 25 0 0% 0 0%
20 八尾市 28 11 39% 0 0% 15 0 0% 0 0%
21 柏原市 10 0% 0 0% 7 0% 0 0%
22 松原市 15 4 27% 0 0% 7 0 0% 0 0%
23 羽曳野市 14 0 0% 0 0% 6 0 0% 0 0%
24 藤井寺市 7 1 0% 0 0% 3 0 0% 0 0%
25 大阪狭山市 7 7 100% 0 0% 3 0 0% 0 0%
26 富田林市 16 6 38% 0 0% 8 0 0% 0 0%
27 太子町 2 1 50% 0 0% 1 0 0% 0 0%
28 河南町 2 0 0% 0 0% 1 0 0% 0 0%
29 千早赤阪村
30 河内長野市 13 0 0% 0 0% 7 0 0% 0 0%
31 堺市 92 調査を実施していない 43 調査を実施していない
32 和泉市 21 1 5% 0 0% 10 1 10% 0 0%
33 高石市 7 0 0% 0 0% 3 0 0% 0 0%
34 泉大津市 8 0% 0% 3 0% 0%
35 忠岡町 2 0 0% 0 0% 1 0 0% 0 0%
36 岸和田市 24 0 0% 0 0% 11 0 0% 0 0%
37 貝塚市 11 1 9% 0 0% 5 0 0% 0 0%
38 泉佐野市 13 5 38.5% 0 0% 5 0 0% 0 0%
39 田尻町 1 1 100% 0 0% 1 0 0% 0 0%
40 熊取町 5 3 60% 0 0% 3 0 0% 0 0%
41 泉南市 10 7 70% 0 0% 4 1 25% 0 0%
42 阪南市 8 8 100% 0 0% 0 0 0% 0 0%
43 岬町 3 3 100% 0 0% 1 0 0% 0 0%
※大阪狭山市・千早赤阪村・高石市が未回答のため前年度回答
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池
田
市
要
保
護
児
童

対
策
地
域
協
議
会

代
表
者
会
議
‐
・庁
内
会
議・
実
務
者
会
議
‐
養
育
支
援
部
会・
障
が
い
児
部
会・
虐
待
関
係
部
会
‐
運
営
会
議
‐
個
別
ケ
ー
ス
会
議

代
表
者
会
議
 1回
、庁
内
会
議
 新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ

り中
止
、虐
待
関
係
部
会
実
務
者
会
議
 4
回
、障
が
い
児
関
係
部
会
事
務
者

会
議
 2
回
、養
育
支
援
部
会
実
務
者
会
議
 1
回
、運
営
会
議
 12
回
、個
別

ケ
ー
ス
会
議
 42
回

アッ
プ
し
て
い
な
い
　
※「
池
田
市
要
保
護
児

童
対
策
地
域
協
議
会
設
置
要
綱
」添
付

4
豊
能
町

豊
能
町
要
保
護
児
童

対
策
地
域
協
議
会

代
表
者
会
議
、実
務
者
会
議
、個
別
ケ
ー
ス
会
議

代
表
者
会
議
及
び
実
務
者
会
議
 1回
、個
別
ケ
ー
ス
会
議
 11
回

アッ
プ
し
て
い
な
い
　
※「
豊
能
町
要
保
護
児

童
対
策
地
域
協
議
会
要
綱
」添
付

5
能
勢
町

能
勢
町
子
ど
も
関
係

機
関
連
絡
協
議
会

代
表
者
会
議
、実
務
者
会
議
、個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議

代
表
者
会
議
 1回
、実
務
者
会
議
 3
回
、個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
 17
回

アッ
プ
し
て
い
な
い
　
※「
能
勢
町
子
ど
も
関

係
機
関
連
絡
協
議
会
設
置
要
綱
」添
付

6
箕
面
市

箕
面
市
要
保
護
児
童

対
策
協
議
会

協
議
会
は
保
健
機
関
、福
祉
機
関
、医
療
機
関
、教
育
機
関
、弁
護
士
そ
の
他
教
育
長
が
必
要
と
認
め
る
者
で
構
成
さ
れ
、代
表
者
会
議
、実
務
者
会
議
及
び

個
別
事
例
検
討
会
を
もっ
て
組
織
し
て
い
る
。代
表
者
会
議
：
各
機
関
等
の
代
表
者
で
構
成
　
実
務
者
会
議
：
児
童
虐
待
部
会
、非
行
・
問
題
行
動
部
会
、障

害
部
会
が
あり
、そ
れ
ぞ
れ
関
係
す
る
機
関
の
実
務
担
当
者
で
構
成
さ
れ
る
。　
個
別
事
例
検
討
会
：
要
保
護
児
童
の
個
別
事
例
に
関
係
す
る
機
関
等
で
構
成

さ
れ
る
。

・代
表
者
会
議
 1回

・
実
務
者
会
議
：
児
童
虐
待
部
会
 全
15
回（
毎
月
1回
+全
事
例
検
討
年
3

回
）、
非
行・
問
題
行
動
部
会
 全
6回
、障
害
部
会
 全
2回

・個
別
事
例
検
討
会
議
 必
要
に
応
じ
て
随
時
開
催

アッ
プ
し
て
い
る

・
箕
面
市
要
保
護
児
童
対
策
協
議
会
の
構
成

機
関
の
案
内

・虐
待
通
告
の
案
内

・児
童
虐
待
死
亡
事
案
に
関
す
る
調
査・
検
証

報
告
書

7
高
槻
市

高
槻
市
児
童
虐
待
等

防
止
連
絡
会
議

代
表
者
会
議：
関
係
機
関
の
長
で
構
成
。年
1回
開
催
。

実
務
者
会
議：
関
係
機
関
の
実
務
を
担
当し
て
い
る
職
員
で
構
成
。年
3回
開
催
。

事
務
局
会
議：
実
務
者
の
内
、直
接
子
ど
もに
関
わ
る
5機
関
で
構
成
。要
支
援
児
童
等
の
進
行
管
理
を
実
施
。定
例
会
議：
月
1回
、全
ケ
ー
ス
見
直し
会
議：

年
4回

個
別
ケ
ー
ス
会
議：
ケ
ー
ス
に
関
わ
る
関
係
機
関
で
構
成
、随
時
実
施
。

代
表
者
会
議：
1回
、実
務
者
会
議：
2回
（
1回
目は
新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
対
応
に
より
未
実
施
）、
事
務
局
会
議
：
定
例
12
回
、全
ケ
ー
ス

見
直し
16
回
、特
定
妊
婦
12
回
、個
別
ケ
ー
ス
会
議：
年
間
10
5回

アッ
プ
し
て
い
な
い
　
※
要
綱
別
紙
参
照

8
島
本
町

島
本
町
要
保
護
児
童

対
策
地
域
協
議
会

代
表
者
会
議
→
実
務
担
当
者
会
議
→
個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議

実
務
担
当
者
会
議
　
7回
（
5/
12
、7
/14
、9
/8
、1
1/1
0、
12
/8
、2
/9
、3
/9
）

代
表
者
会
議
　
11
月
書
面
開
催

アッ
プ
し
て
い
な
い
　
※「
島
本
町
要
保
護
児

童
対
策
地
域
協
議
会
設
置
要
綱
」添
付

9
茨
木
市

茨
木
市
要
保
護
児
童

対
策
地
域
協
議
会

保
健
、福
祉
、医
療
、教
育
、警
察
等
の
関
係
機
関
が
参
画
し
、茨
木
市
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
代
表
者
会
議
を
構
成
す
る
。代
表
者
会
議
構
成
員
の

うち
、特
に
要
保
護
児
童
等
に
関
わり
が
あ
る
機
関
が
集
まり
、要
保
護
児
童
等
に
関
す
る
情
報
を
共
有し
、課
題
解
決
に
向
け
て
検
討
す
る
た
め
、実
務
者
会

議
を
設
置し
て
い
る
。個
別
具
体
的
に
要
保
護
児
童
等
の
状
況
を
検
討
す
る
た
め
、個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
を
開
催し
て
い
る
。

代
表
者
会
議
 0
回
、実
務
者
会
議
 16
回
、個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
 30
0回

ア
ッ
プ
し
て
い
る
　
※
茨
木
市
要
保
護
児
童

対
策
地
域
協
議
会
要
綱
を
アッ
プ
し
て
い
る
。

10
吹
田
市

吹
田
市
児
童
虐
待
防

止
ネッ
トワ
ー
ク
会
議

全
市
に
代
表
者
会
議
そ
の
下
に
実
務
者
会
議
を
開
催
。ま
た
、個
々
の
状
況
に
応
じ
て
個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
を
実
施
し
て
い
る
。

代
表
者
会
議
 1
回（
書
面
開
催
）、
実
務
者
会
議
 2
5回
（
うち
1回
書
面
開

催
）、
個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
 84
回

アッ
プ
し
て
い
な
い
　
※「
吹
田
市
児
童
虐
待

防
止
ネッ
トワ
ー
ク
会
議
設
置
要
領
」添
付

11
摂
津
市

摂
津
市
要
保
護
児
童

対
策
地
域
協
議
会

代
表
者
会
議（
庁
内
11
部
署
と
庁
外
9機
関と
で
構
成
）・
実
務
担
当
者
会
議（
構
成
機
関
は
代
表
者
会
議
と
同
様
）・
事
務
局
会
議（
庁
内
5部
署
と
庁
外
1機

関と
で
構
成
）・
個
別
事
例
検
討
会
議（
必
要
な
部
署
、機
関
）

代
表
者
会
議
 1
回（
書
面
会
議
）、
実
務
担
当
者
会
 1
回（
書
面
会
議
）、
事

務
局
会
議（
新
規
受
理
会
議
12
回
、進
行
管
理
会
議
3回
）、
個
別
事
例
検

討
会
議（
39
回
）

アッ
プ
し
て
い
な
い

12
守
口
市

守
口
市
児
童
虐
待
防

止
地
域
協
議
会

全
市
域
で
代
表
者
会
議
　
年
1回
、実
務
者
会
議
　
年
1回
、個
別
ケ
ー
ス
会
議

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
蔓
延
自
粛
の
た
め
、代
表
者
会
議
を
中
止
とし
た
。

ま
た
、
4月
の
実
務
者
会
議
を
中
止
し
、書
類
送
付
と
電
話
で
対
応
し
た
。5

月
以
降
は
会
議
室
を
広
い
場
所
に
移
す
な
ど
工
夫
し
な
が
ら
実
施
し
た
。個

別
ケ
ー
ス
会
議
は
、会
議
参
加
人
数
を
減
ら
す
な
ど
工
夫
し
な
が
ら
通
常
ど

おり
実
施
し
た
。

アッ
プ
し
て
い
な
い
　
※「
守
口
市
児
童
虐
待

防
止
地
域
協
議
会
設
置
要
綱
」添
付

13
門
真
市

門
真
市
要
保
護
児
童

連
絡
調
整
会
議

代
表
者
会
議
、実
務
者
会
議（
構
成
は
要
綱
別
表
を
参
照
）・
個
別
ケ
ー
ス
会
議
を
設
置
。代
表
者
会
議
は
年
1回
、実
務
者
会
議
は
毎
月
2回
程
度
、個
別
ケ

ー
ス
会
議
は
必
要
に
応
じ
て
実
施
。

代
表
者
会
議
 新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
書
面

開
催
、実
務
者
会
議
 22
回
、個
別
ケ
ー
ス
会
議
 92
回（
未
確
定
の
数
値
）

ア
ッ
プ
し
て
い
な
い
　
※「
要
保
護
児
童
連

絡
調
整
会
議
設
置
要
綱
・
要
綱（
別
表
構
成

機
関
）」
添
付
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名
称

体
制

20
20
年
度
開
催
状
況

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
公
表

14
大
東
市

大
東
市
児
童
虐
待
防

止
連
絡
会
議

全
市
に
代
表
者
会
議
、実
務
者
会
議
、個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議

代
表
者
会
議（
7月
22
日
）、
実
務
者
会
議（
毎
月
第
2火
曜
日
）-
進
行
管
理

会
議（
7,1
1,3
月
　
計
6回
）、
臨
時
実
務
者
会
議（
2回
）、
個
別
ケ
ー
ス
検

討
会
議

アッ
プ
し
て
い
な
い

15
四
條
畷
市

四
條
畷
市
要
保
護
児

童
対
策
ネ
ット
ワ
ー
ク

会
議

代
表
者
会
議
及
び
実
務
者
会
議
。実
務
者
会
議
で
個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
を
必
要
に
応
じ
て
開
催
。

代
表
者
会
議
 年
1回
、実
務
者
会
議
 15
回
、個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
 7
4

回
、研
修
会
1回

ア
ッ
プ
し
て
い
な
い
　
※「
四
條
畷
市
要
保

護
児
童
対
策
ネッ
トワ
ー
ク
会
議
設
置
要
綱
」

添
付

16
寝
屋
川
市

寝
屋
川
市
要
保
護
児

童
対
策
地
域
協
議
会

代
表
者
会
議
を
年
2回
開
催し
、実
務
者
会
議
を
原
則
毎
月
1回
開
催
。関
係
機
関
を
含
め
て
随
時
、個
別
ケ
ー
ス
会
議
を
開
催
。代
表
者
会
議・
実
務
者
会
議・

個
別
ケ
ー
ス
会
議
で
構
成
し
て
い
る
。

代
表
者
会
議
 年
2回
開
催（
8月
・2
月
）　
実
務
者
会
議
 年
17
回（
月
1回

実
務
者
会
議
、年
4回
進
行
管
理
会
議
、年
1回
要
支
援
児
童
進
行
管
理
会

議
）　
ケ
ー
ス
会
議
 18
7回

会
議
資
料・
議
事
録
を
アッ
プ
し
て
い
る
。

17
枚
方
市

枚
方
市
児
童
虐
待
問

題
連
絡
会
議

・
実
務
者
会
議
メン
バ
ー（
運
営
会
議
）：
枚
方
市
子
ど
も
の
育
ち
見
守り
セ
ン
タ
ー
、枚
方
市
子
ど
も
未
来
部
公
立
保
育
幼
稚
園
課
、枚
方
市
子
ど
も
未
来
部

保
育
幼
稚
園
入
園
課
、枚
方
市
健
康
福
祉
部
地
域
健
康
福
祉
室
母
子
保
健
担
当
、枚
方
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育
部
教
育
支
援
推
進
室
、大
阪
府
中
央
子
ど

も
家
庭
セ
ン
タ
ー

・
拡
大
実
務
者
会
議
、代
表
者
会
議
メン
バ
ー（
上
記
実
務
者
会
議
メン
バ
ー
含
む
）：
枚
方
市
子
ど
も
未
来
部
ひ
ら
か
た
子
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
、枚
方

市
健
康
福
祉
部
保
健
所
保
健
医
療
課
、枚
方
市
健
康
福
祉
部
地
域
健
康
福
祉
室
生
活
福
祉
担
当
、枚
方
市
健
康
福
祉
部
地
域
健
康
福
祉
室
障
害
福
祉
担
当
、

枚
方
市
子
ど
も
未
来
部
私
立
保
育
幼
稚
園
課
、枚
方
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育
部
放
課
後
子
ど
も
担
当
、地
方
独
立
行
政
法
人
大
阪
府
立
病
院
機
構
大
阪
精

神
医
療
セ
ン
タ
ー
児
童
思
春
期
診
療
部
、枚
方
市
市
長
公
室
人
権
政
策
室
、枚
方
市
健
康
福
祉
部
地
域
健
康
福
祉
室
健
康
福
祉
総
合
相
談
担
当
、市
立
ひ
ら

か
た
病
院
、大
阪
府
枚
方
警
察
署
、大
阪
府
交
野
警
察
署
、枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
、一
般
社
団
法
人
枚
方
市
医
師
会
、一
般
社
団
法
人
枚
方
市
歯
科
医
師
会
、

枚
方
市
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
、枚
方
市
私
立
保
育
園
連
盟
、枚
方
市
私
立
幼
稚
園
園
長
会

代
表
者
会
議
 年
2回
（
新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
に
よ
る
書

面
開
催
含
）、
実
務
者
会
議
 月
1回
、援
助
方
針
確
認
会
議
 年
3回
、拡
大

実
務
者
会
議
 年
2回
（
新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
に
よ
る
書

面
開
催
含
）、
運
営
会
議
 2
か
月に
1回
、個
別
ケ
ー
ス
会
議
に
つ
い
て
は
必

要
時
適
宜
開
催

アッ
プ
し
て
い
な
い
　
※「
枚
方
市
児
童
虐
待

問
題
連
絡
会
議
設
置
要
綱
」添
付

18
交
野
市

交
野
市
要
保
護
児
童

対
策
地
域
協
議
会

代
表
者
会
議
、実
務
者
会
議
、個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
の
三
層
構
造

代
表
社
会
議
　
1回
（
新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、書
面
決
議
）、
実

務
者
会
議
　
13
回
、個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
　
51
回

ア
ッ
プ
し
て
い
な
い
　
※「
交
野
市
要
保
護

児
童
対
策
地
域
協
議
会
設
置
要
綱
」添
付

19
東
大
阪
市

東
大
阪
市
要
保
護
児

童
対
策
地
域
協
議
会

東
大
阪
市
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
概
要
、東
大
阪
市
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
設
置
要
綱（
参
考
）

代
表
者
会
議
 1
回
、調
整
会
議
 年
4回
、地
区
会
議
　
各
地
区
各
年
3回
、

実
務
者
会
議
　
3地
区
各
月
1～
2回
（
45
回
）、
個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
 

43
5件

ア
ッ
プ
し
て
い
な
い
　
※「
東
大
阪
市
要
保

護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
設
置
要
綱
」参
考

20
八
尾
市

八
尾
市
要
保
護
児
童

対
策
地
域
協
議
会

代
表
者
会
議
、実
務
者
会
議（
定
例
会
議
、調
整
会
議
）、
個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
の
三
層
構
造

代
表
者
会
議
 1
回
、実
務
者
会
議（
定
例
会
議
3回
（
う
ち
1回
は
開
催
中

止
）、
調
整
会
議
13
回
）、
個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議（
78
回
）

アッ
プ
し
て
い
な
い

21
柏
原
市

柏
原
市
要
保
護
児
童

対
策
地
域
協
議
会

・「
総
会
」…
関
係
機
関
の
代
表
者
に
よっ
て
構
成

・「
実
務
担
当
者
会
議
」…
福
祉
部
局
、教
育
委
員
会
、子
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
、保
健
所
の
実
務
代
表
者
に
よっ
て
構
成

・「
中
学
校
区
別
虐
待
防
止
連
絡
会
」…
小
中
学
校
長
、福
祉
部
局
、教
育
委
員
会
、地
区
民
生
委
員
、幼
稚
園
に
よっ
て
構
成

・「
個
別
ケ
ー
ス
会
議
」…
当
該
児
童
生
徒
所
属
校
を
中
心
に
福
祉
部
局
、教
育
委
員
会
等
ケ
ー
ス
に
よっ
て
参
集
メン
バ
ー
を
考
慮
し
て
構
成

総
回
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
伴
う
緊
急
事
態
宣
言
に
よ
り
中

止
、実
務
担
当
者
会
議
　
毎
月
1回
開
催
、中
学
校
区
別
虐
待
防
止
連
絡
会
　

学
期
ご
と
に
1回
開
催（
緊
急
事
態
宣
言
に
より
中
止
し
た
回
も
あり
）、
個

別
ケ
ー
ス
会
議
　
随
時
開
催

アッ
プ
し
て
い
な
い
　
※
要
綱
添
付

22
松
原
市

松
原
市
要
保
護
児
童

対
策
地
域
協
議
会

代
表
者
会
議
→
実
務
者
会
議（
虐
待
問
題
部
会・
発
達
支
援
部
会・
育
成
支
援
部
会
）→
個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議

代
表
者
会
議
 1
回（
書
面
会
議
）、
実
務
者
会
議
 16
回（
虐
待
問
題
部
会
の

み
）、
個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
 39
回

規
則
を
アッ
プ
し
て
い
る

23
羽
曳
野
市

羽
曳
野
市
要
保
護
児

童
対
策
地
域
協
議
会

代
表
者
会
議
、実
務
者
会
議
、事
務
局
会
議

新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、代
表
者
会
議
及
び

実
務
者
会
議
に
つ
い
て
は
例
年
より
開
催
回
数
が
減
少
し
て
い
ま
す
。代
表

者
会
議
　
1回
、実
務
者
会
議
　
2回
、事
務
局
会
議
　
12
回

アッ
プ
し
て
い
な
い
　
※「
羽
曳
野
市
要
保
護

児
童
対
策
地
域
協
議
会
規
則
」添
付

24
藤
井
寺
市

藤
井
寺
市
要
保
護
児

童
等
対
策
地
域
協
議

会

①
代
表
者
会
議：
子
育
て
に
関
連
す
る
機
関
の
管
理
職

②
実
務
者
会
議：
子
育
て
に
関
連
す
る
機
関
の
実
務
担
当
者

③
個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議

①
0回
 ②
12
回
 ③
回
答
し
な
い

アッ
プ
し
て
い
な
い

25
大
阪
狭
山
市

大
阪
狭
山
市
子
ど
も
ネ

ット
ワ
ー
ク
協
議
会

協
議
会
の
下
に
虐
待
対
応
部
会
、障
が
い
児
施
策
、療
育
部
会
、健
全
育
成
部
会
の
3つ
の
部
会
を
設
け
て
い
る
。

協
議
会
 1
回
、研
修
会
 2
回
、虐
待
対
応
部
会
 1
回
、障
が
い
児
施
策
・
療

育
部
会
 1回
、健
全
育
成
部
会
 1回
、処
遇
検
討
会
議
 34
回

アッ
プ
し
て
い
な
い
　
※「
大
阪
狭
山
市
子
ど

も
ネッ
トワ
ー
ク
協
議
会
設
置
要
綱
」添
付

26
富
田
林
市

富
田
林
市
要
保
護
児

童
対
策
地
域
協
議
会

協
議
会
は
3層
構
造
。最
も
上
層
に
、代
表
者
と
呼
ば
れ
る
28
の
機
関
で
構
成
さ
れ
、協
議
会
の
運
営
や
方
針
に
つ
い
て
決
定
し
、活
動
報
告
を
行
う
代
表
者

会
議
が
あ
る
。次
の
層
に
あ
る
の
が
実
務
者
会
議
で
、
7機
関（
子
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
、保
健
所
、健
康
づ
くり
推
進
課
、教
育
指
導
室
、障
害
福
祉
課
、生
活

支
援
課
、こ
ど
も
未
来
室
）構
成
さ
れ
、要
保
護
児
童
に
関
す
る
ケ
ー
ス
進
行
管
理
・
情
報
交
換
を
行
う
。最
下
層
に
は
個
別
の
ケ
ー
ス
対
応
に
つ
い
て
、関
係

機
関
で
詳
細
な
方
針
や
役
割
分
担
を
決
定
す
る
ケ
ー
ス
検
討
会
議
が
あ
る
。

代
表
者
会
議
　
1回
、実
務
者
会
議
　
12
回
、
ケ
ー
ス
検
討
会
議
　
51
回
、

関
係
機
関
向
け
研
修
会
　
1回

アッ
プ
し
て
い
な
い
　
※「
富
田
林
市
要
保
護

児
童
対
策
地
域
協
議
会
設
置
要
綱
」添
付

27
太
子
町

太
子
町
要
保
護
児
童

対
策
地
域
協
議
会

代
表
者
会
議（
年
1回
）、
実
務
者
会
議（
月
1回
）、
個
別
ケ
ー
ス
会
議（
臨
時
）の
三
層
構
造

代
表
者
会
議（
年
1回
）、
実
務
者
会
議（
月
1回
）、
個
別
ケ
ー
ス
会
議（
年

33
回
）

ア
ッ
プ
し
て
い
る
　
協
議
会
に
つ
い
て
の
説

明
、虐
待
相
談
窓
口
の
案
内

28
河
南
町

子
育
て
ネ
ット
ワ
ー
ク

河
南

全
町
代
表
者
会
議
→
中
学
校
区（
1つ
）3
つ
の
部
会
→
個
別
ケ
ー
ス
会
議

代
表
者
会
議
 1
回（
書
面
開
催
）、
部
会
 3
回（
資
料
配
布
）、
事
務
局
会
議
 

4回
、講
演
会
　
1回
（
資
料
配
布
）、
ケ
ー
ス
会
議
 4
回

要
綱
を
アッ
プ
し
て
い
る

29
千
早
赤
阪
村

‐ 27‐



名
称

体
制

20
20
年
度
開
催
状
況

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
公
表

30
河
内
長
野
市

要
保
護
児
童
対
策
地

域
協
議
会

代
表
者
会
議（
総
括
的
事
項
）、
実
務
者
会
議（
虐
待
事
例
の
全
体
に
関
す
る
事
項
）、
事
例
検
討
会
議（
個
別
事
例
に
関
す
る
事
項
）

代
表
者
会
議
 1回
（
書
面
）、
実
務
者
会
議
 11
回
、事
例
検
討（
ケ
ー
ス
）会

議
 39
回

ア
ッ
プ
し
て
い
る
　「
要
保
護
児
童
対
策
地

域
協
議
会
設
置
規
程
」

31
堺
市

堺
市
要
保
護
児
童
対

策
地
域
協
議
会

全
市
に
代
表
者
会
議
、各
区
に
区
代
表
者
会
議
、区
子
ど
も
虐
待
ケ
ー
ス
連
絡
会
、区
要
支
援
ケ
ー
ス
連
絡
会
、個
別
ケ
ー
ス
カン
ファ
レ
ン
ス

代
表
者
会
議
及
び
区
代
表
者
会
議
 各
1回
、子
ど
も
虐
待
ケ
ー
ス
連
絡
会
 

各
区
毎
に
年
4回
、要
支
援
ケ
ー
ス
連
絡
会
及
び
個
別
ケ
ー
ス
カ
ン
フ
ァレ

ン
ス
 集
計
中

アッ
プ
し
て
い
る

会
議
次
第（
代
表
者
会
議
）、
議
事
録（
代
表

者
会
議
）、
委
員
名
簿（
代
表
者
会
議
）

32
和
泉
市

和
泉
市
要
保
護
児
童

対
策
地
域
協
議
会

協
議
会
で
は
、代
表
者
会
議・
実
務
者
会
議・
事
例
検
討
会
議（
進
行
管
理
会
議
）・
部
会・
ケ
ー
ス
会
議
を
行
っ
て
い
る
。

代
表
者
会
議：
総
括
的
事
項
を
担
当し
、和
泉
市
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
設
置
要
項
第
3条
に
定
め
る
機
関
等
の
代
表
者
で
構
成
。

実
務
者
会
議：
虐
待
事
例
の
全
体
に
関
す
る
事
項
を
担
当し
、各
関
係
機
関
及
び
団
体
等
の
担
当
者
を
もっ
て
構
成
。

事
例
検
討
会
議：
個
別
事
例
に
関
す
る
事
項
を
担
当し
、必
要
に
応
じ
て
調
整
機
関
が
指
名
す
る
各
関
係
機
関
及
び
団
体
等
の
担
当
者
を
もっ
て
構
成
。

部
会
：
支
援
対
象
児
童
等
の
支
援
の
た
め
の
連
携
体
制
の
整
備
や
関
係
機
関
に
共
通
す
る
課
題
の
明
確
化
と
解
決
に
向
け
た
協
議
を
担
当し
、必
要
に
応
じ
て

調
整
機
関
が
指
名
す
る
各
機
関
及
び
団
体
等
の
担
当
者
を
もっ
て
構
成
。（
部
会：
周
産
期
ネッ
トワ
ー
ク
部
会
）

代
表
者
会
議
 年
1回
、実
務
者
会
議
 毎
月
1回
→
新
規
ケ
ー
ス
会
議
、事

例
検
討
会（
進
行
管
理
会
議
）：全
件
ケ
ー
ス
会
議
、要
保
護
ケ
ー
ス
 年
3回
・

要
支
援
ケ
ー
ス
 年
2回
、周
産
期
ネッ
トワ
ー
ク
部
会：
年
1回

ア
ッ
プ
し
て
い
る
　
※
htt
ps
://
ww
w.c
ity
.

os
ak
a-i
zu
mi
.lg
.jp
/lif
ee
ve
nt
/k
os
od
ate
/

iku
jiso
ud
an
/13
23
06
80
54
74
5.h
tm
l

33
高
石
市

高
石
市
要
保
護
児
童

対
策
地
域
協
議
会

代
表
者
会
議
、実
務
者
会
議
、個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議

代
表
者
会
議
 1
回
、実
務
者
全
体
会
議
 1
回
、実
務
者
進
捗
会
議
 4
回
、実

務
者
定
例
会
議
 9
回
、個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
 33
回

アッ
プ
し
て
い
る
　
※
要
綱

34
泉
大
津
市

泉
大
津
市
要
保
護
児

童
対
策
地
域
協
議
会

代
表
者
会
議
の
下
に「
児
童
虐
待
防
止
ネッ
トワ
ー
ク
部
会
」「
要
支
援
ネッ
トワ
ー
ク
部
会
」「
発
達
支
援
ネッ
トワ
ー
ク
部
会
」「
周
産
期
虐
待
予
防
ネッ
トワ
ー

ク
部
会
」「
いじ
め・
不
登
校
支
援
ネッ
トワ
ー
ク
部
会
」「
社
会
性
育
成
ネッ
トワ
ー
ク
部
会
」の
6つ
の
部
会
あり
。

代
表
者
会
議
 7
月
の
計
1回
、児
童
虐
待
防
止
ネ
ット
ワ
ー
ク
部
会
・
要
支

援
ネッ
トワ
ー
ク
部
会
 7
月・
1月
の
計
2回
、発
達
支
援
ネッ
トワ
ー
ク
部

会
 8
月・
2月
の
計
2回
、周
産
期
虐
待
防
止
ネ
ット
ワ
ー
ク
部
会
 新
型
コ

ロナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染
拡
大
防
止
予
防
の
た
め
開
催
せ
ず
、書
面
の
や

り
取
り（
奇
数
月に
計
6回
）、
いじ
め・
不
登
校
支
援
ネッ
トワ
ー
ク
部
会
 5

月・
12
月・
2月
の
計
3回
、社
会
性
育
成
ネッ
トワ
ー
ク
部
会
 計
8回

ア
ッ
プ
し
て
い
な
い
　
※「
泉
大
津
市
要
保

護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
設
置
要
綱
」、
他

運
営
要
領
添
付

35
忠
岡
町

忠
岡
町
要
保
護
児
童

対
策
地
域
協
議
会

全
町
に
代
表
者
会
議
、実
務
者
会
議
。ケ
ー
スご
とに
ケ
ー
ス
検
討
会
議

代
表
者
会
議
 0
回
、実
務
者
会
議
 3
回
、ケ
ー
ス
検
討
会
議
 10
回

アッ
プ
し
て
い
な
い

36
岸
和
田
市

岸
和
田
市
子
育
て
支

援
地
域
協
議
会

全
市
とし
て
、代
表
者
会
議
、実
務
者
会
議
、個
別
ケ
ー
ス
会
議
で
対
応
。

代
表
者
会
議
 1回
、実
務
者
会
議
 17
回
、個
別
ケ
ー
ス
会
 73
回

ア
ッ
プ
し
て
い
る
　
※
活
動
内
容
、構
成
機

関
、組
織
図

37
貝
塚
市

要
保
護
児
童
対
策
地

域
協
議
会

全
市
に
代
表
者
会
議
、そ
の
下
に
実
務
者
会
議（
各
代
表
者
か
ら
）、
進
行
管
理
会
議（
年
5回
）、
個
別
ケ
ー
ス
会
議
は
必
要
に
応
じ
て
開
催

代
表
者
・
実
務
者
会
議
 新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
より
中
止
、実

務
者
会
議（
研
修
）年
1回
、ケ
ー
ス
会
議
　
45
回
、進
行
管
理
会
議
 5
回（
7

月
）

アッ
プ
し
て
い
な
い
　
※
要
綱
添
付

38
泉
佐
野
市

泉
佐
野
市
要
保
護
児

童
対
策
地
域
協
議
会

①
代
表
者
会
議
：
地
域
協
議
会
の
構
成
員
の
代
表
者
に
よ
る
会
議
　
②
実
務
者
会
議
：
各
機
関
の
実
務
者
に
よ
る
会
議
　
③
個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
：
各
関

係
機
関
の
実
務
担
当
者
に
よ
る
会
議

①
代
表
者
会
議
 1
回
　
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
緊
急
事
態
宣
言
中
の
た
め
書

面
開
催
②
児
童
虐
待
防
止
部
会
　
実
務
者
会
議
 3
回（
7/
17
、
11
/13
、

2/
19
）、
周
産
期
部
会
　
実
務
者
会
議
　
3回
（
7/
8、
10
/14
、1
/13
）③
個

別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
 40
回

要
綱
を
アッ
プ
し
て
い
る

39
田
尻
町

田
尻
町
要
保
護
児
童

対
策
地
域
協
議
会

代
表
者
会
議
、実
務
者
会
議
、個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議

代
表
者
会
議
　
1回
、実
務
者
会
議
　
4回
＋
1回
（
研
修
）、
個
別
ケ
ー
ス

検
討
会
議
　
19
回

アッ
プ
し
て
い
な
い

40
熊
取
町

子
ど
も
相
談
ネ
ット
ワ

ー
ク
会
議

代
表
者
会
議
-実
務
者
会
議
…
虐
待・
養
護
実
務
者
会
議・
障
が
い
実
務
者
会
議・
不
登
校・
非
行
実
務
者
会
議
-個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議

代
表
者
会
議
 1回
、実
務
者
会
議
 29
回
、個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
 58
回

アッ
プ
し
て
い
な
い

41
泉
南
市

42
阪
南
市

43
岬
町

岬
町
要
保
護
児
童
対

策
地
域
協
議
会

全
町
に
代
表
者
会
議
、そ
の
下
に
実
務
者
会
議
、個
別
ケ
ー
ス
会
議

代
表
者
会
議
 1
回
、実
務
者
会
議
専
門
部
会
 4
回
、個
別
ケ
ー
ス
会
議
 2
0

回
アッ
プ
し
て
い
な
い
　
※「
岬
町
要
保
護
児
童

対
策
地
域
協
議
会
設
置
要
綱
」添
付

※
大
阪
狭
山
市
・
千
早
赤
阪
村
・
高
石
市
が
未
回
答
の
た
め
前
年
度
回
答
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虐
待
・
ネ
グ
レ
ク
ト
対
策
②
虐
待
通
報
・
相
談
（
自
治
体
に
直
接
通
報
が
あ
っ
た
数
）　
　
 20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査

20
17
年
度

20
18
年
度

20
19
年
度

20
20
年
度

身
体
的

性
的

心
理
的

ネグ
レク
ト
総
計

身
体
的

性
的

心
理
的

ネグ
レク
ト
総
計

身
体
的

性
的

心
理
的

ネグ
レク
ト
総
計

身
体
的

性
的

心
理
的

ネグ
レク
ト
総
計

1
大
阪
市

95
9

28
1,
82
4
2,
35
9
5,
17
0

68
6

25
80
7
1,8
97

3,
41
5

60
9

21
89
3
1,6
31

3,
15
4
集
計
中

※各
区
保
健
福
祉セ
ンタ
ー（
子

育て
支
援室
）に
おけ
る虐
待
相

談
対
応
件
数
。こ
ど
も
相
談
セ

ン
ター
対
応
件
数
も
含
め
た
件

数は
大阪
市
HP
にて
公
表
。

2
豊
中
市

16
4

4
56

20
0

42
4

15
1

6
52

21
6

42
5

14
0

3
80

26
5

48
8

13
0

1
12
1

25
3

50
5

3
池
田
市

17
1

19
51

88
18

0
38

64
12
0

23
1

38
73

13
5

22
0

71
52

14
5

4
豊
能
町

1
0

0
4

5
2

0
0

0
2

5
0

0
5

10
19

1
17

7
44

5
能
勢
町

5
0

1
1

7
1

0
9

3
13

4
0

7
0

11
1

0
10

13
24

6
箕
面
市

10
2

2
30

76
21
0

25
4

4
19
5

15
9

61
2

23
0

6
30
5

14
4

68
5

24
0

0
37
3

21
4

82
7

7
高
槻
市

18
5

9
31
5

39
4

90
3

19
7

15
31
7

49
2
1,
02
1

23
2

15
37
5

49
1
1,1
13

18
8

1
45
9

36
9
1,
01
7

8
島
本
町

11
0

11
14

36
7

0
15

9
31

29
2

45
24

10
0

31
1

45
15

92
9

茨
木
市

10
0

4
15
5

17
9

87
5

14
8

4
20
8

24
0
1,
07
4

13
2

7
18
4

22
5
1,1
53

未
記
載

1,2
43

10
吹
田
市

15
9

0
19
6

13
5

49
0

16
0

3
18
1

12
0

46
4

17
7

4
17
3

14
6

50
0

21
6

3
33
0

15
9

70
8

11
摂
津
市

46
4

87
68

20
5

62
3

16
8

74
30
7

63
0

12
6

76
26
5

64
0

12
5

49
23
8

12
守
口
市

6
0

27
36

69
26

1
22

18
67

38
1

27
59

12
5

36
2

34
51

12
3

13
門
真
市

内
訳
は
未
集
計

28
0

内
訳
は
未
集
計

35
9

内
訳
は
未
集
計

39
2

内
訳
は
未
集
計

44
7

14
大
東
市

53
0

35
88

17
6

75
1

46
50

17
2

63
2

61
44

17
0

74
2

23
1

13
0

43
7

15
四
條
畷
市

61
0

18
4

14
9

39
4

64
0

17
1

14
6

38
1

85
0

17
9

17
0

43
4

87
1

19
3

18
0

46
1

16
寝
屋
川
市

24
8

2
36
7

78
2
1,
39
9

28
5

3
32
9

79
2
1,
40
9

23
6

3
36
9

79
6
1,
40
4

24
3

4
40
3

81
1
1,
46
1

17
枚
方
市

非
公
開

非
公
開

非
公
開

非
公
開

18
交
野
市

15
2

39
47

10
3

24
1

72
62

15
9

25
0

86
80

19
1

31
0

72
81

18
4

19
東
大
阪
市

22
0

7
31
2

64
7
1,1
86

22
5

13
41
6

67
9
1,
33
3

27
2

12
47
5

66
4
1,
42
3

20
4

14
45
6

66
5
1,
33
9

20
八
尾
市

78
0

76
10
1

25
5

65
2

56
76

19
9

10
4

3
52

98
25
7

96
1

93
97

28
7

21
柏
原
市

12
2

41
55

11
0

23
0

26
38

87
21

1
32

48
10
2

24
1

31
59

11
5

22
松
原
市

22
4

79
62

16
7

47
4

13
5

10
4

29
0

43
3

94
11
1

25
1

31
0

76
97

20
4

23
羽
曳
野
市

29
0

38
82

14
9

40
4

62
83

18
9

53
1

65
95

21
4

65
3

88
12
1

27
7

24
藤
井
寺
市

回
答
し
な
い

0
回
答
し
な
い

0
回
答
し
な
い

0
回
答
し
な
い

19
9

25
大
阪
狭
山
市

22
0

36
33

91
24

0
39

44
10
7

29
0

56
56

14
1

26
富
田
林
市

11
3

1
22
3

36
1

69
8

14
0

2
26
2

40
5

80
9

17
2

1
29
4

44
6

91
3

16
1

1
31
5

49
0

96
7

27
太
子
町

14
6

4
1

25
8

2
9

3
22

1
2

3
4

10
18

1
22

22
63

28
河
南
町

14
2

33
26

75
15

2
42

19
78

22
2

38
23

85
24

2
44

18
88

29
千
早
赤
阪
村

0
0

0
30

河
内
長
野
市

25
0

26
17

68
30

2
26

16
74

27
0

29
27

83
24

1
34

22
81

31
堺
市

1,5
82

1,9
20

3,
77
8
集
計
中

32
和
泉
市

20
0

2
40
6

10
1

70
9

10
6

3
21
5

84
40
8

69
1

18
8

72
33
0

90
0

25
0

74
41
4

33
高
石
市

12
0

3
6

21
16

0
8

1
25

11
0

11
9

31
34

泉
大
津
市

17
1

1
12

31
29

0
0

9
38

30
1

9
11

51
54

0
14

17
85

35
忠
岡
町

4
1

6
4

15
4

0
0

6
10

6
0

11
4

21
1

1
10

24
36

36
岸
和
田
市

76
5

71
87

23
9

44
3

10
6

89
24
2

50
0

15
1

12
4

32
5

81
1

20
5

60
34
7

37
貝
塚
市

68
2

57
12
0

24
7

71
4

83
13
1

28
9

75
2

11
4

14
8

33
9

65
5

12
3

16
1

35
4

38
泉
佐
野
市

13
7

5
15
9

20
3

50
4

19
3

5
21
2

27
7

68
7

24
6

4
32
1

53
5
1,1
06

20
9

2
38
0

60
2
1,1
93

39
田
尻
町

0
0

0
3

2
5

40
熊
取
町

13
0

3
0

16
16

0
1

0
17

13
2

1
0

16
現
時
点
で
非
公
開

41
泉
南
市

42
阪
南
市

4
1

13
2

20
0

0
14

15
29

23
0

36
23

82
43

岬
町

0
0

9
17

26
1

0
39

11
51

0
0

12
24

36
0

2
4

7
13

総
計

3,
21
2

95
4,
94
2
6,
52
0
17
,0
68

3,
25
7

11
2
4,
38
1
6,
43
2
16
,9
35

3,
35
8

10
0
4,
94
0
6,
75
1
19
,9
24

2,
69
3

51
4,
63
2
4,
92
2
14
,0
23

※
大
阪
狭
山
市
・
千
早
赤
阪
村
・
高
石
市
が
未
回
答
の
た
め
前
年
度
回
答
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虐
待
・
ネ
グ
レ
ク
ト
対
策
③
要
対
協
で
の
取
扱
い
・
検
討
件
数
　
　
　
　
 

20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査

20
17
年
度

20
18
年
度

20
19
年
度

20
20
年
度

要
保
護
児
童
要
支
援
児
童
特
定
妊
婦

総
計

要
保
護
児
童
要
支
援
児
童
特
定
妊
婦

総
計

要
保
護
児
童
要
支
援
児
童
特
定
妊
婦

総
計

要
保
護
児
童
要
支
援
児
童
特
定
妊
婦

総
計

1
大
阪
市

市
全
体
と
し
て
は
把
握
し
て
い
ま
せ
ん

市
全
体
と
し
て
は
把
握
し
て
い
ま
せ
ん

市
全
体
と
し
て
は
把
握
し
て
い
ま
せ
ん

市
全
体
と
し
て
は
把
握
し
て
い
ま
せ
ん

2
豊
中
市

1,
38
6

13
4

15
20

1,7
73

19
8

19
71

2,
11
3

21
8

23
31

2,
02
2

17
7

21
99

3
池
田
市

82
61

9
15
2

15
4

43
17

21
4

15
9

70
18

24
7

19
9

90
13

30
2

4
豊
能
町

0
19

0
19

3
7

0
10

14
9

0
23

18
4

22
5

能
勢
町

19
11

4
34

17
25

1
43

15
24

5
44

15
28

1
44

6
箕
面
市

19
0

12
9

4
32
3

34
1

10
0

7
44
8

40
0

10
5

7
51
2

38
6

11
0

9
50
5

7
高
槻
市

40
8

23
4

11
0

75
2

58
8

25
9

98
94
5

58
2

26
0

90
93
2

49
5

27
1

84
85
0

8
島
本
町

17
5

26
15

21
6

16
4

41
15

22
0

23
4

45
17

29
6

29
0

37
15

34
2

9
茨
木
市

43
8

88
40

56
6

60
0

10
9

38
74
7

54
8

11
4

46
70
8

56
0

11
7

39
71
6

10
吹
田
市

51
1

33
5

54
9

56
9

22
9

60
0

52
3

49
12

58
4

56
4

43
10

61
7

11
摂
津
市

43
8

79
20

53
7

55
6

71
27

65
4

63
9

80
37

75
6

69
8

51
24

77
3

12
守
口
市

22
2

22
2

51
49
5

31
4

28
2

56
65
2

34
8

20
1

23
57
2

39
5

20
3

47
64
5

13
門
真
市

49
3

20
2

69
76
4

58
3

29
9

80
96
2

60
7

32
4

76
10
07

63
8

35
4

59
10
51

14
大
東
市

35
6

22
0

10
3

67
9

37
4

26
8

86
72
8

38
9

27
4

74
73
7

39
0

21
1

49
65
0

15
四
條
畷
市

27
3

16
6

24
46
3

24
8

16
2

20
43
0

22
6

17
3

19
41
8

19
3

10
7

13
31
3

16
寝
屋
川
市

59
4

21
7

48
85
9

68
6

31
2

76
10
74

75
7

38
2

82
12
21

76
6

43
9

96
13
01

17
枚
方
市

非
公
開

非
公
開

非
公
開

非
公
開

18
交
野
市

10
3

14
8

24
27
5

15
9

16
3

15
33
7

19
1

14
1

22
35
4

18
4

79
20

28
3

19
東
大
阪
市

68
9

23
4

11
4

10
37

74
5

22
0

10
6

10
71

78
2

21
7

85
10
84

74
9

20
1

56
10
06

20
八
尾
市

22
7

79
20

32
6

24
7

70
17

33
4

29
3

87
10

39
0

26
3

86
11

36
0

21
柏
原
市

43
66

14
12
3

53
79

14
14
6

67
82

12
16
1

90
56

15
16
1

22
松
原
市

30
4

15
0

10
46
4

37
1

16
5

8
54
4

41
8

16
4

11
59
3

37
6

17
3

16
56
5

23
羽
曳
野
市

69
66

10
14
5

85
85

11
18
1

97
10
6

10
21
3

12
6

82
8

21
6

24
藤
井
寺
市

回
答
し
な
い

0
回
答
し
な
い

0
回
答
し
な
い

0
回
答
し
な
い

0
25

大
阪
狭
山
市

61
3

1
65

92
3

7
10
2

10
5

20
19

14
4

0
26

富
田
林
市

47
0

17
8

50
69
8

62
2

14
0

47
80
9

62
1

24
5

47
91
3

59
3

32
0

54
96
7

27
太
子
町

53
42

4
99

79
25

4
10
8

65
33

2
10
0

68
38

3
10
9

28
河
南
町

49
36

0
85

58
42

0
10
0

69
39

0
10
8

61
38

1
10
0

29
千
早
赤
阪
村

0
0

0
0

30
河
内
長
野
市

95
17
5

7
27
7

12
6

16
7

13
30
6

17
0

17
7

10
35
7

10
8

16
1

5
27
4

31
堺
市

29
99

34
7

21
3

35
59

34
55

39
1

22
2

40
68

33
39

39
4

20
9

39
42

0
32

和
泉
市

47
0

46
1

37
96
8

50
3

48
5

36
10
24

37
4

50
0

22
89
6

40
0

31
3

42
75
5

33
高
石
市

24
8

26
0

35
54
3

29
2

21
9

68
57
9

32
0

22
2

64
60
6

0
34

泉
大
津
市

99
19
4

20
31
3

12
3

25
3

17
39
3

19
8

25
9

29
48
6

21
8

31
2

32
56
2

35
忠
岡
町

33
20

1
54

21
26

3
50

8
47

3
58

28
21

2
51

36
岸
和
田
市

35
7

34
7

56
76
0

43
7

52
7

98
10
62

49
9

59
0

13
3

12
22

48
0

59
7

95
11
72

37
貝
塚
市

15
7

90
8

25
5

20
6

83
22

31
1

22
0

11
9

33
37
2

22
9

12
5

27
38
1

38
泉
佐
野
市

11
7

11
3

72
30
2

13
0

12
4

79
33
3

21
6

16
9

96
48
1

18
2

22
2

87
49
1

39
田
尻
町

0
0

0
11

10
1

22
40

熊
取
町

42
52
5

29
59
6

40
51
4

37
59
1

43
50
7

23
57
3

現
時
点
で
非
公
開

0
41

泉
南
市

42
阪
南
市

62
1

5
68

63
36

5
10
4

60
52

3
11
5

0
43

岬
町

36
54

4
94

61
72

5
13
8

36
68

6
11
0

47
82

12
14
1

総
計

12
36
8

52
96

13
70

19
03
4

14
93
8

58
89

15
62

22
38
9

15
74
5

63
48

15
73

23
66
6

11
84
2

49
81

11
23

17
94
6

※
大
阪
狭
山
市
・
千
早
赤
阪
村
・
高
石
市
が
未
回
答
の
た
め
前
年
度
回
答
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子
ど
も
の
貧
困
対
策
①
 

20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査

20
21
年
度
担
当
課

推
進
の
た
め
の
委
員
会
等
設
置

20
20
年
度
の
具
体
的
な
施
策・
実
績

配
置
し
た

配
置
し
て
な
い

SS
W
配

置
人
数

SS
W
配
置
事
業
費
の
活
用
状
況

学習
支援

カ所
数

延
べ
参
加

人
数

学
習
支
援
内
容

そ の 他
奨
学
金

パ
ン
フ
レ
ット
等

1
大
阪
市

大
阪
市
こ
ど
も
青
少
年
局
企
画
部
企

画
課（
こ
ど
も
の
貧
困
対
策
推
進
グ
ル

ー
プ
）

平
成
28
年
2月
か
ら「
大
阪
市
こ

ど
も
の
貧
困
対
策
推
進
本
部
」

39
活
用
し
て
い
な
い

20
2

民
間
事
業
者
に
よ
る
課
外
学
習
事
業（
中
学
生
対
象
）。
各
所
30
名
程
度
。箇
所
数
は
、各
区
に

お
い
て
実
施
し
て
い
る「
区
ま
ち
づ
くり
推
進
費
」等
に
す
る
小
学
生
対
象
事
業
等
を
含
む
。

作
成
し
て
い
る
。

2
豊
中
市

こ
ど
も
未
来
部
　
こ
ど
も
政
策
課

20
16
年
3月
～
　
豊
中
市
こ
ど

も
施
策
推
進
本
部
連
絡
会
議
 実

務
担
当
者
会
議
 子
ど
も
の
未
来

応
援
部
会

19
な
し

1
61
4
豊
中
市
在
住
の
塾
や
家
庭
教
師
を
つ
け
て
い
な
い
中
学
3年
生
対
象
。火
～
金
の
16
時
30
分
～

18
時
30
分
と
土
の
13
時
30
分
～
17
時
の
間
で
、庄
内
少
年
文
化
館
に
お
い
て
学
習
支
援
員

と
と
も
に
学
ぶ
場
所
を
提
供
し
て
い
る
。

作
成
し
て
い
る
。

3
池
田
市

子
ど
も・
健
康
部
　
子
ど
も・
若
者
政

策
課

○
5
活
用
し
て
い
な
い

6
18
7
中
学
校
1年
か
ら
3年
、義
務
教
育
学
校
7年
か
ら
9年
の
希
望
す
る
生
徒
を
対
象
に
、中
学
校

区
を
基
準
に
し
て
、市
内
6カ
所
に
教
室
を
開
設
。3
年
生
は
週
2日
、1
・
2年
生
は
週
1日
実
施
。

業
務
委
託
し
た
民
間
業
者
に
よ
り
英
語
・
数
学
の
2教
科
を
18
時
45
分
か
ら
20
時
45
分
で
実

施
。

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

4
豊
能
町

こ
ど
も
育
成
課

○
3

0
0

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

5
能
勢
町

福
祉
部
福
祉
課

○
1
活
用
し
て
い
る

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
に
よ
り
、実
施
を
見
送
っ
た

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

6
箕
面
市

教
育
委
員
会
事
務
局
　
子
ど
も
未
来

創
造
局
　
子
育
て
支
援
室

令
和
元
年
11
月
22
日
か
ら「
箕

面
市
子
ど
も
子
育
て
会
議
計
画
策

定
部
会
」

4
大
阪
府
の
SS
W
活
用
事
業
補
助
金
を

活
用
し
て
い
る
。

22
14
3

箕
面
市
立
小
・
中
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
生
徒
で
、不
登
校
や
病
気
に
よ
る
長
期
欠
席
等
、そ
の

他
生
活
困
窮
家
庭
等
に
よ
り
学
習
支
援
が
必
要
な
者
。ま
た
、当
該
事
業
を
受
け
て
中
学
校
を
卒

業
し
た
後
も
、将
来
の
進
路
選
択
の
た
め
引
き
続
き
学
習
支
援
を
必
要
と
す
る
十
八
歳
以
下
の
者

を
対
象
に
、申
請
の
あ
っ
た
対
象
児
童
生
徒
に
学
生
サ
ポ
ー
タ
ー
を
派
遣
し
、家
庭
や
学
校
で
学

習
支
援
を
行
う
。家
庭
や
学
校
で
の
学
習
支
援
が
困
難
な
児
童
生
徒
に
お
い
て
は
、委
託
事
業

者
の
事
務
所
等
個
別
の
状
況
に
応
じ
て
学
習
支
援
を
行
う
。ひ
き
こ
も
り
傾
向
の
児
童
生
徒
に
は

外
出
支
援
、不
登
校
等
の
児
童
生
徒
に
は
登
校
支
援
等
を
行
う
。

作
成
し
て
い
る

7
高
槻
市

子
ど
も
育
成
課

法
や
大
綱
に
掲
げ
ら
れ
た
、教
育

の
支
援
、生
活
の
支
援
、保
護
者

に
対
す
る
就
労
の
支
援
、経
済
的

支
援
と
い
う
施
策
は
、 様
々
な
行

政
分
野
が
担
う
こ
と
か
ら
、関
係

部
局
が
連
携
し
て
取
り
組
む
課
題

で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、平
成
28

年
8月
に「
子
ど
も
の
未
来
を
応

援
す
る
た
め
の
庁
内
対
策
会
議
」

（
事
務
局
：
子
ど
も
育
成
課
）を
立

ち
上
げ
、適
宜
関
係
各
課
で
情
報

共
有
を
行
っ
て
い
ま
す
。

3
中
核
市
で
あ
る
た
め
、大
阪
府
の
SS
W

事
業
費
は
活
用
せ
ず
、文
部
科
学
省
の

教
育
支
援
体
制
事
業
費
補
助
金
を
活

用
し
て
い
る
。

77
31
,45
5

・「
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
教
室
」5
9か
所
 延
べ
参
加
人
数
 1
7,4
18
人
　
教
育
課
題
の
あ
る
児
童
生
徒

の
学
習
習
慣
の
定
着
・
学
習
意
欲
の
向
上
・
自
学
自
習
力
の
育
成
を
図
る
た
め
、学
習
支
援
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
を
配
置
し
、学
習
機
会
を
提
供
す
る
。

・
家
庭
学
習
支
援
事
業「
学
び
UP
↑
講
座
」1
8か
所
 延
べ
参
加
人
数
 1
4,0
37
人
　
市
内
の
中

学
校
、全
18
校
の
生
徒
を
対
象
に
、子
ど
も
た
ち
の
可
能
性
を
最
大
限
に
伸
ば
し
て
い
く
こ
と
を

目
的
に
、個
々
の
生
徒
の
学
力
や
目
標
に
応
じ
た
学
習
支
援
を
行
う
。

8
島
本
町

福
祉
推
進
課

○
3
活
用
し
て
い
る

未
回
答

未
回
答

小
中
学
校
在
籍
児
童
・
生
徒
を
対
象
に
、各
校
に
て
放
課
後
学
習
会
を
実
施
。※
20
20
年
度
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め
実
施
し
て
い
ま
せ
ん
。

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

9
茨
木
市

こ
ど
も
育
成
部
　
こ
ど
も
政
策
課

平
成
26
年
10
月
か
ら
平
成
27

年
3月
ま
で
｢こ
ど
も
の
貧
困

対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
27
年
4月
か
ら
｢教
育
･子

育
て
専
門
部
会（
次
世
代
育
成
支

援
部
会
）｣

5
大
阪
府
教
育
委
員
会
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ

ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
活
用
事
業
費
補
助
金

6
10
52

経
済
的
に
困
難
を
抱
え
る
家
庭
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
中
学
生
を
対
象
に
、学
習
・
生
活
支
援
員
が

家
庭
訪
問
を
行
い
、家
庭
の
生
活
状
況
や
保
護
者
と
本
人
の
事
業
利
用
意
向
を
確
認
し
た
上
で

学
習
会
に
誘
導
。保
護
者
の
生
活
相
談
も
受
け
付
け
、必
要
な
支
援
に
つ
な
ぐ
。

作
成
し
て
い
る

10
吹
田
市

児
童
部
子
育
て
政
策
室

○
14

中
核
市
へ
の
移
行
に
伴
い
大
阪
府
に
よ

る
補
助
金
の
交
付
対
象
か
ら
は
外
れ

た
が
、代
わ
り
に
中
核
市
を
対
象
と
す

る
国
の
教
育
支
援
体
制
整
備
事
業
費

補
助
金
を
活
用
し
、市
費
と
合
わ
せ
て

14
人
の
SS
W
を
配
置
し
て
い
る
。

4
2,5
52

生
活
保
護
世
帯
を
含
む
生
活
困
窮
世
帯
の
中
学
生
を
対
象
に
、貧
困
の
連
鎖
を
防
止
す
る
た
め
、

高
校
進
学
に
課
題
の
あ
る
子
供
に
対
し
て
、学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
場
の
提
供
、補
助
学
習
や
学
習

へ
の
動
機
づ
け
を
含
め
た
学
習
支
援
を
行
い
、対
象
者
に
高
校
進
学
及
び
そ
の
後
の
円
滑
な
学

習
生
活
を
実
現
す
る
事
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。市
内
南
北
2か
所
の
公
共
施
設
で
実
施
し
て
い

ま
し
た
が
、平
成
31
年
8月
に
市
内
東
南
の
2カ
所
を
拡
充
し
、現
在
合
計
4か
所
で
週
に
4日
、

1回
2時
間
実
施
し
て
い
ま
す
。子
ど
も
2人
に
対
し
て
学
習
支
援
員
を
1人
配
置
し
、子
ど
も
の

学
習
状
況
に
合
わ
せ
た
個
別
指
導
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

作
成
し
て
い
る
　
　

「
高
等
学
校
・
専
修
学

校
等
 各
種
奨
学
金
の

あ
ら
ま
し（
返
済
の
い

ら
な
い
制
度
）」
添
付

‐ 31‐



20
21
年
度
担
当
課

推
進
の
た
め
の
委
員
会
等
設
置

20
20
年
度
の
具
体
的
な
施
策・
実
績

配
置
し
た

配
置
し
て
な
い

SS
W
配

置
人
数

SS
W
配
置
事
業
費
の
活
用
状
況

学習
支援

カ所
数

延
べ
参
加

人
数

学
習
支
援
内
容

そ の 他
奨
学
金

パ
ン
フ
レ
ット
等

11
摂
津
市

子
育
て
支
援
課

○
5
活
用
済

5
29
7
市
内
の
各
中
学
校
区
5会
場
に
お
い
て
、小
学
6年
生
～
中
学
3年
生
を
対
象
に
国
語
、算
数
・

数
学
の
2教
科
の
教
科
書
の
内
容
を
中
心
と
し
た
講
義
型
お
よ
び
個
人
指
導
型
の
授
業
を
行
っ

た
。ま
た
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
臨
時
休
業
期
間
の
学
習
保
障
の
た
め
、中
学
3

年
生
を
対
象
に
5教
科
の
夏
期・
冬
期
講
習
を
実
施
し
た
。

作
成
し
て
い
る

12
守
口
市

こ
ど
も
部
　
子
育
て
支
援
政
策
課

○
2
（
大
阪
府
教
育
委
員
会
ス
ク
ー
ル
ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
活
用
事
業
費
補
助
金

に
て
）　
1/
2補
助

14
28
2
塾
等
に
通
っ
て
い
な
い
5，
6年
生
を
対
象
に
、各
校
に
て
指
導
員
に
よ
り
算・
国
の
指
導
を
行
う
。

業
者
委
託
、少
人
数
指
導
。

作
成
し
て
い
な
い

13
門
真
市

こ
ど
も
部
 こ
ど
も
政
策
課

平
成
29
年
4月
か
ら
　
門
真
市

子
ど
も
の
貧
困
対
策
検
討
委
員

会
3
子
ど
も
の
貧
困
緊
急
対
策
事
業
費
補

助
金
を
活
用

作
成
し
て
い
る
。対
象

者
の
み
に
資
料
を
送

付
し
て
お
り
、公
開
は

し
て
お
り
ま
せ
ん
。

14
大
東
市

福
祉・
子
ど
も
部・
子
ど
も
室

○
11
活
用
し
て
い
な
い
。

20
64

小
中
学
校
の
児
童
生
徒
を
対
象
に
、学
力
向
上
さ
せ
る
た
め
授
業
支
援
や
授
業
改
善
の
助
言
を

行
う
。

作
成
し
て
い
る
　

15
四
條
畷
市

子
ど
も
政
策
課

○
2

6
30
00

家
庭
学
習
環
境
が
な
い
児
童
を
対
象
に
、学
校
の
放
課
後
、空
教
室
を
利
用
し
教
師
OB
が
指
導
。

自
由
参
加
。

作
成
し
て
い
な
い

16
寝
屋
川
市

こ
ど
も
を
守
る
課

平
成
25
年
年
4月
か
ら「
寝
屋
川

市
こ
ど
も
子
育
て
会
議
」

4
な
し

36
35
92

市
内
在
住
の
小
学
5年
生
～
中
学
3年
生（
個
別
学
習
）・
小
学
4年
生
～
中
学
3年
生（
イ
ン
タ

ー
ネ
ット
学
習
支
援
）。

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

17
枚
方
市

・
計
画
の
所
管
は
、子
ど
も
未
来
部
　

子
ど
も
青
少
年
政
策
課

・
具
体
的
な
取
り
組
み
は
、子
ど
も
の

育
ち
見
守
り
セ
ン
タ
ー
　
見
守
り
支

援
推
進
担
当

平
成
27
年
11
月
か
ら
平
成
28

年
3月
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
検

討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム〈
庁
内

検
討
組
織
〉」

平
成
28
年
5月
か
ら
現
在「
子
ど

も
の
課
題
対
策
検
討
委
員
会〈
庁

内
検
討
組
織
〉」

9　
※
そ

の
他
SV

（
ス
ー
パ

ー
バ
イ
ザ

ー
）1
人

な
し

19
18
2
中
学
全
学
年
を
対
象
に
、市
内
19
中
学
校
で
週
1回
程
度
放
課
後
に
学
習
教
室
を
実
施
し
て
い

る
。

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

18
交
野
市

健
や
か
部
　

子
育
て
支
援
課・
学
校
教
育
部
　

指
導
課

20
17
年
4月
か
ら「
交
野
市
子
ど

も
の
貧
困
対
策
推
進
の
た
め
の
府

内
連
絡
会
設
置
要
綱
」

2
12

23
学
校
支
援
員
派
遣
事
業
。学
校
に
学
習
支
援
員
を
派
遣
し
、学
習
に
配
慮
を
要
す
る
児
童
・
生
徒

の
学
習
支
援
を
行
う
。

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

19
東
大
阪
市

子
ど
も
す
こ
や
か
部

子
育
て
支
援
室
子
ど
も
家
庭
課

平
成
29
年
4月
～
　「
東
大
阪
市

子
ど
も
の
貧
困
対
策
推
進
委
員

会
」

10
活
用
な
し

10
80
2
生
活
保
護
世
帯
や
児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯
、就
学
援
助
受
給
世
帯
の
小
学
生
を
対
象
。た
だ

し
、上
記
以
外
の
世
帯
の
小
学
生
も
受
け
入
れ
て
い
る
。地
域
の
社
会
福
祉
施
設
に
協
力
を
い
た

だ
き
、施
設
内
に
お
い
て
、子
ど
も
た
ち
の
学
習
習
慣
の
定
着
や
学
習
意
欲
の
向
上
を
目
指
し
た

居
場
所
づ
くり
を
実
施
し
て
い
る
。

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

20
八
尾
市

こ
ど
も
若
者
部
こ
ど
も
若
者
政
策
課

20
16
年
1月
か
ら
　「
八
尾
市
子

ど
も
の
未
来
応
援
推
進
会
議
」

6
無
し（
中
核
市
は
府
補
助
金
交
付
の
対

象
外
。文
部
科
学
省
の
補
助
金
を
活

用
）

6
20
3
ひ
と
り
親
世
帯
及
び
生
活
困
窮
世
帯
の
中
学
生
を
対
象
に
、学
習
習
慣
の
定
着
と
学
習
意
欲
の
向

上
等
を
目
的
と
し
て
、市
内
6会
場
で
週
に
1回
開
催
。

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

21
柏
原
市

こ
ど
も
政
策
課

本
市
で
は
、「
第
2

期
柏
原
市
子
ど
も

子
育
て
支
援
事
業

計
画
」の
策
定
の

際
に
、
子
ど
も
の

貧
困
対
策
と
な
る

「
子
ど
も
の
貧
困
対

策
推
進
計
画
」を

包
含
し
た
も
の
と

し
て
策
定
し
て
お

り
、こ
の
策
定
の
た

め
に
設
置
し
た
柏

原
市
子
ど
も
子
育

て
会
議
に
お
い
て

検
討
し
、取
組
を

明
記
し
た
。

2
活
用
し
て
い
る
。7
77
,00
0円
の
補
助
。

2
15

チ
ラ
シ
添
付
。対
象
：
申
請
時
に
1か
ら
4の
い
ず
れ
か
の
世
帯
に
属
す
る
、柏
原
市
内
在
住
の

中
学
1年
生
か
ら
3年
生
。1
.生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
世
帯
　
2.
ひ
と
り
親
家
庭
の
世
帯
　

3.
就
学
援
助
を
受
給
し
て
い
る
世
帯
　
4.
収
入
の
状
況
や
世
帯
状
況
な
ど
を
勘
案
し
、支
援
が

必
要
と
認
め
ら
れ
る
世
帯
。

基
礎
学
力
を
つ
け
る
こ
と
を
目
標
に
、学
習
支
援
や
居
場
所
の
提
供
な
ど
を
行
い
自
主
学
習
の
支

援
を
行
う
。元
教
員
の
指
導
員
と
大
学
生
が
一
人
ひ
と
り
の
ペ
ー
ス
に
合
わ
せ
て
、
マ
ン
ツ
ー
マ

ン
や
少
人
数
で
基
礎
的
な
学
力
を
つ
け
る
こ
と
や
苦
手
教
科
の
克
服
を
目
標
に
、自
主
学
習
の
支

援
を
行
う
。

・国
分
地
区「
ま
な
び
家
 ほ
の
ぼ
の
こ
く
ぶ
」火
・水
曜
日
　
午
後
7時
～
9時

・柏
原
地
区「
ま
な
び
家
 ほ
の
ぼ
の
か
た
し
も
」木
曜
日
　
午
後
7～

9時

作
成
し
て
い
な
い
。案

内
添
付（
柏
教
委
指
第

23
2号
）
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20
21
年
度
担
当
課

推
進
の
た
め
の
委
員
会
等
設
置

20
20
年
度
の
具
体
的
な
施
策・
実
績

配
置
し
た

配
置
し
て
な
い

SS
W
配

置
人
数

SS
W
配
置
事
業
費
の
活
用
状
況

学習
支援

カ所
数

延
べ
参
加

人
数

学
習
支
援
内
容

そ の 他
奨
学
金

パ
ン
フ
レ
ット
等

22
松
原
市

福
祉
部
　
福
祉
総
務
課

○
6
活
用
し
て
い
る

1
92

中
学
生・
高
校
生
対
象
。別
紙
の
と
お
り
。

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

23
羽
曳
野
市

市
長
公
室

こ
ど
も
未
来
室
家
庭
支
援
課

○
1

独
自
配
置
の
1名
に
加
え
て
府
の

SW
W
事
業
を
活
用
し
て
も
う
1人
配

置
し
、計
2人
で
市
内
全
校
を
カ
バ
ー

し
た
。週
1回
の
活
動
を
年
間
35
日
、

計
70
日
の
活
動
を
し
た
。

府
の
HP
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
も
の
を
冊
子
と

し
て
印
刷
し
、中
学
校・

義
務
教
育
学
校
後
期

課
程
の
生
徒
・
保
護
者

へ
お
渡
し
し
て
い
る
。

ま
た
教
育
研
究
所
に
も

数
冊
置
く
予
定
。「
奨
学

金
制
度
の
ご
案
内
」添

付
。

24
藤
井
寺
市

窓
口：
子
育
て
支
援
課

関
係
課
：
政
策
推
進
課
、協
働
人
権

課
、福
祉
総
務
課
、生
活
支
援
課
、保

険
年
金
課
、保
育
幼
稚
園
課
、健
康

課
、教
育
総
務
課
、学
校
教
育
課
、生

涯
学
習
課

平
成
29
年
7月
か
ら
　「
子
供
の

未
来
応
援
ネ
ット
ワ
ー
ク
会
議
」

2
補
助
金
　
1,1
68
,00
0円
（
府
よ
り
）

執
行
額
　
2,3
37
,00
0円

1
55
8.5

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
児
童
で
中
学
校
1年
生
か
ら
中
学
校
3年
生
を
対
象（
20
20
年
度
以
外
の

年
度
に
つ
い
て
は
小
学
校
4年
生
か
ら
中
学
校
3年
生
が
対
象
）に
、学
習
塾
で
週
に
1回
程
度

の
開
催
を
基
本
と
し
、概
ね
8か
月
間
の
全
32
回
の
授
業
実
施

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

3
47
1
市
立
小
中
学
校
在
校
生
を
対
象
に
、放
課
後
に
自
習
室
を
設
置
し
、学
習
支
援
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が

学
習
機
会
を
提
供
す
る
。自
習
ま
た
は
個
別
指
導
す
る
。

25
大
阪
狭
山
市

こ
ど
も
政
策
部

子
育
て
支
援
グ
ル
ー
プ

○
4
市
内
3中
学
校
分（
1,1
74
,00
0円
）を

活
用

5
25
9
は
な
ま
る
学
習
室（
中
学
3年
生
で
塾
に
通
っ
て
い
な
い
生
徒
が
対
象
。夏
季
休
業
～
12
月
、市

内
3カ
所
で
実
施
）

よ
く
分
か
る
子
ど
も
の
学
習
塾（
小
4～
中
3の
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
児
童
生
徒
が
対
象
。

20
19
年
4月
～
20
20
年
3月
、毎
週
日
曜
日
、市
内
2カ
所
で
実
施
）

「
大
阪
狭
山
市
幾
栄
金

制
度
の
ご
案
内
」添
付

26
富
田
林
市

子
育
て
福
祉
部
　
こ
ど
も
未
来
室

○
4
活
用
あ
り

2
1,7
47

生
活
保
護
世
帯
、児
童
扶
養
手
当
全
部
支
給
世
帯
ま
た
は
同
等
の
所
得
水
準
の
ひ
と
り
親
世
帯

の
中
学
生
な
ど
を
対
象
に
、大
学
生
の
学
習
支
援
サ
ポ
ー
タ
ー
に
よ
る
学
習
サ
ポ
ー
ト
、勉
強
の

悩
み
相
談
な
ど
。

作
成
し
て
い
る（
今
年

度
版
を
現
在
製
作
中
）

27
太
子
町

子
育
て
支
援
課

○
2
SS
W
の
報
酬
費
に
充
当

1
14
8
太
子
町
在
住
の
生
活
困
窮
世
帯
等（
生
活
保
護
世
帯
、ひ
と
り
親
世
帯
を
含
む
）の
う
ち
、小
学
生
、

中
学
生
及
び
高
校
生
等
の
子
ど
も
の
い
る
世
帯
を
対
象
に
、生
活
支
援
員
が
児
童
の
家
庭
に
訪

問
し
、学
習
や
生
活
な
ど
、個
々
の
課
題
に
取
り
組
む
。

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

28
河
南
町

こ
ど
も
1ば
ん
課・

高
齢
障
が
い
福
祉
課・
教
育
課

○
1
SS
W
の
活
用
、ケ
ー
ス
会
議
、

研
修・
講
演
活
動
、訪
問
活
動
な
ど

1
31
富
田
林
子
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
生
活
福
祉
課
内
｢は
ー
と
ほ
っ
と
｣と
相
談
教
室
が
行
う
学
習
セ
ミ

ナ
ー
｢河
南
教
室
｣に
つ
い
て
、場
所
の
提
供
及
び
受
講
者
の
受
付
を
協
力
。

作
成
し
て
い
る

29
千
早
赤
阪
村

30
河
内
長
野
市

子
ど
も
子
育
て
課

○
1
補
助
金
　
1,0
65
千
円

2
58
0
生
活
保
護
受
給
世
帯
を
含
む
生
活
困
窮
者
世
帯
の
中
学
生
等
及
び
そ
の
保
護
者
、高
等
学
校
中

途
退
学
を
防
ぐ
た
め
に
支
援
が
必
要
な
高
校
生
及
び
そ
の
保
護
者
、
ま
た
、
ひ
き
こ
も
り
等
で
学

習
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
と
判
断
さ
れ
る
も
の
を
対
象
に
、訪
問
方
式
と
拠
点
方
式
の
併
用

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

31
堺
市

子
ど
も
企
画
課

○
9
府
補
助
金
な
し（
国
補
助
金
あ
り
）

7
71
2
生
活
保
護
世
帯
又
は
生
活
困
窮
世
帯
に
属
す
る
中
学
生
及
び
高
等
学
校
等
在
学
年
齢
の
子
ど
も

を
対
象
に
、無
料
で
利
用
で
き
る
支
援
の
場
を
提
供
し
、学
習
支
援
を
実
施
し
て
い
る
。※
生
活

困
窮
世
帯
と
は
、非
課
税
世
帯
、児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯
、
ま
た
は
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支

援
機
関
に
相
談
の
あ
っ
た
世
帯
を
い
う
。

作
成
し
て
い
る
。「
夢
と

希
望
へ
の
か
け
橋
」

32
和
泉
市

子
育
て
支
援
室
こ
ど
も
政
策
担
当

○
5
な
し

6
42
0
和
泉
市
に
居
住
す
る
市
立
学
校
の
小
学
4年
生
～
中
学
3年
生
で
学
ぶ
意
欲
が
あ
り
、現
在
学
習

塾（
英
会
話・
家
庭
教
師
を
含
む
）に
通
っ
て
い
な
い
人
対
象
。小
学
生：
国
語・
算
数・
英
語（
英

語
は
年
間
20
回
程
度
）（
12
0分
）、
中
学
生
：
数
学
・
英
語（
12
0分
）、
講
師
一
人
に
対
し
て
少

人
数
の
児
童・
生
徒
で
の
個
別
授
業
形
式

作
成
し
て
い
る

33
高
石
市

担
当
課
は
設
け
て
い
な
い
が
、内
容

に
よ
り
こ
ど
も
家
庭
課
・
学
校
教
育

課・
社
会
福
祉
課
が
担
当
。

○
2
要
保
護
児
童・
要
支
援
児
童
進
捗
会
議

へ
の
参
画
、不
登
校
・
問
題
行
動
・
虐

待
等
の
早
期
発
見
や
未
然
防
止
及
び

充
実
し
た
対
応
を
図
る
た
め
に
活
用
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20
21
年
度
担
当
課

推
進
の
た
め
の
委
員
会
等
設
置

20
20
年
度
の
具
体
的
な
施
策・
実
績

配
置
し
た

配
置
し
て
な
い

SS
W
配

置
人
数

SS
W
配
置
事
業
費
の
活
用
状
況

学習
支援

カ所
数

延
べ
参
加

人
数

学
習
支
援
内
容

そ の 他
奨
学
金

パ
ン
フ
レ
ット
等

34
泉
大
津
市

子
育
て
応
援
課

平
成
27
年
4月
か
ら「
子
ど
も
の

貧
困
対
策
関
係
者
会
議
」

2
こ
ど
も
の
貧
困
緊
急
対
策
事
業
費
補
助

金
を
活
用

1
67

生
活
困
窮
世
帯
・
生
活
保
護
世
帯
の
中
学
生
、高
校
生
対
象
。毎
週
水
曜
日
18
時
か
ら
20
時
に

福
祉
セ
ン
タ
ー
で
実
施
。居
場
所
の
提
供
や
学
習
の
補
助
を
行
っ
て
い
る（
NP
O
法
人
国
際
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
学
生
協
会
に
委
託
）

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

35
忠
岡
町

健
康
福
祉
部
　
健
康
こ
ど
も
課

○
1
大
阪
府
教
育
委
員
会
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ

ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
活
用
事
業
補
助
金
を
活

用
1

63
「
あ
す
な
ろ
未
来
塾
」。
小
学
3・
4･
5･
6年
生
、中
学
1･
2･
3年
生
を
対
象
に
、小
学
生
が
算
数
、

中
学
生
が
数
学
、英
語
を
教
科
書
の
内
容
に
合
わ
せ
て
予
習
中
心
に
基
礎
学
習
の
定
着
を
目
指

し
て
実
施
。受
講
料
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、要
保
護
、準
要
保
護
の
対
象
者
の
方
に
つ
い
て
は
、

受
講
料
は
免
除
と
な
っ
て
い
ま
す
。

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

36
岸
和
田
市

生
活
福
祉
課

○
6
報
償
費

4
1,3
92

生
活
保
護
、児
童
扶
養
手
当
満
額
受
給
世
帯
を
対
象（
対
象
要
件
は
非
公
開
）。

・
学
習
会（
学
習
支
援
事
業
）：（
株
）ト
ラ
イ
グ
ル
ー
プ
に
委
託
し
、市
内
2ヵ
所
で
週
2回
ず
つ

中
学
3年
生
に
対
し
、高
校
受
験
に
向
け
て
学
習
支
援
を
実
施
し
て
い
る
。

・
マ
イ
ル
ー
ム（
養
育
支
援
事
業
）：
岸
和
田
市
社
協
に
委
託
し
、
2ヵ
所
で
週
1回
、中
1～
高
3

生
に
対
し
、大
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
学
習
会
と
社
協
職
員
に
よ
る
夕
食
の
提
供
等
の
支
援

を
行
っ
て
い
る
。

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

37
貝
塚
市

健
康
こ
ど
も
部
 子
ど
も
福
祉
課

○
3
活
用
し
て
い
る

1
84
5

児
童
扶
養
手
当
支
給
世
帯
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
所
得
水
準
に
あ
る
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
児
童

の
う
ち
、小
学
3年
生
及
び
4年
生
を
対
象（
所
得
の
定
員
に
達
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、小
学

校
2二
年
生
か
ら
小
学
校
5年
生
ま
で
の
者
）。
日
頃
か
ら
親
と
過
ご
す
時
間
が
限
ら
れ
る
ひ
と
り

親
家
庭
等
の
児
童
に
対
し
、生
活
学
習
支
援
を
行
い
、学
力
と
生
活
環
境
の
向
上
を
図
る
。社
会

福
祉
法
人
三
ケ
山
学
園
に
委
託
。※
チ
ラ
シ
添
付

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

38
泉
佐
野
市

5

市
単
費
の
SS
W
は
0人
。市
SS
W
予

算
は
、
4,2
00
,00
0円
。そ
の
う
ち
補

助
対
象
経
費
は
3,9
16
,50
0円
。そ
の

1/
2の
1,9
58
,00
0円
が
、府
か
ら
の
補

助
金
。

18
登
録
者
数 57
1
対
象
は
学
校
ご
と
に
決
定
。放
課
後
の
時
間
を
利
用
し
、学
習
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア（
退
職
教
員
、

大
学
生
、地
域
人
材
）を
活
用
し
て
学
習
支
援
を
行
う
。学
校
に
よ
り
形
態
は
異
な
る
。

作
成
し
て
い
る

39
田
尻
町

民
生
部
子
ど
も
課

○
1
1/
2の
補
助
を
受
け
て
い
る

2
小：

約
80
0人
、

中：
約
20
0人

小
学
生
、中
学
生
を
対
象
に
、小
・中
学
校
を
利
用
し
、放
課
後
学
習
を
行
っ
て
い
る
。

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

40
熊
取
町

健
康
福
祉
部
子
育
て
支
援
課

○
5
活
用
し
て
い
な
い

1
48

生
活
困
窮
世
帯
及
び
生
活
保
護
世
帯
の
中
学
生
を
対
象
に
、毎
週
土
曜
日
の
午
前
中
に
開
催
。定

員
8名
（
講
師
1人
に
生
徒
4人
の
少
人
数
ク
ラ
ス
）。
学
習
習
慣
を
定
着
さ
せ
、勉
強
の
仕
方
を

丁
寧
に
教
え
る
こ
と
で
、高
校
進
学
に
必
要
な
基
礎
学
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
標
に
実
施
。

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

41
泉
南
市

3

42
阪
南
市

な
し

○
0
府
か
ら
6h
×
35
回
を
2名
で
配
置

（
6h
×
35
回
=2
10
時
間
）

1
58
9（
登
録

者
26
人
）
阪
南
市
在
住
の
中
学
1年
～
3年
生
を
対
象
に
、毎
週
水
曜
18
:30
～
20
:30
学
習
会
を
開
講
。

少
人
数
ご
と
に
学
習
支
援
員
を
配
置（
別
紙
あ
り
）。

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

43
岬
町

教
育
委
員
会
事
務
局

○
2
補
助
金
を
活
用
し
て
い
る

1
15
中
学
生
を
対
象
に
、1
週
間
実
施（
夏
休
み
）

作
成
し
て
い
な
い
、計

画
も
な
い

※
大
阪
狭
山
市
・
千
早
赤
阪
村
・
高
石
市
が
未
回
答
の
た
め
前
年
度
回
答
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子
ど
も
の
貧
困
対
策
②
　
 

20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査
　
　
SS
W
：
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

20
21
年
度
　
予
算
化
さ
れ
た
具
体
的
な
施
策

20
21
年
度
食
の
支
援
に
つ
い
て

SS
W
配

置
状
況

人
数

大
阪
府
SS
W
配
置
事
業
費
の
活
用
状
況

学
習
支
援

予
算
化し
て
い
る

予
算
化し
て
い
な
い

20
20
年
度

と
同じ

20
20
年
度
と
違
う

1
大
阪
市

39
活
用し
て
い
な
い

○

こど
も
支
援
ネッ
トワ
ー
ク
事
業
　
16
,51
3千
円

こど
も
の
貧
困
など
の
課
題
解
決
に
取
り
組
む
団
体
や
市
民
が
、市
内
各
地
域
に
お
い
て
、こ
ど
も
の
居
場

所（
以
下「
こど
も
食
堂
等
」と
い
う
。）
を
開
設
し
食
事
提
供
や
学
習
支
援
等
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。こ
の

よ
う
な
活
動
を
社
会
全
体
で
支
援
し
、地
域
で
子
ど
も
を
育
む
機
運
の
釀
成
を
図
る
た
め
に
、企
業
や
社

会
福
祉
施
設
等
が
参
加
す
る「
こど
も
支
援
ネッ
トワ
ー
ク
」を
構
築
し
まし
た
。

「
こど
も
支
援
ネッ
トワ
ー
ク
」は
、大
阪
市
が
主
体
とな
っ
て
大
阪
市
社
会
福
祉
協
議
会
と
連
携し
、こ
ど

も
の
貧
困
対
策
や
活
動
の
情
報
交
換
を
は
じ
め
、企
業
か
ら
の
申
出
に
よ
る
物
資
等
を
社
会
福
祉
施
設
を

通
じ
て
こど
も
食
堂
等
へ
提
供
し
、社
会
福
祉
施
設
か
ら
は
こど
も
食
堂
へ
の
助
言
や
相
談
対
応
を
行
い

ま
す
。ま
た
、ネ
ット
ワ
ー
ク
に
企
業
が
参
加
す
るこ
とに
よっ
て
、こ
ど
も
の
職
業
体
験
や
こど
も
の
居
場

所
で
の
社
員
の
ボ
ラン
テ
ィア
活
動
な
ど
が
期
待
さ
れ
る
た
め
、企
業
の
協
力
を
得
て
、こ
ど
も
た
ち
に
働

くこ
と
の
大
切
さを
伝
え
、貧
困
の
連
鎖
を
断
ち
切
るこ
とに
つ
な
が
るよ
う
取
り
込
み
を
進
め
ま
す
。

令
和
元
年
度
か
ら
は
、こ
ど
も
食
堂
な
ど
の
こど
も
の
居
場
所
を
運
営
す
る
活
動
団
体
の
運
営
基
盤
を
支

え
る
た
め
に
、「
こど
も
支
援
ネ
ット
ワ
ー
ク
」へ
活
動
団
体
が
加
入
す
るこ
と
に
より
、こ
ど
も
食
堂
等
の

万
一
の
事
故
に
対
応
し
た
保
険
を
適
用
す
るこ
とと
し
、大
阪
市
が
保
険
料
を
全
額
補
助し
て
い
ま
す
。

2
豊
中
市

17
なし

○
地
域
に
お
け
る
様
々
な
主
体
に
よ
る
子
ど
も
の
居
場
所
づ
くり
の
充
実
や
学
校
を
核
とし
た
セ
ー
フ
テ
ィネ

ット
の
構
築
を
実
践
的
に
進
め
て
いく
「
子
ど
も
の
居
場
所
ネッ
トワ
ー
ク
事
業
」と
し
て
、運
営
団
体
の
支

援
、ネ
ット
ワ
ー
ク
化
を
行
う
。ま
た
、上
記
ネッ
トワ
ー
ク
に
加
盟
す
る
子
ど
も
の
居
場
所
の
実
施
団
体
等

の
活
動
に
対
す
る
補
助
金
の
交
付
を
行
う
。

3
池
田
市

4
活
用し
て
い
る

参
加
人
数
の
減
少
に
伴
い
、実
施
教
室
や
学
年
の
組
み
合

わ
せ
の
変
更
な
ど
に
より
、現
状
に
合
わ
せ
スリ
ム
化
し
た

運
営
にし
て
い
る
。

平
成
28
年
度
に「
こど
も
食
堂
開
設
支
援
補
助
金
」を
創
設
。

子
ど
も
の
居
場
所
づ
くり
を
目
的
に「
こど
も
食
堂
」を
開
設
し
、運
営
に
取
り
組
む
団
体
に
対
し
、
1団
体

40
万
円
を
上
限
に
費
用
の
一
部
を
補
助し
て
い
ま
す
。

4
豊
能
町

3
○

○

5
能
勢
町

1
活
用し
て
い
る

○
「
子
ど
も
の
居
場
所
づ
くり
事
業
」　
　
学
校
長
期
休
業
中
に
学
校
に
お
い
て
、体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
学
習

会
に
併
せ
て
昼
食
を
提
供
す
る
。新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
に
より
、実
施
を
見
送
る
可
能
性

あり
。

6
箕
面
市

4
大
阪
府
の
SS
W
活
用
事
業
補
助
金
を
活
用し
て
い
る
。

○
○

7
高
槻
市

3
中
核
市
で
あ
る
た
め
、大
阪
府
の
SS
W
事
業
費
は
活
用
せ

ず
、文
部
科
学
省
の
教
育
支
援
体
制
事
業
費
補
助
金
を
活

用し
て
い
る
。

○
平
成
30
年
度
か
ら
、子
ど
も
食
堂
に
取
り
組
む
団
体
に
対
し
て
、運
営
経
費
の
一
部
を
助
成
す
る
事
業
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

8
島
本
町

3
活
用し
て
い
る

○
島
本
町
子
ど
も
の
居
場
所
づ
くり
（
子
ど
も
食
堂
）支
援
事
業
補
助
金

開
設
補
助：
15
万
円
×
3箇
所
=4
5万
円

運
営
補
助：
10
万
円
×
5箇
所
=5
0万
円
　
計
95
万
円

9
茨
木
市

6
大
阪
府
教
育
委
員
会
ス
ク
ー
ル

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
活
用
事
業
補
助
金
申
請
中

○

10
吹
田
市

13
中
核
市
へ
の
移
行
に
伴
い
大
阪
府
に
よ
る
補
助
金
の
交
付

対
象
か
ら
は
外
れ
た
が
、代
わ
り
に
中
核
市
を
対
象
と
す

る
国
の
教
育
支
援
体
制
整
備
事
業
費
補
助
金
を
活
用
し
、

市
費
と
合
わ
せ
て
13
人
の
SS
W
を
配
置し
て
い
る
。

吹
田
市
子
供
食
堂
開
設
支
援
補
助
金

1．
補
助
対
象
者
：
市
内
で
子
供
食
堂
を
開
設
す
る
団
体
で
、以
下
の
要
件
を
全
て
満
た
す
団
体
　（
1）
組

織
及
び
運
営
等
に
関
す
る
事
項
を
会
則
、規
約
等
に
より
定
め
る
団
体
で
あ
るこ
と
　（
2）
食
事
の
提
供
は
、

無
料
又
は
低
額
な
料
金
で
行
うこ
と
　（
3）
食
事
の
提
供
は
、毎
月
1回
以
上
行
うこ
と
　（
4）
子
供
食
堂

の
運
営
は
、開
設
か
ら
1年
以
上
継
続
す
るこ
と
。

2．
補
助
金
の
額
：
1団
体
に
つ
き
最
大
20
万
円
。な
お
、令
和
2年
度
に
新
設
し
た
補
助
金
で
あ
る
た
め
、

既
設
の
子
供
食
堂
に
対
し
て
も
、期
間
を
限
定
し
て
備
品
購
入
費
等
に
対
す
る
補
助
を
行
う
予
定
とし
て

い
る
。

11
摂
津
市

5
活
用
予
定

中
学
3年
生
を
対
象
に
夏
期・
冬
期
講
習
を
実
施
す
る

○
12

守
口
市

6
1/
2補
助

中
学
校
等
へ
も
拡
大
実
施

○
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20
21
年
度
　
予
算
化
さ
れ
た
具
体
的
な
施
策

20
21
年
度
食
の
支
援
に
つ
い
て

SS
W
配

置
状
況

人
数

大
阪
府
SS
W
配
置
事
業
費
の
活
用
状
況

学
習
支
援

予
算
化し
て
い
る

予
算
化し
て
い
な
い

20
20
年
度

と
同じ

20
20
年
度
と
違
う

13
門
真
市

3
子
ど
も
の
貧
困
緊
急
対
策
事
業
費
補
助
金
を
活
用

○
14

大
東
市

11
活
用
なし

市
内
で
子
ど
も
食
堂
を
運
営
す
る
団
体
に
対し
て
子
ど
も
食
堂
の
開
設
費
や
運
営
費
の
一
部
を
補
助
。

15
四
條
畷
市

2
○

四
条
畷
市
福
祉
基
金
助
成
金
。子
ど
も
食
堂
に
よ
る
イ
ベ
ント
実
施
。

16
寝
屋
川
市

4
なし

長
期
休
業
期
間
に
集
中
講
座（
オ
ン
ラ
イン
）を
実
施
。そ
れ

に
伴
い
全
体
の
実
施
回
数
を
変
更
。

こど
も
食
堂
開
設
初
期
経
費
、及
び
、運
営
経
費
の
一
部
に
つ
い
て
の
補
助
金

17
枚
方
市

6
※そ
の他

SV（
スー

パー
バイ

ザー
）4
人

なし

20
19
年
度
ま
で
は
、自
学
自
習
を
基
本
と
し
た
自
習
教
室

を
、市
公
共
施
設
2か
所
に
て
毎
週
土
曜
日
の
午
後
か
ら
開

催
し
て
い
た
が
、
20
20
年
8月
より
「
より
多
く
の
生
徒
が

自
宅
か
ら
近
い
場
所
で
参
加
で
き
る
こと
。」
ま
た「
より
効

果
的
な
学
習
環
境
を
提
供
す
るこ
と
。」
など
生
徒
へ
の
安
心

安
全
確
保
の
観
点
か
ら
見
直
し
を
行
い
、教
育
委
員
会
と
連

携
を
図り
、事
業
を
拡
充し
た
。

子
ど
も
の
居
場
所（
子
ど
も
食
堂
）に
取
り
組
む
団
体
を
支
援
す
る
た
め
、「
子
ど
も
の
居
場
所
づ
くり
推
進

事
業
」を
平
成
28
年
度
か
ら
創
設
し
、食
材
費
等
の
運
営
経
費
や
備
品
購
入
等
の
初
期
経
費
に
対
し
て
助

成
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。今
年
度
は
4,0
58
,00
0円
を
予
算
化し
て
い
ま
す
。

18
交
野
市

2
○

交
野
市
子
ど
も
の
居
場
所
作
り
推
進
事
業
補
助
金
。初
経
費
　
10
万
円
、運
営
経
費
　
基
本
額
10
万
円

＋
実
施
日に
より
加
算
、上
限
25
万
円

19
東
大
阪
市

12
○

市
内
で
子
ど
も
食
堂
を
実
施
・
運
営
す
る
団
体
に
対し
て
、子
ど
も
食
堂
の
運
営
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を

補
助
金
とし
て
交
付
。補
助
金
の
交
付
に
あ
た
っ
て
は
、検
便
代
や
行
事
保
険
等
の
安
全・
安
心
の
た
め
の

経
費
を
優
先
的
な
使
途
とし
、残
余
は
そ
の
他
経
費
に
充
当
可
能
な
も
の
。補
助
額
は
、調
理
を
伴
う
場
合

は
1開
催
あ
たり
7,0
00
円
を
、調
理
を
伴
わ
な
い
場
合
は
3,0
00
円
を
補
助
。

20
八
尾
市

7
無
し（
中
核
市
は
府
補
助
金
交
付
の
対
象
外
、文
部
科
学

省
の
補
助
金
を
活
用
）

○
地
域
で
子
ど
も
の
居
場
所
づ
くり
を
行
う団
体
に
対し
、居
場
所
の
開
設
と
運
営
に
か
か
る
経
費
を
補
助
す

る「
子
ど
も
の
居
場
所
づ
くり
事
業
」を
実
施
。

21
柏
原
市

2
活
用し
て
い
る
。7
77
,00
0円
の
補
助

○
「
社
会
的
居
場
所
づ
くり
事
業
補
助
金
」人
と
の
関
わり
の
希
薄
化
、子
ど
も
の
孤
食
、
ひ
きこ
もり
、孤
独

死
等
に
対
し
て
、地
域
で
誰
も
が
安
全
に
、
そし
て
安
心
し
て
過
ご
せ
る
環
境
づ
くり
に
自
主
的
に
取
り
組

む
団
体
・
グ
ル
ー
プ
の
活
動
を
支
援
し
、社
会
的
孤
立
の
防
止
、地
域
で
の
仲
間
づ
くり
を
促
進
さ
せ
るこ

とを
目
的と
し
、補
助
金
を
交
付
す
るも
の
。

22
松
原
市

6
活
用し
て
い
る

○
子
ど
も
食
堂
へ
の
支
援

23
羽
曳
野
市

1
府
の
SW
W
事
業
を
活
用
し
、現
在
2人
で
市
内
全
校
を

カ
バ
ー
す
る
配
置
をし
て
い
る（
年
間
の
べ
70
日
）。
ま
た
、

市
予
算
を
も
う
1人
分
確
保
し
て
お
り
現
在
募
集
中
で
あ

る
。

居
場
所
づ
くり
事
業
とし
て
、生
活
に
困
窮し
て
い
る
家
庭
の
子
ど
も
等
の
基
本
的
な
生
活
習
慣
づ
け
を
支

援
す
る
た
め
、学
習
支
援
を
は
じ
め
、相
談
事
業
等
を
す
す
め
、子
ど
も
が
安
心
し
て
過
ご
せ
る
居
場
所
を

地
域
と
連
携し
な
が
ら
確
保
し
支
援
す
るこ
とを
目
的と
す
る
団
体
に
対
し
て
、
そ
の
運
営
に
か
か
る
経
費

等
の
補
助
を
行
うも
の
。1
団
体
あ
たり
23
0,0
00
円
を
上
限
とし
て
、予
算
の
範
囲
内
で
補
助
金
を
交
付
。

24
藤
井
寺
市

2
補
助
金
　
1,1
74
,00
0円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

執
行
額
　
2,3
49
,00
0円

従
来
より
定
員
に
対
し
て
希
望
人
数
が
多
い
こと
か
ら
、定

員
の
見
直し
を
行
い
、拡
充
を
図
った
。

○

25
大
阪
狭
山
市

4
市
内
3中
学
校
分（
1,1
65
,00
0円
）を
活
用
予
定

○

子
ど
も
食
堂
に
限
定
し
た

予
算
化
は
行
っ
て
い
ま
せ

ん
が
、「
大
阪
狭
山
市
子
ど

も
の
居
場
所
づ
くり
推
進

事
業
」に
お
い
て
補
助
金

を
交
付
し
、子
ど
も
食
堂

や
学
習
支
援
等
の
子
ど
も

の
居
場
所
づ
く
り
に
取
り

組
む
団
体
を
支
援
し
て
い

ま
す
。

26
富
田
林
市

4
活
用
あり

○
報
酬（
貧
困
対
策
指
導
員
）　
2,5
22
千
円
、職
員
手
当
　
53
6千
円
、

報
償
費（
 講
師
謝
礼
）　
75
千
円
、旅
費
　
11
1千
円
、需
用
費
　
21
千
円
、

使
用
料
及
び
賃
借
料
　
32
千
円
、負
担
金
補
助
及
び
交
付
金
　
2,1
75
千
円
、

フ
ード
バ
ン
ク
To
nT
on
　
0千
円
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20
21
年
度
　
予
算
化
さ
れ
た
具
体
的
な
施
策

20
21
年
度
食
の
支
援
に
つ
い
て

SS
W
配

置
状
況

人
数

大
阪
府
SS
W
配
置
事
業
費
の
活
用
状
況

学
習
支
援

予
算
化し
て
い
る

予
算
化し
て
い
な
い

20
20
年
度

と
同じ

20
20
年
度
と
違
う

27
太
子
町

2
SS
W
の
報
酬
費
に
充
当

○
○

28
河
南
町

1
20
20
年
度
と
同じ

○
○

29
千
早
赤
阪
村

30
河
内
長
野
市

1
活
用
予
定

○
○

31
堺
市

9
府
補
助
金
なし
（
国
補
助
金
あり
）

新
た
に
オ
ン
ラ
イン
を
活
用し
た
学
習
支
援
を
実
施
す
る
予

定
。

子
ど
もを
対
象
に
食
事
の
提
供
等
を
通
じ
た
居
場
所
づ
くり
を
行
う
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、本
市
内
で
子

ど
も
食
堂
を
開
設
し
て
い
る
団
体
等
を
つ
なぐ
ネ
ット
ワ
ー
ク
を
形
成
し
、子
ど
も
食
堂
の
持
続
的
な
運
営

を
支
援
す
る
取
組
な
ど
を
行
う
。ま
た
、子
ど
も
食
堂
の
開
設
準
備
に
要
す
る
経
費（
備
品
購
入
費
等
）に

つ
い
て
、1
か
所
あ
たり
20
万
円
を
上
限
とし
て
補
助
金
を
交
付
す
る
。

32
和
泉
市

5
なし

○
現
時
点
で
は
予
算
化し
て

い
な
い

33
高
石
市

3
　

○
○

34
泉
大
津
市

3
活
用
申
請
中

・
学
習
支
援
や
食
事
提
供
な
ど
、子
ど
も
の
居
場
所
を
継
続
し
て
提
供
す
る
こと
が
出
来
る
人
。た
だ
し
、

①
営
利
目
的
②
宗
教
・
政
治
的
宣
伝
意
図
③
公
序
良
俗
に
反
す
る
④
暴
力
団
員
と
の
関
係
を
有
す
る
等
の

行
為
を
行
う
方
は
対
象
外

・事
業
開
始
経
費
 10
万
円（
初
年
度
の
み
）、
運
営
費
 24
万
円（
年
額
）

35
忠
岡
町

1
大
阪
府
教
育
委
員
会
ス
ク
ー
ル

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
活
用
事
業
補
助
金
を
活
用

○
20
21
年
度
当
初
予
算
額
 27
0千
円
。町
内
で
子
ど
も
食
堂
を
開
設
及
び
運
営
す
る
団
体
に
対し
、「
忠
岡
町

子
ど
も
食
堂
開
設
運
営
費
補
助
金
」を
交
付
す
る
。対
象
団
体
：
町
内
で
子
ど
も
食
堂
を
開
設
予
定
又
は
す

で
に
開
設
済
み
。継
続
的
に
月
1回
以
上
開
催
。　
補
助
金
額：
新
規

36
岸
和
田
市

○
○

37
貝
塚
市

3
3名
とも
補
助
金
事
業
を
活
用し
て
い
る
。

○
こど
も
食
堂
運
営
者
に
補
助
金
を
支
給
。1
か
所
に
つ
き
2万
円と
し
て
、1
0か
所
分
を
予
算
化
。

38
泉
佐
野
市

5
市単
費の

SS
W
は
0人
。市
SS
W
予算
は、
4,6
74
,00
0円
。

そ
のう
ち
補
助
対
象
経
費
は
3,9
16
,50
0円
。

そ
の
1/
2の
1,9
58
,00
0円
が
、府
か
ら
の
補
助
金
。

○
経
済
的
な
課
題
や
生
活
環
境
に
課
題
の
あ
る
子
ど
も
を
中
心
に
、気
軽
に
立
ち
寄
れ
る
子
ど
も
の
居
場
所

とし
て「
子
ど
も
食
堂
」を
開
設
し
、食
事
の
提
供
や
学
習
支
援
を
行
う
。ま
た
、子
ど
も
食
堂
に
取
組
む
市

内
の
団
体
の
連
携
を
図
る
。こ
れ
か
ら
の
事
業
運
営
を
業
務
委
託
に
より
実
施
す
る
た
め
委
託
料
を
予
算

化し
て
い
る
。

39
田
尻
町

1
1/
2の
補
助
を
受
け
て
い
る

20
21
年
度
か
ら
は
、小
学
校
の
放
課
後
学
習
の
時
間
帯
を

変
更
し
た（
放
課
後
か
ら
昼
学
習
に
移
動し
まし
た
。）

○

40
熊
取
町

5
活
用し
て
い
な
い

○
※
予
算

及
び
実
施

に
つ
い
て

は
、大
阪

府
岸
和
田

子
ど
も
家

庭
セ
ン
タ

ー
が
対
応

子
ど
も
の
豊
か
な
心
を
育
み
、子
ど
も
が
安
心
し
て
過
ご
せ
る
場
とし
て
月
2回
夕
食
を
提
供
す
るこ
ど
も

レ
スト
ラン
の
運
営
を
行
う団
体
に
対し
て
補
助
金
を
交
付

41
泉
南
市

4

42
阪
南
市

3
府
の
事
業
を
利
用し
市
で
3名
配
置

府
か
ら
の
派
遣
が
な
くな
っ
た
た
め
、府
の
事
業
を
利
用
し

市
に
3名
配
置し
た（
6h
×
70
回
を
3名
、4
20
時
間
）

○

43
岬
町

2
補
助
金
を
活
用し
て
い
る

実
施
予
定
で
は
あ
る
が
、会
場
の
数
や
募
集
に
つ
い
て
は
未

定
○

※
大
阪
狭
山
市
・
千
早
赤
阪
村
・
高
石
市
が
未
回
答
の
た
め
前
年
度
回
答
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20
20
年
度
新
型
コ
ロ
ナ
対
応
子
ど
も
・
ひ
と
り
親
支
援
対
策
　
　
　
 

20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査

給
付
金

食
の
支
援

イン
タ
ー
ネッ
ト
支
援

そ
の
他

1
大
阪
市

・子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
　
28
9,4
67
名
　
2,8
94
,67
0千
円

・大
阪
市
未
就
学
児
を
養
成
す
る
世
帯
へ
の
特
別
給
付
金
　
12
1,5
55
名
　
6,0
77
,75
0千
円

学
習
者
用
端
末
の
1人
1台
環
境
の
整
備
を
前
倒
し

て
令
和
2年
度
中
に
整
備
し
た
ほ
か
、緊
急
時
に
お
け

る
家
庭
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
学
習
環
境
の
整
備
とし
て
、

家
庭
に
W
i-F
i環
境
が
整
っ
て
い
な
い
児
童
世
帯
に
対

し
て
、
モ
バ
イ
ル
ル
ー
タ
を
貸
与
す
ると
とも
に
、
そ

の
通
信
費
を
本
市
が
負
担
し
た
。

2
豊
中
市

・子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
　
8,9
52
件
　
44
7,6
00
,00
0円

・子
育
て
応
援
特
別
給
付
金
　
2,9
65
件
　
93
,15
0,0
00
円

子
ど
も
の
食
堂
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
事
業
補
助

金
。見
守り
が
必
要
な
家
庭
に
、食
材
や
弁
当
等

の
提
供
を
通
じ
て
子
ど
も
の
見
守り
を
継
続
す
る

子
ど
も
食
堂
に
対し
て
補
助
を
実
施
。補
助
対
象

団
体
：
6団
体
、補
助
対
象
活
動
：
延
べ
43
2世

帯
へ
お
弁
当
や
食
材
セッ
トを
配
布

3
池
田
市

国
制
度
の
子
育
て
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
及
び
ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
以
外
に
、下
記
給

付
金
の
支
給
を
行
い
まし
た
。

1．
児
童
手
当
受
給
者
臨
時
特
別
給
付
金
　
児
童
手
当（
特
例
給
付
を
含
む
）を
受
給
す
る
世
帯
に
対し

て
、児
童
一
人
当
たり
1万
円
を
支
給
。実
績
　
8,5
33
件
　
14
0,0
00
,00
0円

2．
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
臨
時
特
別
給
付
金
　
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
に
対
し
て
、
1世
帯
あ
た

り
5万
円
の
給
付
金
を
支
給
。実
績
　
63
3件
　
31
,65
0,0
00
円

通
信
環
境
が
整
わ
な
い
な
ど
の
理
由
で
希
望
す
る
家

庭
へ
無
線
ル
ー
タ
ー
を
学
校
より
貸
出

4
豊
能
町

児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯
へ
の
臨
時
給
付
金
　
63
世
帯
　
3,1
50
,00
0円
（
保
健
福
祉
部
所
管
）

なし
なし

0～
2歳
児
全
員
に
一
人
2,0
00
円
の
図
書
カ
ード
を
配
布
　

16
9人
　
33
8,0
00
円（
健
康
福
祉
部
所
管
）

5
能
勢
町

給
食
費
補
助（
※
子
ど
も
支
援
）　

小
28
6人
　
12
,36
6,4
75
円

中
18
1人
　
7,7
48
,99
1円

W
i-F
i機
器
貸
出（
プリ
ペ
イド
SIM
付
）　
2件
　

SIM
代
　
3,0
00
円

6
箕
面
市

・
箕
面
市
子
育
て
支
援
金
　
30
,62
4件
　
53
1,3
00
,00
0円
（
0～

18
歳
ま
で
の
児
童
1人
に
対
し
、

10
,00
0円
を
支
給
）

・
箕
面
市
ひ
とり
親
家
庭
支
援
金
　
1,0
34
件（
児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
うけ
て
い
る
世
帯
に
対
し
、

10
,00
0円
を
支
給
）

就
学
援
助
、支
援
教
育
就
学
奨
励
費
に
て
休
校

期
間
中
の
昼
食
代
とし
て
給
食
費
相
当
額
を
給

付
す
る
予
定
で
す
。

・
Zo
om
を
活
用し
、オ
ン
ラ
イン
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
、オ

ン
ラ
イン
授
業
を
実
施
。

・
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
実
施
に
お
い
て
、家
庭
に
オ
ン
ラ

イン
学
習
の
環
境
が
な
い
家
庭
に
対
し
、
タブ
レッ
ト

端
末
お
よび
モ
バ
イ
ル
ル
ー
タ
ー
の
貸
出
を
実
施
。

7
高
槻
市

・
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
事
業
　
支
給
対
象
児
童
41
,40
5人
　
41
4,0
50
,00
0円
（
国

補
助
事
業
）　
　
　

・
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
へ
の
特
別
支
援
給
付
金
事
業
　
支
給
対
象
児
童
3,4
54
人
　
支
給
額

69
,08
0,0
00
円（
市
単
独
事
業
）

ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
事
業
　
支
給
対
象
世
帯
　
2,6
53
世
帯
　
支
給
額
42
7,1
80
,00
0

円（
国
補
助
事
業
）

※
20
20
年
度
に
実
施
し
た
給
付
金
事
業
の
実
績
額
等
を
計
上
。

大
阪
府
作
成
教
材
プ
リ
ント
の
解
説
動
画
や
高
槻
市

立
小
中
学
校
教
員
に
よ
る
各
教
科
等
の
学
習
支
援
動

画
を
、教
育
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
より
配
信
し

た
。

8
島
本
町

・ひ
とり
親
家
庭
等
臨
時
特
別
給
付
金
　
件
数
 19
4世
帯
、支
給
額
 6,
68
0,0
00
円

・新
生
児
臨
時
特
別
給
付
金
　
件
数
 27
3世
帯
、支
給
額
 13
,80
0,0
00
円

・低
所
得
者
の
ひ
とり
親
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
　

件
数
 51
3世
帯
、支
給
額
 30
,99
0,0
00
円

・子
育
て
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
　
件
数
 2,
52
7件
　
支
給
額
 43
,20
0,0
00
円
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給
付
金

食
の
支
援

イン
タ
ー
ネッ
ト
支
援

そ
の
他

9
茨
木
市

・福
祉
活
動
等
感
染
予
防
支
援
補
助
金（
子
ど
も・
若
者
支
援
団
体
へ
支
給
）　

7件
　
16
6,4
72
円（
1団
体
上
限
3万
円
）

・児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯
へ
の
臨
時
給
付
金（
ひ
とり
親
世
帯
へ
給
付
）　

1,8
40
世
帯
　
92
,00
0,0
00
円（
1世
帯
5万
円
）

・子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金（
児
童
手
当
受
給
世
帯
へ
給
付
）　

36
,65
7人
　
36
6,5
70
,00
0円
（
対
象
児
童
1人
1万
円
）

・ひ
とり
親
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金（
ひ
とり
親
世
帯
へ
給
付
）　

6,3
08
件
　
38
3,5
90
,00
0円
（
1世
帯
5万
円
、第
2子
以
降
児
童
1人
に
つ
き
3万
円
）

・高
校
三
年
生
等
の
若
者
応
援
給
付
金（
基
準
日に
住
民
票
の
あ
る
18
歳・
19
歳
の
若
者
へ
支
給
）

5,5
83
件
　
11
4,4
80
,00
0円
（
給
付
対
象
者
1人
2万
円
）

・就
学
援
助
世
帯
へ
の
臨
時
給
付
金
　
1,4
47
世
帯
 72
,35
0,0
00
円（
1世
帯
5万
円
）

小
中
学
校
休
校
措
置
に
対
応
し
た
食
の
支
援
拠

点
　
の
べ
6人
　
0円
（
フ
ード
バ
ン
ク
OS
AK
A

か
ら
食
料
提
供
、市
の
災
害
備
蓄
物
資
活
用
）

①
オ
ン
ラ
イン
交
流
会
　
約
5人

②
オ
ン
ラ
イン
ユ
ー
ス
　
平
均
3～

4人
③
オ
ン
ラ
イン
学
習
会
　
平
均
1～
2人
　
等
　
0円

（
※
ユ
ー
ス
プ
ラ
ザ
委
託
事
業
に
お
け
る
各
事
業
所
の

取
組
）

茨
木
市
ファ
ミリ
ー・
サ
ポ
ート
・セ
ン
タ
ー
新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
利
用
補
助
事
業
　
5件
　
14
6,0
00
円

10
吹
田
市

・「
修
学
旅
行
等
中
止
に
伴
うキ
ャン
セ
ル
料
等
補
助
金
」　
3件
　
82
,56
4件

・「
吹
田
市
新
生
児
健
や
か
子
育
て
臨
時
給
付
金
」　
2,8
14
件（
実
績
）　

新
生
児
1人
に
つ
き
50
,00
0円

・「
臨
時
児
童
扶
養
手
当（
市
単
独
）」
　
1,7
91
件
　
8,9
55
万
円

・「
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
」　
29
,19
6件
　
4億
5,7
59
万
円

・「
ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
」　
基
本
給
付
　
2,5
30
件
　
1億
6,4
39
万
円
、

追
加
給
付
　
1,9
30
件
　
9,6
50
万
円

・「
ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金（
再
支
給
）」
　
2,5
30
件
　
1億
6,4
39
万
円

・「
す
い
た
エ
ー
ル
商
品
券
配
布
」

「
す
い
た
こ
ど
も
ご
は
ん（
子
供
の
食
支
援
プ
ロ

ジ
ェ
クト
」　
1．
目
的
：
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
で
、小
・中
学
校
等
が
臨
時
休
校

と
な
り
、学
校
生
活
や
給
食
が
な
く、
食
生
活
が

不
安
定
な
子
供
た
ち
を
支
援
す
る
。ま
た
、外
出

自
粛
が
続
く中
、飲
食
店
等
が
地
域
と
の
つ
な
が

りを
保
ち
、事
業
経
営
を
維
持
す
るこ
とも
併
せ

て
支
援
す
る
。　
2．
支
援
概
要
：
子
供
向
け
に

購
入
し
や
す
い
価
格
帯
で
食
事
を
提
供
す
る
飲

食
店
や
子
供
食
堂
の
情
報
を
集
め
、市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
ほ
か
、
SN
S（
Ins
tag
ram
、

Tw
itte
r、
Fa
ce
bo
ok
）も
活
用
し
て
事
業
発
信

を
行
っ
た
。　
3．
参
加
事
業
者
数
：
23
事
業
所
　

4．
実
施
期
間：
20
20
年
5月
15
日（
金
）か
ら
6

月
30
日（
火
）ま
で
　
※
事
業
所
へ
の
参
加
の
呼

び
か
け
や
市
民
へ
の
情
報
発
信
を
行
う
事
業
で

あ
る
た
め
、支
給
額
は
無し
。

11
摂
津
市

・子
育
て
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金：
11
,17
1件
、1
11
,71
0,0
00
円

・摂
津
市
セッ
ピ
ィ子
育
て
応
援
商
品
券
　
10
,39
8件
、1
03
,98
0,0
00
円

・ひ
とり
親
家
庭
激
励
給
付
金：
84
9件
、4
2,4
50
,00
0円

・ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金：
87
1件
、1
36
,15
0,0
00
円

・保
育
所
等
従
事
者
応
援
給
付
金：
81
5件
、8
,15
0,0
00
円

・
小
学
校
給
食
費
無
償
化
：
令
和
2年
6月
～
8

月
分

・中
学
校
給
食
費
無
償
化：
4,2
71
件
、

1,2
81
,30
0円

モ
バ
イ
ル
ル
ー
タ
ー
貸
し
出し
：1
69
件

・
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
中
に
、子
育
て
相
談
及
び
教
育
相
談
の
窓
口
を
開

設（
3日
間
）

・
子
育
て
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
の
案
内
文
書
送
付
時
に
、相
談
窓
口
の
一

覧
を
同
封

・
臨
時
休
業
中
に
子
ど
も
の
心
身
の
ケ
ア
に
関
す
る
Q&
Aを
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載

12
守
口
市

13
門
真
市

①「
お
うち
時
間
応
援
給
付
金
給
付
事
業
」　
7,6
21
件
　
12
2,4
20
,00
0円

②
産
後
マ
マ
育
児
パ
パ
応
援
給
付
金
給
付
事
業
　
60
5件
　
6,1
40
,00
0円

14
大
東
市

新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
伴
う
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
るこ
とを
目
的
に
、小
・中
学
生
1人
に

つ
き
1万
円
を
給
付

要
対
協
ケ
ー
ス
に
対
し
、支
援
物
資（
レト
ルト

食
品
等
）を
配
布
。9
5,0
00
円

本
市
で
は
、
ひ
とり
親
家
庭
等
就
労
支
援
事
業
に
お
い
て
、
コロ
ナ
の
影
響

に
よ
る
就
労
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
同
事
業
を
担
うキ
ャリ
ア
カウ

ン
セ
ラ
ー
の
増
員（
1名
）を
20
20
年
8月
に
実
施（
3,4
15
,94
4円
を
予
算

措
置
）

15
四
條
畷
市

・児
童
扶
養
手
当
受
給
者
へ
の
臨
時
給
付
金
　
44
3人
　
22
,15
0,0
00
円

・令
和
2年
度
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
　
43
36
人
　
71
,56
0,0
00
円

・ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
　（
1）
基
本
給
付
　
56
9人
　
37
,27
0,0
00
円
　

（
2）
基
本
給
付（
再
支
給
）　
56
9人
　
37
,27
0,0
00
円
　

（
3）
追
加
給
付
　
29
3人
　
14
,65
0,0
00
円

モ
バ
イ
ル
ル
ー
タ
ー
使
用
料
扶
助
　

20
件
　
46
0,0
00
円

ミ
ネ
ラ
ル
ウォ
ー
タ
ー
の
配
布
、学
習
指
導
員
の
配
置

16
寝
屋
川
市

・ひ
とり
親
家
庭
臨
時
特
別
給
付
金
　
1,7
72
件
　
88
,60
0,0
00
円

・妊
婦
特
別
支
援
給
付
金
　
1,0
23
件
　
51
,15
0,0
00
円

不
安
を
抱
え
る
妊
婦
へ
の
分
娩
前
ウ
イ
ル
ス
検
査
助
成
事
業
　

10
件
　
19
3,5
50
円
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給
付
金

食
の
支
援

イン
タ
ー
ネッ
ト
支
援

そ
の
他

17
枚
方
市

①
-1　
・ひ
とり
親
等
の
た
め
の
休
業
手
当
金（
枚
方
市
独
自
施
策
）　
37
件
　
3,2
71
,64
2円

・子
育
て
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金（
国
制
度
）　
29
,25
4件
　
48
8,1
50
,00
0円

・ひ
とり
親
等
世
帯
へ
の
特
別
給
付
金（
枚
方
市
独
自
施
策
）　
2,7
64
件
　
26
2,1
00
,00
0円

・ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金（
国
制
度
）　
4,3
42
件
　
27
0,9
60
,00
0円

・ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金（
再
支
給
）（
国
制
度
）　
3,3
52
件
　
22
1,5
10
,00
0円

①
-2
　
・
ひ
とり
親
世
帯
へ
の
特
別
給
付
金（
市
独
自
事
業
）　
年
金
受
給
者
　
17
5世
帯
　
25
4人
　

支
給
額
　
17
,25
0,0
00
円

・
ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金（
国
事
業
）（
再
支
給
含
む
）　
年
金
受
給
者
　
16
2世
帯
　
23
8

人
　
23
,51
0,0
00
円

②
就
学
援
助
認
定
世
帯
へ
の
特
別
給
付
金

・
就
学
援
助
認
定
世
帯
へ
の
特
別
給
付
金
：
就
学
援
助
の
認
定
を
受
け
た
世
帯
に
属
す
る
、児
童
・
生

徒
1人
あ
たり
5万
円
を
給
付
す
る（
生
活
保
護
世
帯
を
除
く
）　
対
象
児
童
生
徒
　
60
56
人
　
支
給

額
　
30
2,8
00
,00
0円

・
就
学
援
助
認
定
世
帯
へ
の
臨
時
休
業
中
に
お
け
る
昼
食
費
：
国
の
緊
急
事
態
宣
言
を
受
け
た
こと
に

伴
う
臨
時
休
業
中
の
自
宅
で
の
昼
食
代
を
就
学
援
助
認
定
世
帯
の
保
護
者
に
支
給
す
る
。対
象
児
童

生
徒
　
5,9
41
人
　
支
給
額
　
50
,64
5,0
70
円

・
就
学
援
助
認
定
世
帯
の
校
外
活
動
に
か
か
る
交
通
費
等
：
宿
泊
を
伴
う
校
外
活
動
が
、新
型
コロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
中
止
と
な
っ
た
た
め
、
そ
の
代
わり
に
実
施
し
た
日
帰り
校
外
活
動
に
係

る
交
通
費
及
び
見
学
料
を
支
給
す
る
。対
象
児
童
生
徒
　
76
7人
　
支
給
予
定
額
　
2,9
35
,98
8円

③
子
ど
も
た
ち
の
学
習
支
援
や
発
達
に
応
じ
た
学
び
を
支
援
す
る
た
め
、子
ど
も
の
学
び
・
発
達
支
援

の
た
め
の
図
書
カ
ード
配
布
事
業
を
実
施
し
令
和
2年
4月
1日
現
在
、枚
方
市
在
住
の
0歳
か
ら
2歳

の
子
ど
も
及
び
保
育
所（
園
）等
に
在
籍
し
て
い
な
い
3歳
か
ら
小
学
校
入
学
前
ま
で
の
子
ど
も
を
対

象
に
、2
,00
0円
分
の
図
書
カ
ード
を
8,7
00
人
に
配
布し
まし
た
。

子
ど
も
食
堂
に
は
前
段
の
5－
5の
回
答
で
記

載
し
て
い
る
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
が
、そ

れ
と
は
別
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
拡
大
に
伴
い
、学
校
等
の
休
業
が
継
続
す

る
中
、地
域
に
お
け
る
子
ど
も
の
見
守
り
体
制
を

低
下
さ
せ
るこ
と
が
な
い
よう
、適
切
な
感
染
防

止
対
策
を
図り
、子
ど
も
食
堂
の
早
期
再
開
を
促

す
た
め
、感
染
予
防
対
策
に
必
要
な
非
接
触
型

体
温
計
、
フ
ェ
ー
ス
シ
ー
ルド
、消
毒
液
、弁
当

配
布
に
必
要
な
食
材
、容
器
な
ど
購
入
費
用
に

対
し
て「
新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
子

ど
も
食
堂
弁
当
配
布
等
補
助
金
」を
交
付
し
まし

た
。子
ど
も
食
堂
11
団
体
に
対
し
て
、交
付
額
は

1,1
97
,00
0円
で
し
た
。

本
市
で
は
、全
児
童
生
徒
に「
1人
1台
」の
タ
ブ
レ
ッ

ト
端
末
を
令
和
2年
度
配
備
し
ま
し
た
。さ
ら
に
、
コ

ロ
ナ
禍
で
も
子
ど
も
た
ち
の
学
び
を
止
め
る
こ
と
の

な
い
よう
、
タ
ブ
レ
ット
端
末
を
活
用し
た
取
組
を
進

め
て
い
ま
す
。ま
た
、配
備
し
た
タ
ブ
レ
ット
端
末
は

W
i-F
i環
境
が
なく
て
も
つ
な
が
る
LT
Eモ
デ
ル
あり
、

家
庭
学
習
に
お
い
て
イ
ン
タ
ネ
ット
通
信
量
は
発
生

し
ま
せ
ん
。

就
学
援
助
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

・
申
請
時
期
に
か
か
わ
ら
ず
、認
定
者
は
4月
分
か
ら
の
支
給
対
象
と
す
る
。

（
他
市
町
村
か
ら
の
転
入
者
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ま
で
ど
おり
転
入
月
か
ら
の

月
割
支
給
と
す
る
。特
別
事
情
に
よ
る
申
請
に
つ
い
て
は
、事
実
発
生
月
か

ら
の
月
割
支
給
を
基
本
と
す
る
。）

・新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
減
収
に
つ
い
て
は
、給
与
証

明
等
で
確
認
を
行
う
。該
当
認
定
者
数
　
15
0人

18
交
野
市

・子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
　
9,9
26
人（
児
童
数
）　
99
,26
0,0
00
円

・お
りひ
め
子
育
て
支
援
臨
時
特
別
給
付
金
　
9,9
26
人（
児
童
数
）　
99
,26
0,0
00
円

・ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
　
1,7
38
件（
支
給
延
人
数
）　
11
1,7
50
,00
0円

19
東
大
阪
市

特
に
なし

特
に
なし

特
に
なし

制
度
名：
図
書
カ
ード
配
布
事
業
、1
0,7
03
件
、図
書
カ
ード
20
00
円
分
支

給 ※
大
阪
府
が
実
施
し
た
図
書
カ
ード
配
布
事
業
の
対
象
外
の
子
ど
も
へ
配
布

20
八
尾
市

・子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
　
19
,69
6件
　
32
5,1
20
,00
0円

・ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
　
2,9
72
件
　
49
6,9
60
,00
0円

子
ど
も
の
居
場
所
づ
くり
事
業（
お
弁
当
配
布
）　

91
4件
　
19
1,2
17
円

該
当
なし

21
柏
原
市

1.子
育
て
世
帯
へ
の
特
別
支
援
給
付
金
事
業
。件
数
：
7,9
21
件（
人
）支
給
額
：
10
,00
0円
（
支
給
総

額
79
,21
0,0
00
円
）　
国
の
子
育
て
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
と
同
内
容
の
市
独
自
給
付（
児
童
一
人
に

つ
き
1万
円
）を
国と
同日
の
R2
年
6月
30
日に
支
給
。

2.児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯
特
別
支
援
給
付
金
事
業
。件
数：
85
1件
（
人
）支
給
額：
20
,00
0円
（
支

給
総
額
17
,02
0,0
00
円
）　
国
の
実
施
に
先
が
け
、児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯（
ひ
とり
親
家
庭
）へ

の
支
援
給
付
金
とし
て
、児
童
一
人
に
つ
き
2万
円
を
R2
年
7月
10
日に
支
給
。

柏
原
市
学
校
給
食
費
補
助
金
。柏
原
市
立
小
中

学
校
に
在
籍
し
て
い
る
児
童
生
徒
の
給
食
費
を

無
償
化（
R2
年
10
～
12
月の
3か
月
間
）。

1.修
学
旅
行
の
中
止
、延
期
に
伴
う
取
消
料
等
に
対
す
る
補
助
事
業
。件
数：

2件
、支
給
額：
7,3
09
円

2.公
共
施
設
ネッ
トワ
ー
ク
環
境
整
備
事
業（
情
報
政
策
課
）を
活
用し
て
、

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
1か
所
及
び
つ
ど
い
の
広
場
2か
所
に
W
i-F
i環
境

及
び
オ
ン
ラ
イン
通
信
設
備
を
整
備
。

3.
対
策
物
品（
空
気
清
浄
機
、消
毒
液
、マ
ス
ク
など
）を
購
入
。国
の
子
ど
も・

子
育
て
支
援
交
付
金（
特
例
措
置
分
）、
学
校
保
健
特
別
対
策
事
業
費
補
助

金
を
活
用
。

22
松
原
市

・子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
　
8,1
45
件
　
13
5,5
70
,00
0円
（
国
制
度
）

・ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
　
延
3,9
17
件
　
24
0,0
99
,00
0円
（
国
制
度・
2回
）

学
校
給
食
無
償
化（
2・
3学
期
）　
市
立
小
中
学
校
22
校
　
支
給
額

23
0,2
33
,71
4円

23
羽
曳
野
市

・子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
　
7,7
46
件
　
13
1,0
10
千
円

・ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
　
2,4
66
件
　
19
3,3
20
千
円

24
藤
井
寺
市

・藤
井
寺
市
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
へ
の
応
援
給
付
金
支
給
事
業
　
61
6件
　

12
,32
0,0
00
円

・藤
井
寺
市
子
ど
も
の
笑
顔
サ
ポ
ート
給
付
金
支
給
事
業
　
60
47
件
　
20
3,0
60
,00
0円

・藤
井
寺
市
就
学
援
助
費
受
給
者
応
援
給
付
事
業
　
21
0件
　
4,2
00
,00
0円

・藤
井
寺
市
特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費
受
給
者
応
援
給
付
事
業
　
15
3件
　
3,0
60
,00
0円

25
大
阪
狭
山
市
・ひ
とり
親
世
帯
へ
の
特
別
給
付
金（
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
世
帯
へ
30
,00
0円
）　
　

・保
育
料
の
免
除（
本
市
が
登
園
自
粛
を
要
請
し
て
い
る
期
間
4, 
5月
分
）　
　

・
保
育
所
や
認
定
こど
も
園
等
の
給
食
費
の
無
償
化（
20
20
年
7月
分
ま
で
の
3歳
児
～
5歳
児
の
副

食
費
）

小・
中
学
校
の
給
食
費
の
無
償
化（
学
校
再
開
後

の
2か
月
分
）

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ット
サ
イト
を
活
用
し
た
学
習
課
題
の

提
供
　
　
　

・
イン
タ
ー
ネ
ット
環
境
が
整
っ
て
い
な
い
家
庭
へ
の

支
援（
パ
ソコ
ン
教
室
で
の
学
習
機
会
の
提
供
）

家
庭
の
経
済
状
況
が
急
変
し
た
世
帯
へ
の
就
学
援
助
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給
付
金

食
の
支
援

イン
タ
ー
ネッ
ト
支
援

そ
の
他

26
富
田
林
市

・児
童
扶
養
手
当
受
給
者
に
対
す
る
緊
急
特
別
給
付
金（
見
舞
金
）　
1,2
40
件
　
62
,00
0千
円

・ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
　
1,8
15
件
　
11
1,9
90
千
円（
追
加
給
付
含
む
）

・ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金（
基
本
給
付
の
再
支
給
）　
1,2
71
件
　
84
,76
0千
円

・子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
　
7,3
71
件
　
12
4,6
00
千
円

・富
田
林
市
新
生
児
給
付
金
　
57
1件
　
58
,10
0千
円

・未
就
学
児
家
計
支
援
給
付
金
　
4,9
29
件
　
49
,29
0千
円

27
太
子
町

・
高
校
生
等
在
宅
学
習
応
援
事
業
：
対
象
者
1名
に
つ
き
、3
万
円（
QU
Oカ
ード
）を
支
給
。4
97
人
、

計
14
,91
0,0
00
円

・新
入
学
応
援
緊
急
給
付
金：
対
象
者
1名
に
つ
き
、3
万
円
を
支
給
。2
38
人
、7
,14
0,0
00
円

学
校
給
食
被
保
護
者
負
担
金
補
助
金
：
対
象

者
の
給
食
費
を
無
償
化（
3ヶ
月
分
）　
の
べ

2,6
14
人
　
計
11
,70
8,2
00
円

28
河
南
町

児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯
等
臨
時
特
別
給
付
金
　
10
1件
　
3,0
30
,00
0円

なし
なし

なし
29

千
早
赤
阪
村

30
河
内
長
野
市
・子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
給
付
事
業
　
10
,72
2人
（
児
童
数
）　
10
7,2
20
,00
0円

・ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
給
付
事
業
　
92
9世
帯
　
14
8,9
60
,00
0円

実
施
なし

イン
タ
ー
ネッ
ト
を
活
用し
た
学
習
教
材
を
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
た
。パ
ソ
コン
用ド
リ
ル
教
材
を

市
で
購
入
し
、学
校
や
家
庭
で
活
用し
た
。

・市
立
小
中
学
校
教
材
費
補
助
　
6,4
95
人
　
68
,36
0,0
00
円

・小
中
学
校
の
臨
時
休
業
中
、給
食
が
あ
った
も
のと
み
なし
、就
学
援
助
認

定
者
に
対し
給
食
費
相
当
額
を
支
給
　
52
2件
　
4,9
95
,16
7円

31
堺
市

①
子
育
て
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
　
62
,16
0件
　
1,0
34
,53
0,0
00
円

②
ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
　
13
,50
7件
　
81
2,1
50
,00
0円
（
追
加
給
付
含
む
）

③
ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
　
8,4
76
件
　
56
0,5
10
,00
0円
（
再
支
給
分
）

④
堺
市
ひ
とり
親
世
帯
応
援
給
付
金
　
8,2
57
件
　
27
5,6
40
,00
0円

⑤
堺
市
新
生
児
臨
時
給
付
金
　
3,9
79
件
　
19
8,6
50
,00
0円

32
和
泉
市

・
新
生
児
特
別
定
額
給
付
金
　
99
4件
　
令
和
2年
4月
28
日
か
ら
令
和
3年
4月
1日
ま
で
に
出
生

し
た
新
生
児
に
1人
当
たり
10
万
円
を
支
給

・
ひ
とり
親
世
帯
へ
の
臨
時
給
付
金
の
支
給
　
1,7
24
件
　
令
和
2年
4月
分
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

に
1世
帯
あ
たり
3万
円
を
支
給

・
ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金（
市
独
自
追
加
）の
支
給
　
43
件
　
国
の
ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特

別
給
付
金
の
追
加
給
付
とな
っ
て
い
な
い
ひ
とり
親
世
帯
等
で
新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

を
受
け
て
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
直
近
の
収
入
が
児
童
扶
養
手
当
の
対
象
と
な
る
水
準
に
下
が
っ
た

者
に
対し
て
1世
帯
あ
たり
3万
円
を
支
給

33
高
石
市

34
泉
大
津
市

・子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
　
9,2
77
人（
児
童
生
徒
数
）　
92
,77
0,0
00
円

・
ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金（
再
給
付
分
を
含
む
）　
1,6
92
件（
振
込
件
数
）　
10
7,7
60
,00
0

円 ・新
生
児
特
別
定
額
給
付
金
　
50
4件
　
50
,40
0,0
00
円

こど
も
食
堂
に
よ
る
休
校
中
の
預
か
り
児
童
に
対

す
る
お
弁
当
配
布（
子
ど
も
の
居
場
所
づ
くり
事

業
　
2校
　
合
計
27
人
分
　
子
ど
も
食
堂
へ
の

補
助
金
支
給
　
71
,81
9円
）（
上
記
以
外
の
活
動

補
助
金
も
含
む
）

・妊
婦
に
対
す
る
使
い
捨
て
マ
ス
ク
の
配
布（
10
枚
／
人
、1
40
人
）

・
6ヵ
月
児
か
ら
高
校
3年
生
ま
で
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
助
成
　

8,4
82
件
　
12
,72
3,0
00
円

35
忠
岡
町

・児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯
等
臨
時
特
別
給
付
金
　
93
件
　
93
00
00
円

・ひ
とり
親
家
庭
支
援
給
付
金
　
29
件
　
14
,50
0,0
00
円

36
岸
和
田
市

・
就
学
奨
励
制
度（
新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
令
和
2年
中
所
得
が
減
少
し
た
世
帯
へ
の
支
給
）　

72
件
　
6,5
72
,07
4円

・新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
臨
時
休
業
お
よび
出
席
停
止
分
の
給
食
費
の
市
負
担
金

小
学
校
　
23
,29
9件
　
5,4
52
,15
4円
　
中
学
校
　
8,9
05
件
　
2,5
25
,08
5円

・出
産
育
児
応
援
特
別
定
額
給
付
金
　
1,2
05
件（
実
績
）　
12
0,5
00
,00
0円
（
実
績
）

緊
急
事
態
宣
言
に
よ
る
教
育
活
動
の
停
止
期
間

中
の
居
場
所
が
な
い
受
入
れ
児
童
へ
の
昼
食
提

供
4，
5月
分
　
2,3
72
,10
7円

学
校
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
長
期

休
業
とな
った
場
合
に
、学
習
保
障
の
観
点
か
ら
家
庭

で
イ
ン
タ
ー
ネ
ット
学
習
を
活
用
で
き
る
よう
に
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ット
環
境
が
な
い
家
庭
に
モ
バ
イ
ル
W
i-F
i

ル
ー
タ
ー
購
入
に
つ
い
て「
家
庭
学
習
の
た
め
の
通
信

機
器
整
備
支
援
事
業
」を
活
用し
70
0台
を
6,6
22
万

円
で
補
助
金
申
請
し
整
備
し
た
。※
通
信
費
は
保
護

者
負
担
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給
付
金

食
の
支
援

イン
タ
ー
ネッ
ト
支
援

そ
の
他

37
貝
塚
市

・
貝
塚
市
子
育
て
世
帯
給
付
金（
市
独
自
）　
15
,84
9人
（
対
象
児
童
数
）（
未
成
年
を
扶
養
し
て
い
る

保
護
者
に
給
付
）　
児
童
1人
に
つ
き
10
,00
0円
　
15
8,4
90
,00
0円

・
令
和
2年
度
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金（
国
施
策
）　
11
,67
7人
（
児
童
手
当
支
給
対
象

児
童
）　
児
童
1人
に
つ
き
10
,00
0円
　
11
6,7
70
,00
0円

・
ひ
とり
親
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
交
付
金（
国
施
策
）　
（
基
本
給
付
）1
,00
7件
　（
追
加
給
付
）5
98

件
　（
児
童
手
当
受
給
世
帯
等
）

（
基
本
給
付
）1
世
帯
50
,00
0円
、第
2子
以
降
1人
に
つ
き
30
,00
0円
　
67
,84
0,0
00
円
　（
追
加

給
付
）1
世
帯
50
,00
0円
　
29
,90
0,0
00
円

・
貝
塚
市
ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
支
給
事
業（
再
支
給
）　
1,0
37
件（
児
童
扶
養
手
当
受
給
世

帯
等
）　
（
基
本
給
付
）1
世
帯
50
,00
0円
、第
2子
世
帯
1人
に
つ
き
30
,00
0円
　
67
,84
0,0
00
円

・妊
婦
特
別
定
額
給
付
金
　
35
3件
　
35
,30
0,0
00
円

38
泉
佐
野
市

・（
市
独
自
事
業
）「
い
ず
み
さ
の
子
育
て
応
援
給
付
金
」　
18
歳
以
下
の
市
内
在
住
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
人
に
対し
、児
童
1人
あ
たり
1万
円
を
臨
時
的
に
給
付
。

・（
市
独
自
事
業
）「
い
ず
み
さ
の
新
生
児
臨
時
特
別
給
付
金
」　
令
和
2年
4月
28
日
～
令
和
3年
3月

31
日ま
で
の
期
間
に
出
生し
た
新
生
児
を
抱
え
る
世
帯
に
対
し
、新
生
児
1人
あ
たり
10
万
円
を
臨
時

的
に
給
付
。

・給
付
型
奨
学
金
　
10
0人
×
10
0,0
00
円
＝
10
,00
0,0
00
円

・
泉
佐
野
市
学
校
給
食
費
補
助
金
　
小
中
学
校
の
生
保
教
育
扶
助
及
び
就
学
援
助
対
象
者
以
外
の
全

生
徒
　
小
学
校
　
15
1,1
83
,00
0円
　
中
学
校
　
88
,99
7,0
00
円

市
が
運
営
す
る
子
ど
も
食
堂
に
お
い
て
、利
用
会

員
に
対し
、週
1回
お
弁
当
を
配
布
。

児
童
扶
養
手
当
及
び
ひ
とり
親
家
庭
医
療
費
助
成
受
給
者
を
中
心
とし
た
ひ

とり
親
世
帯
に
対し
、1
世
帯
あ
たり
20
枚
の
マ
ス
ク
を
配
布
。

39
田
尻
町

子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金（
町
独
自
分
）　
国
の
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
に
上

乗
せ
し
て
1万
円
を
支
給
、1
,35
0件
、1
3,5
00
,00
0円

授
業
動
画
の
配
信

ひ
とり
親
世
帯
へ
の
地
域
振
興
券
配
布（
ひ
とり
親
家
庭
1世
帯
に
つ
き
地

域
振
興
券
3万
円
分
を
郵
送
）　
79
件
、2
,37
0,0
00
円

40
熊
取
町

・
小
中
高
校
生
に
対
す
る
特
別
給
付
金
事
業（
小
学
1年
生
か
ら
高
校
3年
生
相
当
の
保
護
者
に
対
し
、

子
ど
も
1人
当
たり
1万
円
）

・
ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金（
児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯
に
1世
帯
5万
円
、第
2子
以
降
1人

に
つ
き
3万
円
、さ
ら
に
収
入
減
少
し
た
児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯
に
は
1世
帯
5万
円
を
追
加
給
付
）

・妊
婦
応
援
特
別
給
付
金（
妊
婦
に
対し
1人
当
たり
10
万
円
、多
胎
児
は
10
万
円
加
算
）

・
イン
フ
ル
エ
ン
ザ
任
意
予
防
接
種
自己
負
担
金
助
成
事
業（
生
後
6ヶ
月
～
中
学
3年
生
、高
校
3年

生
相
当
の
方
、妊
婦
の
予
防
接
種
費
用
を
助
成
）

町
立
小・
中
学
校
、町
立
保
育
所
、民
間
保
育
園
、

認
定
こど
も
園
、幼
稚
園
を
利
用
す
る
全
児
童
の

副
食
費（
給
食
費
）の
完
全
無
償
化（
通
年
）

41
泉
南
市

42
阪
南
市

43
岬
町

・岬
町
ひ
とり
親
家
庭
生
活
支
援
給
付
金
　

12
2世
帯
　
18
7人
　
\10
,00
0×
18
7人
=1
,87
0,0
00

・岬
町
障
害
児
等
支
援
給
付
金
　
48
世
帯
　
55
人
　
\10
,00
0×
55
人
=5
50
,00
0

※
大
阪
狭
山
市
・
千
早
赤
阪
村
・
高
石
市
が
未
回
答
の
た
め
前
年
度
回
答
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20
21
年
度
新
型
コ
ロ
ナ
対
応
子
ど
も
・
ひ
と
り
親
支
援
対
策
　
　
　
 

20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査

給
付
金

食
の
支
援

イン
タ
ー
ネッ
ト
支
援

そ
の
他

1
大
阪
市

・
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金（
ひ
とり
親
世
帯
分
）　

45
,00
0名
（
見
込
み
）、
2,2
50
,00
0千
円（
見
込
み
）

・
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金（
そ
の
他
世
帯
分
）　

76
,54
2名
（
見
込
み
）　
3,8
27
,10
0千
円（
見
込
み
）

家
庭
に
W
i-F
i環
境
が
整
っ
て
い
な
い
児
童
生
徒
に
対
し

て
、モ
バ
イ
ル
ル
ー
タ
を
貸
与
す
ると
とも
に
、そ
の
通
信

費
を
本
市
が
負
担
。

2
豊
中
市

子
ど
も
の
居
場
所
ネッ
トワ
ー
ク
事
業
に
加
盟

す
る
子
ど
も
の
居
場
所
の
実
施
団
体
等
の
活

動
に
対
す
る
補
助
金
の
交
付
を
行
う（
5.
⑤
）

3
池
田
市

国
制
度
の
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金（
ひ
とり
親
世
帯
分
）の
支
給
を
実
施
し
て
おり

ま
す
。　
見
込：
90
0世
帯
、6
6,5
50
,00
0円

4
豊
能
町

現
時
点
で
は
あり
ま
せ
ん
。

現
時
点
で
は
あり
ま
せ
ん
。

現
時
点
で
は
あり
ま
せ
ん
。

現
時
点
で
は
あり
ま
せ
ん
。

5
能
勢
町

6
箕
面
市

・
Zo
om
を
活
用し
、オ
ン
ラ
イン
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
、オ
ン

ラ
イン
授
業
を
実
施
。

・オ
ン
ラ
イン
授
業
実
施
に
お
い
て
、家
庭
に
オ
ン
ラ
イン

学
習
の
環
境
が
な
い
家
庭
に
対
し
、
タ
ブ
レ
ット
端
末
お

よび
モ
バ
イ
ル
ル
ー
タ
ー
の
貸
出
を
実
施
。

7
高
槻
市

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金（
ひ
とり
親
世
帯
分
）　

2,6
63
世
帯
　
20
2,8
50
,00
0円
　

学
校
の
臨
時
休
業
時
等
に
お
い
て
、
W
i－
Fi環
境
が
な

い
ご
家
庭
の
児
童
生
徒
に
対
し
て
、
モ
バ
イ
ル
ル
ー
タ
の

貸
出
を
行
うこ
と
で
、全
児
童
生
徒
が
ご
家
庭
で
オ
ン
ラ

イ
ン
学
習
な
ど
を
行
うこ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
し
て

い
る
。

8
島
本
町

9
茨
木
市

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金（
ひ
とり
親
世
帯
へ
給

付
）　
3,3
47
人
　
16
7,3
50
,00
0円
（
児
童
1人
5万
円
）

10
吹
田
市

「
吹
田
市
新
生
児
健
や
か
子
育
て
臨
時
給
付
金
」　
19
8件
（
想
定
）　
新
生
児
1人
に
つ
き

50
,00
0円

11
摂
津
市

12
守
口
市

（
国
制
度
分
）低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
　
予
算

額
15
7,1
00
千
円
　
児
童
1人
あ
たり
5万
円

13
門
真
市

産
後
マ
マ
育
児
パ
パ
応
援
給
付
金
給
付
事
業
　
70
4件
　
74
,00
0,0
00
円

14
大
東
市

該
当
なし

15
四
條
畷
市

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金（
ひ
とり
親
世
帯
分
）

16
寝
屋
川
市

不
安
を
抱
え
る
妊
婦
へ
の
分
娩
前
ウ
イ
ル
ス
検
査
助
成
事
業
　
20
,00
0円
×
34

件
＝
68
0,0
00
円

17
枚
方
市

①
-1　
・
低
所
得
子
育
て
世
帯
へ
の
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
　
3,0
60
件
　

23
4,0
50
,00
0円
（
令
和
3年
4月
30
日
時
点
）

①
-2
　
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金（
ひ
とり
親
世

帯
分
）　
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
た
め
、児
童
扶
養
手
当
の
受
給
が
で
き
な
い
ひ
とり
親
世

帯
に
対し
、児
童
一
人
当
たり
5万
円
の
特
別
給
付
金
を
支
給
。年
金
受
給
者
支
払
予
定
額
・
件

数
　
未
定（
令
和
3年
4月
30
日
時
点
）

新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
続
く中
、地

域
に
お
け
る
子
ど
も
の
見
守り
体
制
を
低
下
さ

せ
るこ
と
が
な
い
よう
、適
切
な
感
染
防
止
対

策
を
図り
、子
ど
も
食
堂
の
再
開
を
促
す
た
め
、

昨
年
に
引
き
続
き「
新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
　
子
ど
も
食
堂
弁
当
配
布
等
補
助

金
」3
,10
5,0
00
円
を
予
算
化し
て
い
ま
す
。

令
和
2年
度
に
引
き
続
き
、令
和
3年
度
も
コ
ロ
ナ
禍
で

も
子
ど
もた
ち
の
学
び
を
止
め
るこ
と
の
な
い
よう
、タ
ブ

レッ
ト
端
末
を
活
用し
た
取
組
を
進
め
て
い
ま
す
。

就
学
援
助
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

・
申
請
時
期
に
か
か
わ
ら
ず
、当
面
の
間
、認
定
者
は
4月
分
か
ら
の
支
給
対
象
と

す
る
。（
他
市
町
村
か
ら
の
転
入
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
転
入
月
か
ら

の
月
割
支
給
と
す
る
。特
別
事
情
に
よ
る
申
請
に
つ
い
て
は
、事
実
発
生
月
か
ら
の

月
割
支
給
を
基
本
と
す
る
。）

・
給
食
費
な
ど
実
費
負
担
が
発
生
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
も
就
学
援
助
とし
て
実

施
す
る
。新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
減
収
に
つ
い
て
は
、給
与

証
明
等
で
確
認
を
行
う
。

18
交
野
市

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金（
ひ
とり
親
世
帯
分
、ひ

とり
親
世
帯
以
外
分
）　
児
童
1人
あ
たり
5万
円

19
東
大
阪
市

特
に
なし

特
に
なし

特
に
なし

特
に
なし
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給
付
金

食
の
支
援

イン
タ
ー
ネッ
ト
支
援

そ
の
他

20
八
尾
市

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金（
ひ
とり
親
世
帯
分
）　

3,4
80
件
　
30
7,1
50
,00
0円

子
ど
も
の
居
場
所
づ
くり
事
業
　
※
居
場
所

づ
くり
事
業
で
は
、居
場
所
を
開
設
す
る
こと

が
原
則
で
あ
る
が
、新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
伴
い
、子
ど
も
の
居
場
所
が
活
動
で

き
な
い
場
合
に
従
来
実
施（
予
定
）し
て
い
た

場
所
で
の
食
事
の
提
供
活
動
の
代
替
とし
て
、

調
理
し
た
お
弁
当
等
を
配
布
、
ま
た
は
宅
配

で
子
ど
も
の
自
宅
へ
届
け
る
事
を
含
む
よう
に

事
業
対
象
を
緩
和
。　
13
団
体
程
度
　
最
大

25
0,0
00
円
／
1団
体

該
当
なし

21
柏
原
市

無
し（
国
の「
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
」の
み
予

算
化
）

22
松
原
市

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金（
ひ
とり
親
世
帯
分
）　
2,4
00
件
　
12
0,0
00
,00
0円
（
国

制
度
）

学
校
給
食
無
償
化（
1学
期
）　
市
立
小
中
学
校
　
22
校
　

予
算
額
　
11
7,0
24
,00
0円

23
羽
曳
野
市

・
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金（
ひ
とり
親
世
帯
分
）　

1,2
54
件
　
95
,55
0千
円
　（
そ
の
他
世
帯
分
）　
1,7
68
件
　
88
,40
0千
円

・児
童
手
当
受
給
者
未
就
学
児
養
育
世
帯
給
付
金
　
4,0
00
件
　
25
,00
0千
円

24
藤
井
寺
市

25
大
阪
狭
山
市

26
富
田
林
市

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金（
ひ
とり
親
世
帯
分
）　
1,3
00
件
　
10
0,0
00
千
円

27
太
子
町

28
河
南
町

なし
なし

なし
なし

29
千
早
赤
阪
村

30
河
内
長
野
市
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
給
付
事
業
　
79
5件
　

64
,15
0,0
00
円（
5月
時
点
）

実
施
予
定
なし

イ
ン
タ
ー
ネ
ット
を
活
用し
た
学
習
教
材
を
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
紹
介
予
定
。パ
ソ
コ
ン
用ド
リ
ル
教
材
を
市
で

購
入
し
、学
校
や
家
庭
で
活
用
予
定
。

31
堺
市

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
生
活
支
援
給
付
金（
予
算
要
求
中・
5月
補
正
）

ひ
とり
親
世
帯
分
　
14
,00
0人
（
児
童
数
）　
70
0,0
00
,00
0円

ふ
たり
親
世
帯
分
　
13
,00
0人
（
児
童
数
）　
65
0,0
00
,00
0円

32
和
泉
市

新
生
児
特
別
定
額
給
付
金
　
10
8件
　（
令
和
2年
度
継
続
事
業
）　
令
和
2年
4月
28
日
か

ら
令
和
3年
4月
1日
ま
で
に
出
生し
た
新
生
児
に
1人
当
たり
10
万
円
を
支
給

・
ひ
とり
親
世
帯
へ
の
臨
時
給
付
金
の
支
給
　
国
の「
ひ
とり
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
」の
支

給
対
象
外
と
な
っ
た
令
和
3年
3月
分
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
に
1世
帯
5万
円
、第
2子
以
降

1人
に
つ
き
3万
円
を
支
給

33
高
石
市

34
泉
大
津
市

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金（
ひ
とり
親
世
帯
分
）　

1,1
22
人（
子
ど
も
の
人
数
見
込
）　
56
,10
0,0
00
円

35
忠
岡
町

36
岸
和
田
市

・
新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
臨
時
休
業
お
よ
び
出
席
停
止
分
の
給
食
費
の
市
負
担

金
　
R3
年
度
予
算
　
12
,45
0,0
00
円

・
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金（
ひ
とり
親
世
帯
分
）（
国
実
施
分
）　
対
象
児
童
数
見
込
　

3,9
83
人
　
予
算
額
　
19
9,1
50
,00
0円
（
児
童
1人
あ
たり
5万
円
）

・出
産
育
児
応
援
特
別
定
額
給
付
金
　
35
件（
見
込
）　
3,5
00
,00
0円
（
見
込
）

37
貝
塚
市

38
泉
佐
野
市

・給
付
型
奨
学
金
　
10
0人
×
10
0,0
00
円
＝
1,0
00
,00
0円

・
泉
佐
野
市
学
校
給
食
費
補
助
金
　
小
中
学
校
の
生
保
教
育
扶
助
及
び
就
学
援
助
対
象
者
以
外

の
全
生
徒
　
小
学
校
　
16
3,1
06
,10
0円
　
中
学
校
88
,90
4,2
00
円

就
学
援
助
制
度
　

小
学
校
12
,00
0円
×
88
5人
＝
10
,62
0,0
00
円
　

中
学
校
　
12
,00
0円
×
49
5人
＝
5,9
40
,00
0円
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給
付
金

食
の
支
援

イン
タ
ー
ネッ
ト
支
援

そ
の
他

39
田
尻
町

ひ
とり
親
世
帯
生
活
支
援
事
業（
ひ
とり
親
世

帯
へ
の
お
米
の
給
付
）　
78
件
、
4.5
kg
 2
袋

を
4月
に
申
請
書
送
付
し
、5
月に
配
送

1人
1台
端
末
の
配
布
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
実
施
環
境

の
整
備

・
子
育
て
世
帯
へ
の
プ
レ
ミア
ム
付
き
振
興
券
事
業（
1,6
00
件
、
10
,00
0円
分
の

振
興
券
を
5,0
00
円
で
販
売
、販
売
期
間
：
令
和
3年
6月
15
日
～
8月
31
日
、

使
用
期
間：
令
和
3年
7月
1日
～
12
月
31
日
）

・高
校
生
世
代
学
習
支
援
事
業（
5,0
00
円
分
の
図
書
カ
ード
を
配
布
）対
象
者：
平

成
15
年
4月
2日
～
平
成
18
年
4月
1日
に
生
ま
れ
た
方
で
令
和
3年
4月
1日

現
在
田
尻
町
に
住
民
票
の
あ
る
方（
28
5人
）

・大
学
生
等
学
習
支
援
事
業（
5,0
00
円
分
の
図
書
カ
ード
を
配
布
）対
象
者：
平
成

3年
4月
2日
～
平
成
15
年
4月
1日
ま
で
に
生
ま
れ
た
大
学
生
等（
※
1）
で
①
ま

た
は
②
に
該
当
す
る
方

①
令
和
3年
6月
1日
時
点
田
尻
町
に
住
民
票
の
あ
る
方
　
②
令
和
3年
1月
1日

及
び
6月
1日
時
点
で
田
尻
町
に
住
民
票
の
あ
る
方
に
扶
養（
※
2）
さ
れ
て
い
る
方

※
1　
大
学
生
等
とは
、学
校
教
育
法
に
定
め
る
大
学（
大
学
院
含
む
）、
短
期
大
学
、

高
等
専
門
学
校（
4年
次
以
上
）、
専
修
学
校
等
に
在
籍し
て
い
る
方

※
2　
扶
養
とは
、令
和
3年
課
税
の
町
民
税
の
扶
養
家
族

40
熊
取
町

町
内
事
業
所
等
で
利
用
で
き
る
地
域
振
興
券
を
1人
あ
たり
3,0
00
円
分
配
布（
全
町
民
）、
ひ

とり
親
家
庭
を
対
象
に
上
記
振
興
券
を
一
世
帯
一
律
10
,00
0円
分
を
追
加
配
布

町
立
小
・
中
学
校
、町
立
保
育
所
、民
間
保
育

園
、認
定
こど
も
園
、幼
稚
園
を
利
用
す
る
全

児
童
の
副
食
費（
給
食
費
）の
完
全
無
償
化（
令

和
3年
9月
末
ま
で
）

町
内
循
環
バ
ス（
ひ
ま
わり
バ
ス
）の
運
賃
を
無
償（
令
和
3年
9月
末
ま
で
）

41
泉
南
市

42
阪
南
市

43
岬
町

※
大
阪
狭
山
市
・
千
早
赤
阪
村
・
高
石
市
が
未
回
答
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20
21
年
6
月
　
児
童
扶
養
手
当
調
査
　
　
　
　
　
　
 

20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査

№
自
治
体
名

20
12
年
度

20
13
年
度

20
14
年
度

20
15
年
度

20
16
年
度

20
17
年
度

20
18
年
度

20
19
年
度

20
20
年
度

全
部
支
給
一
部
支
給
全
部
支
給
一
部
支
給
全
部
支
給
一
部
支
給
全
部
支
給
一
部
支
給
全
部
支
給
一
部
支
給
全
部
支
給
一
部
支
給
全
部
支
給
一
部
支
給
全
部
支
給
一
部
支
給
全
部
支
給
一
部
支
給

1
大
阪
市

22
,9
80

9,
60
4

22
,3
33

9,
64
7

21
,4
57

9,
80
0

20
,4
03

9,
92
3

19
,1
54

10
,1
01

17
,7
43

10
,6
49

19
,1
97

8,
23
8

18
,0
96

8,
31
4

2
豊
中
市

3,
11
4

1,
21
8

2,
01
9

1,
25
5

1,
96
9

1,
24
8

3,
17
3

1,
88
1

1,
77
1

1,
26
4

1,
53
8

1,
26
4

1,
72
8

1,
00
7

1,
62
0

1,
03
9

1,
53
4

1,
02
4

3
池
田
市

44
1

32
3

41
8

33
5

38
4

35
4

38
7

35
9

35
2

33
8

34
6

31
8

39
0

25
6

36
4

25
9

35
0

27
3

4
豊
能
町

40
42

44
40

38
42

42
34

39
28

34
29

39
29

29
30

28
33

5
能
勢
町

33
32

28
35

27
35

26
34

27
29

32
25

40
21

50
19

30
24

6
箕
面
市

54
5

35
3

53
8

34
6

49
8

39
2

47
4

39
5

46
1

42
3

45
2

45
5

53
8

34
0

48
2

31
7

43
0

33
3

7
高
槻
市

1,
71
3

1,
17
0

1,
66
8

1,
14
7

1,
51
5

1,
23
6

1,
42
0

1,
28
2

1,
31
1

1,
29
1

1,
27
5

1,
25
5

1,
42
9

97
2

1,
31
5

93
5

1,
29
9

91
1

8
島
本
町

90
12
0

10
3

10
3

10
1

10
8

98
11
2

95
95

97
12
1

97
75

91
84

83
80

9
茨
木
市

1,
36
9

90
2

1,
30
0

89
1

1,
20
9

91
5

1,
17
9

89
7

1,
09
3

92
5

99
8

95
1

1,
07
4

74
7

1,
03
4

77
0

96
9

79
6

10
吹
田
市

19
,5
37

13
,3
70

18
,9
33

13
,1
00

18
,3
08

13
,0
01

17
,9
03

13
,2
15

15
,9
72

14
,8
60

14
,8
80

14
,9
05

1,
39
4

83
7

1,
26
5

83
0

1,
21
1

85
4

11
摂
津
市

47
1

32
8

48
4

35
0

52
1

34
7

49
5

35
3

49
7

36
3

48
3

36
5

50
8

32
6

48
8

32
7

12
守
口
市

1,
27
4

62
3

1,
24
6

61
6

1,
18
7

62
3

1,
06
9

66
1

1,
64
5

62
8

94
8

64
3

86
9

44
7

13
門
真
市

1,
24
3

56
2

1,
25
5

55
1

1,
23
6

55
8

1,
17
4

56
2

1,
09
6

56
6

97
5

58
8

1,
09
2

42
7

98
1

43
6

94
3

44
3

14
大
東
市

91
0

55
7

89
4

59
3

86
2

59
3

81
5

59
0

74
9

60
3

68
9

63
4

82
3

43
4

15
四
條
畷
市

33
7

23
6
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児童扶養手当適用世帯生活保護捕捉率　　 福祉事務所がある自治体のみ

№ 自治体名

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
児童扶
養手当　　　
全部支給

生活保護　　　　
受給世帯 捕捉率

児童扶
養手当　　　
全部支給

生活保護　　　　
受給世帯 捕捉率

児童扶
養手当　　　
全部支給

生活保護　　　　
受給世帯 捕捉率

児童扶
養手当　　　
全部支給

生活保護　　　　
受給世帯 捕捉率

1 大阪市 17,743 5,626 31.7% 19,197 5,202 27.1% 18,096 4,774 26.4% 4,425 #DIV/0!

2 豊中市 1,538 485 31.5% 1,728 445 25.8% 1,039 407 39.2% 1,534 373 24.3%

3 池田市 346 22 6.4% 390 30 7.7% 364 30 8.2% 350 18 5.1%

6 箕面市 452 62 13.7% 538 50 9.3% 482 50 10.4% 430 39 9.1%

7 高槻市 1,275 361 28.3% 1,429 352 24.6% 1,315 317 24.1% 1,299 298 22.9%

8 島本町 97 11 11.3% 97 9 9.3% 91 10 11.0% 83 9 10.8%

9 茨木市 998 187 18.7% 1,074 145 13.5% 1,034 146 14.1% 969 114 11.8%

10 吹田市 14,880 333 2.2% 1,394 305 21.9% 1,265 289 22.8% 1,211 272 22.5%

11 摂津市 483 95 19.7% 88 #DIV/0! 508 88 17.3% 488 87 17.8%

12 守口市 948 0.0% #DIV/0! 869 275 31.6% 243 #DIV/0!

13 門真市 975 278 28.5% 1,092 239 21.9% 981 240 24.5% 943 230 24.4%

14 大東市 689 29 4.2% 823 26 3.2% 34 #DIV/0! 26 #DIV/0!

15 四條畷市 283 30 10.6% 301 28 9.3% 269 25 9.3% 276 17 6.2%

16 寝屋川市 1,444 377 26.1% 1,572 360 22.9% 2,106 338 16.0% 1,287 297 23.1%

17 枚方市 1,955 415 21.2% 2,055 392 19.1% 1,950 392 20.1% 1,857 343 18.5%

18 交野市 279 54 19.4% 306 37 12.1% 281 36 12.8% 264 40 15.2%

19 東大阪市 3,180 1,112 35.0% 3,412 0.0% 3,228 870 27.0% 3,003 751 25.0%

20 八尾市 1,710 567 33.2% 1,644 506 30.8% 1,741 484 27.8% 1,553 421 27.1%

21 柏原市 341 74 21.7% 355 55 15.5% 334 54 16.2% 311 36 11.6%

22 松原市 868 0.0% 942 180 19.1% 887 180 20.3% 165 #DIV/0!

23 羽曳野市 767 250 32.6% 833 238 28.6% 807 218 27.0% 763 198 26.0%

24 藤井寺市 447 106 23.7% 100 #DIV/0! 94 #DIV/0! 390 85 21.8%

25 大阪狭山市 232 34 14.7% 276 33 12.0% 288 30 10.4% 280 29 10.4%

26 富田林市 700 160 22.9% 752 141 18.8% 713 124 17.4% 689 115 16.7%

30 河内長野市 473 101 21.4% 519 92 17.7% 510 84 16.5% 475 67 14.1%

31 堺市 1,372 #DIV/0! 5,075 1,298 25.6% 4,773 1,197 25.1% 1,136 #DIV/0!

32 和泉市 1,099 253 23.0% 1,230 238 19.3% 1,150 211 18.3% 1,081 200 18.5%

33 高石市 288 54 18.8% 324 57 17.6% 306 57 18.6% 293 54 18.4%

34 泉大津市 444 102 23.0% 495 97 19.6% 460 92 20.0% 81 #DIV/0!

36 岸和田市 1,446 375 25.9% 1,564 353 22.6% 1,456 315 21.6% 1,389 295 21.2%

37 貝塚市 493 80 16.2% 572 73 12.8% 523 63 12.0% 494 64 13.0%

38 泉佐野市 528 0.0% 611 68 11.1% 596 61 10.2% 552 53 9.6%

41 泉南市 358 44 12.3% 358 41 11.5% 328 34 10.4% 321 28 8.7%

42 阪南市 265 16 6.0% 311 17 5.5% 274 11 4.0% 242 13 5.4%

合計 58,024 13,065 22.5% 51,269 11,295 22.0% 49,024 11,630 23.7% 22,827 10,622

※大阪市・守口市・大東市・松原市・堺市・泉大津市が未回答
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2021年6月　児童扶養手当現況届時に必要な書類 202106大阪社保協調査

現況
届

所得
関係
書類

民生委
員によ
る独身
証明書
等

その他

1 大阪市 ○ 〇

添付を要する書類は児童扶養手当法施行規則第1条の規定に基づきます。受給事由等
により必要な書類が異なります。なお、所得関係書類については、本市課税台帳で確
認できる場合や情報連携により他市課税台帳が確認できる場合は添付不要です。児童
扶養手当法関係法令、施行規則、厚生労働省で定める市町村審査要領及び通知等に基
づき作成しています。

2 豊中市 ○ 各々の事情を明らかにすることができる書類（場合により、民生委員による証明をお願
いしています）

3 池田市 ○ ○ 民生委員の状況確認書・光熱水費領収書等　必要に応じて求める

4 豊能町 ○ 養育費に関する申告書・民生委員による状況確認書等、適宜、大阪府の必要と定めた
書類を添付

5 能勢町 養育費等に関する申立書

6 箕面市 ○ ○ 養育申立書・別居監護申立書・住所要件申立書・第一号申立書・光熱水費領収書　等
児童扶養手当法施行規則第4条

7 高槻市 ○ ○ 養育費等に関する申告書

8 島本町 ○ 養育費に関する申立書・児童扶養手当証書（全部停止者は除く）・一部支給停止適用除
外事由届出書（社保の方は健康保険証又は雇用証明書等添付必要）※該当者のみ

9 茨木市

10 吹田市 ○ ○
養育費に関する申告書（児童扶養手当法第9条第2項・児童扶養手当法施行令第3条・
平成14年雇児発第0726003号）・その他、状況に応じて民生委員の証明等（児童扶養
手当法施行規則第4条の各号）

11 摂津市 ○
12 守口市 ○

13 門真市 ○ ○

状況確認願（居住実態に疑義がある場合等）・養育申立書（養育者（祖父母・親族等）が
児童を養育している場合等）・別居監護申立書（受給者と児童がそれぞれ別の場所で生
活している場合）・住所要件に関する申立書（前夫からのDVやストーカー行為からの
避難のため、住民票の住所とは異なる場所に居住している場合等）・事実婚解消申立書
（手当を申請する以前に事実婚関係にあった場合等）

14 大東市
15 四條畷市 ○ ○ 別紙参照ください。

16 寝屋川市 ○ 養育費等に関する申告書（全員）（児童扶養手当法第9条）・その他規則第4条に規定さ
れる書類（該当する受給者のみ）

17 枚方市 ○ ○ 別紙あり
18 交野市 ○ 別添「児童扶養手当事務処理マニュアル」（抜粋）のとおり。

19 東大阪市 ○
対象児童と別居している場合、子の父・母以外で児童を養育している者が手当を受給
する場合、子が父（または母）から遺棄されている事由として受給する場合、住民登録
と異なる住所に住居している場合等…民生委員等の確認を受けた申立書

20 八尾市 回答なし

21 柏原市 ○
・養育費等に関する申告書・第1号申立書・別居監護申立書・養育申立書・状況確認書・
住居要件に関する申立書・公共料金明細書・16歳以上19歳未満の控除対処扶養親族
申立書・年金振込通知書等・一部支給停止適用除外事由届出書と添付書類・ひとり親
家庭医療現況届及び受給意思確認書

22 松原市 ○
23 羽曳野市 個々に必要書類をお知らせしております。

24 藤井寺市 ○ ○ ○
・受給者及び対象児童の属する世帯全員の住民票の写し※情報連携等により省略が可
能・対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすること
ができる書類・受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかに
することができる書類

25 大阪狭山
市 ○ ○

26 富田林市 ○ 別居監護申立書・住所要件に関する申立書・状況確認書・申立書・1号申立書・拘禁証
明書・養育費申告書
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現況
届

所得
関係
書類

民生委
員によ
る独身
証明書
等

その他

27 太子町 ○ ○
養育費等に関する申告書・父母が離婚後、同じ大字（町丁）に住んでいる場合のみ民生
委員による『独身証明書』等書類提出・児童扶養手当法施行規則第四条・マニュアルに
ついて、大阪府が手当の支払者であるため、なし。

28 河南町 ○ 認定請求書、請求者及び児童の戸籍謄（抄）本、住民票内容確認書、養育費等に関する
申告書、公的年金調書、児童扶養手当証書

29 千早赤阪
村 ○ ○ 養育申立書・別居監護申立書・遺棄申立書・拘禁証明書・生死不明証明書等

30 河内長野
市 ○

31 堺市 ○ ○ ○

支給要件が婚姻（事実婚）解消又は未婚の母（父）である場合、申請者が外国人である
場合に民生委員による独身証明書等書類が必要。児童扶養手当施行規則第1条に記載
されているものを提出してもらっています。左記以外では、｢養育費等に関する申告書｣
や16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書などがありますが、受給者
区分や受給事由により添付に必要なものが異なります。

32 和泉市 ○ 児童扶養手当事務処理マニュアルに基づいて、支給要件に応じた必要書類の提出を求
めている。

33 高石市 ○ ○ 児童扶養手当証書（全部停止者以外）・個々のケースに応じて民生委員による『独身証
明書』等書類・その他個々のケースに応じて必要なものが異なります。

34 泉大津市 ・市から送付した現状届け受付の案内通知・別居監護等特別な理由がある受給者につ
いては民生委員による証明書類の提出を求めています。

35 忠岡町

36 岸和田市 ○ ○ ○
養育費に関する申告書・児童扶養手当法施行規則第4条に規定する、支給要件事由に
より個別に必要な書類。なお、住民票/課税証明書等、公簿で確認できる場合は省略。
マイナンバー法による情報連携により情報を取得できる場合は所得証明書は不要。

37 貝塚市 ○

38 泉佐野市 ○ ○ ○
ひとり親家庭に関する証明書（ひとり親であることに疑義が生じた場合等）・別居監護
申立書（別居監護している事実確認）・養育申立書（養育者が対象児童を監護している
かを確認）
所得関係書類は転入の方対象。なお、マイナンバーにより所得照会できれば不要。

39 田尻町 〇 戸籍謄（抄）本・年金手帳・振込先の口座通帳

40 熊取町 ○
○（状
況確認
書）

生活状況により必要書類が異なるため、添付のマニュアル参照。住民票、所得関係書
類については公簿で確認できる場合は提出不要。

41 泉南市 ○ ○
42 阪南市 ○ 児童扶養手当法先行規則第4条に基づく
43 岬町 養育費申告書・特定の方のみ民生委員による『独身証明書』等書類
※大阪市・守口市・大東市・松原市・堺市・泉大津市・田尻町が未回答のため昨年度回答
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①
 2
02
1.
3
末
国
保
資
格
証
明
書
・
短
期
証
発
行
状
況
・
滞
納
世
帯
 

20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査

制
裁
措
置

制
裁
率

全
世
帯
数

国
保
世
帯

　
　
①
短
期
保
険
証

　
②
資
格
証
明
書

加
入
世
帯

加
入
率

③
滞
納
世
帯

滞
納
率

18
.3
末

19
.3
末

20
.3
末

21
.3
末

①
／
③

18
.3
末

19
.3
末

20
.3
末

21
.3
末

②
／
③

21
.3
末

21
.3
末

21
.3
末

21
.3
末

21
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末
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市
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7
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7
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AL
UE
!
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UE
!
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AL
UE
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1,5
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計
中
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中
市
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.0%
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14
9

26
2
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%

21
.1%

19
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5 
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.4%
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55
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.2%

3
池
田
市

71
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59
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39
1
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AL
UE
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21
16

25
21
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AL
UE
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AL
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49
,20
2 

13
,31
1 
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.1%
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答

#V
AL
UE
!

4
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能
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34
27

46
46

27
.2%

0
0
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0

0.0
%
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.2%

8,6
33
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53
 

37
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16
9 

5.2
%
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3
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7
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6
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6
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!

6
3

3
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/0
!

#D
IV
/0
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61
 

1,8
83
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0.0
%

6
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市
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68

1,1
10

1,0
64
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2

41
.0%

19
2

26
3

25
7

23
0

10
.9%

52
.0%

62
,10
8 

17
,58
8 

28
.3%

2,1
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.0%

7
高
槻
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61
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16

44
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48
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16
.5%

61
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3 
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3,8
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2
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4

22
0
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6

6.9
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.0%
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,11
5 
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,38
7 
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.7%
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.8%
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.2%
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6
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.6%
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※
豊
能
町
が
未
回
答
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②2021.3末現在　資格証明書・短期保険証未交付世帯のこども調査（大阪社
保協調査） 202106大阪社保協調査

市町村
資格証明書発行世帯 短期保険証未交付発行世帯

総計
子どもの保険証

乳幼児 小学生 中学生 高校生 乳幼児 小学生 中学生 高校生 2年
証

1年
証

6カ
月証 送付方法 いつ送るか

1 大阪市 123 202 129 133 未集計 未集計 未集計 未集計 587 1 簡易書留 期限切前
2 豊中市 5 3 1 2 0 0 0 0 11 1 簡易書留 切替時すぐ
3 池田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 配達証明 期限切前

4 豊能町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 配達証明 期限切前
呼び出し

5 能勢町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 郵送 期限切前・
呼び出し

6 箕面市 7 7 7 15 0 0 0 0 36 1 郵送 期限切前
7 高槻市 35 54 31 31 151 1 簡易書留 期限切前
8 島本町 0 0 0 0 0 1 配達証明 切替時すぐ
9 茨木市 5 7 11 11 34 1 簡易書留 期限切前
10 吹田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 簡易書留 切替時すぐ
11 摂津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 配達証明 切替時すぐ
12 守口市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 郵送 期限切前
13 門真市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 配達証明 期限切前
14 大東市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 配達証明 期限切前
15 四條畷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 簡易書留 期限切前
16 寝屋川市 13 19 7 9 0 0 0 0 48 1 郵送 期限切前
17 枚方市 4 4 1 4 0 0 0 0 13 1 簡易書留 期限切前

18 交野市 9 13 4 2 0 0 0 0 28 1 配達証明 期限切前・
呼び出し

19 東大阪市 53 71 34 24 0 0 0 0 182 1 配達証明 期限切前
20 八尾市 4 14 17 22 0 0 0 0 57 1 配達証明 期限切前

21 柏原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 配達証明
（簡易書留） 期限切前

22 松原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 郵送 切替時すぐ
23 羽曳野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 配達証明 期限切前

24 藤井寺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

原則窓口で手
渡し。来庁な
い時は簡易書
留。現在は基
本郵送

呼び出し

25 大阪狭山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 配達証明 期限切前
26 富田林市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 郵送 期限切前

27 太子町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 配達証明 期限切前・
呼び出し

28 河南町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 簡易書留 期限切前
29 千早赤阪村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 郵送 未回答
30 河内長野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 配達証明 切替時すぐ
31 堺市 97 144 97 94 0 0 0 0 432 1 簡易書留 期限切前
32 和泉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 配達証明 切替時すぐ
33 高石市 0 0 0 0 0 0 0 0 　 1 配達証明 切替時すぐ
34 泉大津市 0 1 簡易書留 切替時すぐ
35 忠岡町 3 0 0 0 5 4 4 4 20 1 配達証明 切替時すぐ
36 岸和田市 該当なし データなし 0 1 配達証明 期限切前
37 貝塚市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 郵送 期限切前
38 泉佐野市 0 0 0 0 0 1 配達証明 期限切前
39 田尻町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 配達証明 期限切前
40 熊取町 0 2 0 1 3 1 簡易書留
41 泉南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 配達証明 切替時すぐ

42 阪南市 0 0 0 0 8 12 5 7 32 滞納
なし

滞納
あり 窓口 切替時すぐ・

呼び出し
43 岬町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 配達証明 期限切前

合計 358 540 339 348 13 16 9 11 1,634 0 26 19
※豊能町が未回答
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③
-2
　
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
ご
と
国
保
料
20
19
年
度
-2
02
1
年
度
（
医
療
分
＋
支
援
金
分
＋
介
護
分
）　
 

大
阪
社
保
協
調
査
20
21
06
現
在

　
　
①
現
役
40
歳
代
夫
婦
と
未
成
年
の
子
供
2
人
の
4
人
世
帯
の
国
保
料

　
　
②
65
歳
以
上
74
歳
以
下
年
金
生
活
者
高
齢
者
夫
婦
の
み
世
帯

　
　
③
40
歳
母
と
未
成
年
の
子
ど
も
2
人
の
シ
ン
マ
マ
世
帯

所
得
0

所
得
50
万
円

所
得
10
0万

所
得
15
0万

所
得
20
0万

所
得
30
0万
円

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

統
一
国
保
料

20
19

70
,54
4

35
,88
6

53
,31
5
14
1,4
35

78
,95
3
11
2,3
87

21
0,6
35

17
1,1
39

18
1,5
87

35
0,5
78

25
1,3
63

30
4,1
02

41
9,7
78

30
7,6
63

40
8,8
45

60
5,3
41

42
0,2
63

54
7,2
45

20
20

74
,58
3

37
,92
2

56
,25
2
14
8,7
85

83
,16
1
11
8,2
34

22
0,7
85

17
9,7
83

19
0,2
34

36
7,3
68

26
3,7
64

31
8,4
86

43
9,3
68

32
2,4
64

42
7,9
88

63
3,0
90

43
9,8
64

57
4,9
88

20
21

71
,68
3

36
,59
0

54
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5,4
69

34
泉
大
津
市
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,40
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5,8
00

40
2,0
00

52
0,7
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,00
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41
5,1
00

54
0,7
00

20
21

70
,40
0

35
,80
0

53
,00
0
12
6,8
00

43
,60
0

98
,10
0
19
4,9
00

12
3,3
00

16
6,1
00

26
2,9
00

21
4,9
00

28
7,3
00

40
1,5
00

29
4,5
00

39
0,8
00

58
4,6
00

40
5,9
00

52
6,9
00

35
忠
岡
町

20
19

69
,30
0

35
,10
0

52
,10
0
13
8,9
00

77
,20
0
11
0,1
00

20
6,8
00

16
7,4
00

17
8,2
00

34
4,3
00

24
5,9
00

29
8,4
00

41
2,4
00

30
1,1
00

40
1,4
00

59
4,7
00

41
1,3
00

53
7,4
00

20
20
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,00
0

36
,30
0

54
,20
0
14
3,9
00
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,80
0
11
4,0
00

21
3,6
00

17
2,7
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18
3,7
00

35
5,5
00

25
3,5
00

30
7,9
00

42
5,2
00

31
0,0
00

41
3,8
00

61
2,8
00

42
2,9
00

55
3,3
00

20
21

71
,50
0

36
,50
0

53
,90
0
12
8,8
00

68
,90
0

99
,70
0
19
7,9
00

12
5,6
00

16
8,8
00

26
7,0
00

24
3,3
00

29
1,9
00

40
7,7
00

30
0,0
00

39
7,1
00

59
3,7
00

41
3,5
00

53
5,3
00

36
岸
和
田
市

20
19

70
,50
0

35
,80
0

53
,10
0
14
1,3
00

78
,80
0
11
2,2
00

21
0,5
00

13
5,2
00

18
1,4
00

35
0,4
00

22
7,3
00

30
3,9
00

41
9,7
00

30
7,6
00

40
8,7
00

60
5,2
00

42
0,2
00

54
7,1
00

20
20

74
,40
0

37
,80
0

56
,10
0
14
8,7
00

83
,00
0
11
8,1
00

22
0,6
00

14
1,8
00

19
0,0
00

36
7,2
00

23
8,4
00

31
8,4
00

43
9,2
00

32
2,4
00

42
7,8
00

63
2,9
00

43
9,8
00

57
1,8
00

20
21

71
,50
0

36
,50
0

53
,90
0
12
8,8
00

68
,90
0

99
,70
0
19
7,9
00

12
5,6
00

16
8,8
00

26
7,0
00

21
8,9
00

29
1,9
00

40
7,7
00

30
0,0
00

39
7,1
00

59
3,7
00

41
3,5
00

53
5,3
00

37
貝
塚
市

20
19

70
,73
0

35
,87
0

53
,31
0
14
1,4
30

78
,95
0
11
2,3
70

21
0,6
30

17
1,1
30

18
1,5
70

35
0,5
70

25
1,3
50

30
4,0
80

41
9,7
70

30
7,6
50

40
8,8
30

60
5,3
30

42
0,2
50

54
7,2
30

20
20

74
,57
0

37
,91
0

56
,23
0
14
8,7
70

83
,15
0
11
8,2
20

22
0,7
70

14
1,8
50

19
0,2
20

36
7,3
50

23
8,4
70

31
8,4
70

43
9,3
40

32
2,4
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42
7,9
80
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3,0
90
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9,8
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1,9
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21

71
,57
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0
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,07
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12
8,9
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44
,52
0
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8,0
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8,9
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26
7,4
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9,0
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0,1
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5,4
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佐
野
市

20
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,50
0

35
,80
0
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,10
0
14
1,3
00

78
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11
2,2
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0,5
00

13
5,2
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1,4
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0,4
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7,3
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9,7
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0
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33
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,58
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9,4
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0,7
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20
6,6
56
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8,2
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7,9
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5,6
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24
7,0
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9,7
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0,3
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30
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4,4
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6
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,83
3
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,41
0
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4,0
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22
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4,6
64

61
3,9
51

42
3,7
55

55
4,3
64

71
,57
0

36
,58
0

54
,07
0
18
8,9
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※
豊
能
町
が
未
回
答
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③ -3　所得200万円40代夫婦と未成年の子ども2人の4人家族国保料推移
 202106　大阪社保協調査

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2021-
2020

1 大阪市 386,413 400,916 370,504 364,313 365,420 377,240 380,825 376,701 385,414 379,164 -6,250
2 豊中市 405,455 393,455 351,641 351,641 351,641 318,244 357,312 367,465 381,509 378,509 -3,000
3 池田市 457,035 457,162 448,273 412,429 441,484 457,211 404,417 426,797 430,989 407,872 -23,117
4 豊能町 314,000 314,000 317,700 317,700 381,800 364,300 371,000 381,400 351,800 -351,800
5 能勢町 392,600 376,300 371,500 371,500 371,500 381,300 381,300 344,100 401,700 402,000 300
6 箕面市 397,461 459,498 381,482 380,309 372,943 427,048 394,148 420,627 413,370 -7,257
7 高槻市 299,540 325,980 311,190 322,600 318,380 326,357 350,100 350,100 364,030 13,930
8 島本町 361,950 395,040 385,800 393,050 396,070 412,037 407,872
9 茨木市 367,590 389,400 350,730 362,340 373,580 398,223 378,884 378,428 376,474 -1,954
10 吹田市 341,940 370,100 343,370 338,000 308,430 376,330 374,710 392,410 392,410 399,380 6,970
11 摂津市 356,224 356,224 366,173 373,024 373,028 373,028 367,811 393,761 406,264 393,315 -12,949
12 守口市 499,340 475,420 496,060 418,200 412,230 397,290 392,707 419,777 439,367 407,873 -31,494
13 門真市 416,310 415,220 378,730 378,740 379,250 381,340 382,370 392,490 411,360 406,020 -5,340
14 大東市 415,600 415,600 374,300 374,300 399,900 399,900 391,600 407,700 407,700 407,700 0
15 四条畷市 398,810 404,920 374,940 381,100 391,030 397,070 391,150 400,060 392,190 371,300 -20,890
16 寝屋川市 424,800 423,500 383,900 381,300 376,100 370,100 370,100 370,100 370,100 393,000 22,900
17 枚方市 354,300 362,400 339,400 352,800 354,600 375,800 358,200 379,400 379,400 378,700 -700
18 交野市 376,900 391,300 352,200 364,200 375,500 387,900 386,200 404,600 419,400 405,200 -14,200
19 東大阪市 462,130 495,475 447,044 409,889 402,479 400,463 399,324 391,110 414,212 403,728 -10,484
20 八尾市 355,660 384,960 387,950 360,730 391,400 406,524 394,710 416,200 410,360 390,390 -19,970
21 柏原市 401,367 423,453 416,173 413,884 419,937 428,095 392,701 418,316 430,353 407,872 -22,481
22 松原市 446,698 458,601 417,419 410,034 419,715 435,420 413,247 429,408 437,656 417,135 -20,521
23 羽曳野市 417,000 426,170 393,350 387,700 389,900 396,941 280,360 407,460 403,980 -3,480
24 藤井寺市 431,800 438,100 438,100 401,100 403,100 401,000 392,701 419,775 430,819 407,872 -22,947
25 大阪狭山市 420,270 420,270 388,700 393,900 380,007 375,951 372,279 385,167 381,511 -3,656
26 富田林市 431,380 431,380 345,640 390,660 412,160 412,160 402,780 430,750 430,750 406,810 -23,940
27 太子町 408,940 404,900 403,800 405,870 363,010 362,605 371,860 385,490 382,510 -2,980
28 河南町 408,640 417,350 376,730 347,390 361,760 365,357 380,917 410,124 411,989 1,865
29 千早赤阪村 403,910 344,220 398,860 282,040 269,980 270,002 339,940 312,030 306,760 -5,270
30 河内長野市 413,650 404,170 422,230 409,490 416,080 415,325 392,690 411,150 415,220 396,140 -19,080
31 堺市 439,337 448,783 415,940 389,196 382,123 374,618 371,551 381,150 392,720 集計中 #VALUE!

32 和泉市 425,950 425,950 425,950 412,900 412,900 412,900 381,285 406,520 406,520 374,825 -31,695
33 高石市 472,002 470,425 417,860 488,650 441,488 446,982 396,702 419,775 439,366 407,872 -31,494
34 泉大津市 428,100 422,800 384,600 381,674 410,500 420,600 392,500 399,200 415,300 401,500 -13,800
35 忠岡町 443,000 433,900 398,300 395,600 397,800 398,739 392,500 412,400 425,200 407,700 -17,500
36 岸和田市 433,600 433,600 423,400 423,400 443,700 443,855 393,400 419,700 439,200 407,700 -31,500
37 貝塚市 420,880 404,880 404,880 405,880 428,310 432,310 392,690 419,770 439,340 408,690 -30,650
38 泉佐野市 453,500 453,500 414,100 402,200 402,200 402,200 392,500 419,700 439,200 407,700 -31,500
39 田尻町 382,810 371,430 363,354 365,277 361,668 369,065 370,967 417,169 392,318 360,388 -31,930
40 熊取町 401,320 401,320 407,660 381,483 423,019 383,699 384,770 415,950 433,940 405,010 -28,930
41 泉南市 415,900 370,320 356,900 355,800 369,100 408,800 404,300 424,600 399,389 397,269 -2,120
42 阪南市 454,470 455,300 422,680 420,740 432,670 437,177 392,690 419,760 439,350 407,850 -31,500
43 岬町 456,730 401,102 427,375 446,721 413,113 434,394 未回答 426,061 467,290 41,229

平均 409,193 410,902 389,750 383,730 388,944 393,828 388,180 395,065 406,579 396,641 -9,938
※豊能町が未回答
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④大阪府内市町村2021年度賦課方式 202106現在大阪社保協調査 
旧ただし書方式：所得（収入 -基礎控除）×料率　　　均等割：被保険者1人あたり　平等割：1世帯あたり

賦課
限度額

賦課の割合（%） 応能割 応益割
応能割

応益割
所得割 均等割 平等割

所得
資
産
割

医療分 支援金分 介護分 医療分 支援金分 介護分 医療分 支援金分 介護分

1 大阪市 990,000 46 0 54 8.22% 2.90% 2.60% 25,273 8,642 14,612 27,807 9,508 2,509
2 豊中市 990,000 条例で規定 8.29% 2.49% 2.26% 28,316 8,909 16,248 27,634 8,203 0
3 池田市 990,000 50 50 8.62% 2.73% 2.47% 30,640 9,478 18,213 31,870 9,858 0
4 豊能町 960,000 8.06% 2.55% 2.40% 28,700 9,000 15,700 30,300 9,600 0
5 能勢町 990,000 100 0 8.59% 2.97% 2.39% 30,318 9,339 17,443 31,218 9,622 0
6 箕面市 990,000 50 50 8.97% 2.73% 2.47% 30,640 9,478 18,213 31,870 9,858 0
7 高槻市 990,000 53 47 8.63% 2.73% 2.47% 18,135 6,673 11,966 39,085 14,382 7,018
8 島本町 990,000 50 0 50 8.62% 2.73% 2.47% 30,640 9,478 18,213 31,870 9,858 0
9 茨木市 990,000 50 － 50 8.04% 2.67% 2.22% 27,734 9,189 14,724 29,847 9,858 －
10 吹田市 990,000 50 0 50 8.98% 2.96% 2.93% 23,721 14,021 7,614 37,414 4,612 12,008
11 摂津市 990,000 48.4 0 51.6 8.10% 2.47% 2.73% 29,049 9,478 18,213 30,244 9,858 0
12 守口市 990,000 43.44 0 56.56 8.62% 2.73% 2.47% 30,640 9,478 18,213 31,870 9,858 0
13 門真市 990,000 46.3 0 53.7 9.13% 2.91% 2.25% 30,780 9,640 15,090 26,910 8,340 0
14 大東市 990,000 8.62% 2.73% 2.47% 30,640 9,478 18,213 31,870 9,858 0
15 四條畷市 990,000 48 52 7.51% 2.84% 2.59% 26,192 9,764 17,504 22,858 8,521
16 寝屋川市 970,000 48.7 51.3 8.53% 2.72% 2.52% 27,884 8,768 14,756 21,241 6,679
17 枚方市 990,000 50.96 49.04 8.42% 2.88% 2.48% 24,540 8,330 17,450 27,390 9,290
18 交野市 990,000 50 0 50 8.64% 2.72% 2.58% 30,331 9,446 17,520 29,692 9,247
19 東大阪市 990,000 40～ 50 0 50～ 60 8.48% 2.73% 2.47% 30,157 9,478 18,213 31,368 9,858 0
20 八尾市 990,000 50 0 50 8.50% 3.15% 2.99% 24,230 8,670 16,790 26,160 9,360 0
21 柏原市 990,000 8.62% 2.47% 2.73% 30,640 9,478 18,213 31,870 9,858 0
22 松原市 990,000 9.21% 2.73% 2.47% 30,640 9,478 18,213 31,870 9,858 0
23 羽曳野市 990,000 46 0 54 8.05% 2.73% 2.47% 28,612 9,478 18,213 29,761 9,858 0
24 藤井寺市 990,000 8.62% 2.73% 2.47% 30,640 9,478 18,213 31,870 9,858 0
25 大阪狭山市 990,000 50 0 50 8.17% 2.61% 2.26% 28,600 8,998 16,632 27,715 9,609 0
26 富田林市 990,000 50 0 50 8.55% 2.64% 2.54% 33,430 10,340 16,690 23,380 7,230 0
27 太子町 990,000 50 50 8.45% 2.66% 2.45% 27,120 8,600 15,400 29,320 9,040
28 河南町 990,000 47.7 0 52.3 8.33% 2.73% 2.47% 29,367 9,478 18,213 30,891 9,858 0
29 千早赤阪村 990,000 50 0 50 5.47% 2.73% 2.47% 16,505 9,478 18,213 19,131 9,858 0
30 河内長野市 990,000 8.23% 2.73% 2.47% 29,253 9,478 18,213 30,427 9,858 0
31 堺市 990,000 48.91 0 51.09 7.96% 2.73% 2.58% 23,065 9,077 17,757 26,965 10,019 0
32 和泉市 960,000 51 0 49 8.57% 2.69% 2.47% 22,320 9,120 17,400 28,800 9,720 0
33 高石市 990,000 50 0 50 8.62% 2.73% 2.47% 30,640 9,478 18,213 31,870 9,858 0
34 泉大津市 990,000 45.86 54.14 8.41% 2.73% 2.47% 29,910 9,478 18,213 31,110 9,858 0
35 忠岡町 990,000 45 0 55 8.62% 2.73% 2.47% 30,640 9,478 18,213 31,870 9,858 0
36 岸和田市 990,000 該当なし 8.62% 2.73% 2.47% 30,640 9,478 18,213 31,870 9,858
37 貝塚市 990,000 50 0 50 8.62% 2.73% 2.47% 30,640 9,478 18,213 31,870 9,858 0
38 泉佐野市 990,000 8.62% 2.73% 2.47% 30,640 9,478 18,213 31,870 9,858 0
39 田尻町 990,000 45 0 55 7.30% 2.57% 2.33% 26,360 9,290 16,330 26,470 9,330 0

40 熊取町 990,000 大阪府が示す割合 8.62% 2.47% 2.73% 30,640 9,478 18,213 28,297 9,858 0

41 泉南市 970,000 54.49 0 45.51 8.62% 2.73% 2.47% 30,640 9,478 18,213 31,870 9,858 0
42 阪南市 990,000 43.4 56.6 8.62% 2.73% 2.47% 30,640 9,478 18,213 31,870 9,858 0
43 岬町 990,000 45 － 55 30,640 9,478 18,213 31,870 9,858

平均 987,674 50 0 51 8.39% 2.72% 2.50% 28,390 9,379 17,087 29,799 9,506 615
※豊能町が未回答
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⑤2020年度国保料政令軽減（7.5.2割軽減）世帯数と割合 202106大阪社保協調査
国民健康保
険加入世帯
数

保険料政令軽減
7割軽減 5割軽減 2割軽減 政令軽

減割合
非自発的失業 天災・災害

世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合
1 大阪市 420,764 180,762 43% 59,980 14% 41,276 10% 67% 4,491 1% 1 0%
2 豊中市 51,605 17,225 33% 7,088 14% 5,615 11% 58% 711 1% 0%
3 池田市 13,311 5,709 43% 2,077 16% 1,799 14% 72% 0% 0 0% ※
4 豊能町 3,253 779 24% 388 12% 552 17% 53% 37 1% 0 0%
5 能勢町 1,883 645 34% 291 15% 247 13% 63% 12 1% 0 0%
6 箕面市 17,588 6,690 38% 2,413 14% 2,290 13% 65% 0% 0%
7 高槻市 45,223 15,259 34% 7,543 17% 6,592 15% 65% 1,272 3% 15 0%
8 島本町 3,872 1,047 27% 563 15% 593 15% 57% 45 1% 0 0%
9 茨木市 33,909 11,496 34% 5,261 16% 4,645 14% 63% 1,109 3% 0 0%
10 吹田市 43,268 13,749 32% 6,072 14% 5,305 12% 58% 未集計 未実施
11 摂津市 11,600 3,748 32% 1,857 16% 1,378 12% 60% 355 3% 3 0%
12 守口市 20,375 7,618 37% 3,134 15% 2,044 10% 63% 798 4% 0 0%
13 門真市 19,387 9,342 48% 3,534 18% 2,322 12% 78% 217 1% 0 0% ※
14 大東市 17,563 7,352 42% 3,089 18% 2,148 12% 72% 0% 0 0%
15 四條畷市 7,269 2,744 38% 1,097 15% 870 12% 65% 0% 0%
16 寝屋川市 33,635 11,826 35% 5,519 16% 4,192 12% 64% 192 1% 0% ※
17 枚方市 52,064 18,925 36% 8,064 15% 6,711 13% 65% 資料なし #VALUE! 資料なし #VALUE!

18 交野市 9,251 3,321 36% 1,342 15% 1,190 13% 63% 60 1% 0 0%
19 東大阪市 70,261 35,151 50% 12,545 18% 8,162 12% 80% 779 1% 0 0%
20 八尾市 37,154 12,639 34% 6,173 17% 4,348 12% 62% 242 1% 0 0%
21 柏原市 9,539 3,190 33% 1,693 18% 1,248 13% 64% 91 1% 0 0%
22 松原市 17,688 6,695 38% 3,052 17% 2,076 12% 67% 253 1% 0 0%
23 羽曳野市 15,723 5,210 33% 2,629 17% 2,089 13% 63% 77 0% 0 0%
24 藤井寺市 8,946 3,438 38% 1,592 18% 1,269 14% 70% 222 2% 0 0%
25 大阪狭山市 7,477 2,556 34% 1,260 17% 1,140 15% 66% 173 2% 0 0%
26 富田林市 15,363 5,452 35% 2,420 16% 1,971 13% 64% 0% 0%
27 太子町 1,769 492 28% 246 14% 247 14% 56% 26 1% 0 0% ※
28 河南町 2,201 628 29% 313 14% 277 13% 55% 11 0% 0 0%
29 千早赤阪村 961 185 19% 154 16% 256 27% 62% 6 1% 0 0%
30 河内長野市 15,309 4,945 32% 2,521 16% 2,631 17% 66% 不明 #VALUE! 0 0%
31 堺市 112,801 集計中 #VALUE! 集計中 #VALUE! 集計中 #VALUE! #VALUE! 集計中 #VALUE! 集計中 #VALUE!

32 和泉市 23,569 7,939 34% 3,964 17% 3,256 14% 64% 415 2% 3 0%
33 高石市 7,485 2,372 32% 1,210 16% 925 12% 60% 56 1% 0 0%
34 泉大津市 9,732 3,536 36% 1,640 17% 1,232 13% 66% 325 3% 0 0%
35 忠岡町 2,316 929 40% 431 19% 298 13% 72% 59 3% 0 0%
36 岸和田市 26,140 8,754 33% 4,337 17% 3,166 12% 62% 664 3% 0 0%
37 貝塚市 10,795 4,243 39% 2,276 21% 1,554 14% 75% 266 2% 3 0%
38 泉佐野市 13,105 5,333 41% 2,446 19% 1,644 13% 72% 383 3% 0 0%
39 田尻町 945 313 33% 186 20% 126 13% 66% 14 1% 0 0%
40 熊取町 5,812 1,832 32% 920 16% 962 17% 64% 66 1% 0 0%
41 泉南市 8,901 2,730 31% 1,948 22% 1,201 13% 66% 0 0% 0 0%
42 阪南市 7,898 2,778 35% 1,453 18% 1,303 16% 70% 80 1% 0 0%
43 岬町 2,616 836 32% 459 18% 369 14% 64% 0% 0 0%

1,240,326 440,413 36% 175,180 14% 131,519 11% 60% 13,507 1% 25 0%
※未集計のため 2019 年度データ    ※豊能町が未回答    

2020 年度政令軽減適用所得（以下の場合適用）       
1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯

7割軽減 33万円 33万円 33万円 33万円
5割軽減 61万円 89万円 117万円 145万円
2割軽減 84万円 135万円 186万円 237万円
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⑥
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（
20
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度
）　
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数
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額
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額

大
阪
市
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○
○

所
得
減
少
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割
合
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じ
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得
割
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30
～
10
0％
を
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免

集
計
中

42
0,7
64
 
#V
AL
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!

集
計
中

豊
中
市

○
○
○
○

転
職
・
雇
用
形
態
の
変
更
、給
料
の
削
減
、営
業
不
振
等
に
よ
り
当
該
年

度
中
の
世
帯
全
員
の
収
入
見
込
み
額
が
、前
年
中
の
世
帯
全
員
の
収
入

額
よ
り
激
減
す
る
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収
入
減
少
の
割
合
が
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減
免
、収
入

減
少
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合
が
3割
以
上：
3割
減
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該
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中
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帯
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収
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帯
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Ａ
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（
Ｂ
）＋
（
Ｃ
）＋
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Ａ
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Ｂ
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Ｃ
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／
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Ｄ
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扶
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＋
住
宅
扶
助

26
7 

13
,31
1 

2.0
1%

17
,05
1,4
28

63
,86
3

豊
能
町

○
○
○

前
年
所
得
よ
り
3割
以
上
の
減
少

少
年
院
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
施

設
に
収
容
さ
れ
た
と
き

9 
3,2
53
 
0.2
8%

0

能
勢
町

○
あ
り

30
 

1,8
83
 
1.5
9%

3,4
29
,20
0
11
4,3
07

箕
面
市

○
○
○

あ
り

1,8
68
 

17
,58
8 
10
.62
%

78
,77
7,5
64

42
,17
2

高
槻
市

○
○
○

あ
り

①
国
民
健
康
保
険
料
が
前
年
の
総

所
得
金
金
額
等
の
合
計
の
16
％
を

超
え
て
て
い
る
世
帯
は
、1
6％
を
超

え
た
分
の
60
％
を
減
額

②
法
定
軽
減
適
用
の
所
得
割
額
ゼ

ロ
世
帯
の
応
益
割
額
を
4％
減
額

26
,57
5 

45
,22
3 
58
.76
%

24
1,1
88
,22
9

9,0
76

島
本
町

○
○
○

大
阪
府
国
保
運
営
方
針
に
準
ず
る

64
 

3,8
72
 
1.6
5%

5,2
17
,42
0

81
,52
2

茨
木
市

○
○
○

あ
り

50
3 

33
,90
9 

1.4
8%

47
,53
8,0
04

94
,50
9

吹
田
市

○

前
年
所
得
か
ら
の
減
少
率
に
応
じ
て
、8
区
分（
所
得
割
の
み
）

（
減
少
率
が
30
％
以
上
40
％
未
満：
30
％
、同
40
％
以
上
50
％
未
満：

40
％
、同
50
％
以
上
60
％
未
満：
50
％
、同
60
％
以
上
70
％
未
満：
60

％
、同
70
％
以
上
80
％
未
満：
70
％
、同
80
％
以
上
90
％
未
満：
80
％
、

同
90
％
以
上
10
0％
未
満：
90
％
、同
10
0％
：1
00
％
）

拘
禁
、旧
被
扶
養
者
、そ
の
他
市
長

が
特
に
認
め
る
場
合

4,6
91
 

43
,26
8 
10
.84
%

46
5,9
80
,76
0

99
,33
5

摂
津
市

○
○
○

大
阪
府
内
共
通
基
準
に
基
づ
き
、特
別
な
事
情
に
よ
り
、賦
課
の
基
と
な

る
前
年
中
の
所
得
の
1カ
月
当
た
り
の
金
額
と
、減
少
事
由
発
生
後
の
見

込
み
所
得
を
比
較
。

減
少
割
合
に
応
じ
、3
割
～
10
割
の
範
囲
で
所
得
割
を
減
免
す
る
。

生
活
保
護
基
準
×
1.1
5（
収
入
）

1類
+2
類
+家
賃
算
定
額

収
容

24
0 

11
,60
0 

2.0
7%

22
,63
3,7
89

94
,30
7

守
口
市

○
大
阪
府
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
に
お
い
て「
別
に
定
め
る
基
準
」と
同

じ
拘
禁
、旧
被
扶
養
者

1,7
32

20
,37
5 

8.5
0%

13
4,9
61
,04
2

77
,92
2

門
真
市

○
○
○

1,4
80
 

19
,38
7 

7.6
3%

11
2,7
43
,52
0

76
,17
8

大
東
市

○
あ
り

57
9 

17
,56
3 

3.3
0%

26
,34
7,3
11

45
,50
5

四
條
畷
市

○
○
○
○
○

あ
り

未
記
入

7,2
69
 
#V
AL
UE
!

未
記
入

#V
AL
UE
!

寝
屋
川
市

○
○
○

大
阪
府
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針「
別
に
定
め
る
基
準
」に
基
づ
く

未
記
入

33
,63
5 

未
記
入

枚
方
市

○
あ
り

1,7
15
 

52
,06
4 

3.2
9%

13
0,2
27
,51
3

75
,93
4

交
野
市

○
○
○

あ
り

生
保
基
準
×
1.3
以
下

32
7 

9,2
51
 
3.5
3%

28
,47
7,8
11

87
,08
8

東
大
阪
市

○
○
○

○
高
齢
者
、ひ
と
り
親
、原
爆
被
爆
者
、

拘
禁

5,5
85
 

70
,26
1 

7.9
5%

30
5,2
27
,96
7

54
,65
1

‐ 59‐



減
免
の
適
用
事
項

20
20
年
度
実
績

天 災
失 業

事 業 休 廃 止

借 金
高 齢

所
得
激
減

低
所
得
者

そ
の
他

利
用
世

帯
数

加
入
世
帯
数

利
用
率

減
免
金
額

1世
帯
当

減
免
額

八
尾
市

○
○
○

前
年
中
の
所
得
よ
り
3割
、5
割
、7
割
以
上
所
得
が
減
少
し
て
い
る
場
合
、

保
険
料
全
額
に
つ
い
て
同
割
合
減
免
す
る
。（
但
し
、軽
減
制
度
を
補
完
す

る
形
で
実
施
）

60
3 

37
,15
4 

1.6
2%

48
,06
1,8
72

79
,70
5

柏
原
市

○
○
○

あ
り

57
7 

10
,05
2 

5.7
4%

52
,92
9,5
88

91
,73
2

松
原
市

○
○
○

減
少
率
30
％
以
上

70
0 

17
,68
8 

3.9
6%

74
,50
0,2
25

10
6,4
29

羽
曳
野
市

○
○
○

大
阪
府
基
準
を
ベ
ー
ス
に
一
部
対
象
者
を
拡
大

82
8 

15
,72
3 

5.2
7%

71
,75
4,0
80

86
,66
0

藤
井
寺
市

○
○
○

生
活
保
護
基
準
×
1.3
6以
下
所
得

年
間
収
入
見
込
金
額
：減
免
割

減
免
基
準
額
×
10
0％
以
内：
応
能
割（
所
得
割
）の
60
％
、1
06
％
以
内
は
55
％
、1
12
％
以
内

は
50
％
、1
18
％
以
内
は
45
％
、1
24
％
以
内
は
40
％
、1
30
％
以
内
は
35
％
、1
36
％
以
内
は

30
％
以
内

36
3 

8,9
46
 
4.0
6%

23
,51
5,2
13

64
,78
0

大
阪
狭
山
市
○
○
○

あ
り

生
活
保
護
基
準
×
12
0％
以
下
収
入

1類
+2
類
+住
宅
扶
助
＋
教
育
扶
助
＋
母
子
加
算
+障
害
者
加
算

14
1 

7,4
77
 
1.8
9%

12
,49
5,1
55

88
,61
8

富
田
林
市

○
○
○

あ
り

生
活
保
護
基
準
×
1.2
5以
下
所
得

生
活
保
護
基
準
を
参
考
に
し
て
富
田
林
市
が
独
自
で
定
め
た
基
準

92
8 

15
,36
3 

6.0
4%

29
,83
1,7
60

32
,14
6

太
子
町

○
○
○

生
活
保
護
基
準
×
12
0％
以
下
収
入
　
1類
＋
2類
＋
教
育
扶
助
+住
宅
扶
助（
借
家
の
み
）

1,7
69
 
0.0
0%

#D
IV
/0
!

河
南
町

○
○
○

所
得
減
少
率：
減
免
率

10
0％
　
10
0％

90
～
10
0％
未
満
　
90
％

80
～
90
％
未
満
　
80
％

70
～
80
％
未
満
　
70
％

60
～
70
％
未
満
　
60
％

50
～
60
％
未
満
　
50
％

40
～
60
％
未
満
　
40
％

30
～
40
％
未
満
　
30
％

16
 

2,2
01
 
0.7
3%

1,7
42
,92
0
10
8,9
33

千
早
赤
阪
村
○
○
○

収
入
　
1類
＋
2類

特
別
の
理
由
が
あ
る
者
で
、村
長
が

必
要
と
認
め
る
者
。国
民
健
康
保
険

法
第
59
条
に
基
づ
き
減
免
。

3 
96
1 

0.3
1%

14
4,3
85

48
,12
8

河
内
長
野
市
○

所
得
割
に
対
し
3割
～
10
割

生
活
保
護
基
準
×
1.3
＋
各
種
加
算
　
以
下
所
得

障
害
者
、収
監
、ひ
と
り
親
、入
院

77
4 

15
,30
9 

5.0
6%

48
,03
0,2
60

62
,05
5

堺
市

○
○
○

条
例
・
規
則
の
と
お
り

条
例
・
規
則
の
と
お
り

あ
り

集
計
中

11
2,8
01
 
#V
AL
UE
!

集
計
中

#V
AL
UE
!

和
泉
市

○

応
能
分（
所
得
割
の
み
）

所
得
の
減
少
率

10
0％
　
応
能
割
保
険
料
の
10
0％

90
％
以
上
10
0％
未
満
　
応
能
割
保
険
料
の
90
％

80
％
以
上
90
％
未
満
　
応
能
割
保
険
料
の
80
％

70
％
以
上
80
％
未
満
　
応
能
割
保
険
料
の
70
％

60
％
以
上
70
％
未
満
　
応
能
割
保
険
料
の
60
％

50
％
以
上
60
％
未
満
　
応
能
割
保
険
料
の
50
％

40
％
以
上
50
％
未
満
　
応
能
割
保
険
料
の
40
％

30
％
以
上
40
％
未
満
　
応
能
割
保
険
料
の
30
％

40
9 

23
,56
9 

1.7
4%

37
,86
8,1
79

92
,58
7

高
石
市

○
○
○

世
帯
の
合
計
所
得
の
見
込
金
額
の
減
少
率
:所
得
割
　

10
0％
減
少
　
　
　
　
10
0％
減
額

90
～
10
0％
未
満
　
90
％

80
～
90
％
未
満
　
80
％

70
～
80
％
未
満
　
70
％

60
～
70
％
未
満
　
60
％

50
～
60
％
未
満
　
50
％

40
～
60
％
未
満
　
40
％

30
～
40
％
未
満
　
30
％

あ
り

な
し

62
7 

7,4
85
 
8.3
8%

42
,70
3,9
42
 
68
,10
8

泉
大
津
市

○
○
○

51
6 

9,7
32
 
5.3
0%

26
,54
5,8
00

51
,44
5
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減
免
の
適
用
事
項

20
20
年
度
実
績

天 災
失 業

事 業 休 廃 止

借 金
高 齢

所
得
激
減

低
所
得
者

そ
の
他

利
用
世

帯
数

加
入
世
帯
数

利
用
率

減
免
金
額

1世
帯
当

減
免
額

忠
岡
町

○
○
○

合
計
所
得
金
額
7/
10
以
下
に
低
下
す
る
場
合
、所
得
割
の
3～
10
割
を

減
免

世
帯
主
の
3ヶ
月
以
上
の
入
院
、旧

被
扶
養
者
、拘
禁

68
 

2,3
16
 
2.9
4%

5,9
42
,76
3

87
,39
4

岸
和
田
市

○
○
○

岸
和
田
市
国
民
健
康
保
険
条
例
施
行
規
則
第
20
条
第
3項

当
該
年
の
所
得
金
額
の
見
込
み
額
が
賦
課
基
準
年
度
の
所
得
金
額
か
ら

3割
以
上
減
少
す
る
場
合

61
8 

26
,14
0 

2.3
6%

57
,19
6,0
00

92
,55
0

貝
塚
市

○
あ
り

74
4 

10
,79
5 

6.8
9%

35
,00
5,0
90

47
,05
0

泉
佐
野
市

○
あ
り

21
,52
2 

13
,10
5 
16
4.2
3%

15
3,5
26
,20
8

7,1
33

田
尻
町

○
○
○

前
年
中
所
得
に
対
し
、本
年
中
所
得
見
込
み
額
が
10
分
の
7以
下
に
減

少
す
る
割
合
に
よ
り
、保
険
料
の
所
得
割
に
つ
い
て
、3
割
か
ら
10
割
の

減
免
を
行
う

29
 

94
5 

3.0
7%

1,8
68
,17
0

64
,42
0

熊
取
町

○
○

所
得
減
少

98
 

5,8
12
 
1.6
9%

5,8
04
,11
0

59
,22
6

泉
南
市

○
○
○

あ
り

1 
8,9
01
 
0.0
1%

11
6,2
75

11
6,2
75

阪
南
市

○
○
○

前
年
所
得
か
ら
の
減
少
率
に
応
じ
て
8区
分
に
て
減
免

A3
0％
：減
少
率
30
％
以
上
40
％
未
満

B4
0％
：減
少
率
40
％
以
上
50
％
未
満

C5
0％
：減
少
率
50
％
以
上
60
％
未
満

D6
0％
：減
少
率
60
％
以
上
70
％
未
満

E7
0％
：減
少
率
70
％
以
上
80
％
未
満

F8
0％
：減
少
率
80
％
以
上
90
％
未
満

G9
0％
：減
少
率
90
％
以
上
10
0％
未
満

H1
00
％：
減
少
率
10
0％

市
民
税
非
課
税
減
免
、寡
婦
減
免
、

障
が
い
者
減
免
等

30
9 

7,8
98
 
3.9
1%

15
,33
6,4
30

49
,63
2

岬
町

○
○

0 
2,6
16
 
0.0
0%

0
#D
IV
/0
!

合
計

80
,62
7
1,2
40
,83
9 

6.5
0%

2,5
64
,52
5,1
71

31
,80
7

※
豊
能
町
が
未
回
答
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⑦2020年度コロナ対応について
加入
世帯数

コロナ傷病手当 コロナ対応保険料減免

申請
件数

決定
件数 決定金額

申請件数 決定件数 決定金額

減額 免除 総数 減額 免除 総数 減額 免除 総額

大阪市 420,764 120 103 7,608,957 未集計 未集計 #VALUE! 30,802 － 30,802 5,424,130,644 0 5,424,130,644

豊中市 51,605 15 15 1,019,482 1,455 － 1,806 1,455 － 1,455 258,382,399 0 258,382,399

池田市 13,311 5 5 452,425 502 68 400 468 18,305,933 65,984,426 84,290,359

豊能町 0

能勢町 1,883 0 0 0 29 28 57 24 28 52 8,470,200 6,023,500 14,493,700

箕面市 17,588 6 6 893,417 不明 不明 511 203 288 491 49,718,848 64,070,025 113,788,873

高槻市 45,223 4 4 116,483 1,923 0 1,923 1,923 0 1,923 430,356,480 0 430,356,480

島本町 13,943 0 0 65 0 65 65 0 65 13,787,544 0 13,787,544

茨木市 33,909 6 5 355,679 928 217 1,145 750 217 967 － － #VALUE!

吹田市 43,268 11 11 549,242 － － － － － 2,329 － － #VALUE!

摂津市 11,600 2 2 35,879 575 0 575 575 0 575 79,199,181 0 79,199,181

守口市 20,375 10 10 572,887 1,067 129 1,196 930 129 1,059 173,837,337 18,480,623 192,317,960

門真市 19,387 8 8 641,904 776 279 489 768 81,069,070 115,585,835 196,654,905

大東市 17,563 6 6 470,888 917 － － 903 － － #VALUE!

四條畷市 7,269 5 5 500,115 211 211 211 211 43,477,580 0 43,477,580

寝屋川市 33,635 8 8 689,094 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 #VALUE!

枚方市 52,064 12 12 894,214 2,042 2,042 1,921 1,921 255,667,000 0 255,667,000

交野市 9,251 2 2 357,730 79 143 254 79 143 222 23,324,100 30,523,600 53,847,700

東大阪市 70,261 15 14 1,173,560 － － 5,335 － － 4,698 － － #VALUE!

八尾市 37,154 14 14 1,251,335 632 1,081 1,713 632 1,081 1,713 150,294,977 210,682,720 360,977,697

柏原市 9,539 3 3 87,572 320 0 320 308 0 308 66,554,211 0 66,554,211

松原市 17,688 4 3 242,493 － － 1,028 418 415 833 77,694,765 74,370,383 152,065,148

羽曳野市 15,723 1 1 98,000 算出
できない 797 算出

できない 732 算出できない #VALUE!

藤井寺市 8,946 1 1 20,489 不明 330 142 169 311 43,118,693 37,192,382 80,311,075

大阪狭山市 7,477 4 4 664,880 131 0 131 131 0 131 25,181,901 0 25,181,901

富田林市 15,363 6 6 234,360 641 0

太子町 1,769 0 0 0 23 9 32 23 9 32 0

河南町 2,201 0 0 0 65 0 65 64 0 64 R1 1,554,550
R2 11,202,950 0 #VALUE!

千早赤阪村 961 0 0 0 1 14 16 1 14 15 261,110 2,245,710 2,506,820

河内長野市 15,309 3 3 133,916 298 298 291 291 64,698,550 64,698,550

堺市 112,801 20 20 1,300,624 抽出不可 5,902 5,902 790,014,598 790,014,598

和泉市 23,569 4 4 330,603 未集計 683 未集計 636 未集計 #VALUE!

高石市 7,485 1 0 0 1,501 249 145 394 0

泉大津市 9,732 2 2 28,534 340 297 0

忠岡町 2,316 0 0 0 148 147 0

岸和田市 26,140 5 5 380,818 データなし 604 データなし 543 データなし #VALUE!

貝塚市 10,795 1 1 4,500 22 171 193 22 171 193 7,745,050 33,816,700 41,561,750

泉佐野市 13,105 1 1 63,000 230 0 230 230 0 230 47,005,906 0 47,005,906

田尻町 945 0 0 0 11 22 33 11 22 33 2,347,411 4,303,208 6,650,619

熊取町 5,812 1 1 152,190 117 91 208 117 91 208 18,101,540 11,627,021 29,728,561

泉南市 8,901 0 0 0 341 2 343 341 2 343 50,117,136 134,872 50,252,008

阪南市 7,898 0 0 0 17 171 188 17 171 188 6,132,050 34,726,570 40,858,620

岬町 7,459 0 0 0 11 19 30 10 19 29 3,033,450 3,279,770 6,313,220

1,251,987 306 285 21,325,270 10,593 2,097 #VALUE! 48,194 4,003 63,123 8,212,027,664 713,047,345 8,925,075,009

※豊能町が未回答
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⑧2020大阪府内市町村国保「一部負担金減免制度」実施状況
 大阪社保協調査202106現在

自治体名

　　　　　　一部負担金減免制度
実
施
の

実施の根拠 20年度
適用件
数

20年度
加入世帯
数

20年度
利用率

20年度
影響額

一件あた
り助成額 対 象 基 準

有
無
条
例
規
則
要
綱 その他

1 大阪市 有 1 1 1 集計中 420,764 #VALUE! 集計中 #VALUE!

要綱より
①規則第13条第1項第1号の規定に該当する者のうち、次のいずれかに該当する者
ア　世帯主（生計維持者を含む）が死亡し又は障がい者となったとき
イ　居住する住宅について著しい損害を受けたとき
②規則第13条第1項第2号の規定に該当する者のうち、次の要件をいずれも満たす者
ア　当該被保険者の属する世帯の実収月額が生活保護基準額に別表のそれぞれの対象
期間における同表の値を乗じた額以下であること
イ　当該被保険者の属する世帯の預貯金の額が生活保護基準額に別表のそれぞれの対
象期間における同表の値を乗じた額の3ヶ月分以下であること

2 吹田市 有 1 要領 8 43,268 0.02% 32,892 4,112 災害：所得500万未満、収入減少：生活保護基準に準ずる所得以下

3 豊中市 有 1 6 51,605 0.01% 1,029,988 171,665
①災害により死亡、心身に障害、または資産に重大な損害を受けたとき。
②申請月を含む過去3か月の収入（見込み額を含む）の平均が前年中の収入額を12で除
して得た額の7割以下、又は生活保護基準以下に著しく減少したとき。

4 箕面市 有 1 1 0 17,588 0.00% 0 0 生活保護相当世帯

5 池田市 有 1 9 13,311 0.07% 未回答

・災害により世帯主が死亡し、障がい者となり、又は居住する住宅が著しい損害を受けた
とき。
 ・①～③の理由により世帯収入が著しく減少したときにおける世帯収入見込みが生活保
護の「基準額」以下でありかつ、預貯金の合計額が基準額の3月分に相当する額以下であ
るとき。
① 事業又は業務の休廃止、失業
② 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁
③ 世帯主（主たる生計維持者を含む）の死亡、入院、傷病

6 高槻市 有 1 9 45,223 0.02% 4,561,754 506,862

【減額基準】以下の3点を全て満たすこと。①世帯主及び被保険者の申請月を含む前後3
ケ月の収入を平均した額が生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに定める保護
の為の保護金品に相当する金額の合算額の130％以下であること。②1ケ月の一部負担
金所要見込額が平均収入月額から申請月の生活保護基準生活費を差し引いた額よりも多
いこと　③次のいずれかに該当し、世帯主及び被保険者の平均収入月額が前年一年間の
収入平均月額より減少したことにより、一部負担金の支払いが困難であると認められる場
合。
ア　事業又は業務の休廃止、失業により収入が減少したとき
イ　干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁により収入が減少したとき
ウ　世帯主（主たる生計維持者を含む）の死亡、入院、傷病により収入が減少したとき。
【免除対象基準】以下の①に該当、もしくは②～④の3点を全て満たすこと。　
①震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、世帯主（主たる生計維持者を含
む）が死亡し、障がい者となり、又は居住する住宅について著しい損害（①全壊、全焼、大
規模半壊②半壊、半焼③火災による水損又は床上浸水）を受けたとき。
②世帯主及び被保険者の対象期間における平均収入額が生活保護基準生活費に別表右
欄の値を乗じた額以下であること。
③世帯主及び被保険者の別表左欄のそれぞれの対象期間における預貯金の合計額が生
活保護基準生活費に別表右欄の値を乗じた額の3ヶ月分以下であること。
④上記減額基準③ア、イ、ウのいずれかに該当すること。
【別表】対象期間：一部負担金減免基準
令和元年9月まで：990/885
令和元年10月から令和2年9月まで：990/870
令和2年10月以降：1155/1000

7 茨木市 有 1 1 0 33,909 0.00% 0 #DIV/0! 生活保護基準以下
8 摂津市 有 1 1 1 46 11,600 0.40% 574,946 12,499 大阪府国民健康保険運営方針の大阪府内共通基準等に基づく
9 豊能町 有 1 3,253 0.00% 0 府基準に準拠
10 能勢町 有 1 0 1,883 0.00% 0 #DIV/0! 対象者の収入が生活保護法第11条1項1号から3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額以下でかつ、預貯金が生活保護基準の3カ月以下である世帯
11 島本町 有 1 0 3,872 0.00% #DIV/0! 大阪府統一基準に準ずる
12 堺市 有 1 2 112,801 0.00% 615,808 307,904 その他
13 高石市 有 1 7,485 0.00% #DIV/0! 府基準
14 泉大津市 有 1 1 0 9,732 0.00% 0 #DIV/0!
15 岸和田市 有 1 0 26,140 0.00% #DIV/0! その他
16 貝塚市 有 1 0 10,795 0.00% 0 #DIV/0! 大阪府国民健康保険運営方針
17 泉佐野市 有 1 0 13,105 0.00% 0 #DIV/0!
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自治体名

　　　　　　一部負担金減免制度
実
施
の

実施の根拠 20年度
適用件
数

20年度
加入世帯
数

20年度
利用率

20年度
影響額

一件あた
り助成額 対 象 基 準

有
無
条
例
規
則
要
綱 その他

18 和泉市 有 1 1 1

1（東日本
大震災に
係る厚生
労働省通
知等）

66 23,569 0.28% 976,056 14,789

○世帯主又はその世帯の状況が次の（1）または（2）のいずれかに該当し、世帯主及び生
計を一にする世帯員が利用し得る資産、能力の活用を図ったにもかかわらず、生計が一時
的に著しく困難となった場合において、生活保護法の適用を受けなければ生活を維持で
きない程度の状態と認められたとき。
（1）一部負担金の納付義務者（以下「納付義務者」）の属する世帯の世帯主又はその世帯に
属する者であって主としてその収入により生計を維持する被保険者が申請日前1年の間
において、震災、風水害、落雷、火災又はこれに類する災害により、次に掲げるいずれ化
の事由に該当した時。
①世帯主（主たる生計維持者を含む）が死亡し、障がい者となったとき。
②居住する住宅について著しい損害（全壊、全焼、大規模半壊、半壊、半焼、火災による
水損又は床上浸水）を受けたとき。
（2）納付義務者の属する世帯の世帯主又はその世帯に属する者であって主としてその収
入により生計を維持する被保険者が申請日1年の間において、次に掲げる事由等により、
世帯収入が著しく減少したとき。
①干ばつ、冷害、凍霜害による農作物の不作、不漁
②業若しくは業務の休廃止及び失業
③世帯主（主たる生計維持者を含む）の死亡、入院、傷病
④①から③に掲げる理由に類する事由があったとき

○上記の世帯収入が著しく減少したときの基準は、世帯収入見込みが、生活保護基準に
下表の値を乗じた額以下であり、かつ、申請時点での預貯金の額が生活保護基準に下表
の値を乗じた額の3ヶ月以下であること。
対象期間：減免基準
1.2018年9月30日まで：11/10
2.2018年10月1日から2019年9月30日まで：990/885
3.2019年10月1日から2020年9月30日まで：990/870
4.2020年10月1日以降：1,155/1,000

19 泉南市 有 1 0 8,901 0.00% 0 #DIV/0! 震災・風水害などの災害により、世帯主が死亡・障がい者となり又は居住する住宅について著しい損害を受けたとき。もしくは事業の廃止等により世帯収入が著しく減少したとき。
20 阪南市 無 7,898 #DIV/0!
21 忠岡町 有 1 0 2,316 0.00% 0 #DIV/0! 生活保護基準×1.2で得られる収入額以下の世帯
22 田尻町 有 1 0 945 0 #DIV/0! 災害により、世帯主が死亡、障害者となり、又は居宅が著しい損害を受けた時、事業の休止、廃止、若しくは失業等により世帯収入が著しく減少したとき
23 熊取町 有 1 大阪府統

一基準 23 5,812 0.40% 317,826 13,819 大阪府統一基準
24 岬町 有 1 0 8,901 0.00% 0

25 守口市 有 1 1 6 20,375 0.03% 0 0
（1）震災・風水害・火災その他これらに類する災害により死亡・若しくは重度の身体障害
者となり、又は資産に重大な被害を受けたもの　（2）事業若しくは業務を休止、若しくは
廃止し、又は失業したことにより収入が著しく減少した者 （3）その他市長が特別の理由
があると認めた者

26 門真市 有 1 0 19,387 0.00% 0 #DIV/0!
27 四條畷市 有 1 2 7,269 0.03% 18,579 9,290 その他
28 枚方市 有 1 27 52,064 0.05% 341,214 12,638
29 寝屋川市 有 1 要領 未記入 33,635 #VALUE! 未記入 #VALUE! 未記入
30 大東市 有 1 6 17,563 0.03% 960,962 160,160 別紙要綱参照
31 交野市 有 1 6 9,251 0.06% 426,744 71,124 災害や業務の休廃止等で収入が生活保護基準以下でかつ預貯金が基準額の3か月以下である世帯
32 松原市 有 1 1 取扱基準 2 17,688 0.01% 1,807,157 903,579 大阪府基準
33 羽曳野市 有 1 0 15,723 0.00% 0 #DIV/0! 大阪府基準
34 藤井寺市 有 1 0 8,946 0.00% 0 #DIV/0! その他
35 富田林市 有 1 0 15,363 0.00% 0 #DIV/0!

36 河内長野市 有 1 0 15,309 0.00% 0 0
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により居住する住宅に損害を受けたり、事
業若しくは業務の廃止、休止又は不振により収入が著しく減少したりしたことにより、利
用し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金を全額負担すること
が困難であると認められる世帯。

37 大阪狭山市 有 1 0 7,477 0.00% 0 0

①震災、風水害、火災その他これに類する災害により、世帯主等が死亡したとき、障がい
者となったとき、又は居住する住宅について著しい損害を受けたとき。
②事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少し、収入や預貯金等の額が生活保護基
準額の1000分の1155（令和元年10月1日～令和2年9月30日の間は870分の990）以
下のとき。

38 河南町 有 1 1 0 2,201 0.00% 0
国保料全額納付世帯
収入が生活保護基準額に1000分の1155を乗じて得た額以下かつ預貯金の合計額が基
準額の3か月分以下

39 太子町 有 1 0 1,769 0.00% 0 0 災害等
40 千早赤阪村 有 1 0 961 0.00% 0 0 府統一基準
41 東大阪市 有 1 70,261 0.00% #DIV/0! 非課税世帯、失業等により世帯収入が著しく減少したとき、震災・火災等の災害による被害を受けたとき

42 八尾市 有 1 320 37,154 0.86% 44,863,094 140,197

国保料全額納付世帯
【入院】・所得や預貯金が基準額以内・対象となる医療費が公費負担を受けていない・診
療月数が過去1年の間に6か月を超えない　【外来】入院の要件に加え、・失業・不作等
で前年より世帯主特定同一世帯所属者を含む国民健康保険加入者全体の収入が3割以
上減少している。または、・直近1年間に災害にあって、家屋が半焼・半壊している（要り
災証明書）

43 柏原市 有 1 96 9,539 1.01% 4,632,818 48,259 生活保護基準の1.2倍以下
合計 0 6 23 24 1 634 1,246,611 0.05% 61,159,838 96,467

※豊能町が未回答
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⑨2020年度一般会計繰入金額（決算見込み） 202106大阪社保協調査
　　加入者一人当繰り入れ金額（円）

①法定繰入金額
（ルール分） ②法定外繰入金額 ③繰り入れ総額 ④国保加入者数2021.3末

法定繰り入れ
分一人当り
①／④

法定外繰り入
れ分一人当り
②／④

繰り入れ総額
一人当り
③／④

1 大阪市 集計中 集計中 #VALUE! 609,102 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

2 豊中市 未確定 未確定 #VALUE! 81,134 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

3 池田市 未回答 未回答 #VALUE! 19,872 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

4 豊能町 168,229,812 0 168,229,812 5,087 33,071 0 33,071
5 能勢町 118,277,110 0 118,277,110 3,082 38,377 0 38,377
6 箕面市 8,745,057,000 0 8,745,057,000 26,918 324,878 0 324,878
7 高槻市 2,387,114,395 51,417,484 2,438,531,879 68,879 34,657 746 35,403
8 島本町 317,072,659 0 317,072,659 5,844 54,256 0 54,256
9 茨木市 1,952,357,074 22,116,116 1,974,473,190 51,416 37,972 430 38,402
10 吹田市 2,885,789,598 78,788,935 2,964,578,533 65,287 44,202 1,207 45,408
11 摂津市 後日回答 後日回答 #VALUE! 17,777 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

12 守口市 1,752,446,000 18,479,000 1,770,925,000 30,062 58,294 615 58,909
13 門真市 1,615,701,523 22,848,754 1,638,550,277 28,942 55,825 789 56,615
14 大東市 1,456,789,847 0 1,456,789,847 26,770 54,419 0 54,419
15 四條畷市 585,727,793 585,727,793 11,474 51,048 0 51,048
16 寝屋川市 未回答 未回答 #VALUE! 51,476 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

17 枚方市 3,718,945,799 0 3,718,945,799 79,698 46,663 0 46,663
18 交野市 717,656,765 5,031,325 722,688,090 14,302 50,179 352 50,531
19 東大阪市 後日回答 後日回答 #VALUE! 105,731 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

20 八尾市 2,935,950,800 501,098,000 3,437,048,800 57,693 50,889 8,686 59,575
21 柏原市 819,984,449 4,859,331 824,843,780 14,969 54,779 325 55,103
22 松原市 1,544,465,468 18,623,532 1,563,089,000 27,394 56,380 680 57,060
23 羽曳野市 1,217,000,000 13,000,000 1,230,000,000 25,077 48,531 518 49,049
24 藤井寺市 775,906,502 31,651,000 807,557,502 14,150 54,834 2,237 57,071
25 大阪狭山市 498,553,778 9,939,755 508,493,533 11,731 42,499 847 43,346
26 富田林市 1,257,994,618 6,487,000 1,264,481,618 23,897 52,642 271 52,914
27 太子町 97,073,222 5,543,940 102,617,162 2,968 32,707 1,868 34,575
28 河南町 175,788,051 0 175,788,051 3,599 48,844 0 48,844
29 千早赤阪村 42,617,286 671,233 43,288,519 1,550 27,495 433 27,928
30 河内長野市 1,031,141,898 14,788,388 1,045,930,286 23,707 43,495 624 44,119
31 堺市 集計中 集計中 #VALUE! 172,808 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

32 和泉市 1,511,814,143 1,475,072,195 2,986,886,338 38,230 39,545 38,584 78,129
33 高石市 後日回答 後日回答 #VALUE! 11,848 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

34 泉大津市 782,324,860 10,428,000 792,752,860 15,094 51,830 691 52,521
35 忠岡町 177,571,809 3,699,000 181,270,809 3,630 48,918 1,019 49,937
36 岸和田市 2,210,763,037 25,955,928 2,236,718,965 41,706 53,008 622 53,631
37 貝塚市 915,868,498 0 915,868,498 17,241 53,122 0 53,122
38 泉佐野市 1,165,775,003 0 1,165,775,003 20,533 56,776 0 56,776
39 田尻町 99,305,818 1,556 0 0 63,821
40 熊取町 397,808,228 397,808,228 9,479 41,967 0 41,967
41 泉南市 917,119,990 35,731,726 952,851,716 17,291 53,040 2,066 55,107
42 阪南市 645,157,104 6,712,208 651,869,312 12,454 51,803 539 52,342
43 岬町 179,505,015 0 179,505,015 3,971 45,204 0 45,204

合計 45,721,349,134 2,362,942,850 #VALUE! 1,875,429 24,379 1,260 #VALUE!

※豊能町が未回答
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⑩2021年度一般会計繰入金額（予算） 202106大阪社保協調査
　　加入者一人当繰り入れ金額（円）

①法定繰り入れ
金額

（ルール分）

②法定外繰り入れ
金額

（市町村単独分）
③繰り入れ総額

④国保加入
者数 
21.3末

法定繰り入れ
分一人当り
①／④

法定外繰り入
れ分一人当り
②／④

繰り入れ総額
一人当り
③／④

1 大阪市 28,321,299,000 6,638,737,000 34,960,036,000 609,102 46,497 10,899 57,396
2 豊中市 3,543,887,000 261,264,000 3,805,151,000 81,134 43,679 3,220 46,900
3 池田市 未回答 未回答 #VALUE! 19,872 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

4 豊能町 170,008,000 0 170,008,000 5,087 33,420 0 33,420
5 能勢町 145,128,000 0 145,128,000 3,082 47,089 0 47,089
6 箕面市 1,261,515,000 0 1,261,515,000 26,918 46,865 0 46,865
7 高槻市 2,716,504,000 499,449,000 3,215,953,000 68,879 39,439 7,251 46,690
8 島本町 294,979,000 0 294,979,000 5,844 50,476 0 50,476
9 茨木市 1,995,895,000 119,597,000 2,115,492,000 51,416 38,819 2,326 41,145
10 吹田市 2,838,104,000 88,374,000 2,926,478,000 65,287 43,471 1,354 44,825
11 摂津市 812,864,000 19,456,000 832,320,000 17,777 45,726 1,094 46,820
12 守口市 1,721,761,000 17,871,000 1,739,632,000 30,062 57,274 594 57,868
13 門真市 1,624,546,000 22,836,000 1,647,382,000 28,942 56,131 789 56,920
14 大東市 1,502,571,000 0 1,502,571,000 26,770 56,129 0 56,129
15 四條畷市 608,278,000 0 748,278,000 11,474 53,014 0 65,215
16 寝屋川市 2,357,169,000 137,312,000 2,494,481,000 51,476 45,792 2,667 48,459
17 枚方市 3,223,523,000 0 3,223,523,000 79,698 40,447 0 40,447
18 交野市 744,268,000 10,000,000 754,268,000 14,302 52,039 699 52,739
19 東大阪市 5,889,267,000 394,704,000 6,283,971,000 105,731 55,700 3,733 59,434
20 八尾市 2,962,042,000 43,400,000 3,005,442,000 57,693 51,341 752 52,094
21 柏原市 838,444,000 30,661,000 869,105,000 14,969 56,012 2,048 58,060
22 松原市 145,566,000 16,557,000 162,123,000 27,394 5,314 604 5,918
23 羽曳野市 1,248,913,000 21,433,000 1,270,346,000 25,077 49,803 855 50,658
24 藤井寺市 780,274,000 55,382,000 835,656,000 14,150 55,143 3,914 59,057
25 大阪狭山市 510,864,906 14,085,094 524,950,000 11,731 43,548 1,201 44,749
26 富田林市 1,310,705,000 6,854,000 1,317,559,000 23,897 54,848 287 55,135
27 太子町 94,860,000 6,172,000 101,032,000 2,968 31,961 2,080 34,040
28 河南町 180,464,000 0 180,464,000 3,599 50,143 0 50,143
29 千早赤阪村 47,032,000 797,000 47,829,000 1,550 30,343 514 30,857
30 河内長野市 1,219,381,000 21,230,000 1,240,611,000 23,707 51,435 896 52,331
31 堺市 8,223,926,000 122,057,000 8,345,983,000 172,808 47,590 706 48,296
32 和泉市 1,617,757,000 30,000,000 1,647,757,000 38,230 42,316 785 43,101
33 高石市 632,574,000 21,600,000 654,174,000 11,848 53,391 1,823 55,214
34 泉大津市 780,952,000 39,621,000 820,573,000 15,094 51,739 2,625 54,364
35 忠岡町 182,416,000 3,609,000 186,025,000 3,630 50,252 994 51,247
36 岸和田市 2,194,420,000 26,103,000 2,220,523,000 41,706 52,616 626 53,242
37 貝塚市 1,105,610,000 0 1,105,610,000 17,241 64,127 0 64,127
38 泉佐野市 1,171,676,000 0 1,171,676,000 20,533 57,063 0 57,063
39 田尻町 97,801,000 1,556 0 0 62,854
40 熊取町 393,900,000 393,900,000 9,479 41,555 0 41,555
41 泉南市 951,652,000 30,162,000 981,814,000 17,291 55,037 1,744 56,782
42 阪南市 684,498,000 6,818,000 691,316,000 12,454 54,962 547 55,510
43 岬町 230,969,021 0 230,969,021 3,971 58,164 0 58,164

合計 87,280,461,927 8,706,141,094 #VALUE! 1,875,429 46,539 4,642 #VALUE!

※豊能町が未回答
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⑪保険者支援制度1700億円の影響額 202106大阪社保協調査
保険者支援制度1700億円

2015年度実績 2016年度実績 2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績 2020年度実績 2021年度見込 2021.3末
被保険者数

影響額（一
人当保険料
値下げ額

1 大阪市 4,380,000,000 4,440,000,000 4,310,000,000 4,190,000,000 3,990,000,000 4,110,000,000 4,120,000,000 609,102 6,748

2 豊中市 計上しているが
未把握 81,134 0

3 池田市 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 19,872 #VALUE!

4 豊能町 17,533,575 15,378,479 13,560,996 14,406,693 12,858,815 12,167,000 5,087 2,392

5 能勢町 0 0 0 0 0 0 0 3,082 0

6 箕面市 未把握 未把握 未把握 未把握 未把握 未把握 未把握 26,918 #VALUE!

7 高槻市 779,433,808 778,224,287 769,781,906 740,576,469 683,726,087 706,326,907 743,001,000 68,879 10,255

8 島本町 22,152,486 19,385,227 20,617,165 19,400,201 19,581,738 21,419,899 18,788,866 5,844 3,665

9 茨木市 335,820,231 341,162,594 349,497,559 340,634,000 321,108,000 314,262,000 317,444,000 51,416 6,112

10 吹田市 348,028,678 372,017,740 394,296,722 361,569,590 362,119,982 346,454,463 65,287 5,307

11 摂津市 210,218,310 211,331,565 200,866,576 192,475,999 198,624,764 197,889,984 196,660,000 17,777 11,132

12 守口市 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定 30,062 #VALUE!

13 門真市 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 28,942 #VALUE!

14 大東市 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 26,770 #VALUE!

15 四條畷市 73,484,780 73,684,553 73,684,553 未記入 未記入 未記入 未記入 11,474 #VALUE!

16 寝屋川市 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 51,476 #VALUE!

17 枚方市 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 79,698 #VALUE!

18 交野市 79,817,000 81,338,000 80,485,000 11,471,000 8,642,000 5,031,325 10,000,000 14,302 352

19 東大阪市 808,311,427 799,681,609 736,796,613 743,266,565 743,395,635 802,713,115 763,516,084 105,731 7,592

20 八尾市 646,464,000 694,760,000 671,906,000 681,094,000 636,421,000 608,215,000 717,246,000 57,693 10,542

21 柏原市 118,993,196 118,426,652 112,161,584 103,851,231 108,956,406 109,278,743 111,089,300 14,969 7,300

22 松原市 216,344,157 不明 不明 不明 不明 不明 不明 27,394 #VALUE!

23 羽曳野市 285,928,812 287,130,406 280,958,338 266,448,659 272,050,478 278,679,918 278,680,000 25,077 11,113

24 藤井寺市 101,384,000 78,675,000 74,725,000 76,338,000 82,087,000 83,525,489 82,893,954 14,150 5,903

25 大阪狭山市 136,012,757 130,309,622 120,796,520 119,210,228 121,305,967 122,971,120 128,478,036 11,731 10,483

26 富田林市 105,881,367 114,052,598 105,295,662 105,296,000 未記入 未記入 未記入 23,897 #VALUE!

27 太子町 28,615,587 28,676,044 28,676,044 未記入 未記入 未記入 未記入 2,968 #VALUE!

28 河南町 16,451,330 17,170,446 16,648,099 16,811,673 17,256,115 17,947,144 17,256,000 3,599 4,987

29 千早赤阪村 5,781,226 5,294,726 6,961,108 6,972,186 6,794,271 5,819,878 5,651,000 1,550 3,755

30 河内長野市 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 23,707 #VALUE!

31 堺市 2,050,281,650 2,002,778,854 1,896,432,375 1,846,948,213 1,844,299,821 1,866,522,693 1,771,358,000 172,808 10,801

32 和泉市 157,000,000 383,662,131 377,021,685 410,000,000 407,852,843 395,747,411 419,000,000 38,230 10,352

33 高石市 148,867,092 147,116,893 144,207,259 129,659,951 134,262,487 134,263,000 137,397,731 11,848 11,332

34 泉大津市 78,339,659 76,690,440 79,446,356 93,641,254 93,559,665 82,583,408 88,971,847 15,094 5,471

35 忠岡町 20,507,721 22,127,717 19,548,308 18,880,673 19,698,279 20,611,038 17,083,340 3,630 5,678

36 岸和田市 323,785,553 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 41,706 #VALUE!

37 貝塚市 113,902,427 97,083,948 102,410,000 97,385,000 93,320,000 104,780,607 112,000,000 17,241 6,077

38 泉佐野市 130,000,000 140,000,000 130,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 20,533 5,844

39 田尻町 3,621,984 723,000 1,254,000 2,415,000 2,399,000 1,950,000 2,150,000 1,556 1,253

40 熊取町 58,452,128 68,569,102 57,290,780 56,312,768 63,797,642 66,226,402 9,479 6,987

41 泉南市 569,435,077 564,524,139 536,620,904 523,910,467 586,663,671 639,486,000 639,001,000 17,291 36,984

42 阪南市 86,000,000 88,000,000 86,000,000 86,000,000 86,000,000 74,000,000 74,000,000 12,454 5,942

43 岬町 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 3,971 #REF!

合計 12,456,850,018 12,197,975,772 11,374,975,820 1,875,429 0
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⑫2020年度国保滞納世帯に対する差押え　　　 202106大阪社保協調査

滞納世帯 財産調査の対象

単独さしおさえ 現金化

不
動
産
預貯金

生命保険

物
品

給
与

年
金

税
還
付
金
総件数 対滞納世

帯比率件
数

その
内学
資保
険等

件数 金額 1件当金
額

1 大阪市 集計中 滞納があれば 集計中 #VALUE! 集計中 集計中 #VALUE!

2 豊中市 8,355 
連絡不通・納付意思の欠
如・約束不履行など現状
では完納に至らない場合

6 182 36 0 0 14 48 2 288 3.4% 190 32,283,654 169,914

3 池田市 未回答 その他 1 106 22 0 0 16 5 12 162 #VALUE! 188 17,125,047 91,091
4 豊能町 169 未記入 0 0.0% #DIV/0!
5 能勢町 0 過年度滞納 1 49 3 0 0 1 0 0 54 #DIV/0! 32 4,692,483 146,640
6 箕面市 2,102 完納見込めない納付計画等 4 121 37 0 12 2 15 191 9.1% 218 26,555,641 121,815

7 高槻市 3,187 差押の必要性が発生した場合 2 60 15 0 0 17 29 0 123 3.9% 未集計 未集計 #VALUE!

8 島本町 156 過年度滞納 25 1 26 16.7% 26 1,471,594 56,600
9 茨木市 5,384 過年度滞納 34 468 7 1 0 55 23 0 587 10.9% 506 27,629,302 54,603
10 吹田市 7,237 55 21 38 114 1.6% 114 5,046,546 44,268

11 摂津市 1,921 
督促状に定める期限を過
ぎても納付が確認されず、
長期間の滞納があり、完納
の目処が立たない世帯

4 0 1 0 0 0 0 0 5 0.3% 22 2,433,527 110,615

12 守口市 4,487 過年度滞納 3 50 73 0 0 6 0 0 132 2.9% 140 24,119,031 172,279
13 門真市 3,258 過年度滞納 0 333 13 0 0 2 0 1 349 10.7% 319 20,126,722 63,093

14 大東市 7,111 
催告に対して反応がない・
分納履行や続きの納付相
談がない場合

30 156 56 1 0 17 7 3 269 3.8% 147 29,492,990 200,633

15 四條畷市 952 過年度滞納 12 103 15 1 12 4 13 160 16.8% 149 8,625,873 57,892
16 寝屋川市 未記入 過年度滞納 5 113 7 0 1 0 3 1 130 #VALUE! 131 8,705,867 66,457
17 枚方市 未記入 その他 21 18 17 0 0 1 0 0 57 #VALUE! 27 5,399,111 199,967
18 交野市 799 6カ月以上未納 3 152 11 0 0 1 4 11 182 22.8% 224 17,005,113 75,916
19 東大阪市 13,789 過年度滞納 1 394 13 － 0 5 2 0 415 3.0% 305 35,427,475 116,156
20 八尾市 集計不可 過年度滞納 0 10 0 0 0 0 0 0 10 #VALUE! 0 0 #DIV/0!
21 柏原市 1,597 過年度滞納 1 34 3 0 0 5 1 0 44 2.8% 55 3,207,656 58,321
22 松原市 9,400 1 90 8 0 0 2 0 0 101 1.1% 73 5,265,921 72,136
23 羽曳野市 2,965 過年度滞納 0 152 31 0 0 14 0 0 197 6.6% 206 12,227,796 59,358

24 藤井寺市 1,330 
過年度5期以上滞納あり・
納付意思なしと判断した
とき

0 0.0% 6 1,755,312 292,552

25 大阪狭山市 721 納付交渉に応じない滞納者等 1 33 4 0 0 2 0 0 40 5.5% 30 787,886 26,263
26 富田林市 2,642 過年度滞納 0 134 23 0 0 1 0 3 161 6.1% 115 1,034,109 8,992
27 太子町 180 過年度滞納 1 7 1 0 0 0 0 9 5.0% #DIV/0!

28 河南町 315 滞納繰越がある者のうち調査が必要な者 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.3% 0 0 #DIV/0!

29 千早赤阪村 25 高額の滞納がある場合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% #DIV/0!

30 河内長野市 2,017 過年度滞納1万円以上または3期以上滞納 1 53 11 1 3 4 72 3.6% 59 5,368,918 90,999

31 堺市 集計中
督促、催告するも反応が
無い、完納が見込まれな
い、納付能力がない、納付
意思が窺えない場合

0 519 37 ‐ 0 2 2 560 #VALUE! 506 35,900,851 70,950

32 和泉市 2,504 過年度20万円以上滞納 51 106 32 － 0 21 7 15 232 9.3% 130 12,133,884 93,338
33 高石市 未記入 過年度滞納 0 4 0 0 0 0 0 0 4 #VALUE! 4 154,335 38,584
34 泉大津市 1,300 過年度滞納 14 62 39 0 0 24 7 1 147 11.3% 55 6,932,243 126,041
35 忠岡町 104 過年度滞納 0 43 3 0 0 3 0 0 49 47.1% 46 2,726,628 59,275
36 岸和田市 4,061 過年度滞納 21 210 41 不明 11 8 292 7.2% 295 16,908,630 57,317

37 貝塚市 1,951 
接触が取れない、納付の
意志なし、分割納付約束
不履行を繰り返す、完納
の目処が立たない場合

1 37 27 0 0 15 0 1 81 4.2% 44 6,212,367 141,190

38 泉佐野市 1,590 
過年度滞納ある者の内、
納付約束が結ばれてない
者

3 73 12 0 4 12 2 106 6.7% 170 7,293,504 42,903

39 田尻町 77 過年度滞納 20 1 21 27.3% 21 1,226,677 58,413
40 熊取町 512 欠損対象者・分割納付誓約不履行者 0 14 3 0 0 1 3 0 21 4.1% 19 1,697,601 89,347

41 泉南市 978 6ヶ月以上納付がない世帯 9 3 0 1 4 17 1.7% 35 1,551,953 44,342
42 阪南市 722 過年度滞納 0 6 0 0 2 0 0 8 1.1% 6 415,027 69,171
43 岬町 633 過年度20万円以上滞納 0.0% #DIV/0!

合　　計 94,531 277 3,968 642 3 2 271 166 90 5,416 5.7% 4,613 388,941,274 84,314
※豊能町が未回答
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⑬2020年度大阪府内市町村「国保滞納者」に対する滞納処分の停止実施状況 
 202106大阪社保協調査

2020年度
末財産調査
数（件）

総数 無財産 生活困窮 生活困窮のうちの生活
保護受給 所在不明

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

1 大阪市 集計中 集計中 集計中 集計中 集計中 集計中 集計中 集計中 集計中 集計中 集計中

2 豊中市 1,699 454 10,704,440 93 42,070,847 358 64,373,929 313 64,373,929 3 1,259,664

3 池田市 601 27 5,321,171 8 2,182,048 19 3,139,123 19 3,139,123

4 豊能町 未記入

5 能勢町 1,752 61 15,540,616 38 11,134,778 49 1,770,600 11 1,770,600 12 2,635,238

6 箕面市 5,182 144 17,098,943 9 10,136,715 33 5,208,995 33 5,208,995 0 0

7 高槻市 2,713 182 31,737,565 31 16,745,414 151 14,992,151 151 14,992,151 0 0

8 島本町 320 0 0

9 茨木市 3,633 508 63,508,192 3 971,038 473 57,914,430 129 27,458,742 32 4,622,724

10 吹田市 2,783 561 54,258,425 27 16,587,500 0 0 194 23,735,405 1 135,240

11 摂津市 120 84 17,507,930 10 6,731,585 74 10,776,345 73 9,983,393 0 0

12 守口市 4,792 864 110,658,815 737 85,923,112 113 22,734,209 113 22,734,209 14 2,001,494

13 門真市 3,885 620 92,814,715 383 62,694,887 182 23,036,551 161 19,378,247 51 6,773,657

14 大東市 2,915 522 93,131,569 391 57,922,306 111 34,212,713 81 14,059,035 20 996,550

15 四條畷市 4,504 345 30,535,451 130 15,656,470 167 11,714,571 48 3,164,410

16 寝屋川市 2,229 467 46,182,224 127 19,750,504 306 22,983,298 34 3,448,422

17 枚方市 3,197 267 30,920,660 26 11,195,672 239 18,019,488 239 18,019,488 0 0

18 交野市 未集計 39 5,850,080 17 2,743,486 19 3,084,144 19 3,084,144 3 22,450

19 東大阪市 5,327 2,320 155,505,089 1,883 128,806,057 366 22,722,486 － － 71 3,976,546

20 八尾市 720 381 23,059,860 30 3,026,500 0 0 351 20,033,360 0 0

21 柏原市 574 92 12,434,674 67 10,515,044 14 853,232 11 1,066,398

22 松原市 44,797 169 14,703,206 28 1,743,124 134 12,409,558 － － 7 550,524

23 羽曳野市 1,650 4,608 56,022,867 0 0 4,608 56,022,867 0 0 0 0

24 藤井寺市 659 440 65,303,673 423 63,410,150 15 1,255,155 15 1,255,155 2 638,368

25 大阪狭山市 70 97 27,217,249 59 4,671,573 33 21,427,075 16 4,774,899 5 1,118,601

26 富田林市 22,800 2,444 26,801,285 1,806 19,767,864 628 6,981,341 628 6,981,341 10 52,080

27 太子町 102 4 373,310 2 200,250 2 173,060 2 173,060

28 河南町 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 千早赤阪村 30 1 11,830 1 11,830 0 0 0 0 0 0

30 河内長野市 約1,000 185 24,293,230 99 14,796,370 61 8,096,840 25 1,400,020

31 堺市 23,414 620 80,105,782 48 9,824,743 521 64,155,520 ‐ 64,155,520 51 6,125,519

32 和泉市 890 843 83,269,859 690 69,643,276 82 10,449,203 82 10,449,203 71 3,177,380

33 高石市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 泉大津市 未記入 1,009 11,827,197 578 6,039,451 301 4,391,949 113 946,997

35 忠岡町 200 42 5,237,914 12 1,482,500 24 2,992,414 9 859,793 6 763,000

36 岸和田市 3,520 114 25,366,165 8 2,155,900 84 19,762,565 80 19,327,565 22 3,447,700

37 貝塚市 721 108 29,576,481 33 18,014,114 58 8,915,738 58 8,915,738 17 2,646,629

38 泉佐野市 2,667 309 42,691,628 202 30,040,641 550 8,820,386 42 5,817,506 23 2,088,561

39 田尻町 63 5 419,253 2 55,201 2 55,201 3 364,052

40 熊取町 133 8,780,506 106 7,499,305 15 1,042,231 15 1,042,231 12 238,970

41 泉南市 396 77 14,700,098 71 14,531,268 5 121,430 1 47,400

42 阪南市 253 0 0

43 岬町 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入

合計 149,216 19,146 1,333,471,952 8,176 768,626,322 9,797 544,608,798 2,836 371,778,033 668 53,708,594

※豊能町が未回答
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⑭2020年度滞納処分根拠　 202106大阪社保協調査
滞納処分独自マニュアル 滞納処分独自研修

ある ない している していない

1 大阪市 ある 令和2年10月
2日

2 豊中市 国税徴収法等 OJT・府内外の研修に参加

3 池田市 徴収事務マニュアル（おおさか市町村職員研修研究センター
発行）等 OJT

4 豊能町 ない していない
5 能勢町 地方税法による 地方税法による
6 箕面市 法令に基づき執行 大阪府や国保連合会主催の研修に参加
7 高槻市 国税徴収法 担当者間の引継

8 島本町 ・マッセOSAKA徴収事務マニュアル
・法に基づく差押金額計算基準（給与差押）

外部機関主催研修及び非常勤嘱託員として雇用している2名
の徴収支援員よりノウハウ等の共有を図っている

9 茨木市 外部への情
報提供なし

税担当課の任期付き弁護士に毎月一度滞納整理の進捗状況に
ついて報告を行い、適切な事務が行われているか指導を受け
ている。

10 吹田市 国民健康保険法、地方自治法、地方税法、国税徴収法 滞納整理研修への参加、債券管理課からの指導、関係書籍に
よる知識等取得

11 摂津市 法令等に基づいて執行 大阪府国保連合会等、各種団体の主催する研修に参加し知識
の習得に努めている。

12 守口市 国税徴収法 大阪府国民健康保険団体連合会及びマッセOSAKAの研修に
参加することで知識を習得している。

13 門真市 ない 随時、税務署職員OBから教えを受けている

14 大東市 「事務徴収マニュアル」（マッセOSAKA発行）、「地方税法滞
納整理の理論と実務」（ぎょうせい発行）

北河内地区や大阪府主催の研修会に参加し、これらを通して
知識等を共有している。

15 四條畷市 地方税法、国税徴収法、基本通達等 していない
16 寝屋川市 関連法令に基づく 日本経営協会主催の研修による
17 枚方市 ある していない
18 交野市 大阪府市町村研修時の徴収事務マニュアルを参考 大阪府・国保連合会が行う研修会に参加している
19 東大阪市 法令に基づき執行 外部の徴収に関する研修などを通じて知識等を得ている
20 八尾市 ない OJT、府内外の研修参加
21 柏原市 参考書など 新任研修など

22 松原市 関係法令や国税徴収法基本通達の法令解釈等に基づいての
執行。 していない

23 羽曳野市 国税徴収法 外部機関による研修
24 藤井寺市 国税徴収法 法律や通達を読み込んで知識を得ている
25 大阪狭山市 法令やハンドブック、研修で得たマニュアル等 庁外研修に参加し知識を得ている

26 富田林市
内部資料の
ため提出な
し

令和2年8月13
日実施、内部資
料のため提出な
し

27 太子町 地方税法等 していない
28 河南町 国税徴収法等 大阪府や国保連合会の研修へ参加

29 千早赤阪村
国民健康保険法第110条（時効）、第79条の2（滞納処分）、
地方自治法第231条の3（督促、滞納処分）、国税徴収法、地
方税法

前任者からの指導

30 河内長野市 国税徴収法等の法令 大阪府等が行う徴収事務担当者向けの研修会など

31 堺市
滞納処分に関する法令に基づいて執行。
また外部研修を受講し、法令に基づいた実務を学習してい
る。

外部研修に参加及び庁内での知識共有

32 和泉市 ない ない
33 高石市 ない 大阪府国保連合会の実施する研修に参加
34 泉大津市 国保法に準用される地方税等の法令 大阪府や各団体が主催する研修に参加

35 忠岡町 ・国民健康保険法第79条の2
・地方自治法第231条の3第1項及び第3項 大阪府、国保連合会主催の研修会に参加

36 岸和田市 国民健康保険法、地方自治法、地方税法、国税徴収法 財務部納税課主催の合同研修に参加している。2020年度につ
いてはDVD対応。

37 貝塚市 国民健康保険法、国税徴収法、地方税法 OJTや他課（債権回収対策室）との知識共有
38 泉佐野市 国税徴収法・地方税法・滞納処分にかかる研修資料等 大阪府国保連合会等が開催する研修会

39 田尻町 ある
（添付有） 収納担当者研修への参加

40 熊取町 関係法令に基づき執行 国保連合会等の研修を活用している

41 泉南市 国税徴収法及び地方税法 市税徴収担当や市債権管理担当部局と情報交換等を行ってい
る

42 阪南市 ある
（添付有） 大阪府及び国保連合会主催の研修に参加している

43 岬町 ない ない
※豊能町が未回答
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⑮大阪高裁給与振込口座全額差押違法判決について 202106大阪社保協調査
2019年9月大阪高裁給与振込口座全額差押違法判決についてどのように理解し現場に指示をだしているか

1 大阪市
令和元年9月26日大阪高裁判決は、預金債権は差押禁止債権としての属性を継承しないという原則論を踏襲しつつ、具体的事情の下で、預
金債権に対する差押処分が、実質的に差押禁止債権と同視できる場合には、差押禁止の趣旨に反し違法になると判示しているものと理解して
おり、滞納整理にあたっては、そのような裁判例があることも踏まえたうえで慎重に対処するよう指示している。

2 豊中市
給与振込口座の預金差押については、滞納者の生活状況等を調査のうえ、滞納者及び滞納者と生活を一にする親族の生活の維持に必要と考
えられる金額を国税徴収法第76条に定める給与差押禁止額計算の考え方を踏まえて算出し、相当額を除外して残りの金額に対し処分を執行
している。

3 池田市
所得税滞納者の給与口座を給与振込日の2日後に全額差押えられた事案で、大阪高裁が「国税徴収法の差押禁止の趣旨に反するものとして違
法」と判断したものと認識。
差押えについては、その執行によって生活困窮に至らない基準で行うようにしている。

4 豊能町 未記入
5 能勢町 国税徴収法に基づき、振込の内容について生活に必要最低限の給与収入を鑑みた上での口座差押を行うよう指示しています。
6 箕面市 判決内容を踏まえ、これまでと同様、法令を遵守するとともに、個々の事情等を考慮した運用を図るようにしています。
7 高槻市 給与振り込みに使用されている預貯金口座からの差押については、差押禁止額を上回る部分についてのみ対象として実施している。
8 島本町 従来から預貯金差押の際においても国税徴収法における給与の差押禁止金額を考慮した処分を行っている。

9 茨木市 給与の振込口座である預金債権を全額差し押さえることは被保険者の生活に重大な影響を与えることから、より慎重な対応が求められると認
識しており、執行時には適切な対応を行うように指導している。

10 吹田市 給与又は生活をするための収入と思われる金銭が振り込まれている口座を差押える場合は、給与差押禁止額を除いて差押える。給与等振込
後に出金されている場合は、給与差押禁止額から出金されて額を差引き、残りの額を差押える。

11 摂津市 国税徴収法をはじめとする各種法令の趣旨に沿った運用が重要である。今後は、給与差押口座に係る差押えよりも給料債権の差押えを優先し
てして執行することも考えられる。

12 守口市 公平性の観点から法律に基づいた処分を行うように指示している。

13 門真市 給与等が振り込まれた預金につきましては、一般的には預金債権とし転化されているものであり、直ちに違法であるとは考えていません。差押
え取立期間を設けており、納付相談で生活状況等を考慮し、換価の猶予の配慮を行っております。

14 大東市 当該判決については、預金差押の基準を示した重要なものであると理解している。それを踏まえた上で、現場に対しては、基本的に給与振込
日の預貯金差押は差押可能額を基準とし、生活を著しく損なわない範囲にて処分を執行するよう指示を出している。

15 四條畷市 課内周知したうえで、滞納処分執行する際は、慎重に行うようにしている

16 寝屋川市 国税徴収法等の法令や判例に基づき個別の事例ごとに適切に対応しております。今後につきましても、滞納されている方の生活状況等を勘案
していく中で、法令に沿って適切に対応してまいります。

17 枚方市 知っている

18 交野市 2019年9月の大阪高等裁判所において、給与振込口座全額差押の違法判決については、重く受け止めています。給与が振り込まれた口座であ
ると判明した場合は、差押により生活困窮にならないよう考慮し、適切に差押等滞納処分を行っております。

19 東大阪市 給与の入金口座であることが把握できている場合は禁止額を計算した上で差押可能額のみを差し押さえするよう指示しています

20 八尾市 判決の趣旨としては、預金債権に対する差押処分が実質的に差押を禁止された給与等の債権を差押えたものと同視することができる場合は、
違法とされると理解しており、給与により形成された部分の差押え可能金額を超えることがないように考慮させている。

21 柏原市 給与振込口座の差押については、給与差押禁止額の考慮が必要

22 松原市 対象口座の残高のみならず、出入金の流れや使途、他の財産の有無等を把握する事や、対象者の滞納額や収納額、納付履歴等を総合的に勘
案するよう指示。

23 羽曳野市

24 藤井寺市 差押禁止財産にあたる範囲が示された判決であり、本市は以前より口座に振り込まれた預金を債権として直ちに差押えるのではなく、余剰金
がどうか十分精査し、連絡や相談等ない場合において執行している。 

25 大阪狭山市 滞納処分を行う上で差押え可能な範囲を超える可能性がある旨に留意し、慎重に対処するよう指示している
26 富田林市 入金が給与のみのような口座を差し押さえする場合、給与差押と同様に差押禁止額を算出して執行するよう指示しています。
27 太子町 知っている
28 河南町 法に基づく適正な財産調査・滞納処分を行うよう指示している。

29 千早赤阪村
振込数日後の預金は財産ではなく給与とみなし差押えを違法とした。給与は労働者の生活の糧であるため、労働者やその家族の最低生活を保
障するために一定額については差押えが禁止されている。しかし、預金については制限がない。差押えをする場合は、預金残高などの状況を
確認したうえで行う必要がある。

30 河内長野市 未記入

31 堺市
原則、口座に振り込まれた給与は差押禁止財産とはならないが、差押が実質的に差押えを禁止された給与等を差し押さえたものと同視するこ
とができる場合は、差押禁止の趣旨に反するものとして違法となるとの判決。この判決を受け、差押を執行する各区役所へ給与振込口座を差
押える場合、差押禁止額を考慮するよう改めて周知した。

32 和泉市
給与支給日の預金口座差し押さえについては、振込日以前の残余金や給与以外の振込日もあることから判決以前から差し押さえの基準を踏ま
えた対応を行っておりますので、、判決前と判決後の対応による変化はありません。また、本人からの連絡が遅いケースもあるため、換価前に
は「取り立て予告通知」を送付する対応を行っており、滞納者と交渉できるように事務を執行しています。

33 高石市 判決の主旨を踏まえ、法律・条令に則り適切に対応するようにしています
34 泉大津市 通達や判例の趣旨を十分に考慮した上で、差押禁止債権を差し押さえることのないよう十分に配慮するよう指示している。

35 忠岡町 滞納者世帯の財産、総収入、人数、住居は持家か賃貸かなど生活状況の把握に努めたうえで、納付折衝にあたり、差押えする場合は調査した
内容を考慮して執行すること

36 岸和田市
給与が原資である預金残高の差押処分については、給与等と同質のものであると考える。給与振込口座の差押を執行する場合には、推定には
なるが、生活を維持するための額を残すよう考慮している。また、即時取り立てではなく、差押から取り立てまでの期間を設け、滞納者からの
納付相談の機会を作るようにしている。

37 貝塚市 預金口座の差押であっても、実質的に差押を禁止された給与等と同視できる場合は、給与等の一定額について差押禁止額が発生する。給与振
込口座を差押える場合は、給与に係る差押可能額を算出するよう指示している。

38 泉佐野市
この判決は、差押処分を違法としたものではなく、差押可能金額を超える部分に対して不当利得と認容されたものであり、本市では従来より、
給与振込日などで原資が給与のみと判断できる場合は、給与の差押基準に準じ、差押金額を上回る部分のみ差押えを執行している。なお、生
活困窮の申出に備え即時取立は行っていない。

39 田尻町 給与振込時の口座差押えは、給与差押えと同義。
40 熊取町 改めて、給与等差押禁止財産について再確認すること
41 泉南市 給与差押可能額を算出の上、差押の可否について判断している。

42 阪南市
・給与等が口座に振込され預金債権になった場合でも、実質的に差押禁止財産と同視することができる場合があるというもの。・保険料負担
の公平性を確保するため、催告や通知によっても納付がなく連絡もない場合について財産調査を行い、個々の実態を把握したうえで法令にも
とづき適正に滞納処分を行うこととしています。 

43 岬町 知っている
※豊能町が未回答
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⑯2020年度滞換価の猶予実績　 202106大阪社保協調査
申請猶予 職権1号 職権2号 最長6年のことを

申請数 決定数 金額 件数 金額 件数 金額 知っている 知らない
1 大阪市 集計中 集計中 集計中 未集計 未集計 未集計 未集計 1
2 豊中市 0 0 0 1
3 池田市 0 0 0 0 0 0 0 1
4 豊能町 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入
5 能勢町 0 0 0 0 0 0 0 1
6 箕面市 0 0 0 0 0 0 0 1
7 高槻市 0 0 1
8 島本町 0 0 0 1
9 茨木市 127 127 25,977,555 0 0 0 0 1

10 吹田市 0 0 0 0 0 0 0
※期間6年
は関係法令
等から確認
できず。

11 摂津市 0 0 0 0 0 0 0 1
12 守口市 0 0 0 1
13 門真市 0 0 0 49 4,722,910 0 0 1
14 大東市 0 0 0 抽出不可 1
15 四條畷市 0 0 0 0 0 0 0 1
16 寝屋川市 0 0 0 未記入
17 枚方市 0 0 0 1
18 交野市 0 0 0 0 1
19 東大阪市 未把握 未把握 未把握 未把握 未把握 未把握 未把握 1
20 八尾市 0 0 0 0 0 0 0 1
21 柏原市 0 0 0 0 0 0 0 1
22 松原市 0
23 羽曳野市

24 藤井寺市 0 0 0

※原則最大
2年に実施し
ているが、事
情があれば
2年を超える
換価の猶予
を実施。件
数は未把握。

25 大阪狭山市 0 0 0 0 0 0 0 1
26 富田林市 4 4 690,848 8 828,990 0 1
27 太子町 1
28 河南町 0 0 0 0 0 0 0 1
29 千早赤阪村 0 0 0 0 0 0 0 1
30 河内長野市 6 2,061,814 未記入

31 堺市 0 0 0

※地方税法
の規定では、
職権による
換価の猶予、
申請による
換価の猶予
とも最大1
年、延長の
場合合わせ
て最大2年
である。

32 和泉市 未把握 1
33 高石市 0 0 0 1
34 泉大津市 1 1 384,100 未記入
35 忠岡町 0 0 0 0 0 0 0 1
36 岸和田市 0 0 0 1
37 貝塚市 0 0 0 1
38 泉佐野市 0 0 0 3 1,498,600 2 764,800 1
39 田尻町 0 0 0 0 0 0 0 1
40 熊取町 0 0 0 1
41 泉南市 0 1
42 阪南市 0 0 0 0 0 0 0 1
43 岬町 未記入 未記入

合計 132 132 27,052,503 66 9,112,314 2 764,800 23 10
※豊能町が未回答
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,50
0,0
00

4,9
04

11
,36
3

75
,13
0,0
00

6,6
12

東
大
阪
市

23
.4%

25
.8%

27
.5%

28
.1%

29
.1%

28
.4%

25
.5%

50
.0%

○
○

○
無
料

1
1

71
,33
8 
19
3,0
37
,88
3

2,7
06

78
,36
8

24
9,8
27
,00
0

3,1
88

八
尾
市

26
.9%

30
.9%

31
.4%

31
.1%

32
.0%

30
.0%

○
○

○
○

無
料

1
1

14
,08
7 
13
8,2
01
,71
6

9,8
11

42
,28
9

10
4,3
71
,29
2,0
00

2,4
68
,04
8

柏
原
市

36
.4%

39
.7%

39
.5%

35
.8%

40
.1%

40
.5%

35
.4%

55
.0%

○
○

○
○

無
料

1
11
,80
1 

47
,05
1,8
17

3,9
87

11
,64
9

50
,80
2,0
00

4,3
61

松
原
市

25
.2%

25
.0%

25
.2%

25
.3%

26
.8%

27
.7%

25
.0%

30
.0%

○
○
○
○
○
○
○

○
○

無
料

1
1

21
,27
7 

70
,00
8,7
18

3,2
90

20
,83
7

85
,60
0,0
00

4,1
08

羽
曳
野
市

36
.1%

37
.2%

36
.7%

36
.0%

38
.0%

36
.0%

35
.0%

50
.0%

○
○

○
○
○

○
○

無
料

1
17
,44
0 

54
,95
6,0
00

3,1
51

19
,34
6

71
,62
1,0
00

3,7
02

藤
井
寺
市

31
.9%

41
.0%

43
.4%

43
.4%

47
.6%

44
.4%

36
.1%

55
.0%

○
○

○
○

無
料

1
9,6
94
 
52
,44
6,0
00

5,4
10

10
,37
0

51
,34
1,0
00

4,9
51

大
阪
狭
山
市

31
.2%

32
.9%

33
.6%

33
.4%

35
.6%

34
.4%

34
.6%

50
.6%

○
○

○
○
○
○

○
○

無
料

1
9,2
92
 
45
,49
8,7
46

4,8
97

9,1
55

44
,89
5,1
27

4,9
04

富
田
林
市

34
.3%

38
.5%

37
.9%

37
.6%

39
.9%

38
.7%

34
.0%

52
.0%

○
○
○
○
○
○
○

○
○

無
料

1
18
,96
5 

19
,12
0,8
16

1,0
08

18
,74
4

未
回
答

#V
AL
UE
!

太
子
町

33
.5%

33
.6%

35
.2%

35
.5%

36
.3%

37
.7%

38
.0%

60
.0%

○
○
○
○
○
○
○

○
無
料

1
1

2,1
58
 

7,0
08
,12
2

3,2
48

2,3
25

8,8
77
,00
0

3,8
18

河
南
町

41
.5%

44
.9%

43
.5%

41
.4%

42
.3%

41
.8%

19
.6%

57
.0%

○
○
○
○

○
無
料

1
1

2,6
27
 

7,0
96
,12
2

2,7
01

2,8
04

13
,43
7,0
00

4,7
92

千
早
赤
阪
村

37
.0%

40
.0%

38
.3%

38
.1%

39
.2%

40
.6%

38
.0%

54
.0%

○
○
○
○
○
○
○

○
○

無
料

1
50
9 

4,2
93
,56
2

8,4
35

70
2

7,5
24
,00
0

10
,71
8

河
内
長
野
市

39
.1%

40
.5%

38
.7%

38
.2%

39
.5%

39
.6%

35
.1%

50
.0%

○
○
○
○
○
○

○
○

無
料

1
17
,85
3 

75
,53
6,2
42

4,2
31

19
,21
4

13
5,6
10
,00
0

7,0
58

堺
市

26
.6%

27
.7%

27
.1%

21
.4%

27
.2%

27
.4%

未
算
定

43
.0%

○
○
○
○
○
○
○

無
料

1
12
3,6
38
 
32
2,5
61
,01
0

2,6
09

13
4,9
99

39
9,9
07
,00
0

2,9
62

和
泉
市

35
.3%

37
.9%

38
.3%

37
.3%

39
.7%

39
.6%

32
.1%

53
.0%

○
無
料

1
1

26
,31
9 
14
3,8
40
,66
4

5,4
65

28
,16
8

18
9,9
97
,00
0

6,7
45

高
石
市

22
.7%

27
.8%

34
.5%

32
.0%

34
.6%

35
.2%

29
.8%

42
.5%

○
○
○

○
○

無
料

1
1

8,0
09
 
26
,09
7,9
64

3,2
59

8,7
06

未
回
答

#V
AL
UE
!

泉
大
津
市

30
.8%

34
.4%

37
.5%

36
.0%

39
.5%

38
.4%

33
.5%

52
.0%

○
○

○
○
○

○
○

無
料

1
1

10
,46
7 

31
,17
3,2
19

2,9
78

10
,87
6

42
,70
9,5
90

3,9
27

忠
岡
町

23
.6%

32
.6%

32
.0%

30
.3%

33
.1%

33
.7%

28
.2%

50
.0%

○
○

○
○
○

○
○

無
料

1
1

2,5
01
 
16
,66
7,6
30

6,6
64

2,4
32

22
,11
7,0
00

9,0
94

岸
和
田
市

26
.4%

28
.0%

29
.0%

30
.0%

29
.5%

28
.8%

25
.6%

33
.0%

○
無
料

1
1

28
,36
5 

77
,85
5,1
72

2,7
45

30
,91
2

98
,79
6,0
00

3,1
96

貝
塚
市

32
.8%

34
.2%

35
.3%

34
.3%

36
.0%

35
.8%

27
.5%

30
.0%

○
○

○
無
料

1
1

11
,80
0 

35
,70
3,0
00

3,0
26

12
,00
0

55
,03
5,0
00

4,5
86

泉
佐
野
市

32
.0%

33
.3%

33
.7%

33
.7%

32
.7%

33
.9%

30
.0%

50
.0%

○
○
○

○
○
○

無
料

1
1

13
,95
0 

47
,50
7,0
12

3,4
06

15
,29
4

85
,28
9,0
00

5,5
77

田
尻
町

30
.2%

33
.2%

34
.8%

30
.0%

33
.8%

35
.5%

31
.0%

52
.0%

○
○

○
無
料

1
1

1,1
75
 

3,1
78
,40
6

2,7
05

1,1
72

83
1,8
34
,00
0

70
9,7
56

熊
取
町

34
.1%

45
.0%

38
.8%

37
.4%

40
.1%

40
.4%

33
.4%

44
.0%

○
○

○
○
○

無
料

1
1

7,9
01
 
26
,53
2,6
46

3,3
58

8,1
00

36
,14
2,0
00

4,4
62

泉
南
市

32
.0%

31
.5%

32
.2%

32
.0%

32
.2%

31
.8%

27
.8%

34
.8%

○
○
○
○

○
○

無
料

1
1

10
,26
4 

55
,67
8,0
61

5,4
25

10
,24
7

60
,13
6,0
00

5,8
69

阪
南
市

30
.0%

31
.0%

31
.0%

32
.0%

30
.0%

29
.9%

26
.0%

41
.0%

○
○

○
無
料

1
1

9,2
31
 
27
,67
8,5
33

2,9
98

9,8
75

36
,68
3,0
00

3,7
15

岬
町

20
.8%

22
.7%

23
.0%

20
.3%

22
.9%

21
.7%

15
.9%

30
.0%

○
○
○
○

○
○

無
料

1
1

3,3
08
 

6,0
92
,56
5

1,8
42

3,2
76

11
,64
5,0
66

3,5
55

※
池
田
市
・
八
尾
市
が
未
回
答
の
た
め
昨
年
度
回
答
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20
20
年
度
ガ
ン
検
診
実
施
状
況
調
査
　
 

大
阪
社
保
協
20
21
06
現
在

胃が
ん

大
腸が
ん

肺が
ん

乳が
ん

子宮
がん

特
定
健
診と

同時
受
診

その
他
健
診

実
施
形
態

20
20
年
度
決
算

20
21
年
度
決
算

費
用（
円）

受
診
率

費用
（円
）
受
診
率

費
用（
円）

受
診
率

費
用（
円）

受
診
率

費
用（
円）

受
診
率

個
別
健
診

集団
検
診

決
算

利用
対象
者数

一人
当金
額

予
算

利
用対
象
者
数

一人
当金
額

大阪
市

バリ
ウム

集団
　
50
0

個別
　1
,50
0

胃カ
メラ

個別
　1
,50
0

算出
時
期
6

月下
旬

30
0
算出
時

期
6月 下旬

無
料・

喀
痰
細
胞

検
査
40
0

算出
時

期
6月 下旬

超
音
波
　
　

1,0
00
　
　

マン
モ

グラ
フィ
　

1,5
00

算出
時

期
6月 下旬

40
0

算出
時

期
6月 下旬

可能
可能

各区
保
健
福
祉セ
ンタ
ーで
毎
月実

施し
てい
る（
ただ
し、
4～

6月
は

新
型コ
ロナ
感
染
症の
拡
大防
止の

観
点か
ら実
施を
見
送っ
た）
。

1,6
11
,00
0,0
00

21
4,0
00

7,5
28
2,3
85
,00
0,0
00

31
0,0
00

7,6
94

豊中
市

バリ
ウム
　
80
0

胃カ
メラ
　1
,00
0

3.4
9%

30
0

（
特
定

健
診 と同 時
実 施時 は
無 料
）

15
.88
%

無
料

喀
痰
検
査

20
0

3.7
3%

50
0

16
.26
%

60
0　
　

頚
体
部は

1,0
00

25
.85
%

市
民の
利
便
性を
図る
ため
、同
時
実
施

が
可能
にあ
るよ
う調
整し
たい
とこ
ろで

すが
、集
団検
診で
は「
乳が
ん」「
子宮
が

ん」
を特
定
健
診と
別日
に設
定し
てい
ま

す（
ほか
のが
ん
検
診は
同時
実
施
可
）。

また
、胃
カメ
ラ検
査に
つい
ては
集団
検

診で
は
実
施し
てお
らず
、実
施
可能
な

医
療
機関
で
個
別
健
診と
して
実
施
。個

別
検
診で
は医
療
機関
によ
り、
可能
な

検
診を
同時
実
施し
ても
らっ
てい
ます
。

前立
腺
がん
検
診
　
50
0円

可能

市内
各
保
健
セン
ター
を含
む
6か

所で
、8
月を
除い
て各
月実
施
。た

だし
緊
急
事
態
宣言
が
発出
され
た

4・
5月
は
集団
検
診
及び
個
別
検
診

を中
止
、新
型コ
ロナ
ウイ
ルス
感
染

症
感
染
拡
大が
予
想さ
れた

2月
以

降の
集団
検
診を
中心
とし
まし
た。

なる
べく
同じ
曜日
ば
かり
にな
らな

いよ
うに
設
定の
上、
健
診
事
業
者に

委
託
。健
診を
受け
るに
は
事前
予
約

が
必
要
。

34
2,4
89
,06
0

29
0,7
50

1,1
78
43
7,7
46
,00
0

29
1,8
34

1,5
00

池田
市

1,5
00

0.9
%

50
0

5.7
%

喀
痰な
し　

50
0

喀
痰あ
り　

75
0

4.0
%

集団 60
0　
　
　

個
別 75
0

2.6
%

頚
部 60
0　
　
　

頚
体
部

1,0
00

5.4
%

胃
･肺
･大
腸
･前
立
腺
がん

肺が
ん（
低
線
量
CT
検
査
） 

3,5
00
円

乳が
ん（
超
音
波
）　
60
0円

前立
腺
がん
　
80
0円

可能
自主
機関
で
毎
月健
診日
を設
定し
、

実
施し
てい
る。

74
,99
4,5
78

11
,55
1

6,4
92

76
,66
1,6
43

18
,10
5

4,2
34

豊
能町

バリ
ウム

集団
　
50
0

個
別
　
2,0
00

2.7
%

集団 20
0　
　
　

個
別
　

50
0

3.6
%

30
0

3.0
%

集団 50
0　
　
　

個
別
　

2,0
00

8.8
%

集団 50
0　
　
　

個
別 80
0

7.7
%

個別
：胃
がん
・大
腸が
ん

集団
：肺
がん

可能
町の
保
健
福
祉セ
ンタ
ーと
公
共
施

設で
5月
～
12
月ま
で
健
診日
を決

定し
てい
る。

48
,60
0,0
00

#D
IV
/0
!

#D
IV
/0
!

能勢
町

1,1
00

40
0

50
0

1,2
00

90
0

可能
可能

大
腸が
ん
検
診と
肺が
ん
検
診の
み

町の
国保
診
療
所で
実
施

#D
IV
/0
!

箕
面市

無
料

集
計中

無
料

集
計中

無
料

集
計中

無
料

集
計中

無
料

集
計中

可能
前立
腺
がん
　
無
料

可能
23
0,1
22
,14
4

50
,13
2

4,5
90
28
0,4
07
,18
8

51
,87
1

5,4
06

高
槻
市

無
料

男性
　

5.5
％　

女
性
　

8.2
％

無
料

男性
　

5.3
％　

女
性
　

11
.4％

無
料

男性 7.7
％

女
性

14
.3％

無
料

16
.8%

無
料

23
.5%

集団
検
診：
胃が
ん、
大
腸が
ん、
肺が
ん、

前立
腺
がん
検
診

個
別
検
診：
医
療
機関
によ
る

前立
腺
がん
　
無
料

可能
市の
保
健
セン
ター
で
毎
月健
診日

を設
定し
てい
る。
（
肺が
ん、
前立
腺

がん
検
診は
特
定
健
診と
同時
に公

民
館
等で
も実
施あ
り）

70
0,3
46
,26
4（
肺
）

13
8,8
95
人

（
大
腸
）

13
8,8
95
人

（胃
）

84
,69
9人

（
子宮
）

10
6,9
87
人

（
乳
）

 71
,46
8人

（
前立
腺
）

40
,64
5人

87
4,5
04
,00
0（肺

）1
37
,79
6人

（大
腸）

13
7,7
96
人

（胃
）8
5,1
21
人

（子
宮）

10
6,0
60
人

（乳
）7
0,8
04
人

（前
立腺
）

41
,03
2人

島
本町

バリ
ウム
　
50
0

胃カ
メラ
　
2,0
00

3.9
%

集団
 

50
0

個
別
 

70
0
20
.6%

50
0

（喀
痰
 

集団
30
0・

個
別
40
0）

28
.3%

集団 1,0
00

個
別

1,2
00

17
.9%

集団
 40
0

個
別
 50
0
34
.3%

可能

ピロ
リ菌
検
査
 1,
00
0円

前立
腺
がん
検
査
 1,
00
0円

※共
に島
本町
国民
健
康
保

険
加入
者（
特
定
健
康
診
査

受
診
者
）の
み

骨
粗し
ょう
症
検
査
 

1,0
00
円

肝
炎ウ
ィル
ス健
診

（
B, 
C型
） 各
50
0円

※島
本町
国民
健
康
保
険と

後
期高
齢
者医
療の
被
保
険

者は
、ピ
ロリ
菌
検
査と
前

立
腺
がん
検
査を
除き
無
料

可能
島
本町
ふ
れあ
いセ
ンタ
ーで
健
診

日を
設
定し
て、
事前
予
約制
で
実

施
。地
域の
集
会
所で
年
1回
実
施
。

46
,91
0,0
64

6,3
99

7,3
31

51
,88
4,2
00

7,1
80

7,2
26

茨
木
市

50
0

1.5
%

30
0

6.3
%

30
0

6.5
%

80
0

5.8
%

50
0

7.8
%
胃（
集団
検
診
時の
み
）･
肺
･大
腸
･子
宮

･乳
がん
（
一部
医
療
機関
のみ
）

肝
炎
検
査
30
0円
、

前立
腺
がん

30
0円
、

胃が
んリ
スク
検
診
40
0円
、

骨
粗し
ょう
検
診
 1,
00
0円

茨
木
市医
師
会

との
契
約
及び

非医
師
会
加入

機関
との
個
別

契
約

茨
木
市
保
健医
療セ
ンタ
ーに
て健

診
業
者が
実
施

31
2,9
59
,00
0

51
,20
9

6,1
11
37
7,6
03
,00
0

64
,77
2

5,8
30

‐ 74‐



胃が
ん

大
腸が
ん

肺が
ん

乳が
ん

子宮
がん

特
定
健
診と

同時
受
診

その
他
健
診

実
施
形
態

20
20
年
度
決
算

20
21
年
度
決
算

費
用（
円）

受
診
率

費用
（円
）
受
診
率

費
用（
円）

受
診
率

費
用（
円）

受
診
率

費
用（
円）

受
診
率

個
別
健
診

集団
検
診

決
算

利用
対象
者数

一人
当金
額

予
算

利
用対
象
者
数

一人
当金
額

吹田
市

バリ
ウム
　1
,00
0

胃カ
メラ
　
2,0
00

6.6
%

30
0
18
.5%

40
0

16
.7%

1,0
00

37
.7%

50
0

37
.6%

胃
バリ
ウム
検
診
以
外
は
特
定
健
診と
同

時に
受診
可能
。大
腸・
前立
腺が
ん検
診

は
特
定
健
診と
同
時
に
受
診
可
能
で
ある

が、
それ
以
外
のが
ん
検
診
は
医
療
機
関

によ
って
実
施し
てい
る検
診が
異な
る。

前立
腺
がん
　
70
0円

可能
胃が
ん（
バリ
ウム
）、
肺が
ん、
大
腸

がん
のみ
市の
保
健
セン
ター
で
毎

月健
診日
を設
定し
てい
る。

29
9,8
01
,09
6

69
,01
8

4,3
44
36
5,7
28
,94
3

81
,56
3

4,4
84

摂
津
市

90
0

7.2
%

50
0
12
.6%

70
0

13
.8%

70
0

18
.4%

60
0

26
.5%

集団
：胃
･大
腸
･肺
・前
立
腺
がん
、個
別：

前立
腺
がん

前立
腺
がん
　
2,0
00
円

可能
保
健
セン
ター
へ
委
託し
、毎
月検
診

日を
設
定し
てい
る

19
,99
1,2
32

26
,91
7

74
3

28
,11
8,0
00

26
,91
7

1,0
45

守口
市

1,0
00

4.9
1%

30
0
11
.8%

無
料

25
.6%

40
～

49
歳

1,0
00
円

（
2方
向）

50
歳
以
上

70
0円

（1
方向
）

16
.3%

50
0

11
.5%

大
腸
･肺
･子
宮
･前
立
腺

前立
腺
がん
　
30
0円

子宮
･乳
･

大
腸

市
民
健
康セ
ンタ
ーで
検
診日
を設

定
22
6,9
88
,00
0

24
,69
1

9,1
93
26
5,4
81
,00
0

24
,00
0

11
,06
2

門真
市

80
0

1.4
%

30
0

4.9
%

集団 10
0　
　
　

個
別 40
0

7.4
%

2方
向

1,5
00
円

1方
向

1,2
00
円

5.7
%

頚
部 50
0　
　
　

頚
体
部
　

1,0
00

4.9
%
集団
：肺
がん
のみ

個
別：
受
診
可
能な
医
療
機関
があ
る

可能
市の
保
健
福
祉セ
ンタ
ーな
どで
検

診日
を設
定し
てい
る

95
,79
0,1
53

（胃
･大
腸
･

肺
）
78
,10
8人

（
子宮
）

52
,78
1人

（
乳
）

40
,67
6人

11
6,7
98
,00
0（胃

･大
腸
･肺
）

77
,73
3人
　
　
　
　
　
　

（
子宮
）

52
,58
2人

（
乳
）4
0,5
24
人

大
東
市

バリ
ウム
　1
,00
0　
　
　

胃カ
メラ
　
2,0
00

1.7
3%

30
0

3.9
%

40
0

喀
痰
検
査は

別
途
30
0

4.1
%

1,0
00

11
.1%

40
0

12
.8%

可能
可能

20
20
年
度は
新
型コ
ロナ
ウイ
ルス

感
染
症
拡
大防
止の
ため
集団
健
診

は中
止

66
,56
5,4
61

13
,87
6

4,7
97

79
,34
4,0
00

16
,10
0

4,9
28

四
條
畷
市

バリ
ウム
　
90
0　
　
　

胃カ
メラ
　
3,4
00

2.0
%

30
0
12
.2%

集団 20
0　
　
　

個
別 80
0

12
.8%

40
代

1,1
00

50
代
90
0

12
.9%

80
0

17
.3%

施
設
検
診：
5が
ん同
時

個
別
検
診：
実
施
医
療
機
関
が
受
託し
て

いる
がん
検
診

集
団
検
診：
日程
によ
り胃
＋肺
もし
くは

乳＋
子宮
がん
で
受
診
可能

年
度
内
に
39
歳
に
な
る
人

を
対
象
にし
た
｢3
9歳
（
ｻﾝ
ｷ

ｭｰ）
検
診
｣を
実
施
。自
己
負

担
 14
,30
0円
（
税
込
）。
令

和
2年
 84
人申
込
み
、受
診

者
 74
人（
対
象
者
55
9人
）

受
診
率
13
.2％

大阪
府内
の受

託医
療
機関

保
健
セン
ター
で
年
10
回（
うち
3回

は
女
性
総
合
が
ん
検
診
、胃
･肺
･乳
･

子宮
がん
の同
時
受
診
可能
）。
田原

支
所で
年
2回
（胃
･肺
の日
、乳
･子

宮の
日が
ある
）

29
,44
3,6
16

16
,56
2

1,7
78

34
,67
6,0
00

16
,56
2

2,0
94

寝
屋
川市

デジ
タル
　
2,0
00

間接
　
70
0

2.3
%

30
0

4.4
%

20
0

3.8
%

70
0

6.2
%

70
0

5.0
%

可能
可能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

申込
受
付
期間

は
4～

3月

市の
保
健
福
祉セ
ンタ
ーで
毎
月健

診日
を設
定し
てい
る。
申込
受
付
期

間は
、4
～
11
月。

12
7,7
16
,69
1

17
0,3
10

75
0
13
1,5
72
,86
9

17
2,6
16

76
2

枚
方市

2,0
00

3.5
%

30
0

8.6
%

30
0

9.4
%

1,0
00

10
.0%

50
0

13
.4%

可能
（
個
別の
取
扱医
用機
関が
、特
定
健

診
を
実
施
し
て
おり
、医
療
機
関
が
同
時

実
施の
受け
入
れが
可能
な場
合
）

前立
腺
がん

50
0円

肝
炎ウ
イル
ス
1,0
00
円

ピロ
リ菌
50
0円

可能
37
6,6
80
,00
0

85
,34
0

4,4
14
45
5,7
16
,00
0

97
,75
0

4,6
62

交
野
市

集団
　
60
0

個別
　1
,50
0

9.5
%

60
0
13
.4%

60
0

13
.8%

2,0
00

14
.9%

60
0

21
.7%

集団
健（
検
）診
時は
全が
ん
検
診

個
別
健（
検
）診
時で
は医
療
機関
によ
り

異な
る

胃リ
スク
　
40
0円

肝
炎ウ
イル
ス　
1,0
00
円

前立
腺
がん
　1
,00
0円

可能
保
健
セン
ター
で
5～
3月
に月
2～

6回
健（
検
）診
日を
設
定し
てい
る

55
,12
9,9
07

12
,37
5

4,4
55

71
,01
7,0
00

16
,63
4

4,2
69

東
大阪
市

バリ
ウム
　
50
0

胃カ
メラ
　1
,00
0

12
.1%

80
0
13
.1%

50
0

集団
検
診

では 無
料

12
.6%

80
0

20
.0%

80
0

22
.8%

可能
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
を
40
歳

の乳
が
ん
検
診
対
象
者、
20

歳
の
子
宮
が
ん
検
診
対
象
者

に送
付し
てい
る

可能

市内
3か
所の
保
健
セン
ター
にて
毎

月
検
診
日を
設
定し
、肺
･乳
が
ん
の

集団
検
診を
実
施
。

20
20
年
度
は
、国
保
特
定
健
診
に、

大
腸
･肺
･乳
が
ん
検
診
を
実
セッ
ト

して
休日
に実
施し
た（
10
月）

52
6,6
27
,08
7

32
9,7
05

1,5
97

41
5,0
00

40
9,8
17

1

八
尾市

無
料

5.8
%

無
料

14
.1%

無
料

4.4
%

無
料

20
.0%

無
料

27
.3%

集
団
検
診
とし
て、
胃
･大
腸
･肺
･乳
が

ん
検
診
。個
別
健
診と
して
胃・
大
腸・
肺・

乳・
子宮
が
ん
検
診（
5が
ん
全て
受け
ら

れる
のは

2委
託医
療
機関
）

可能
八
尾
市
保
健
セン
タ
ー
や
出
張
所
等

で
毎
月健
診日
を設
定し
てい
る。

20
8,7
97
,46
0（胃

・肺
・

大
腸
）

87
,31
8人

（
乳
）

55
,71
0人

（
子宮
）

67
,46
0人

25
6,6
30
,00
0（胃

・肺
・大
腸
）

87
,31
8人

（
乳
）

55
,71
0人

（
子宮
）

67
,46
0人

柏原
市

無
料

4.3
%

無
料

5.2
%

無
料

2.9
%

無
料

18
.3%

無
料

17
.9%

大
腸
･乳
･子
宮
頸
が
ん
検
診（
個
別
検

診
）

市
外
施
設
1

件
、市
内
医
療

機
関
で
診
療
時

間
内
実
施
ま
た

は
日時
指
定
で

実
施

市の
保
健
セン
ター
、分
室に
て検
診

日を
設け
て実
施

36
,08
7,1
71

37
,39
6

96
5
41
,76
9,0
00

37
,39
6

1,1
17

松
原
市

胃カ
メラ
　1
,00
0

算
定中

算
定中

算
定中

1,0
00

算
定中

算
定中

集団
：肺
･大
腸
･前
立
腺が
ん
検
診

個
別：
大
腸
･前
立
腺
･乳
･子
宮
が
ん
検

診
前立
腺
がん
検
診
　
無
料

可能
保
健
セ
ン
タ
ー
で
年
間
の
健
診
日を

設
定し
てい
る

12
7,0
25
,35
6

75
,80
6

1,6
76
14
5,7
40
,00
0

87
,40
5

1,6
67
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胃が
ん

大
腸が
ん

肺が
ん

乳が
ん

子宮
がん

特
定
健
診と

同時
受
診

その
他
健
診

実
施
形
態

20
20
年
度
決
算

20
21
年
度
決
算

費
用（
円）

受
診
率

費用
（円
）
受
診
率

費
用（
円）

受
診
率

費
用（
円）

受
診
率

費
用（
円）

受
診
率

個
別
健
診

集団
検
診

決
算

利用
対象
者数

一人
当金
額

予
算

利
用対
象
者
数

一人
当金
額

羽曳
野
市

無
料

5.0
%

無
料

4.6
%

無
料

3.5
%

1,0
00

24
.7%

無
料

26
.2%

不
可能

特
定
健
診の
集団
健
診が
ない
ため
。

可能
市の
公
共
施
設
等に
おい
て胃
･肺
･

大
腸が
んは

37
回、
乳
･子
宮が
ん

は
12
回実
施し
てい
る。

80
,09
2,4
90

15
,82
5

5,0
61
11
0,0
24
,00
0

16
,00
0

6,8
77

藤
井寺
市

50
0

5.8
%

30
0

6.3
%

20
0

5.6
%

50
0

13
.2%

50
0

10
.6%

子宮
がん
検
診

喀
痰
検
査（
対
象
者の
み
）

50
0円

可能
市の
保
健
セン
ター
で
検
診日
を設

定し
てい
る

44
,19
0,2
37

8,9
60

4,9
32

51
,60
8,0
00

11
,37
9

4,5
35

大阪
狭山
市

1,0
00

3.0
%

50
0

6.0
%

50
0

喀
痰
別
50
0
5.4
%

1,0
00

15
.0%

1,0
00

19
.9%

可能
可能

可能
65
,45
5,3
58

12
,37
0

5,2
91

#D
IV
/0
!

富田
林
市

無
料

未
確
定

無
料

未
確
定

無
料

未
確
定

無
料

未
確
定

無
料

未
確
定

胃
･肺
･大
腸が
ん

可能
市の
保
健
セン
ター
で
毎
月健
診日

を設
定し
実
施（
年
2回
は医
療
機関

で
実
施
）

76
,05
9,2
00

14
,97
7

5,0
78
10
0,9
00
,00
0

20
,86
4

4,8
36

太
子町

無
料

9.6
%

無
料

11
.5%

無
料

10
.3%

無
料

21
.8%

無
料

24
.0%

胃が
ん（
バリ
ウム
）・大
腸が
ん・
肺が
ん・

乳が
ん・
肝
炎ウ
イル
ス

肝
炎ウ
イル
ス検
査
　
無
料

可能
町の
保
健
セン
ター
で
健
診日
を設

定
10
,21
3,5
86

3,1
93

3,1
99

1,6
27
,00
0

13
,27
6

12
3

河南
町

バリ
ウム
　
50
0

（
集団
のみ
）

胃カ
メラ
　
2,0
00

（医
療
機関
のみ
）

無
料

無
料

1,0
00

50
0

可能
　
※集
団の
み…
胃が
ん（
バリ
ウ

ム）
、大
腸が
ん、
肺が
ん（
レン
トゲ
ン）
、

乳が
ん、
子宮
がん
、前
立
腺
がん

肺が
ん
検
診（
胸部

CT
）

1,0
00
円

前立
腺
がん
検
診

（P
SA
検
査
）　
無
料

胃ピ
ロリ
菌
抗
体
検
査

（リ
スク
検
査
）　
50
0円

子宮
頸
がん
・

乳が
ん・
胃が

ん（
胃内
視
鏡

検
査
）検
診の

み

保
健
福
祉セ
ンタ
ーで
、5
月
, 6
月
, 

7月
（そ
の中
の
13
日間
）に
健
診日

を設
定し
実
施
。

20
,36
4,5
55

11
,56
8

1,7
60

23
,48
7,0
00

9,4
21

2,4
93

千早
赤阪
村

バリ
ウム
　
無
料

胃カ
メラ
　
2,0
00

7.3
%

無
料

8.1
%

無
料

7.1
%

無
料

18
.5%

無
料

18
.7%

大
腸が
ん

5～
3月
　
指

定医
療
機関
で

実
施

5～
3月
　胃
･大
腸
･肺
がん
検
診

年
5回
、乳
･子
宮頚
がん
検
診は
年

3回
、く
すの
きホ
ール
で
実
施

6,7
63
,00
0

3,8
05

1,7
77

6,1
34
,00
0

3,8
12

1,6
09

河内
長
野
市

1,0
00

13
.8%

50
0
20
.3%

50
0

28
.3%

1,0
00

26
.3%

1,0
00

16
.4%

可能
可能

健
康
推
進
課で
健
診日
を設
定し
て

いる
22
5,0
63
,00
0

54
,81
0

4,1
06
21
9,6
85
,00
0

50
,75
2

4,3
29

堺
市

無
料

集
計中

無
料

無
料

無
料

無
料

可能
胃が
んリ
スク
、

前立
腺
がん
 

自己
負
担
金
無
料

可能
各
保
健
セン
ター
、小
学
校に
おい
て

検
診の
日程
・場
所を
設
定し
てい
る。

78
5,6
31
,77
2

胃　 24
2,0
90
人

肺
　
27
6,0
75
人

大
腸
　

27
6,0
75
人

子宮
　

20
8,3
28
人

乳
　

17
4,7
12
人

胃リ
スク
　

47
,58
9人

前立
腺
　

26
,98
4人

#V
AL
UE
!
84
8,4
59
,00
0

未
抽出

#V
AL
UE
!

和泉
市

バリ
ウム
　
50
0

胃カ
メラ
　
2,0
00

1.6
%

無
料

22
.0%

・集
団
-喀

痰
検
査な
し

･個
別
検
診

-市
追
加
検

査と
同時
実

施の
場
合は

無
料
　

・集
団
-喀

痰
検
査
実

施の
場
合
 

50
0円

・個
別
-単

独
実
施の
場

合
 1,
00
0円

25
.2%

無
料

25
.4%

1,0
00

30
.2%

大
腸
･肺
･乳
･子
宮
･前
立
腺
がん
腫
瘍

マー
カー
検
査

前立
腺
がん

腫
瘍マ
ーカ
ー検
査
　

50
0円
　
24
.5％

可能
市の
保
健
セン
ター
、保
健
福
祉セ
ン

ター
、人
権
文
化セ
ンタ
ーを
活
用し
、

がん
検
診の
種
類に
よっ
て年
間の

検
診日
及び
場
所を
設
定し
てい
る。

16
1,6
64
,59
5

47
,04
1

3,4
37
19
8,7
32
,00
0

54
,06
5

3,6
76

高
石市

50
0

3.0
%

50
0

6.0
%

50
0

4.2
%

50
0

また
は

1,0
00

12
.7%

50
0

18
.9%

肺
･胃
･大
腸が
ん

可能
5～

2月
で
乳
･子
宮
 16
日、
肺
･胃

･大
腸
 21
日設
定し
、総
合
保
健
セン

ター
や市
役
所な
ど公
共
施
設を
利

用し
て実
施し
てい
る

41
,60
6,2
85

35
,08
8

1,1
86

44
,85
0,0
00

35
,12
6

1,2
77

泉
大
津
市

バリ
ウム
　
50
0

胃カ
メラ
　
2,0
00

8.5
%

50
0
17
.0%

50
0

13
.4%

50
0

36
.1%

50
0

37
.3%

胃
･大
腸
･肺
･乳
がん

前立
腺
がん
　
50
0円

受
診
率
 9.
4%

市の
保
健
セン
ター
等で
検
診日
を

設
定し
てい
る

60
,38
7,6
61

11
,59
3

5,2
09

67
,57
5,0
45

14
,03
4

4,8
15

忠岡
町

50
0

2.6
%

50
0

6.2
%

無
料
喀
痰 30
0

4.8
%

50
0

11
.4%

50
0

11
.4%

集団
-胃
･肺
･大
腸
･乳
がん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

個
別（
1機
関）
-全
て

前立
腺
がん
検
診

50
0円

乳が
ん
検
診（
超
音
波
検
査
、

30
代マ
ンモ
不
可
者
）

50
0円

春・
夏
　
5～

7月
秋・
冬
　1
0～
1月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に分
けて
、年
8回
程
度

未
記
入

未
記
入

#V
AL
UE
!

未
記
入

未
記
入

#V
AL
UE
!

‐ 76‐



胃が
ん

大
腸が
ん

肺が
ん

乳が
ん

子宮
がん

特
定
健
診と

同時
受
診

その
他
健
診

実
施
形
態

20
20
年
度
決
算

20
21
年
度
決
算

費
用（
円）

受
診
率

費用
（円
）
受
診
率

費
用（
円）

受
診
率

費
用（
円）

受
診
率

費
用（
円）

受
診
率

個
別
健
診

集団
検
診

決
算

利用
対象
者数

一人
当金
額

予
算

利
用対
象
者
数

一人
当金
額

岸
和田
市

50
0

7.4
%

30
0
15
.7%

胸部
レン
トゲ
ン

検
査は 無
料
、

喀
痰
細
胞
診

検
査
 40
0

18
.8%

1,0
00

18
.3%

50
0

17
.9%

保
健
セン
ター
での
集団
健
診は
、す
べ

ての
がん
検
診と
同時
受
診が
可能
。　

巡回
健
診（
各
市
民セ
ンタ
ー等
）で
は
肺

･胃
･大
腸が
んと
同時
受
診
可能
。医
療

機関
での
個
別
健
診で
は
各医
療
機関
が

市か
ら委
託を
受け
て実
施し
てい
るが

ん
検
診と
同時
受
診
可能
。

生活
保
護
世帯
、市
民
税
非

課
税
世帯
の人
、ひ
とり
親

家
庭医
療
証
所
持の
人
、身

体
障害
者手
帳（
1･2
級
）所

持の
人
、後
期高
齢
者医
療

被
保
険
証
所
持の
人
、中
国

残
留邦
人
支
援
法に
よる
支

援
給
付を
受け
てい
る人
は

一部
負
担
金が
無
料

可能

【
岸
和田
市国
民
健
康
保
険
特
定
健

康
診
査と
がん
検
診（
肺・
胃・
大
腸・

乳・
子宮
がん
）・
骨
粗し
ょう
症
検
診

を同
時
実
施
】保
健
セン
ター
で
年間

28
回（
男性

11
回、
女
性
18
回）
、各

市
民セ
ンタ
ー（
4箇
所
）、
公
民
館

（1
箇
所
）で
年間
各
会
場
1回
ずつ
実

施
。

（た
だし
、市
民セ
ンタ
ー、
公
民
館で

は
肺
･胃
･大
腸が
ん
検
診の
み同
時

実
施
）

【が
ん
検
診（
肺・
胃・
大
腸・
乳・
子

宮が
ん
）の
実
施
】保
健
セン
ター
で

年間
36
回（
男性

6回
、女
性
28
回）

実
施（
うち
男性

5回
、女
性
11
回は

歯
科
検
診
、骨
粗し
ょう
症
検
診を
同

時
実
施
）、
各
市
民セ
ンタ
ー（
4箇

所
）、
公
民
館（
1箇
所
）で
肺・
胃・
大

腸が
ん
検
診を
各
会
場
年間

1回
ず

つ実
施
、同
会
場で
乳が
ん単
独
検

診を
年間

1回
ずつ
実
施
。

13
4,5
88
,00
0

肺
･胃
･大
腸

がん
検
診：

61
,26
1人

乳が
ん
検
診：

38
,85
0人
、

子宮
がん
検

診： 46
,96
7人

17
9,9
57
,00
0

肺
･胃
･

大
腸が
ん
検
診：

61
,26
1人

乳が
ん
検
診：

38
,85
0人
、

子宮
がん
検
診：

46
,96
7人

貝
塚
市

1,0
00

7.2
%

50
0
12
.2%

X-
P

無
料

喀
痰
検
査

50
0

4.8
%

70
0

19
.1%

頚
部 70
0　
　

頚・
体
部
　

1,0
00

16
.6%

可能
いず
れの
検
診も
70
歳
以

上、
市
民
税
非
課
税
世帯
、

生活
保
護
受
給中
は
無
料

可能

胃
･肺
･大
腸が
ん
検
診は
保
健
セン

ター
、山
手
地区
公
民
館で
年に
17

回実
施
。　
子宮
（
年
21
回）
･乳
（
年

26
回）
を保
健セ
ンタ
ー、
山手
地区

公
民
館で
実
施
。胃
・肺
・大
腸・
子宮
・

乳が
ん
検
診と
も年
に
3回
日曜
開
催

あり
。

#D
IV
/0
!

#D
IV
/0
!

泉
佐野
市

バリ
ウム
　
60
0

胃カ
メラ
　
2,0
00

5.2
%

無
料

4.4
%
レン
トゲ
ン

無
料
喀
痰 30
0

2.5
%

1,1
00

12
.7%

頚
部 80
0　
　
　

頚
体
部

1,5
00

18
.5%

可能
可能

夜間
･休
日検
診を
実
施
。主
な
検
診

会
場は
市
役
所
健
診
セン
ター
であ

るが
、大
型商
業
施
設を
含め
、7
カ

所の
地
域で
実
施
。国
保
や国
保
以

外
加入
者の
特
定
健
診と
のセ
ット

など
可能
な限
りセ
ット
検
診と
して

いる
。半
日で
胃
･大
腸
･肺
･乳
･子

宮が
ん
検
診を
受け
られ
るセ
ット
検

診を
設
定
。レ
ディ
ース
デイ
の設
定
。

46
,33
8,8
77

12
,58
8

3,6
81

55
,82
9,0
00

12
,16
1

4,5
91

田尻
町

バリ
ウム
　
60
0

胃カ
メラ
　
2,0
00

6.8
%

無
料
16
.86
%

無
料

9.4
7%

1,0
00

12
.16
%

50
0

17
.15
%

可能

肺が
ん
検
診は
石綿
・結
核

検
診と
共に
実
施
可（
肺が

ん
40
歳
以
上
／そ
の他

20
歳
以
上・
石
綿
検
診は
過
去

にば
く露
した
可能
性の
あ

る方
のみ
）

肝
炎ウ
イル
ス検
診
、そ
の

他骨
粗し
ょう
症、
歯
科
健

診
、後
期高
齢
者の
医
療
健

康
診
査あ
り

可能
年
9日
間（
6月
・1
1月
・2
月）
氏の

保
健
セン
ター
（
ふ
れ
愛セ
ンタ
ー）

にて
健
診を
実
施

7,3
17
,64
2

5,7
44

1,2
74

13
,49
4,8
96

5,7
49

2,3
47

熊
取
町

バリ
ウム
（
集団
）

70
0

胃カ
メラ
（
個
別
） 

2,0
00

3.6
%

無
料

9.0
%

無
料

10
.8%

集団 1,0
00

個
別

1,5
00

19
.2%

集団 50
0

個
別

1,0
00

21
.5%

胃
･大
腸
･肺
がん
・前
立
腺
がん
、肝
炎

ウイ
ルス
検
診

前立
腺
がん

1,0
00
円

肝
炎ウ
イル
ス検
診
　
無
料

可能
町の
保
健
福
祉セ
ンタ
ー（
熊
取
ふ
れ

あい
セン
ター
）で
健
診日
を設
定し

てい
る。

25
,64
9,4
04

5,5
99

4,5
81

34
,46
7,1
23

8,4
66

4,0
71

泉南
市

バリ
ウム
　
80
0

胃カ
メラ
　
2,0
00

バリ
ウム
2.9
%　
　

胃カ
メラ

0.8
%

無
料

10
.7%

40
0

4.2
%

70
0

7.5
%

60
0

11
.5%

胃
･大
腸
･肺
･前
立
腺
がん

前立
腺
がん
検
診

1,5
00
円

可能
市の
保
健
セン
ター
で
、健
診日
を設

定し
て実
施
。

39
,32
2,7
29

6,7
51

5,8
25

36
,99
7,0
00

6,7
51

5,4
80

阪
南市

バリ
ウム
　
 50
0

胃カ
メラ
　
 2,
00
0

4.9
%

無
料

5.9
%

50
0

5.2
%

50
0

12
.5%

50
0

15
.3%

胃が
ん（
バリ
ウム
検
査
）・
大
腸が
ん・
肺

がん
・乳
がん
・子
宮頸
がん

可能
市立
保
健
セン
ター
で
健
診日
を設

定し
てい
る

33
,43
0,8
81

40
,18
5

83
2

40
,29
0,1
17

39
,93
2

1,0
09

岬町
バリ
ウム
　

集団
個別
　
50
0

胃カ
メラ
　

個
別
　
2,0
00

6.6
%

集団 個
別
無
料

10
.9%

集団
無
料

7.9
%

集団
個別 50
0

18
.4%

集団
個別 50
0

19
.9%

集団
：肺
･胃
（
バリ
ウム
）･
大
腸が
ん
検

診
可能
。個
別：
胃（
バリ
ウム
、カ
メラ
）、

大
腸が
ん
検
診
可能
。た
だし
医
療
機関

によ
る。

通
年
実
施

岬町
立
保
健
セン
ター
、町
民
体
育

館、
岬町
文
化セ
ンタ
ー
･青
少
年セ

ンタ
ーで

4, 
5, 
6, 
7, 
10
, 1
1, 
1, 
2月

に日
程を
指
定し
て実
施

12
,83
3,7
51

2,6
43

4,8
56

13
,55
5,0
00

2,7
92

4,8
55

※
池
田
市
・
交
野
市
・
河
南
町
・
河
内
長
野
市
・
高
石
市
・
忠
岡
町
・
岬
町
未
回
答
の
た
め
昨
年
度
回
答
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2020年度人間ドック助成       202106大阪社保協調査

有無 助成条件等 2020年
度利用者 助成額 一人当助

成額
大阪市 有 国保加入者のみ　所得制限なし　　本市が委託する人間ドックの金額から特定

健診費用を差引き、残額の半額を市で負担 21,967 309,407,794 14,085
豊中市 有 国保加入者のみ　所得制限なし 2,500 95,000,000 38,000
池田市 有 国保加入者のみ　所得制限なし　保険料を完納している40歳以上の被保険者を

対象に上限13,000円を支給 135 1,753,880 12,992

豊能町 有 国保加入者のみ　所得制限なし　同一年度、1回の受診に限り13,000を限度に助
成 76 988,000 13,000

能勢町 有 国保加入者のみ　所得制限なし　30歳以上の被保険者に対し、19,400円を上限
として受診費用の半額を助成 44 0

箕面市 有 国保加入者のみ　所得制限なし　特定健診同時受診：13,000円　人間ドックの
み受診：10,500円 1,823 23,564,000 12,926

高槻市 有 国保加入者のみ　所得制限なし　受診費用総額（税込）の8割（上限3万円） 1,621 47,008,982 29,000
島本町 有 国保加入者のみ　所得制限なし　特定検診の検査項目を満たすものについて、上

限13,000円助成 68 884,000 13,000

茨木市 有 国保加入者のみ　所得制限なし 上限2万円。ただし実際の受診費用が上限額を
下回る場合はその金額が助成金の額となる。 619 15,037,000 24,292

吹田市 有 国保加入者のみ　所得制限なし　上限13,000円 364 4,730,550 12,996
摂津市 有 国保加入者のみ　所得制限なし 121 2,917,800 24,114
守口市 有 国保加入者のみ　所得制限なし 133 2,793,000 21,000
門真市 有 国保加入者のみ　所得制限なし 139 3,404,061 24,490
大東市 有 国保加入者のみ 所得制限なし　31,428円のうち19,428円を助成 342 6,644,376 19,428
四條畷市 有 国保加入者のみ　所得制限なし 170 4,274,886 25,146
寝屋川市 有 国保加入者のみ　所得制限なし 407 8,071,690 19,832
枚方市 有 国保加入者のみ　所得制限なし 1,505 19,498,320 12,956
交野市 有 国保加入者のみ　所得制限なし　上限20,000円 170 2,210,000 13,000
東大阪市 有 国保加入者のみ　所得制限なし　指定医療機関で受診した方を対象に、受診費

用の半額（上限21,000円）を助成 590 12,935,294 21,924
八尾市 有 国保加入者のみ　所得制限なし 2,236 58,211,241 26,034
柏原市 有 国保加入者のみ　所得制限なし 581 15,531,217 26,732
松原市 有 国保加入者のみ　所得制限なし 532 10,405,000 19,558
羽曳野市 有 国保加入者のみ、所得制限なし 785 26,106,737 33,257

藤井寺市 有
国保加入者のみ　所得制限なし　　受診費用のうち消費税を除いた額の半額（上
限25,000円）を助成。（単独のオプション検査や脳ドック、PET検査など専門的な
検査のみの受診は助成の対象外）

131 2,830,810 21,609

大阪狭山市 有
国保加入者のみ　所得制限なし　大阪狭山市内受診の場合：一般健診額4万円
のうち上限3万円を助成、市外受診の場合：各医療機関一般健診額のうち受診者
負担金の1万円を差し引いた額を助成（上限3万円）

146 3,902,853 26,732

富田林市 有 国保加入者のみ　所得制限なし 979 22,876,174 23,367
太子町 有 国保加入者のみ　所得制限なし　半額助成 87 1,749,715 20,112

河南町 有
国保加入者のみ　所得制限なし　40歳以上（婦人総合診断は30歳以上）75歳未
満で、国民健康保険に1年以上加入し保険料を完納している人。検査費用の2分
の1相当額を補助

62 1,486,111 23,970

千早赤阪村 有 国保加入者のみ　所得制限なし　一般と脳ドッグを3機関で実施 75 2,433,695 32,449

河内長野市 有
国保加入者のみ　所得制限なし　本人負担、基本項目のみ15,000円助成。追加
項目：費用の3割（上限10,000円）※追加項目は市と検診機関で契約している為
上限10,000円を超えた金額については市の負担

622 22,448,528 36,091

堺市 有 国保加入者のみ　健診料金の約7割助成 8,112 246,826,259 30,427
和泉市 有 国保加入者のみ　所得制限なし　基本検査：28,000円、頭部MRI/MRA検査：

10,000円助成 1,848 45,684,882 24,721
高石市 有 国保加入者のみ　所得制限なし 386 11,337,703 29,372
泉大津市 有 国保加入者のみ　所得制限なし　　30歳以上の加入者1人につき、年度内1回限

り3万円を上限として助成 401 12,030,000 30,000
忠岡町 有 国保加入者のみ　所得制限なし 56 1,570,420 28,043
岸和田市 有 国保加入者のみ　所得制限なし　人間ドック3万円助成　 1,459 31,903,491 21,867
貝塚市 有 国保加入者のみ　所得制限なし　26,000円を上限に助成 448 11,640,660 25,984
泉佐野市 有 国保加入者のみ　所得制限なし 健診費用から利用者負担額を差し引いた額を助

成。 415 15,338,920 36,961

田尻町 有 国保加入者のみ　所得制限なし　人間ドック自己負担 10,000円　脳ドック 
20,000円 27 1,850,060 68,521

熊取町 有 国保加入者のみ　所得制限なし 448 13,280,780 29,645
泉南市 有 国保加入者のみ　所得制限なし 698 19,150,000 27,436
阪南市 有 国保加入者のみ　所得制限なし 682 22,345,641 32,765
岬町 有 国保加入者のみ　所得制限なし 41 1,096,000 26,732

合　　計 54,051 1,163,160,530 21,520
※池田市・八尾市が未回答のため昨年度回答          
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20
20
年
度
大
阪
府
内
市
町
村
歯
科
健
診
　
 

20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査

①
成
人
歯
科
健
診

②
妊
婦
歯
科
健
診

③
寝
た
き
り
高
齢
者
歯
科
健
診

健
診
名

対
象
年
齢

自
己
負
担

受
診
率

健
診
名

対
象
年
齢

自
己
負
担
受
診
率

健
診
名

対
象
年
齢

自
己
負
担

受
診
率

大
阪
市

歯
周
病
検
診

市
内
在
住
の
40
, 4
5, 
50
, 5
5, 
60
, 6
5, 
70
歳

50
0円

0.2
5%

妊
婦
歯
科
検
診

妊
娠
中
の
方（
妊
婦
教
室
に
併
設
し
て
実
施
）
無
料

8.1
%
後
期
高
齢
者
医
療
訪

問
歯
科
健
康
診
査
事

業

大
阪
市
に
在
住
の
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
被
保
険
者
の
方

で
、通
院
に
よ
る
歯
科
健
診
の

受
診
が
困
難
な
方

無
料

対
象
者
か
ら

の
申
込
制
の
た

め
、母
数
等
不

明
で
受
診
率
は

算
出
で
き
な
い

豊
中
市

歯
科
検
診

満
30
～
74
歳
の
市
民
、満
75
歳
以
上
の
生
活
保
護
受
給

者
20
0円

1.7
0%

な
し

な
し

池
田
市

成
人
歯
科
検
診

20
～
74
歳
の
市
民
と
75
歳
以
上
の
生
活
保
護
世
帯
の
方

10
00
円

0.3
5%

未
実
施

在
宅
寝
た
き
り
老
人
等

訪
問
歯
科
健
康
診
査

在
宅
寝
た
き
り
で
通
院
困
難
な

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
方

無
料
受
診
者
　
1人

豊
能
町

成
人
歯
科
検
診

20
20
年
9月
1日
現
在
で
40
, 4
5, 
50
, 5
5, 
60
, 6
5, 
70

歳
の
住
民

50
0円

13
.20
%

な
し

な
し

能
勢
町

箕
面
市

箕
面
市
民
歯
科
健
診

40
～
74
歳
で
年
度
内
に
偶
数
年
齢
に
な
る
市
民

無
料

14
.50
%

箕
面
市
妊
婦
歯
科
健
診

市
内
在
住
の
妊
婦

無
料

11
.8%

箕
面
市
在
宅
寝
た
き
り

高
齢
者
歯
科
保
健
推

進
事
業

65
歳
以
上
の
方
で
在
宅
で
寝

た
き
り
又
は
そ
れ
に
準
ず
る
市

民
無
料

算
定
不
可

高
槻
市

歯
っ
ぴ
ー
検
診（
個
別
検

診
）

集
団
歯
科
検
診

市
民（
18
歳
以
上
）

無
料

妊
婦
歯
科
健
診

15
歳
以
上
高
槻
在
住
の
妊
産
婦

無
料

14
.4%

島
本
町

歯
っ
ぴ
ー
健
診

18
歳
以
上
の
住
民（
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証
を
お
持
ち

の
方
を
除
く
）

無
料

0.9
0%

歯
っ
ぴ
ー
検
診

す
べ
て
の
妊
婦

無
料

29
.1%

な
し

茨
木
市

歯
科
健
康
診
査

40
～
74
歳
か
つ
、受
診
日
時
点
に
お
い
て
茨
木
市
に
住
民

登
録
さ
れ
て
い
る
人

50
0円

11
.40
%

妊
婦
歯
科
健
康
診
査

受
診
す
る
日
に
お
い
て
茨
木
市
に
住
民
登
録

が
あ
り
、
か
つ
茨
木
市
妊
婦
歯
科
健
康
診
査

受
診
券
兼
結
果
通
知
書
の
交
付
を
受
け
て
い

る
妊
婦

無
料

訪
問
歯
科
健
康
診
査

令
和
2年
4月
1日
時
点
に
お

い
て
40
歳
以
上
で
寝
た
き
り
、

ま
た
は
歩
行
困
難
等
の
た
め
通

院
が
で
き
な
い
茨
木
市
に
住
民

登
録
さ
れ
て
い
る
人

50
0 円
分
母
不
明
の
た

め
、回
答
で
き

ま
せ
ん

吹
田
市

吹
田
市
成
人
歯
科
健
康
診

査
30
～
74
歳
、障
が
い
者
は
15
歳
以
上
、
75
歳
以
上
で
大

阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
非
加
入
者

無
料

9.6
0%

吹
田
市
妊
婦
歯
科
健
康
診
査

妊
婦

無
料

39
.0%
吹
田
市
在
宅
要
介
護

者
・
児
訪
問
歯
科
健
康

診
査

歯
科
診
療
所
等
に
通
院
が
困
難

な
者

無
料
受
診
者
　
18
5

人
、対
象
者
未

把
握

摂
津
市

成
人
歯
科
健
康
診
査

満
40
～
74
歳
の
市
民（
生
活
保
護
受
給
者
は
年
齢
の
上

限
な
し
、6
5歳
以
上
74
歳
以
下
で
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
よ
り
障
害
認
定
を
受
け
て
い
る
者
は
除
く
）

50
0円

6.8
0%

摂
津
市
妊
婦
歯
科
健
康
診
査

妊
娠
中
の
方

無
料

35
.3%
高
齢
者
訪
問
歯
科
健

康
診
査

概
ね
60
歳
以
上
の
市
民
で
、在

宅
寝
た
き
り
者
及
び
通
院
困
難

者
無
料
受
診
者
数
37

人

守
口
市

歯
科
健
康
診
査

15
歳
以
上（
後
期
高
齢
者
は
、後
期
高
齢
者
医
療
歯
科
健

診
と
し
て
実
施
）

無
料

妊
婦
歯
科
健
康
診
査

妊
婦

無
料

訪
問
歯
科
健
康
診
査
40
歳
以
上
の
寝
た
き
り
等
で
、

通
院
が
困
難
な
者

無
料

門
真
市

成
人
歯
科
健
康
診
査

30
, 4
0, 
50
, 6
0, 
70
歳

無
料

4.2
0%

妊
婦
歯
科
健
康
診
査

妊
婦
・
産
婦

無
料

19
.3%

な
し

大
東
市

成
人
歯
科
健
康
診
査

20
, 3
0, 
40
, 5
0, 
60
, 7
0歳

無
料

8.7
0%

妊
婦
歯
科
健
康
診
査

妊
婦
と
産
後
1年
未
満
の
産
婦

無
料

24
.3%

な
し

四
條
畷
市

四
條
畷
市
成
人
歯
科
健
診

20
, 3
0, 
40
, 5
0, 
60
, 7
0歳
の
市
民

無
料

10
.10
%
四
條
畷
市
妊
婦
歯
科
健
診

無
料

27
.7%

な
し

寝
屋
川
市

成
人
歯
科
健
康
診
査

1,0
00
円

70
歳
、生
活
保
護

世
帯
及
び
市
民
税

非
課
税
世
帯
の
方

は
無
料
。受
診
者

に
は
令
和
元
年
度

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
る
延
長
者

を
含
む
。

11
.40
%

妊
婦
歯
科
健
康
診
査

妊
婦
届
出
書
を
提
出
し
た
妊
婦

無
料

29
.9%

枚
方
市

歯
周
病
検
診

35
, 4
0, 
45
, 5
0, 
55
, 6
0, 
65
, 7
0歳
の
市
民

50
0円
　
　
　
　
　
　
　

3.9
0%

妊
産
婦
歯
科
健
康
診
査

妊
娠
中
～
産
後
1年
以
内
の
産
婦

無
料

29
.2%

在
宅
訪
問
歯
科
健
康

診
査

18
歳
以
上
で
歯
科
健
康
診
査

を
受
診
す
る
た
め
に
出
向
く
こ

と
が
困
難
な
人

無
料

算
出
不
可

交
野
市

成
人
歯
科
健
診

40
, 5
0, 
60
, 7
0歳

50
0円

3.4
0%

妊
産
婦
歯
科
健
康
診
査

妊
娠
及
び
産
後
1年
未
満
の
産
婦

無
料

21
.3%

東
大
阪
市

成
人
歯
科
健
康
診
査

満
30
, 3
5, 
40
, 4
5, 
50
, 5
5, 
60
, 6
5, 
70
歳
の
市
民

（
75
, 8
0歳
の
生
活
保
護
受
給
者
に
も
実
施
）

無
料

3.3
0%

妊
婦
歯
科
健
康
診
査

東
大
阪
市
在
住
の
妊
娠
中
の
方

無
料

25
.2%

八
尾
市

歯
科
健
康
診
査

満
20
，2
5，
30
，3
5，
40
，4
5，
50
，5
5，
60
，6
5，
70
歳

の
方
と
75
歳
以
上
の
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

の
被
保
険
者
以
外
の
方

無
料

8.7
6%

妊
婦
歯
科
健
康
診
査

八
尾
市
民
の
妊
婦

無
料

34
.6%

な
し
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①
成
人
歯
科
健
診

②
妊
婦
歯
科
健
診

③
寝
た
き
り
高
齢
者
歯
科
健
診

健
診
名

対
象
年
齢

自
己
負
担

受
診
率

健
診
名

対
象
年
齢

自
己
負
担
受
診
率

健
診
名

対
象
年
齢

自
己
負
担

受
診
率

柏
原
市

歯
周
疾
患
検
診

40
～
70
歳
の
5歳
刻
み

無
料

16
.60
%

妊
婦
歯
科
健
康
診
査

妊
娠
中
の
方

無
料

22
.9%
寝
た
き
り
老
人
等
訪
問

歯
科
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

事
業

65
歳
以
上
で
寝
た
き
り
も
し
く

は
行
動
を
自
宅
内
に
制
限
さ
れ

る
者
40
～
65
歳
で
寝
た
き
り
も
し

く
は
行
動
を
自
宅
内
に
制
限
さ

れ
る
者
で
特
に
必
要
と
認
め
ら

れ
る
者

無
料

0.0
%

松
原
市

歯
科
健
康
診
査

20
, 4
0
～
50
, 5
5, 
60
, 6
5, 
70
歳

無
料

算
出
不
可

無
料

6.4
%

羽
曳
野
市

成
人
歯
科
健
診

25
,35
,40
,45
,50
,55
,60
,65
,70
歳

無
料

9.9
0%
妊
娠
中
の
お
母
さ
ん
の
歯
科

健
診

マ
タ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル
参
加
者

無
料

64
.0%

な
し

藤
井
寺
市

藤
井
寺
市
成
人
歯
科
健
康

診
査

35
, 4
0
～
50
, 5
5, 
60
, 6
5, 
70
歳

無
料

8.8
0%
藤
井
寺
市
妊
婦
歯
科
健
康
診

査
妊
婦

無
料

29
.3%

藤
井
寺
市
在
宅
訪
問

歯
科
事
業

40
歳
以
上
の
市
民
で
、疾
病
等

で
通
院
で
き
な
い
方

無
料

0.0
%

大
阪
狭
山
市

成
人
歯
科
健
康
診
査

40
～
60
、7
0歳

50
0円
・
ク
ー
ポ

ン
交
付
者
は
無
料

2.9
0%
マ
マ
パ
パ
教
室
　
歯
の
健
康
・

栄
養
編

初
め
て
赤
ち
ゃ
ん
を
迎
え
る
妊
婦

無
料
参
加
者
　

7人

富
田
林
市

成
人
歯
科
健
康
診
査

満
40
, 5
0, 
60
, 7
0歳
の
人

無
料

13
.90
%

妊
婦
歯
科
健
康
診
査

無
料

34
.8%
（
歯
科
医
師
会
で
実

施
）

太
子
町

成
人
歯
科
健
診

40
,50
,60
,70
歳
に
達
す
る
人

無
料

5.8
0%

妊
婦
歯
科
健
診

母
子
健
康
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
人（
妊
娠

期
間
中
の
人
）

無
料

14
.4%

河
南
町

（
集
団
住
民
健
診
）歯
科
健

診
40
～
70
歳

無
料

1.6
0%

妊
婦
歯
科
健
康
診
査

受
診
日
時
点
で
本
町
に
住
民
登
録
の
あ
る
妊

婦
無
料

26
.5%

（
医
療
機
関
健
診
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

成
人
節
目
歯
科
健
診

40
、5
0、
60
、7
0歳

3.5
0%

千
早
赤
阪
村

成
人
歯
科
健
康
診
査

40
, 5
0, 
60
, 7
0歳
の
人

無
料

8.2
0%

妊
婦
歯
科
健
康
診
査

無
料

33
.3%

実
施
な
し

河
内
長
野
市

歯
周
疾
患
検
診

今
年
40
, 5
0, 
60
, 7
0歳
に
な
る
市
民

無
料

12
.80
%

寝
た
き
り
老
人
等
訪
問

歯
科
健
診

40
歳
以
上
で
概
ね
要
介
護
3

以
上
で
歯
科
医
院
へ
通
院
で
き

な
い
市
民

無
料

0.0
%

堺
市

堺
市
成
人
歯
科
検
診

30
, 3
5, 
40
, 5
0, 
60
, 7
0, 
71
～
74
, 及
び
生
活
保
護
を
受

給
す
る
75
歳
以
上
の
者

50
0円
　
　
　
　
　
　
　
　

～
令
和
2年
度
は

71
歳
以
上
は
無

料
1.7
9%

妊
婦
歯
科
相
談

妊
婦

無
料

2.8
%

和
泉
市

和
泉
市
歯
周
病
検
診
事
業
和
泉
市
民
で
30
, 3
5, 
40
, 4
5, 
50
, 5
5, 
60
, 6
5, 
70
歳
に

達
す
る
人

50
0円

19
.80
%
和
泉
市
妊
婦
歯
科
検
診
事
業

和
泉
市
民
で
、妊
婦
届
の
あ
っ
た
妊
婦

無
料

35
.9%

在
宅
要
介
護
者
訪
問

歯
科
健
康
診
査

和
泉
市
民
で
65
歳
以
上
で
寝

た
き
り
の
た
め
通
院
で
き
な
い

人
無
料

0.0
94
%

高
石
市

歯
周
疾
患
検
診

40
, 5
0, 
60
, 7
0歳

無
料

17
.50
%

妊
産
婦
歯
科
健
診

妊
娠
届
出
時
よ
り
出
産
後
1年
を
経
過
す
る

日
の
前
日
ま
で

無
料

16
.6%

泉
大
津
市

成
人
歯
科
健
診

40
, 4
5, 
50
, 5
5, 
60
, 6
5, 
70
, 7
5歳
以
上
の
生
活
保
護
世

帯
の
方

50
0円

1.2
0%

マ
タ
ニ
テ
ィ
歯
科
健
診

受
診
当
日
に
泉
大
津
市
に
住
民
票
の
あ
る
妊

婦
無
料

23
.4%

在
宅
訪
問
歯
科
健
診

65
歳
以
上

50
0 円

1.1
%

忠
岡
町

成
人
歯
科
健
診

20
歳
以
上
75
歳
未
満
の
町
住
民（
65
歳
以
上
75
歳
未
満

で
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
を
除
く
）

50
0円

2.7
0%

マ
タ
ニ
テ
ィ
歯
科
健
診

町
在
住
妊
婦

無
料

27
.5%

な
し

岸
和
田
市

市
民
歯
科
健
康
診
査

岸
和
田
市
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
が
あ
り
受
診
日
現
在
、

40
～
75
歳
未
満
の
人
、
た
だ
し
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
所
持
の
人
は
対
象
外
。

個
別
　
無
料
、

集
団
 3
00
円

2.4
0%

パ
パ
マ
マ
教
室（
両
親
学
級
）

内
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
実
施
パ
パ
マ
マ
教
室（
両
親
教
室
）に
申
し
込
ん
だ

妊
婦

無
料

10
0.0
%
訪
問
歯
科
健
康
診
査
受
診
日
現
在
、
40
歳
以
上
の
人

で
、自
宅
で
寝
た
き
り
な
ど
の

状
態
に
あ
る
人
。

無
料

算
出
不
可

貝
塚
市

歯
科
健
康
診
査

40
歳
以
上（
後
期
高
齢
者
歯
科
健
康
診
査
事
業
対
象
者
を

除
く
）

無
料

0.4
2%

歯
科
健
康
診
査

妊
婦

無
料

7.9
%

泉
佐
野
市

歯
周
疾
患
検
診

検
診
当
日
40
, 5
0, 
60
,歳
の
市
民

無
料

1.9
0%

妊
産
婦
歯
科
健
康
診
査

妊
娠
中
、出
産
後
1年
以
内
に
そ
れ
ぞ
れ
1回

無
料

17
.6%

田
尻
町

成
人（
妊
婦
）歯
科
健
診

20
歳
以
上（
妊
婦
を
含
み
、後
期
高
齢
者
医
療
費
制
度
対

象
者
は
除
く
）

無
料

2.0
0%

成
人（
妊
婦
）歯
科
健
診

無
料

熊
取
町

成
人
歯
科
健
診

無
料

0.2
0%

妊
婦
歯
科
健
診

熊
取
町
に
住
民
票
の
あ
る
妊
婦

無
料

25
.6%

泉
南
市

歯
周
疾
患
検
診

個
別：
40
, 5
0, 
60
, 7
0歳

無
料

妊
婦
歯
科
健
康
診
査

母
子
健
康
手
帳
発
行
し
た
者

無
料

阪
南
市

成
人
歯
周
疾
患
検
診

40
, 5
0, 
60
, 7
0歳

無
料

0.9
0%

無
料

22
.2%

岬
町

岬
町
一
般
歯
科
健
康
診
査

（
集
団・
個
別
）

15
歳
以
上

無
料

算
出
な
し
妊
婦
歯
科
健
康
診
査（
個
別
）

妊
婦

無
料

22
.8%

※
池
田
市
・
交
野
市
・
河
南
町
・
河
内
長
野
市
・
高
石
市
・
忠
岡
町
・
岬
町
未
回
答
の
た
め
昨
年
度
回
答
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20
20
年
度
乳
幼
児
健
診
 

20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査

前期
乳幼
児健
診

後期
乳幼
児健
診

一歳
半健
診

三歳
児健
診

その
他独
自健
診

①対
象児 数

②受
診児 童数

未受
診児
童

①対
象児 数

②受
診児 童数

未受
診児
童

①対
象児 数

②受
診児 童数

未受
診児
童

①対
象児 数

②受
診児 童数

未受
診児
童

①
-②

出国
確認

訪問 確認
連絡 確認

最終
未

受診
児 数

①
-②

出国
確認

訪問 確認
連絡 確認

最終
未

受診
児 数

①
-②

出国
確 認
訪問 確認

連絡
確 認
最終
未受
診

児数
①
-②

出国
確 認

訪問 確認
連絡 確認

最終
未

受診
児 数

大阪
市

20
,24
6

17
,48
2

2,7
64

なし
なし

なし
不明

21
,31
2

17
,62
4

3,6
88

なし
なし

なし
不明

20
,92
4

19
,34
3

1,5
81

あり
あり

あり
集計
中

15
,10
0

13
,34
9

1,7
51

あり
あり

あり
集計
中
3か
月児

健
診　

対
象
児
童
数　
21
,31
2名
、受
診
児

数　
19
,83
4名
、出
国確

認あ
り、
訪問
確認
あり
、連

絡確
認あ
り、
未確
認未
受診
児数
　集
計中

豊中
市

3,4
86

3,3
20

16
6

2
18

78
0

3,3
20

3,0
68

25
2

3,6
16

3,3
69

10
9

12
17

10
8

0
2,9
06

2,6
90

21
6

5
7

18
4

0
池田
市

69
4

67
2

22
1

3
15

0
67
2

74
4

72
6

18
3

8
11

1
75
2

73
1

21
4

4
26

2
2歳
6か
月児
歯科
健診

豊能
町

39
37

2
0

2
0

0
38

23
15

0
0

15
0

52
51

1
0

0
1

0
59

56
3

0
1

2
0
2歳
6か
月児
歯科
健診

能勢
町

32
30

2
0

0
2

0
26

18
8

0
0

8
0

27
26

1
0

0
1

0
27

26
1

0
0

1
0
5歳
児健
診／

2歳
6か
月児
健診

箕面
市

1,1
72

81
0

36
2

未把
握

1,6
53

80
0

85
3

未把
握

1,2
33

1,1
18

115
9

35
68

3
1,3
96

1,2
31

16
5

6
20

13
8

1
4か
月児
健診

高槻
市

2,6
80

2,2
63

41
7

4
0

0
0

2,3
47

2,0
37

31
0

2,0
90

2,0
48

42
4

1
0

1
2,1
58

2,1
03

55
4

0
0

1
島本
町

24
3

23
7

6
0

0
6

0
26
9

26
5

4
32
1

32
1

0
32
6

32
0

6
0

0
6

0
茨木
市

2,7
73

2,3
28

44
5

2
13

6
0

2,3
57

2,1
89

16
8

実施
なし

実施 なし
実施 なし

実施
な し

2,3
38

2,1
81

15
7

9
17

0
対応
中の
た

め未
確定

2,3
75

2,1
74

20
1

5
17

0
20
4か
月児
健診
／
2歳
3か
月児
歯科
健診
／
2歳
5か

月児
歯科
健診

吹田
市

3,1
43

3,1
04

39
3

4
32

0
3,1
37

2,9
95

14
2

－
－

－
－

3,3
01

3,3
89

-88
11

21
－

0
3,4
40

3,4
27

13
15

15
－

0
2．
6歳
児歯
科検
診／

6歳
臼歯
健診

摂津
市

78
5

75
4

31
0

1
30

0
75
0

65
5

95
把握
して
いな
い

74
5

74
0

5
1

1
0

3
69
1

68
7

4
1

2
0

1
守口
市

1,2
13

1,1
16

97
計
80

1
1,0
67

1,0
24

43
0

0
0

43
1,2
39

1,1
85

54
計
68

5
1,1
73

1,0
39

13
4
計
111

8
2歳
6か
月児
歯科
健診
／
5歳
児巡
回健
診

門真
市

77
2

66
7

10
5

0
13

10
0
把握
管理

して
いな
い

75
7

68
4

73
8

3
26

8
57
5

47
7

98
0

3
43

4
2歳
6か
月児
歯科
　　
　　

大東
市

87
7

83
5

42
○

○
○

0
82
7

63
9

18
8

×
×

×
0

92
5

87
0

55
○

○
○

0
91
9

85
6

63
○

○
○

0
四條
畷市

38
4

37
4

10
7

1
2

0
39
6

37
9

17
3

11
6

44
5

40
9

36
13

17
7

寝屋
川市

1,7
08

1,5
07

20
1

確認
中

1,5
49

1,3
43

20
6

確認
中

1,6
28

1,3
82

24
6
確認
中

1,6
29

1,3
04

32
5
確認
中

2歳
7カ
月児
歯科
健康
診査

枚方
市

2,7
05

2,5
96

10
9

4
3
114

1
2,5
60

2,4
68

92
2,7
82

2,6
39

14
3

6
15

17
5

10
2,9
55

2,5
34

42
1

5
11

45
3

14
2歳
6か
月児
歯科
健康
診査

交野
市

59
1

45
6

13
5
未受
診者
の把
握

を行
って
いな
い

43
0

49
9

-69
2

6
17

0
57
3

56
0

13
2

4
26

6
58
6

56
5

21
0

1
45

7
4か
月児
健診
／
2歳
6か
月児
歯科
健診

東大
阪市

3,0
21

2,6
86

33
5
未受
診者
の把
握

を行
って
いな
い

3,0
94

2,9
14

18
0
未受
診者
の把
握

を行
って
いな
い

3,5
00

3,4
18

82
28

54
3,6
05

3,4
43

16
2

22
14
0

八尾
市

2,1
11

1,9
82

12
9

3
55

73
1
未集
計

2,1
46

1,9
75

55
7

21
95

14
2,2
29

1,9
60

26
9

6
19

19
6

8
柏原
市

41
5

40
5

10
2

6
2

0
未把
握

37
8

41
0

39
6

14
2

7
5

0
46
6

45
0

16
3

1
12

0
松原
市

81
2

77
5

37
0

21
16

0
81
0

75
0

60
80
1

73
5

66
2

15
44

5
90
4

84
0

64
4

6
49

5
羽曳
野市

71
7

69
6

21
1

4
21

0
67
8

62
6

1
未受
診者
の把
握

して
おら
ず

68
9

67
2

17
2

5
14

0
80
7

76
1

46
2

13
35

0
2.6
歳児
健診

藤井
寺市

41
1

39
0

21
42
3

38
7

36
48
1

46
6

15
3

5
7

0
47
7

46
6

11
3

5
7

0
2歳
6か
月児
歯科
健康
診査
／
4か
月児
健診

大阪
狭山
市

49
4

48
9

5
1

2
10

0
49
4

47
3

21
なし

なし
なし

未確
認

54
3

53
7

6
3

0
17

0
52
6

50
6

20
3

1
24

1
1か
月児
健康
診査
／
2歳
6か
月児
歯科
健康
診査

富田
林市

64
1

62
2

19
0

0
0

0
67
6

61
9

57
0

0
0

0
72
5

66
5

60
1

3
29

0
83
2

73
0

10
2

1
0

70
0
4か
月児
健診
／
2歳
6か
月児
歯科
検診

太子
町

0
51

51
73

73
0

88
88

0
95

94
1

1
1
2.6
歳
児
歯
科
検
診
／
乳
幼児

健
診フ
ォロ
ー健

診
／

1.6
歳・
2.6
歳各
健診
の歯
科フ
ォロ
ー健
診

河南
町

87
86

1
0

0
1

0
71

74
-3

0
0

0
0

92
91

1
0

0
1

0
96

93
3

0
0

3
0
2歳
児歯
科健
診

千早
赤阪
村

18
18

0
15

13
2

2
0

20
20

0
22

22
0
1歳
児健
診

河内
長野
市

50
4

46
1

43
52
6

50
5

21
49
9

48
7

12
3

1
8

0
64
2

60
6

36
6

1
29

0
4か
月児
健診
／
2歳
6か
月児
歯科
健診

堺市
6,8
91

5,5
54

1,3
37

不明
不明

不明
不明

6,8
91

5,1
57

1,7
34

不明
不明

不明
不明

6,9
76

6,2
25

75
1

31
34

13
6

0
7,6
29

6,7
48

88
1

33
51

22
2

0
4か
月児
健診

和泉
市

1,3
03

1,2
49

54
0

18
33

3
1,3
03

1,2
22

81
0

0
0
不明

1,4
93

1,4
40

53
3

5
53

2
1,5
78

1,4
81

97
2

2
77

2
2歳
6か
月児
歯科
健診

高石
市

45
5

44
9

6
0

3
3

0
45
5

43
1

24
0

39
7

38
5

12
0

3
7

0
45
0

43
6

14
0

1
1

0
泉大
津市

54
2

50
8

34
63
3

54
1

92
56
7

56
8

-1
2

5
1

2
63
8

58
5

53
3

15
34

2
4か
月児
健診

忠岡
町

92
92

0
10
9

90
19

10
7

10
7

0
12
2

111
11

0
2

4
0
2歳
半歯
科健
診

岸和
田市

2,6
88

2,5
42

14
6

3
3
13
4
1人
調

整中
1,3
88

1,3
06

82
－

－
－

－
77
3

67
7

96
3

4
12
2
8人
調整
中

93
5

81
2

12
3

4
6

20
1

2
2歳
6か
月児
歯科
健診

･経
過観
察健
診

貝塚
市

51
6

51
0

6
1

2
10

0
52
4

47
3

51
0

0
51

0
59
5

57
4

21
6

1
18

0
65
1

63
9

12
2

0
33

0
2歳
6か
月児
歯科
健診

泉佐
野市

71
6

70
5

11
2

3
16

0
65
7

60
9

48
0

0
0

0
71
5

71
7

-2
4

2
12

0
83
6

79
3

43
4

2
15

7
2歳
児歯
科健
診

田尻
町

77
76

1
把握
して
いな
い

77
60

17
把握
して
いな
い

94
94

0
0

0
1

0
68

72
-4

0
0

0
0
2歳
位
6か
月児
歯科
健診

熊取
町

27
1

27
1

0
0

0
0

32
5

27
9

46
46

33
6

33
4

2
2

41
6

41
4

0
1

1
4か
月児
健診
／
2歳
6か
月児
歯科
健診

泉南
市

43
0

41
7

13
1

3
8

0
44
6

35
7

89
0

0
46
5

45
8

7
2

3
17

0
48
4

46
8

16
1

13
35

0
阪南
市

27
9

27
0

9
0

3
6

0
0

28
3

27
7

6
1

3
1

0
34
2

32
9

13
1

3
7

0
岬町

34
37

-3
0

0
0

0
47

44
3

0
0

0
0

66
48

18
1

7
11

0
79

75
4

0
2

4
0
2歳
児健
診

合　
　計

67
,06
8

59
,87
8

7,1
90

81
23
8
62
7

8
61
,35
7

53
,70
0

8,6
56

2
6
13
9

43
66
,55
2

62
,46
5

3,8
33

16
9
30
3
1,0
28

66
62
,44
1

56
,91
2

5,5
27

14
5

37
8
1,9
75

93
※
池
田
市
・
交
野
市
・
河
南
町
・
河
内
長
野
市
・
高
石
市
・
忠
岡
町
・
岬
町
未
回
答
の
た
め
昨
年
度
回
答
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2020年度介護保険実施状況アンケート①基礎データ　 202106 大阪社保協調査

市町村名 人口
高齢者数 世帯数

65歳以上 75歳以上 高齢化率 後期高齢
化率

①全世帯
数

②高齢者
世帯 ②／① ③高齢独

居 ③／① ④高齢者
のみ夫婦 ④／①

1 大阪市
2 吹田市 376,944 89,694 46,256 23.8% 12.3% 177,152 56,197 31.72% 18,324 10.34% 15,605 8.81%
3 豊中市 408,736 105,341 56,526 25.8% 13.8% 195,170 57,962 29.70% 36,428 18.66% 21,534 11.03%
4 箕面市 138,792 35,289 18,324 25.4% 13.2% 62,108 17,696 28.49% 9,787 15.76% 7,689 12.38%
5 池田市 103,621 27,967 14,981 27.0% 14.5% 49,202 － #VALUE! － #VALUE! －
6 高槻市 350,819 102,734 55,574 29.3% 15.8% 162,676 未集計 #VALUE! 15,171 9.33% 未集計
7 茨木市 283,078 68,699 34,761 24.3% 12.3% 128,707 不明 #VALUE! 不明 #VALUE! 不明
8 摂津市 86,741 22,316 11,366 25.7% 13.1% 42,044 － #VALUE! － #VALUE! －
9 豊能町 18,978 8,905 4,390 45.8% 22.1% 8,656 0.00% 0.00%
10 能勢町 9,598 3,982 1,862 41.5% 19.4% 不明 #VALUE! 不明 #VALUE! 不明
11 島本町 31,937 8,787 4,292 27.5% 13.4% 13,814 不明 #VALUE! 不明 #VALUE! 不明
12 堺市 829,924 234,698 122,684 28.3% 14.8% 397,037 122,105 30.75% 73,107 18.41% 不明
13 高石市 57,322 15,832 8,196 27.6% 14.3% 25,936 不明 #VALUE! 不明 #VALUE! 不明
14 泉大津市 74,095 19,164 9,758 25.9% 13.2% 34,899 － #VALUE! 6,414 18.38% －
15 岸和田市 192,160 53,603 27,666 27.9% 14.4% 88,561 37,015 41.80% 17,022 19.22% 10,335 11.67%
16 貝塚市 84,718 22,755 11,910 26.9% 14.1% 37,886 13,979 36.90% 3,975 10.49% 3,563 9.40%
17 泉佐野市 99,316 26,116 13,514 26.3% 13.6% 47,555 
18 和泉市 184,813 46,750 22,609 25.3% 12.2% 80,526 － #VALUE! － #VALUE! －
19 泉南市 60,795 17,687 9,036 29.1% 14.9%
20 阪南市 52,795 17,481 8,698 33.1% 16.5% 24,150 0.00% 0.00%
21 忠岡町 16,895 4,812 2,581 28.5% 15.3% 7,887 2,529 32.07% 1,590 20.16% －
22 田尻町 8,297 2,010 1,107 24.2% 13.3% 3,792 0.00% 0.00%
23 熊取町 43,277 12,528 5,947 28.9% 13.7% 18,272 － #VALUE! － #VALUE! －
24 岬町 15,167 5,956 3,209 39.3% 21.2% 7,459 不明 #VALUE! 不明 #VALUE! 不明
25 くすのき 319,167 91,937 49,598 28.8% 15.5% 160,911 50,621 31.46% 32,885 20.44% 17,095 10.62%
26 枚方市 398,283 113,705 57,766 28.5% 14.5% － － －
27 寝屋川市 229,654 68,940 35,971 30.0% 15.7% 110,052 35,980 32.69% 21,895 19.90% 13,963 12.69%
28 大東市 119,126 32,553 16,682 27.3% 14.0% 57,354 23,420 40.83% 10,282 17.93% 6,723 11.72%
29 交野市 77,511 21,860 11,676 28.2% 15.1% 33,264 0.00% 0.00%
30 松原市 118,357 35,696 19,513 30.2% 16.5% 57,124 25,661 44.92% 11,623 20.35% 7,225 12.65%
31 羽曳野市 109,810 33,159 17,439 30.2% 15.9% 50,659 23,531 46.45% 9,873 19.49% 6,932 13.68%
32 藤井寺市 64,029 18,273 9,662 28.5% 15.1% 29,627 － #VALUE! 5,625 18.99% 2,662 8.99%
33 富田林市 109,650 33,506 17,223 30.6% 15.7% 51,668 不明 #VALUE! 不明 #VALUE! 不明
34 河内長野市 102,920 36,436 18,669 35.4% 18.1% 47,690 20,977 43.99% 5,007 10.50% 6,819 14.30%
35 大阪狭山市 58,691 16,165 8,294 27.5% 14.1% 未集計 #VALUE! 未集計 #VALUE! 未集計
36 河南町 15,286 4,948 2,629 32.4% 17.2% 6,625 2,272 34.29% 1,224 18.48% 1,048 15.82%
37 太子町 13,172 3,918 1,948 29.7% 14.8% 5,572 未把握 未把握 687 12.33%
38 千早赤阪村 5,064 2,294 1,189 45.3% 23.5% 2,290 558 24.37% 238 10.39% 316 13.80%
39 東大阪市 484,663 137,042 72,518 28.3% 15.0% 243,009 
40 八尾市 264,867 75,191 40,386 28.4% 15.2% 126,462 － #VALUE! － #VALUE! － #VALUE!

41 柏原市 68,066 20,215 10,283 29.7% 15.1% 31,902 14,285 44.78% 5,921 18.56% 4,121 12.92%
合  計 6,087,134 1,698,944 886,693 27.9% 14.6% 2,627,698 504,788 286,391 126,317 4.81%

※大阪市・大阪狭山市が未回答
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介護保険アンケート②介護保険料　単位：円 202106 大阪社保協調査

市町村名

第8期保険料 基金額
第6期財政
安定化介護
保険基金

保険料設定にあたり独自に
行ったこと

月額 年額 第7期末 第8期充当額
保険料
への影
響額

借入
あり

借入
れな
し

1 大阪市
2 吹田市 5,980 71,760 2,800,000,000 2,000,000,000 616 ○
3 豊中市 6,367 76,404 2,793,000,000 2,433,000,000 -646 ○
4 箕面市 5,400 68,400 1,059,540,000 1,059,540,000 816 ○
5 池田市 5,960 71,520 797,000,000 797,000,000 793 ○
6 高槻市 5,600 67,204 2,431,448,000 1,724,328,000 476 ○
7 茨木市 5,990 71,880 423,479,000 600,000,000 237 ○ 保険料設定の弾力化
8 摂津市 6,280 75,360 607,627,493 634,500,000 821 ○
9 豊能町 5,550 66,594 0 0 ○
10 能勢町 5,938 71,254 121,257,682 27,157,682 682 ○
11 島本町 5,900 70,800 277,125,364 229,000,000 694 ○
12 堺市 6,790 81,480 3,446,652,766 3,446,652,766 430 ○
13 高石市 6,137 73,640 626,094,477 300,000,000 -621 ○
14 泉大津市 5,875 70,510 435,212,437 200,000,000 -319 ○
15 岸和田市 6,375 76,500 1,650,000,000 1,100,000,000 609 ○
16 貝塚市 6,169 74,033 621,590,855 397,000,000 515 ○
17 泉佐野市 6,650 79,800 685,055,021 700,000,000 790 ○
18 和泉市 6,159 73,900 597,461,000 597,461,000 365 ○
19 泉南市 6,250 75,000 541,900,000 541,900,000 880 ○
20 阪南市 6,200 74,400 369,623,997 225,900,000 367 ○
21 忠岡町 6,410 76,924 56,473,119 56,472,850 362 ○
22 田尻町 6,750 81,000 39,361,660 39,358,673 591 ○

23 熊取町 6,321 75,852 341,405,735 300,000,000 643 ○
介護給付費準備基金を活用
し、保険料の上昇を抑制し
た。

24 岬町 6,000 72,000 173,407,534 173,400,000 867 ○
25 くすのき 6,748 80,970 1,693,545,802 1,400,000,000 466 ○
26 枚方市 5,902 70,800 2,450,248,887 2,450,248,887 607 ○
27 寝屋川市 6,390 76,680 1,727,764,575 800,000,000 340 ○
28 大東市 6,420 77,040 1,635,471,794 840,000,000 764 ○
29 交野市 5,360 64,320 760,000,000 430,000,000 539 ○
30 松原市 6,550 未集計 550,000,000 467 ○
31 羽曳野市 6,123 73,476 1,022,809,567 500,000,000 435 ○
32 藤井寺市 6,000 72,000 713,700,058 713,700,000 1133 ○
33 富田林市 6,730 80,760 615,907,000 523,000,000 457 ○
34 河内長野市 5,840 70,080 1,027,940,040 1,027,940,040 791 ○
35 大阪狭山市 6,211 74,527 397,949,599 未定 未定 ○
36 河南町 6,070 72,840 47,220,896 47,220,896 262 ○
37 太子町 6,480 77,760 108,970,404 50,000,000 342 ○
38 千早赤阪村 4,390 52,680 190,848,659 60,000,000 732 ○
39 東大阪市 7,030 84,349 2,486,033,193 1,800,000,000 394 ○
40 八尾市 6,556 78,680 1,239,509,279 900,000,000 341 ○
41 柏原市 6,102 73,230 841,170,139 404,600,000 604 ○
※大阪市・大阪狭山市が未回答のため昨年度回答
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④2021年度滞納者データ 202106 大阪社保協調査
2021.03 末データ　特別徴収：月 1万 5千円以上の年金からの天引き

市町村名

第一号 普通徴収 特別徴収 滞納者数 滞納者率

被保険者
数 人数 構成比 人数 構成比 全滞納 一部滞納

時効になっ
た保険料
のある人

全体 普通徴収

1 大阪市 0 
2 吹田市 90,006 9,445 10.5% 80,068 89.0% 539 4,006 3,417 4.5% 28.5%
3 豊中市 105,297 11,205 10.6% 93,875 89.2% 746 13,922 1,054 13.2% 124.2%
4 箕面市 35,148 3,751 10.7% 32,574 92.7% 回答不可 0.0% 0.0%
5 池田市 28,088 4,432 15.8% 24,695 87.9% 139 434 640 1.5% 9.8%
6 高槻市 102,936 10,677 10.4% 92,208 89.6% 569 6,888 1,174 6.7% 64.5%
7 茨木市 68,864 6,626 9.6% 62,474 90.7% 不明 1,022 607 1.5% 15.4%
8 摂津市 22,315 3,062 13.7% 19,253 86.3% － 825 384 3.7% 26.9%
9 豊能町 8,931 1,035 11.6% 8,510 95.3% 26 2,211 220 24.8% 213.6%
10 能勢町 3,973 374 9.4% 3,600 90.6% 不明 0.0% 0.0%
11 島本町 8,853 616 7.0% 8,237 93.0% 不明 0.0% 0.0%
12 堺市 234,598 33,080 14.1% 201,516 85.9% 不明 11,761 不明 5.0% 35.6%
13 高石市 15,881 1,447 9.1% 14,449 91.0% 不明 0.0% 0.0%
14 泉大津市 19,124 2,314 12.1% 17,502 91.5% 不明 不明 275 1.3% 12.0%
15 岸和田市 53,530 6,344 11.9% 47,160 88.1% 未把握 2,945 2,234 5.5% 46.4%
16 貝塚市 22,735 3,243 14.3% 21,182 93.2% 不明 518 254 2.3% 16.0%
17 泉佐野市 25,884 3,356 13.0% 22,528 87.0% 123 1,370 867 5.3% 40.8%
18 和泉市 46,724 4,542 9.7% 42,251 90.4% 294 1,895 1,736 4.1% 41.7%
19 泉南市 18,323 1,876 10.2% 15,578 85.0% 264 1,142 294 6.2% 60.9%
20 阪南市 17,478 1,559 8.9% 15,922 91.1% 回答不可
21 忠岡町 4,776 475 9.9% 4,301 90.1% 17 79 43 1.7% 16.6%
22 田尻町 1,996 196 9.8% 1,799 90.1% 0 14 10 0.7% 7.1%
23 熊取町 12,467 819 6.6% 11,648 93.4% 0.0% 0.0%
24 岬町 5,966 600 10.1% 5,367 90.0% 不明 0.0% 0.0%
25 くすのき 91,485 77,149 84.3% 16,489 18.0% 1,278 28,995 8,284 31.6% 55.4%
26 枚方市 113,403 13,168 11.6% 100,235 88.4% 753 732 1,347 1.3% 11.3%
27 寝屋川市 68,957 13,716 19.9% 57,451 83.3% 1,462 10,096 9,582 14.6% 73.6%
28 大東市 32,636 5,399 16.5% 28,474 87.2% 177 1,217 4,618 3.7% 22.5%
29 交野市 21,844 1,980 9.1% 19,864 90.9% 0.0% 0.0%
30 松原市 35,692 3,810 10.7% 31,886 89.3% 51 1,495 1,141 4.2% 39.2%
31 羽曳野市 32,795 4,287 13.1% 28,508 86.9% 179 1,534 1,106 4.7% 35.8%
32 藤井寺市 18,333 2,127 11.6% 16,168 88.2% 112 635 336 3.5% 29.9%
33 富田林市 33,506 3,348 10.0% 30,195 90.1% 93 1,578 1,223 4.7% 47.1%
34 河内長野市 36,294 3,421 9.4% 32,866 90.6% 未集計 519 未集計 1.4% 15.2%
35 大阪狭山市 16,158 2,194 13.6% 13,964 86.4% 未集計 0.0% 0.0%
36 河南町 5,083 738 14.5% 4,345 85.5% 未把握 0.0% 0.0%
37 太子町 3,932 374 9.5% 3,521 89.5% 未把握 93 47 2.4% 24.9%
38 千早赤阪村 2,306 168 7.3% 2,099 91.0% 0 1 0 0.0% 0.6%
39 東大阪市 136,922 21,287 15.5% 124,259 90.8% 5,319 3.9% 25.0%
40 八尾市 75,237 7,716 10.3% 67,365 89.5% 未記入 0.0% 0.0%
41 柏原市 20,272 2,117 10.4% 18,155 89.6% 183 348 147 1.7% 16.4%

合計 1,698,748 274,073 16.1% 1,442,541 84.9% 7,005 101,594 41,040 6.0% 37.1%
※全滞納：全く介護保険料を支払っていない人 ※滞納者率全体：一部滞納者数 /第一号被保険者数
※一部滞納：一度でも滞納している人  ※滞納者率普通徴収：一部滞納者数 /普通徴収者数
※大阪市・大阪狭山市が未回答         
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数
+1
）×
12
以
下

あり
26
,55
0第
1号
保
険
料

個
別
通
知

3月
31
日

まで
7月
12
日頃

2
0

11
0

0
#D
IV
/0
!

21
忠岡
町

4,7
76
 

1
第
2・
3段
階

7 
0.1
5%

12
0万
円以
下

あり
67
,96
0第
1号
保
険
料

広報
4月
号
、前
年
度申
請
者に
申請
用紙
送
付

1
×

7月
9日
頃

0
0

2
0

0
#D
IV
/0
!

22
田尻
町

1,9
96
 
未
実
施

0.0
0%

7月
9日
頃

0
0

0
0

0
#D
IV
/0
!

23
熊
取
町

12
,46
7 

1
第
2・
3段
階

11
 

0.0
9%

10
8万
円以
下

あり
16
5,9
63
第
1号
保
険
料
広報

4・
7月
、前
年
度申
請
者に
は申
請
用紙
送
付
、

パン
フレ
ット
、新
規
資
格
取
得時
や
保
険
料
本
算
定・

仮
算
定
通
知時
に案
内を
送
付

1
×

7月
6日
頃

0
0

1
0

0
#D
IV
/0
!

24
岬町

5,9
66
 

1
その
他

10
 

0.1
7%
45
,00
0×
（当
該
世帯
の人
数

+1
）×
12
　
以
下

なし
97
,20
0第
1号
保
険
料

広報
6月
号
、前
年
度申
請
者へ
申請
用紙
を送
付

1
○

6月
末ま
でに
申

請が
あっ
た場
合

6月
11
日頃

0
0

0
0

0
#D
IV
/0
!

25
くす
のき

91
,48
5 

1
第
2・
3段
階

0 
0.0
0%

12
0万
円以
下

あり
チラ
シ

1
×

7月
10
日頃

1
0

71
65
2

35
,23
6,6
65

54
,04
4

26
枚
方市

11
3,4
03
 

1
第
2・
3段
階

24
6 

0.2
2%

15
0万
円以
下

あり
3,9
61
,50
0第
1号
保
険
料

広報
、チ
ラシ
、個
別
通
知

未
納
保
険

料の
うち

納
期日
の
7

日前
まで

×
6月
13
日頃

16
0

66
9

1,4
79
,40
0

16
4,3
78
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市町
村
名

第一
号

制
度の
周知
の仕
方

申請
の期
限

今
年
度の
保
険
料
決

定
通
知の
発
送時
期

ペナ
ルテ
ィー
件
数

20
20
年
度
差
押え

被
保
険
者
数

実
施

対
象
者

利
用者 数

利
用率

収
入
要
件（
1人
）

同意
書

影
響
額

財
源

あり
な し

4月
遡
及

償
還 払い

給
付 差し 止め

三割 負
担

件
数

金
額

1件
当

27
寝
屋
川市

68
,95
7 

1
第
2・
3段
階

8 
0.0
1%

12
0万
円以
下

10
4,3
20
第
1号
保
険
料
広報
、チ
ラシ
（
納
入
通
知書
に同
封し
て全
保
険
者に

送
付
）

1
普
通：
6月
中旬
頃
、特

別：
7月
下旬

11
0

47
0

0
#D
IV
/0
!

28
大
東
市

32
,63
6 

1
第
2・
3段
階

41
 

0.1
3%

10
8万
円以
下

なし
55
1,2
32
第
1号
保
険
料
広報

7月
号
、チ
ラシ
、個
別
通
知、
HP
・パ
ンフ
レッ

ト（
介
護
保
険
料に
つい
て）
掲載

3月
25
日

まで

△
4月
から
6月
は

仮
算
定に
なる
た

め、
7月
中に
申

請を
行っ
た場
合

につ
いて
のみ
可

能

7月
中旬
頃

0
0

42
10

57
1,0
25

57
,10
3

29
交
野
市

21
,84
4 

1
第
2・
3段
階

17
 

0.0
8%

14
4万
円以
下

あり
20
9,3
70
第
1号
保
険
料
広報

6月
号
、チ
ラシ
、前
年
度申
請
者へ
申請
用紙
を

送
付

1
○

6月
11
日頃

0
0

5
7

55
4,8
45

79
,26
4

30
松
原
市

35
,69
2 

1
第
3段
階

0 
0.0
0%

10
8万
円以
下

あり
0

なし
HP
に掲
載中

1
×

7月
中旬
予
定

0
0

0
80

5,1
75
,87
9

64
,69
8

31
羽曳
野
市

32
,79
5 

1
第
2・
3段
階

1 
0.0
0%
前年
度の
生活
保
護
法に
よる

保
護の
基
準

あり
11
,08
5第
1号
保
険
料

広報
、チ
ラシ

3月
31
日

まで
（当
該

年
度の
第

12
期の
納

期限
まで
）

○
コロ
ナウ
イル
ス

感
染
症の
影
響

によ
る減
免
以
外

は
本
算
定の

7月
申請
のみ

7月
8日
頃

5
0

6
0

#D
IV
/0
!

32
藤
井寺
市

18
,33
3 

1
第
2・
3段
階

15
 

0.0
8%

14
4万
円未
満

あり
31
2,4
80
第
1号
保
険
料

広報
5・
7月
号

1
○

4月
～
7月
申請

に限
る

7月
10
日頃

0
0

9
0

0
#D
IV
/0
!

33
富田
林
市

33
,50
6 

1
第
3・
4段
階

13
 

0.0
4%

生活
保護
法に
規定
する
要保

護者
で申
請し
ない
者及
び預

貯金
があ
るた
め要
保護
者と

なら
ない
者の
うち
預貯
金等
の

合計
額が

35
0万
円以
下の
者

あり
18
7,3
80
第
1号
保
険
料
広報

7月
号
、チ
ラシ
、前
年
度申
請
者に
は申
請
用紙

を送
付

1
○

7月
中旬
頃

0
0

20
1

23
3,5
40

23
3,5
40

34
河内
長
野
市

36
,29
4 

1
65
歳
以
上で

条
件の
すべ

てに
該当
する

人
15
 

0.0
4%

10
3万
円以
下

あり
14
7,9
00
第
1号
保
険
料
広報

4・
7月
号
、個
別
通
知、
前年
度申
請
者に
は申

請
用紙
を送
付
、保
険
料
通
知時
（
仮
徴
収・
本
徴
収
）

に同
封す
るお
知ら
せに
記
載

3月
31
日

まで
○

7月
12
日頃

1
0

11
7

41
2,0
66

58
,86
7

35
大阪
狭山
市

16
,15
8 

1
第
2・
3段
階

18
 

0.1
1%

あり
34
3,2
68
第
1号
保
険
料

チラ
シ

1
○

7月
13
日頃

0
0

11
17

33
3,1
29

19
,59
6

36
河
南町

5,0
83
 
未
実
施

0.0
0%

納
付
相談
時に
周知

令
和
4月
3

月
31
日ま で

○
7月
10
日頃
予
定

0
0

0
0

0
#D
IV
/0
!

37
太
子町

3,9
32
 

1
第
1段
階

0 
0.0
0%

生活
保
護
法の
要
保
護
者の

規
定に
準ず
る

第
1号
保
険
料

窓口
で
相談
を受
けた
際に
説明

×
7月
12
日頃

0
0

2
0

0
#D
IV
/0
!

38
千早
赤阪
村

2,3
06
 

1
第
3段
階

0 
0.0
0%
生活
保
護
法
第
6条
第
2項
に

規
定す
る要
保
護
者で
保
護を

要し
ない
もの
につ
いて
第
1

段
階ま
で
減
額

あり
第
1号
保
険
料

本
算
定
賦
課
決
定
通
知書
の同
封
文
書に
記
載

1
×

7月
10
日頃

0
0

0
0

0
#D
IV
/0
!

39
東
大阪
市

13
6,9
22
 

1
その
他（
別

紙
）

1,7
17
 

1.2
5%

ア）
15
0万
円以
下
　
イ）
66

万円
以
下

9,6
65
,46
3第
1号
保険
料
前年
度申
請
者に
は申
請
用紙
を送
付
、周
知用
パン

フレ
ット
に掲
載

3月
31
日

まで
7月
13
日頃

0
0

16
4

5
94
2,4
85

18
8,4
97

40
八
尾市

74
,90
7 

1
第
2・
3段
階

43
 

0.0
6%
生活
保
護
法
第
6条
第
2項
に

規
定す
る要
保
護
者と
同等
の

状
態に
ある
かを
「
収
入・
資

産申
告書
」等
によ
り判
定

あり
65
3,0
90
第
1号
保
険
料

個
別
通
知、
HP
に掲
載

1○
　た
だし
やむ

を得
ない
事
情が

ある
場
合の
み

6月
末
頃

9
0

43
0

0
#D
IV
/0
!

41
柏原
市

20
,27
2 

1
第
2・
3・
4段

階
13
 

0.0
6%

1,3
72
,44
0円
以
下

あり
23
4,2
47
第
1号
保
険
料

広報
4・
7月
号
、チ
ラシ

1
×

7月
9日
頃

2
0

5
6

16
1,6
08

26
,93
5

1,6
98
,41
8 

7,5
56
 

0.4
4%

111
,97
2,3
31

11
3

0
83
5

96
9

63
,61
1,1
27

65
,64
6

※
大
阪
市
・
大
阪
狭
山
市
が
未
回
答
の
た
め
昨
年
度
回
答
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⑦2020年度 認定調査 202106 大阪社保協調査

市町村名
認定調査 調査表コピー 合議体

調査員数 身分 申請～調査
（日）

申請～決定
（日）

必ず渡
す

求めら
れれば
渡す

渡さな
い 全数 件数 審議時間（分） 委員数 資料

1 大阪市
2 吹田市 634 直営

委託 12.5 37.1 1 75 30 33 4 10日前

3 豊中市 647 委託・一部直営 7.0 34 1 30 40 60 5 事前配布なし
4 箕面市 11 直営 14.0 37 1 10 30 30 41 5営業日前
5 池田市 104 委託・一部直営 11.68 45.19 1 20 30 50 71 14日前

6 高槻市 321 委託・一部直営 17.2 36.7 1 34 17.3 40 142 7日前

7 茨木市 545 委託・一部直営 14.1 33.7 1 25 30～ 35 35.8 5 7日前

8 摂津市 82 委託・一部直営 15 40 1 8 40 40～120 4 7日前

9 豊能町 104 直営
委託 7 30 1 24 30 50 71 14日前

10 能勢町 30 直営
委託 不明 30～ 35 1 24 25～ 30 60～ 90 5 7日前

11 島本町 67 直営
委託 7 25 1 2 19 90 16 4日前

12 堺市 82 直営 15.88 33.24 1 93 20～ 30 90～120 4～ 5 当日配布
13 高石市 60 委託 10 30 1 4 35 60 4 7日前
14 泉大津市 40 委託・一部直営 20 35 1 5 30～ 35 60～ 90 5 7日前

15 岸和田市 市12人、委
託186人 直営 2.2 40 1 13 30～ 35 30～ 60 5 7～10日前

16 貝塚市 143 直営
委託 10 38 1 14 18 20 4 7日前

17 泉佐野市 75 委託・一部直営 1 28 45 60 4 7日前
18 和泉市 294 委託 9.5 34.6 1 22 30～ 40 60～ 90 4 7日前
19 泉南市 6 直営 7 60 1 20 36 90 99 15日前
20 阪南市 5 直営 8.7 38.3 1 20 36.2 45 5 10日前
21 忠岡町 24 委託・一部直営 16 41 1 3 26 60 19 7日前

22 田尻町 10 直営
委託 8.5 32.9 1 28 42 120 5 7日前

23 熊取町 7 直営 14 36 1 5 37 30～ 40 25 7～10日前
24 岬町 3 直営 8 35 1 20 37 120 5 10日前
25 くすのき 657 直営

委託 3.31 37.72 1 25 30 60 5 10日前

26 枚方市 604 直営
委託 12 31 1 39 39 40～ 60 4 当日配布

27 寝屋川市 302 直営
委託 12 33 1 17 21 39 3～ 4 7日前

28 大東市 市4人、委託
事業所

直営・
一部委託 10.6 37.1 1 5 20～ 30 30 5 7日前

29 交野市 6 直営
委託 7～14 30～ 40 1 6 20～ 25 30～ 60 54 7～ 9日前

30 松原市 168 直営
委託 11 33 1 12 35 90 60 7日前

31 羽曳野市 7 直営 11 21 1 16 26 60 4 7日前
32 藤井寺市 152 委託・一部直営 7 30 1 6 30 30 5 7日前

33 富田林市 116 委託・一部直営 10 34.4 1 6 36 40 7 6日前

34 河内長野市 84 委託・一部直営 8 32 1 10 21 25 40 8日前
35 大阪狭山市 60 委託 19 37 1 10 25～ 30 60 4 7～ 5日前
36 河南町 26 委託・一部直営 7 30 1 6 21 30 5 7日前
37 太子町 2 直営 2 34 1 6 21 30 5 7日前
38 千早赤阪村 62 直営

委託 7.68 19.23 1 6 40 70 5 7日前

39 東大阪市 1219 直営
委託 12 39.2 1 42 19～ 35 60 5 8日前

40 八尾市 8 直営
委託 10 37.7 1 48 30 60 4 7日前

41 柏原市 8 直営 7 25 1 5 30 60 5 7日前
合計 4 13 23

※大阪市・大阪狭山市が未回答のため昨年度回答

‐ 95‐



⑧
20
20
年
度
サ
ー
ビ
ス
利
用
状
況
　
 

20
21
.3
末
デ
ー
タ
　
※
構
成
比
：
分
母
は
認
定
者
総
数

市
町
村
名

第
一
号

認
定
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス

特
養

老
健

療
養
型
医
療

施
設
入
所

サ
ー
ビ
ス

未
利
用
者

1
大
阪
市

2
吹
田
市

90
,00
6

14
,69
6

16
.3%

12
,74
9

14
.2%

1,2
00

1.3
%

74
7

0.8
%

0
0.0
%

1,9
47

13
.2%

14
,69
6

0
0.0
%

3
豊
中
市

10
5,2
97

19
,46
6

18
.5%

14
,87
5

14
.1%

1,1
60

1.1
%

78
7

0.7
%

2
0.0
%

1,9
49

10
.0%

16
,82
4

2,6
42

13
.6%

4
箕
面
市

35
,14
8

5,0
02

14
.2%

4,3
37

12
.3%

37
0

1.1
%

29
0

0.8
%

5
0.0
%

66
5

13
.3%

5,0
02

0
0.0
%

5
池
田
市

28
,08
8

3,2
61

11
.6%

2,6
95

9.6
%

37
1

1.3
%

18
3

0.7
%

1
0.0
%

55
5

17
.0%

3,2
50

11
0.3
%

6
高
槻
市

10
2,9
36

15
,45
4

15
.0%

1,1
02

1.1
%

69
3

0.7
%

3
0.0
%

1,7
98

#D
IV
/0
!

17
,25
2

介
護
医
療
院
7人

7
茨
木
市

68
,86
4

9,0
20

13
.1%

7,7
37

11
.2%

68
5

1.0
%

59
9

0.9
%

0
0.0
%

1,2
84

14
.2%

9,0
21

-1
0.0
%

8
摂
津
市

22
,31
5

#R
EF
!

#R
EF
!

2,8
89

12
.9%

34
4

1.5
%

18
0

0.8
%

1
0.0
%

52
5

#R
EF
!

3,4
14

#R
EF
!

#R
EF
!

介
護
医
療
院
1人

9
豊
能
町

8,9
31

1,1
51

12
.9%

75
8

8.5
%

12
3

1.4
%

36
0.4
%

1
0.0
%

16
0

13
.9%

91
8

23
3

20
.2%

10
能
勢
町

3,9
73

53
0

13
.3%

39
7

10
.0%

81
2.0
%

42
1.1
%

10
0.3
%

13
3

25
.1%

53
0

0
0.0
%

11
島
本
町

8,8
53

1,1
13

12
.6%

94
2

10
.6%

73
0.8
%

96
1.1
%

2
0.0
%

17
1

15
.4%

1,1
13

0
0.0
%

12
堺
市

23
4,5
98

38
,84
2

16
.6%

31
,94
6

13
.6%

2,8
66

1.2
%

1,7
07

0.7
%

6
0.0
%

4,5
79

11
.8%

36
,52
5

2,3
17

6.0
%

13
高
石
市

15
,88
1

7,7
64

48
.9%

4,5
24

28
.5%

15
1

1.0
%

14
8

0.9
%

0
0.0
%

29
9

3.9
%

4,8
23

2,9
41

37
.9%

14
泉
大
津
市

19
,12
4

2,4
78

13
.0%

2,1
21

11
.1%

22
9

1.2
%

12
2

0.6
%

2
0.0
%

35
3

14
.2%

2,4
74

4
0.2
%
介
護
医
療
院
4人

15
岸
和
田
市

53
,53
0

8,3
46

15
.6%

7,4
91

14
.0%

40
3

0.8
%

32
1

0.6
%

18
0.0
%

74
2

8.9
%

8,2
33

11
3

1.4
%

16
貝
塚
市

22
,73
5

4,2
62

18
.7%

3,3
13

14
.6%

21
1

0.9
%

16
0

0.7
%

19
0.1
%

39
0

9.2
%

3,7
03

55
9

13
.1%

17
泉
佐
野
市

25
,88
4

4,8
91

18
.9%

4,3
94

17
.0%

28
2

1.1
%

19
8

0.8
%

17
0.1
%

49
7

10
.2%

4,8
91

0
0.0
%

18
和
泉
市

46
,72
4

7,0
42
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.1%

5,4
44

11
.7%

43
5

0.9
%

34
9

0.7
%

30
0.1
%

81
4

11
.6%

6,2
58

78
4

11
.1%

19
泉
南
市

18
,32
3

4
0.0
%

2
0.0
%

1
0.0
%

7
7
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阪
南
市

17
,47
8

2,2
68

13
.0%

1,9
22

11
.0%

19
3

1.1
%

14
2

0.8
%

11
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%

34
6
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.3%

2,2
68

0
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%
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岡
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4,7
76
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7
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.8%

75
3
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36
0.8
%

36
0.8
%

0
0.0
%
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%

82
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療
院
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町

1,9
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1
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.6%
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.4%

47
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%

13
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%

1
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%
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15
.6%

36
8

23
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%
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町
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,46
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13
.6%

1,4
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%
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17
.9%
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%
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3
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%
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,11
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.5%
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2
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1,3
35
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%

76
4

0.8
%

12
0.0
%

2,1
11

14
.0%
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3
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0.0
%
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27
寝
屋
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市

68
,95
7
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,65
3

16
.9%

8,8
61

12
.9%

79
4

1.2
%

46
2

0.7
%

11
0.0
%

1,2
67

10
.9%

10
,12
8

1,5
25
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.1%
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大
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市
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,63
6

4,5
58

14
.0%

3,7
70

11
.6%

53
5

1.6
%

27
8

0.9
%

0
0.0
%

81
3

17
.8%

4,5
83
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5

-0
.5%

29
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市
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,84
4

1,3
46

6.2
%

1,0
83

5.0
%

14
9

0.7
%

11
1

0.5
%

0
0.0
%
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0

19
.3%

1,3
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3
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%
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療
介
護
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原
市

35
,69
2
未
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計

31
羽
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野
市

32
,79
5

5,1
14

15
.6%

3,9
41

12
.0%

36
6

1.1
%

28
6

0.9
%

6
0.0
%

65
8

12
.9%

4,5
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51
5

10
.1%
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井
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,33
3

2,6
57
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.5%

2,2
61
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.3%

20
6

1.1
%
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3
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%
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%

33
1
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.5%

2,5
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65
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%
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68
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.7%

5,4
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.2%
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%
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,15
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61

17
.1%

1,9
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12
.1%

19
7

1.2
%
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1

0.6
%

0
0.0
%

29
8

10
.8%

2,2
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50
1
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.1%

36
河
南
町

5,0
83

68
9
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.6%

53
1
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.4%
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1.7
%
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%

1
0.0
%

12
9
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.7%
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0
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4.2
%
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子
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3
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.8%

41
7
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.6%
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1.5
%
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0.7
%

0
0.0
%
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17
.1%
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3

0
0.0
%
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早
赤
阪
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8
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.1%
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%
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%
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%
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%
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%
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,42
0
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%

1,2
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%
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0
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%
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2
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%
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%

1,4
16
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.4%
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,30
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1,1
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%
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,27
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16
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※
大
阪
市
・
大
阪
狭
山
市
が
未
回
答
の
た
め
昨
年
度
回
答
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⑨介護施設待機者数一覧表　2021.3 末

市町村名
基礎データ 特養老人ホーム 老健施設 療養型医療

施設
人口 高齢者人口 高齢化率 待機者数 利用者数 対利用者率 待機者数 待機者数

1 大阪市 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

2 吹田市 376,944 89,694 23.80% 調査前 1,200 #VALUE! 不明
3 豊中市 408,736 105,341 25.77% 517 1,160 44.6% 19
4 箕面市 138,792 35,289 25.43% 調査中 370 #VALUE! 未把握
5 池田市 103,621 27,967 26.99% 129 371 34.8%
6 高槻市 350,819 102,734 29.28% 244 1,102 22.1% 未集計
7 茨木市 283,078 68,699 24.27% 475 685 69.3% 77
8 摂津市 86,741 22,316 25.73% 117 344 34.0% －
9 豊能町 18,978 8,905 46.92% 43 123 35.0% 未記入
10 能勢町 9,598 3,982 41.49% 不明 81 #VALUE! 不明
11 島本町 31,937 8,787 27.51% 不明 73 #VALUE! 不明
12 堺市 829,924 234,698 28.28% 3,897 2,866 136.0% 82
13 高石市 57,322 15,832 27.62% 不明 151 #VALUE! 不明
14 泉大津市 74,095 19,164 25.86% 180 229 78.6% 1
15 岸和田市 192,160 53,603 27.89% 調査中 403 #VALUE! 調査中
16 貝塚市 84,718 22,755 26.86% 189 211 89.6% 不明
17 泉佐野市 99,316 26,116 26.30% 111 282 39.4%
18 和泉市 184,813 46,750 25.30% 237 435 54.5% 18
19 泉南市 60,795 17,687 29.09% 4 
20 阪南市 52,795 17,481 33.11% 51 193 26.4% 5
21 忠岡町 16,895 4,812 28.48% 不明 36 #VALUE! 不明
22 田尻町 8,297 2,010 24.23% 10 47 21.3% 0
23 熊取町 43,277 12,528 28.95% － 145 #VALUE! －
24 岬町 15,167 5,956 39.27% 不明 76 #VALUE! 不明 不明
25 くすのき 319,167 91,937 28.81% 未把握 1,335 #VALUE! 未把握
26 枚方市 398,283 113,705 28.55% 1,779 未集計 #VALUE! 9 4
27 寝屋川市 229,654 68,940 30.02% 368 794 46.3% －
28 大東市 119,126 32,553 27.33% 未把握 535 #VALUE! 未把握
29 交野市 77,511 21,860 28.20% 234 149 157.0% 不明
30 松原市 118,357 35,696 30.16% 未集計
31 羽曳野市 109,810 33,159 30.20% 不明 366 #VALUE! 不明
32 藤井寺市 64,029 18,273 28.54% 不明 206 #VALUE! 不明
33 富田林市 109,650 33,506 30.56% 210 553 38.0% データなし
34 河内長野市 102,920 36,436 35.40% 集計中 未集計 #VALUE! 集計なし
35 大阪狭山市 58,691 16,165 27.54% 未集計 未集計 #VALUE! 未集計 未集計
36 河南町 15,286 4,948 32.37% 未把握 87 #VALUE! 未把握
37 太子町 13,172 3,918 29.74% 47 59 79.7% 0
38 千早赤阪村 5,064 2,294 45.30% 不明 54 #VALUE! 不明
39 東大阪市 484,663 137,042 28.28% 663 1,860 35.6% 未記入
40 八尾市 264,867 75,191 28.39% － 953 #VALUE! －
41 柏原市 68,066 20,215 29.70% 241 294 82.0% 0 0

合     計 6,087,134 1,698,944 27.91% 9,742 17,832 55% 211 4
※大阪市・大阪狭山市が未回答のため昨年度回答
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⑩利用料軽減制度　202103 末データ 202106 大阪社保協調査

市町村名 在宅サービス
利用者数

①訪問介護利用
料軽減件数

②社会福祉法人
利用料軽減件数

低所得者独自減免
実施の有無 利用者数 影響額

1 大阪市
2 吹田市 12,749 0 69 1 13 336,581 
3 豊中市 14,875 0 73 1 30 786,548 
4 箕面市 4,337 0 3 ×
5 池田市 2,695 － 6 ×
6 高槻市 15,454 0 54 1 1 未集計
7 茨木市 7,737 0 45 ×
8 摂津市 2,889 0 3 ×
9 豊能町 741 0 0 ×
10 能勢町 397 0 0 ×
11 島本町 942 0 1 ×
12 堺市 31,946 0 180 ×
13 高石市 4,524 0 
14 泉大津市 2,121 0 1 ×
15 岸和田市 7,491 0 30 ×
16 貝塚市 3,313 0 0 ×
17 泉佐野市 4,394 0 2 ×
18 和泉市 5,444 0 24 ×
19 泉南市 0 30 ×
20 阪南市 1,922 0 3 ×
21 忠岡町 753 0 0 ×
22 田尻町 307 0 0 ×
23 熊取町 1,485 0 1 ×
24 岬町 935 0 0 ×
25 くすのき 13,002 0 144 ×
26 枚方市 後日回答 22 ×
27 寝屋川市 8,861 － 10 ×
28 大東市 3,770 0 29 ×
29 交野市 1,083 10 ×
30 松原市 0 0 16 ×
31 羽曳野市 3,941 0 52 1 27 99,249 
32 藤井寺市 2,261 不明 6 ×
33 富田林市 5,440 0 57 1 1 58,790 
34 河内長野市 4,210 0 5 ×
35 大阪狭山市 1,962 0 未集計 1 7 115,414 
36 河南町 531 0 7 ×
37 太子町 417 0 2 ×
38 千早赤阪村 197 0 0 ×
39 東大阪市 20,169 0 133 ×
40 八尾市 9,884 0 9 1 0 0 
41 柏原市 2,445 0 8 ×

合計 205,624 0 1,035 7 79 1,396,582 
※大阪市・大阪狭山市が未回答
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⑪2020年度苦情・相談 202106 大阪社保協調査

市町村名
相談・苦情 不服審査請求

総数 認定 手続き サービス 負担 その他 保険料 認定 その他
1 大阪市
2 吹田市 未集計 50 1 0 
3 豊中市 108 0 6 76 0 27 1 0 0 
4 箕面市 12 0 1 8 0 3 0 0 0 
5 池田市 15 0 0 14 0 1 3 0 0 
6 高槻市 24 0 0 24 0 0 1 0 
7 茨木市 4 4 55 
8 摂津市 7 1 0 5 1 0 1 0 0 
9 豊能町 4 0 2 1 1 0 0 0 
10 能勢町 12 2 0 1 1 8 0 0 0 
11 島本町 3 0 0 3 0 0 0 0 
12 堺市 統計なし 126 2 
13 高石市 0 不明 20 0 0 
14 泉大津市 5 5 15 
15 岸和田市 13 23 
16 貝塚市 4 2 0 2 0 0 0 0 0 
17 泉佐野市 4 3 1 1 0 
18 和泉市 1 0 0 1 0 0 11 0 0 
19 泉南市 8 5 5 0 1 
20 阪南市 84 20 0 4 60 0 0 1 0 
21 忠岡町 3 3 0 0 0 0 2 0 0 
22 田尻町 2 1 0 1 0 0 0 0 0 
23 熊取町 9 1 0 5 2 1 0 0 0 
24 岬町 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 くすのき 0 37 1 0 
26 枚方市 2 0 0 2 0 0 34 1 
27 寝屋川市 3 58 
28 大東市 10 2 0 0 8 0 16 0 0 
29 交野市 11 1 7 2 1 0 
30 松原市 12 0 0 12 0 0 
31 羽曳野市 23 0 0 12 1 9 9 0 0 
32 藤井寺市 4 4 1 2 0 
33 富田林市 16 1 13 1 1 29 1 
34 河内長野市 4 0 0 4 0 0 16 0 0 
35 大阪狭山市 1 0 0 0 1 0 20 1 0 
36 河南町 未把握 0 0 0 
37 太子町 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 千早赤阪村 3 0 0 2 1 0 0 0 0 
39 東大阪市 96 96 20 2 
40 八尾市 36 0 0 36 0 14 0 1 
41 柏原市 2 0 0 2 0 0 3 0 0 

合　　　　計 534 45 14 343 83 57 566 12 2 
8.4% 2.6% 64.2% 15.5% 10.7%

※大阪市・大阪狭山市が未回答のため昨年度回答

‐ 99‐



⑫日常生活圏域･地域包括支援センター（2021.4 現在） 202106 大阪社保協調査

高齢者数
2021.3末

日常生活圏域 地域包括支援センター

圏域数 1か所当
高齢者 箇所数 1か所当

高齢者
委託先

直営 社協 公社 社福法人 医療法人 その他
1 大阪市
2 吹田市 89,694 6 14,949 16 5,606 1 1 1
3 豊中市 105,341 7 15,049 14 7,524
4 箕面市 35,289 14 2,521 5 7,058 1 1 1
5 池田市 27,967 2 13,984 4 6,992 1 1 1 1
6 高槻市 102,734 4 25,684 12 8,561 1 1
7 茨木市 68,699 5 13,740 12 5,725 1 1
8 摂津市 22,316 2 11,158 1 22,316 1
9 豊能町 8,905 1 8,905 1 8,905 1
10 能勢町 3,982 1 3,982 1 3,982 1
11 島本町 8,787 1 8,787 1 8,787 1
12 堺市 234,698 21 11,176 28 8,382 1 1 1
13 高石市 15,832 3 5,277 1 15,832 1
14 泉大津市 19,164 1 19,164 1 19,164 1
15 岸和田市 53,603 6 8,934 6 8,934 1 1
16 貝塚市 22,755 3 7,585 3 7,585 1
17 泉佐野市 26,116 5 5,223 6 4,353 1 1
18 和泉市 46,750 4 11,688 4 11,688 1 1 1
19 泉南市 17,687 4 4,422 2 8,844 1
20 阪南市 17,481 4 4,370 2 8,741 1 1
21 忠岡町 4,812 1 4,812 1 4,812 1
22 田尻町 2,010 1 2,010 1 2,010 1
23 熊取町 12,528 1 12,528 1 12,528 1
24 岬町 5,956 1 5,956 1 5,956 1
25 くすのき 91,937 14 6,567 14 6,567 1 1
26 枚方市 113,705 13 8,747 13 8,747 1 1 1 1
27 寝屋川市 68,940 6 11,490 12 5,745 1 1 1
28 大東市 32,553 1 32,553 1 32,553 1
29 交野市 21,860 1 21,860 1 21,860 1
30 松原市 35,696 4 8,924 2 17,848 1 1
31 羽曳野市 33,159 3 11,053 1 33,159 1
32 藤井寺市 18,273 1 18,273 1 18,273 1
33 富田林市 33,506 3 11,169 3 11,169 1 1 1
34 河内長野市 36,436 6 6,073 3 12,145 1 1
35 大阪狭山市 16,165 1 16,165 1 16,165 1
36 河南町 4,948 1 4,948 1 4,948 1
37 太子町 3,918 1 3,918 1 3,918 1
38 千早赤阪村 2,294 1 2,294 1 2,294 1
39 東大阪市 137,042 25 5,482 22 6,229 1 1 1
40 八尾市 75,191 5 15,038 16 4,699 1 1 1 1
41 柏原市 20,215 1 20,215 1 20,215 1

1,698,944 185 9,183 218 7,793 10 20 1 19 12 8
※大阪市・大阪狭山市が未回答のため昨年度回答
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⑬ 2020年度の新総合事業類型-訪問サービス 202106 大阪社保協調査

訪問型サービス 通所型サービス

現行相当
のみで実
施

現行相当と多様なサービスで実施 現行相当
のみで実
施

現行相当と多様なサービスで実施

基準緩和A 住民主体B 短期集中C 移動支援D 基準緩和A 住民主体B 短期集中C

1 大阪市
2 吹田市 ○ ○
3 豊中市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 箕面市 ○ ○ ○ ○
5 池田市 ○ ○
6 高槻市 ○ ○
7 茨木市 ○ ○ ○ ○
8 摂津市 ○ ○
9 豊能町 ○ ○
10 能勢町 ○ ○
11 島本町 ○ ○ ○
12 堺市 ○ ○ ○
13 高石市 ○ ○ ○
14 泉大津市 ○ ○ ○ ○
15 岸和田市 ○ ○ ○
16 貝塚市 ○ ○
17 泉佐野市 ○ ○ ○
18 和泉市 ○ ○ ○
19 泉南市 ○ ○
20 阪南市 ○ ○
21 忠岡町 ○ ○
22 田尻町 ○ ○
23 熊取町 ○ ○ ○ ○
24 岬町 ○ ○
25 くすのき ○ ○ ○ ○
26 枚方市 ○ ○ ○ ○
27 寝屋川市 ○ ○ ○ ○
28 大東市 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○
29 交野市 ○ ○ ○
30 松原市 ○ ○ ○
31 羽曳野市 ○ ○ ○ ○
32 藤井寺市 ○ ○
33 富田林市 ○ ○ ○ ○
34 河内長野市 ○ ○ ○ ○ ○
35 大阪狭山市 ○ ○
36 河南町 ○ ○ ○ ○ ○
37 太子町 ○ ○ ○ ○
38 千早赤阪村 ○ ○
39 東大阪市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
40 八尾市 ○ ○
41 柏原市 ○ ○ ○

※大阪市・大阪狭山市が未回答のため昨年度回答
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⑭
新
総
合
事
業
-2
　
　
判
定
方
法
・
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
 

20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査

判定
方法

チェ
ック
リス
ト実
施窓
口

水際
作戦
にな
らな
いか

本人
が来
所し
ない
場合
は

20
20
年度
末基
本チ
ェ

ック
リス
ト

厚生
労働

省ガ
イド

ライ
ン通 り

ガイ
ドラ
イン
修正
方式

独自
方式

役所
/担
当係
名

地域
包

括支
援

セン
タ ー

その
他

実施 件数
事業 対象 者

要支
援

者認
定 数

1
大阪
市

2
吹田
市

○
○

高齢
福祉
室、
包括
支援
セン
ター
の窓
口で
の対
応と
して
、基
本チ
ェッ
クリ
スト

該当
者と
なっ
た後
も、
必要
な時
は要
介護
等認
定の
申請
が可
能で
ある
こと
を説

明す
るこ
とを
マニ
ュア
ル化
して
いま
す。
また
、基
本チ
ェッ
クリ
スト
実施
か、
要

介護
等認
定申
請か
の判
断に
迷う
場合
に使
用す
る確
認票
を作
成し
、利
用希
望

のサ
ービ
ス内
容や
本人
の状
態を
適切
にア
セス
メン
トす
るツ
ール
とし
て使
用し

てい
ます
。

本人
が来

所出
来ず
、電
話や
家族

等の
来所
によ
る相
談の
場

合は
、地
域包
括支
援セ
ンタ
ーの
職員
が訪
問す
るこ
とを
マニ

ュア
ル化
して
いる
。住
民票
が吹
田市
で、
他市
に居
住す
る住

所地
特例
でな
いケ
ース
など
、遠
方で
地域

包括
支援

セン
タ

ーが
訪問
でき
ない
場合
につ
いて
も電
話対
応す
るこ
とと
して

いる
。

13
9
64
2

5,5
53

3
豊中
市

新規
の場
合は
認定
申請
を優

先す
る。
認定

結
果が

非該
当だ
った
が何
らか
のサ
ービ
スが
必

要と
思わ
れる
場合
に基
本チ
ェッ
クリ
スト
を実

施。
更新
の場
合は
、認
定申
請か
基本
チェ
ック

リス
トの
実施
を選
択で
きる

長寿
安心
課介

護認
定係

／
事
務
職、
看
護
師、
保
健
師

等
○

認定
申請
を希
望さ
れる
場合
はこ
れま
でど
おり
申請
を受
ける
ため
、そ
のよ
うな

対応
には
なら
ない
。

本人
の来
所を
原則
とし
てい
るが
、事
情や
やむ
を得
ない
場合

は、
家族
の記
入に
より
基本
チェ
ック
リス
トを
実施
する
など

の対
応を
とる

3
2

8,2
20

4
箕面
市

○
健
康
福
祉
部
高
齢
福
祉
室、

市民
部介
護・
医療
・年
金室

○
認定
申請
が必
要と
され
る方
につ
いて
は、
従来
どお
り申
請を
受け
付け
てい
る

包括
の担
当者
に訪
問し
ても
らう

未把
握

311
1,4
70

5
池田
市

チェ
ック
リス
ト対
象者

を要
支援

の更
新者
に

限定
本人
・ケ
アマ
ネ等

認定
申請
の制
限等
は行
って
いな
い

代行
申請
が可
能

20
0
15
1

1,7
83

6
高槻
市

新規
サー
ビス
利用

希望
者に
つい
ては
、要
介

護認
定申
請を
行う

長寿
介護
課
/市
職員
（職
種

に規
定無
）

○
居宅
介護
支援
事業
所

従来
通り
認定
申請
を受
付

ご自
宅等
で基
本チ
ェッ
クリ
スト
の実
施も
可

80
8
未集
計

7,3
73

7
茨木
市

○
長
寿
介
護
課
認
定
係
/主
任

介護
支援
専門
員、
保健
師、

理
学
療
法
士、
栄
養
士、
事

務職
）

○

地
域
包
括
支
援
セン
タ

ーか
ら居

宅
介
護
支
援

セン
ター

へ
委
託し

た
場合
は、
包括
と居
宅の

ケ
ア
マ
ネ
ジャ

ー
が
同

席し
て実
施

利用
サー
ビス
や本
人の
状態
（病
状等
）に
よっ
て認
定申
請を
すす
めて
いる

代理
で来

庁さ
れた
家族

等か
ら本

人の
状況

を聞
き取
るが
、

対象
者の
状態
を把
握す
るた
め、
地域

包括
支援

セン
ター
の

職員
が訪
問し
、直
接自
宅等
にて
本人
から
生活
状況
の聞
き取

り及
び基
本チ
ェッ
クリ
スト
を実
施す
る

14
0
38
4

3,1
77

8
摂津
市

○
高
齢
介
護
課
介
護
保
険
係
/

認定
調査
員

基本
チェ
ック
リス
トは
強制
では
なく
、本
人に
認定
申請
がで
きる
こと
を説
明の

上、
選択
制と
して
いる
こと
から
、認
定申
請を
抑制
する
こと
には
なら
ない
と考
え

ます

基本
チェ
ック
リス
トの
実施
場所
は、
原則
申請
者の
居宅
とし

てい
ます
。認
定調
査員
が、
居宅
へ伺
うこ
とを
想定
して
いま

す。
112

80
1,3
71

9
豊能
町

○
○

相談
内容
に応
じて
申請
する
かし
ない
かの
アセ
スメ
ント
をし
てい
るの
で、
基本

的に
は役
所窓
口（
地域
包括
支援
セン
ター
）で
認定
申請
をし
ても
らっ
てい
る。

状況
に応
じて
（骨

折し
てい
て窓

口に
来る
こと
がで

きな
い

等）
、地
域包
括支
援セ
ンタ
ーの
職員
がご
自宅
に訪
問し
てい

る。
未把
握

34
54
8

10
能勢
町

○
福
祉
課
包
括
支
援
係
/保
健

師、
（主

任）
介
護
支援

専門
員、
社会
福祉
士、
事務
職

○
13

44
18
6

11
島本
町

○
保険
課
/認
定調
査員

申請
受付
は役
場窓
口と
地域
包括
（委
託）
でも
受け
付け
てい
る。
相談
があ
る場

合は
地域
包括
で相
談対
応し
、必
要に
応じ
申請
受付
を行
って
いる
。

なお
、本
町で
は新
規の
場合
は原
則介
護認
定を
受け
ても
らう
よう
案内
して
いる

相談
や申
請代
行に
つい
ては
、来
所が
困難
な場
合は
、地
域包

括や
担当
して
いる
ケア
マネ
ジャ
ーが
訪問
して
対応
する
。ま

た、
基本
チェ
ック
リス
トの
実施
に当
たっ
ては
、申
請者
宅等

へ認
定調
査員

が訪
問し
て実
施す
るた
め、
必ず

本人
と面
会

して
実施
して
いる

18
5

96
44
4

12
堺市

新規
利用
者は
認定
申請
を行
う

○
居宅
介護
支援
事業
所

要介
護、
要支
援認
定申
請に
つい
ては
、新
規申
請、
更新
申請
とも
に従
来同
様受

付を
して
いる
。

必要
に応
じて
、地
域包
括支
援セ
ンタ
ーが
訪問
する

36
6
36
6
21,
31
3

13
高石
市

要介
護認
定申
請を
原則
とす
る

新規
対象
者も
原則
要介
護認
定申
請を
行う
こと
とし
てい
る

地域
包括
支援
セン
ター

17
23

1,3
89

14
泉大
津市

○
高齢
介護

課　
介護

認定
係

／事
務職
員

○
制度
説明
を行
い、
本人
の申
請意
思に
つい
て確
認を
取る
よう
にし
てい
る

本人
の生
活状
況を
知る
家族
の記
入、
又は
持ち
帰り
など
にて

記入
し、
提出
を可
能に
して
、地
域包
括支
援セ
ンタ
ーが
代行

申請
する
こと
がで
きる

49
20
9

94
2

15
岸和
田市

○
○

・原
則、
新規
でサ
ービ
スを
利用
する
人は
、認
定申
請の
手続
きを
行う
。

・新
規申
請者
で明
らか
に、
要介
護状
態で
はな
く、
介護
予防
訪問
介護
・通
所介

護の
みを
希望
して
いる
人や
、更
新時
に要
支援

1・
2で
介護
予防
訪問
介護
・通

所介
護の
みを
利用
して
いて
、今
後も
同様
のサ
ービ
スを
希望
する
人は
、チ
ェッ

クリ
スト
の手
続き
を行
う。

本人
が地

域包
括支

援セ
ンタ
ーへ
行け
ない
場合
は、
電話
も

しく
は家
族が
地域
包括
支援
セン
ター
に出
向き
相談
を行
う。

1,0
86

44
7

3,2
06

16
貝塚
市

新規
は認
定申
請

○
本人
が希
望す
れば
申請
でき
る

各地
域包
括支
援セ
ンタ
ー職
員が
訪問
する

8
65

1,4
30

17
泉佐
野市

○
○

更新
申請
時に
認定
申請
の必
要性
を確
認す
る。

担当
ケア
マネ
ジャ
ーが
実施
する
ため
、本
人来
所は
不要
。

10
5
10
5

1,7
29
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判定
方法

チェ
ック
リス
ト実
施窓
口

水際
作戦
にな
らな
いか

本人
が来
所し
ない
場合
は

20
20
年度
末基
本チ
ェ

ック
リス
ト

厚生
労働

省ガ
イド

ライ
ン通 り

ガイ
ドラ
イン
修正
方式

独自
方式

役所
/担
当係
名

地域
包

括支
援

セン
タ ー

その
他

実施 件数
事業 対象 者

要支
援

者認
定 数

18
和泉
市

○
認定
審査

G
/C
M、
社福
、保
健師
、事
務

職
○

役所
窓口
でも
アセ
スメ
ント
を行
って
おり
ます
。本
人の
希望
や、
状態
等を
確認

した
上で
認定
申請
をし
ても
らい
ます
。

基本
チェ
ック
リス
トの
場合
、地
域包
括支
援セ
ンタ
ー職
員が

訪問
等を
行い
ます

30
18
1

3,1
73

19
泉南
市

新規
全員
と更
新の
予防
通所
・訪
問介
護の
み

の利
用者
以外
は認
定調
査を
実施

○
なら
ない

地域
包括
支援
セン
ター
職員
が訪
問す
る

20
阪南
市

○
○

制度
の趣
旨説
明を
した
上で
、認
定意
思を
尊重
した
対応
を行
って
いる

家族
等に
よる
聴き
取り
、ま
たは
地域
包括
支援
セン
ター
によ

る訪
問、
代理
申請
を検
討す
る。

316
316

1,3
93

21
忠岡
町

○
高齢
介護
課

○
原則
、新
規で
サー
ビス
を利
用す
る方
は認
定申
請を
行う
こと
を推
奨し
てい
る

地域
包括
支援
セン
ター
職員
が訪
問

24
49

37
9

22
田尻
町

○
福祉
課
/介
護支
援専
門員

認定
申請
を必
ずす
るよ
うに
して
いる

本人
と面
接し
て実
施す
る（
訪問
可）

5
20

13
5

23
熊取
町

新規
事業
対象
者に
つい
ては
短期
集中
のみ
利

用可
介護

保険
課介

護保
険グ
ル

ープ
／保
健師

○
介
護
予防

支
援
委
託の

居宅
介護
支援
事業
所

新規
利用
の方
は、
要介
護（
要支
援）
認定
申請
を行
うこ
とと
して
いる

代理
人の
方の
申請
でも
受付
可能

チェ
ック
リス
トの
実施
は包
括支
援セ
ンタ
ー職
員が
訪問
して

実施
19

26
69
8

24
岬町

制度
説明
をは
十分
に行
うが
、要
支援

認定
を

基本
とす
る

福
祉
課・
高
齢
介
護
係
/保

健師
等

○
新規
の方
は要
介護
・要
支援
認定
申請
を基
本と
する

これ
まで
と同
様で
訪問
する

1
4

68
2

25
くす
のき

○
高
齢
福
祉、
高
齢
介
護
課
/

全職
種

○
介護
支援
専門
員

高齢
者の
介護

予防
をは
かり
、地
域で
自立
した
日常
生活
を送
れる
よう
支援
す

るも
ので
あり
、基
本的
なケ
アマ
ネジ
メン
トの
プロ
セス
に基
づき
実施
して
いる
。

実施
に際
して
は窓
口で
相談
者に
対し
、総
合事
業の
説明
を行
い、
同意
を得
た上

で基
本チ
ェッ
クリ
スト
の実
施を
行っ
てい
る

基本
チェ
ック
リス
トの
対象

者に
該当
する
場合
は、
後日
、地

域包
括支
援セ
ンタ
ーの
職員
が訪
問し
実施
する

28
4
24
6

4,8
48

26
枚方
市

○
市役
所窓
口で
基本
チェ
ック
リス
トを
実施
しな
いた
め、
市役
所窓
口で
は認
定申

請の
受付
を行
う。

基本
チェ
ック
リス
トは
、来
庁で
はな
く訪
問に
より
実施
する
。

0
0

27
寝屋
川市

ア）
基本
チェ
ック
リス
トの
みで
は判
定せ
ず、
認定
審査
の

結果
、要
支援
認定
を受
けた
人を
対象
者と
して
いる
。

イ）
認定
審査
の結
果非
該当
とな
り、
基本
チェ
ック
リス
ト

に該
当す
る人
は訪
問
Bの
み利

用す
るこ
とが
でき
る対
象

者と
して
いる
。

ウ）
認定
を受
けて
いる
人が
更新
申請
をせ
ず、
基本
チェ
ッ

クリ
スト
に該
当す
る場
合は
継続
して
介護

予防
・生
活支

援サ
ービ
ス事
業の
利用
対象
者と
して
いる
。

○
左
記ウ

の
場
合
は
担
当

ケア
マネ
ジャ
ー

介護
保険
サー
ビス
利用
に当
たっ
て認
定申
請を
促し
てい
る

認定
審査
の結
果で
非該
当と
なっ
た場
合に
、訪
問
Bの
利用
を

希望
する
人に
対し
て、
基本
チェ
ック
リス
トを
実施
する
に当

たっ
ては
必要
に応
じて
地域

包括
支援
セン
ター
職員
が訪
問

して
いる
。

6
7

4,0
44

28
大東
市

○
高齢
介護
室介
護保
険
G

○

本人
の身
体状
態や
必要
と考
える
サー
ビス
など
を聞
き取
った
上で
、必
要な
方に

は介
護保

険認
定申
請を
して
いた
だい
てい
る。
総合

事業
の案
内を
する
場合
に

は、
以降
必要
に応
じて
認定
申請
を行
い、
訪問
看護
や福
祉用
具の
貸与
、住
宅改

修な
どの
予防
給付
サー
ビス
を受
ける
こと
がで
きる
こと
と、
必要
だと
感じ
れば

いつ
でも
地域
包括
支援
セン
ター
の担
当プ
ラン
ナー
に相
談す
るよ
うに
説明
して

いる

窓口
に来
庁し
てい
る人
に、
後日
地域
包括
支援
セン
ター
職員

が本
人に
実施
する
旨を
案内
して
いる

19
4
19
4

1,6
05

29
交野
市

○
高齢

介護
課・
高齢

介護
事

業係
/係
員

○
居宅
介護
支援
事業
所

制度
説明
を行
い、
申請
者が
選択
でき
るよ
うに
して
いる

地域
包括
支援
セン
ター
が総
合相
談と
して
訪問
し、
必要
に応

じて
基本
チェ
ック
リス
トを
実施

23
18

30
松原
市

家族
が来
所の
場合
は、
基本
チェ
ック
リス
トは

実施
せず
要介

護認
定等
の申
請を
して
いた
だ

く
高齢
介護
課
/全
職員

○
ブラ
ンチ
、居
宅介
護支

援事
業所

本人
のニ
ーズ
に基
づき
申請
して
いた
だく

地域
包括
支援
セン
ター
での
申請
も可
能と
して
いる

84
75

8

31
羽曳
野市

○
限定
なし

○
居宅
介護
支援
事業
所

窓口
確認
を行
い、
申請
が必
要な
方に
は申
請を
して
いた
だい
てい
る。

自宅
を訪
問し
て基
本チ
ェッ
クリ
スト
を実
施し
てい
る。

23
6

71
6,6
98

32
藤井
寺市

要介
護認
定な
しで
利用
でき
る介
護予
防・
生活
支援
サー

ビス
事業
は訪
問型
サー
ビス

Cの
みと
して
おり
、窓
口で
の

基本
チェ
ック
リス
トに
よる
判定
は行
って
いな
い。
訪問
型

サー
ビス

Cの
利用
対象
者の
判定
につ
いて
は、
専門
職（
理

学療
法士
又は
作業
療法
士又
は管
理栄
養士
）と
地域
包括

支援
セン
ター
職員
（又
はケ
アマ
ネジ
ャー
）が
本人
宅を
訪

問し
、本
人の
心身

状態
を把
握し
たう
えで
必要

性有
無を

判断
し、
本人
・家
族の
合意
のも
とに
決定
して
いる
。

窓
口で

は
実
施し

てい
ない
。認
定の
ない
方を

訪問
して
いる
中で
、訪

問
型
サ
ービ

ス
Cの
利

用を
検討
する
こと
とな

った
場合
、そ
の時
点で

基本
チェ
ック
リス
トを

実施
する
。

窓口
で基
本チ
ェッ
クリ
スト
を実
施す
る手
順で
はな
いた
め、
認定
申請
を拒
むこ

とは
ない
。

訪問
によ
って
本人
の心
身の
状況
を実
際に
確認
して
いる
。

0
4

1,2
40

33
富田
林市

○
高齢

介護
課高
齢者

支援
係

/主
任ケ
アマ
ネジ
ャー
等

○
ご本
人の
サー
ビス
利用
希望
等も
十分
聞き
取り
をし
なが
ら対
応を
して
まい
りま

す。
また
、認
定申
請を
希望
され
る方
はこ
れま
でと
同様
に受
付し
てお
り、
ご指

摘い
ただ
いた
状況
にな
らな
いと
考え
てい
る

各地
域包
括支
援セ
ンタ
ーや
在宅
介護
支援
セン
ター
、ケ
ア

マネ
ジャ
ーと
も連
携を
図り
なが
ら、
自宅
等へ
の訪
問も
含め

て対
応し
てま
いり
ます
。

10
20
1

2,3
97

34
河内
長野
市

○
高齢

福祉
課・
地域

包括
ケ

ア推
進係

/事
務職
・保
健師

○
相談
者の
状況
や希
望す
るサ
ービ
スを
聞き
取り
、内
容に
応じ
て認
定申
請す
るよ

う勧
奨し
てい
る

地域
包括
支援
セン
ター
の担
当者
が自
宅訪
問し
、ヒ
アリ
ング

を行
って
いる

80
29
0

2,2
63
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判定
方法

チェ
ック
リス
ト実
施窓
口

水際
作戦
にな
らな
いか

本人
が来
所し
ない
場合
は

20
20
年度
末基
本チ
ェ

ック
リス
ト

厚生
労働

省ガ
イド

ライ
ン通 り

ガイ
ドラ
イン
修正
方式

独自
方式

役所
/担
当係
名

地域
包

括支
援

セン
タ ー

その
他

実施 件数
事業 対象 者

要支
援

者認
定 数

35
大阪
狭山
市

○
高齢

介護
グル

ープ
　
担当

事務
職員

○
利用
目的
や希
望す
るサ
ービ
ス等
を充
分に
聴き
取り
、要
介護
認定
申請
が必
要な

場合
や予
防給

付等
のサ
ービ
スを
希望
する
場合
は、
各申
請の
案内
に繋
げて
い

ます

電話
や家
族の
来所
に基
づき
本人
の状
況や
目的
など
を聴
き

取り
ます
。そ
の場

合の
チェ
ック
リス
トの
活用
につ
いて
は、

本人
や家
族が
行っ
たも
のに
基づ
き、
介護
予防
ケア
マネ
ジメ

ント
のプ
ロセ
スで
地域

包括
支援
セン
ター
等が
本人
の状
況

を確
認す
ると
とも
に事
業所
の説
明な
どを
行い
、適
切な
サー

ビス
利用
に繋
げま
す。

未集
計

34
7
未集
計

36
河南
町

基本
チェ
ック
リス
ト及
び独
自作
成ア
セス
メン

トシ
ート

高齢
障が

い福
祉課
・高
齢

福祉
係
/ケ
アマ
ネジ
ャー
・

保健
師・
社会
福祉
士

○
窓口
また
は訪
問で
本人
の状
態を
確認
し、
サー
ビス
の意
向等
を本
人や
家族
か

ら聞
き取
り、
総合
事業
や介
護保
険サ
ービ
スに
つい
て説
明の
上、
本人
や家
族が

選択
して
いる
ため
、認
定申
請を
させ
ない
対応
には
なっ
てい
ない
。

地域
包括
支援
セン
ター
職員
が本
人宅
へ訪
問し
て、
聞き
取り

調査
して
いる
。

95
23

27
1

37
太子
町

○
いき
いき
健康
課／
保健
師・

社会
福祉
士

○

窓口
申請
で、
明ら
かに
要介
護認
定が
必要
と判
断で
きる
場合
や、
介護
予防
訪問

看護
等の
利用
が必
要な
場合
など
介護

保険
の給
付を
受け
るた
めに
は、
要介
護

（支
援）
認定
が必
要で
ある
こと
から
、事
業対
象者
とし
ての
サー
ビス
利用
を含
め

総合
事業
の説
明を
させ
てい
ただ
き、
ご本
人及
びご
家族
と申
請す
るか
どう
か判

断し
てお
りま
す。
なお
、認
定申
請自
体に
つき
まし
ては
、総
合事
業実

施以
前よ

り総
合相
談の
一つ
とし
て窓
口対
応し
てお
り、
本人
のニ
ーズ
に合
わせ
た支
援の

一つ
とし
て実
施し
てき
たと
ころ
です
。総
合事
業開
始後
も、
さま
ざま
な支
援の

中で
、認
定申
請を
選択
され
た場
合、
それ
を拒
否す
るよ
うな
対応
は行
って
いま

せん
。

明ら
かに
要介
護認

定が
必要
と判
断で
きる
場合
や介
護予
防

訪問
看護
等の
利用
が必
要な
場合
など
を除
き、
家族
・ケ
アマ

ネー
ジャ
ー・
民生
委員

及び
近隣
の住
民の
方々
など
本人
の

状態
をよ
く知
って
いる
方へ
の聞
き取
り、
若し
くは
地域
包括

支援
セン
ター
の職

員が
訪問
する
など
の対

応を
して
おり
ま

す。

10
35

14
3

38
千早
赤阪
村

○
福祉
課
/保
健師
、事
務担
当

職員
○

基本
チェ
ック
リス
トの
実施
も原
則福
祉課
での
対応
とな
りま
す

特段
の事
情が
あっ
て来

庁で
きな
い場

合は
、訪
問等
の対
応

もご
相談
に応
じま
す

83
0

83

39
東大
阪市

○
○

なら
ない
。

地域
包括
支援
セン
ター
職員
が本
人宅
を訪
問す
る

14
7
35
7
43
,10
7

40
八尾
市

新規
利用
者に
つい
ては
、通
所型
サー
ビス
（短

期集
中）
を利
用す
る場
合の
み基
本チ
ェッ
クリ

スト
によ
る判
定も
可

認定
更新
時に
は、
多様
なサ
ービ
ス（
訪問
型サ

ービ
ス（
基準
緩和
）・
通所
型サ
ービ
ス（
短期
集

中）
）を
利用
する
場合
のみ
基本

チェ
ック
リス

トに
よる
判定
も可

○
制度
説明
や聞
き取
りを
行い
、本
人の
理解
を促
しな
がら
実施
して
いる
。ま
た認

定申
請を
拒む
こと
はな
く、
必要
に応
じて
認定
申請
の代
行を
おこ
なっ
てい
る。

地域
包括
支援
セン
ター
職員
が自
宅等
へ訪
問し
、基
本チ
ェッ

クリ
スト
を実
施し
てい
る

17
26

5,5
46

41
柏原
市

○
○

新規
申請
者及
び要
支援
認定
更新
者は
「介
護相
談受
付シ
ート
」を
利用
して
要介

護認
定が
必要
なの
か、
基本
チェ
ック
リス
トに
より
サー
ビス
が受
けら
れる
のか

振り
分け
を行
うこ
とと
して
いま
すが
、ご
本人
が認
定申
請を
希望
する
場合
は、

申請
を拒
むこ
とは
ござ
いま
せん
。

地域
包括
支援
セン
ター
職員
が訪
問す
るな
ど柔
軟な
対応
を

行っ
てい
ます

1
0

1,0
84

※
大
阪
市
・
大
阪
狭
山
市
が
未
回
答
の
た
め
昨
年
度
回
答
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⑮新総合事業 -3　予防プラン 202106 大阪社保協調査
現行予防プラン件数

多様なサービス移行促進の考え方
現行サービス振り分け基準

地域包括
支援セン
ター直接

居宅介護
支援事業
所委託

利用要件振り分け基準等作成
作成し
ていな
い

1 大阪市

2 吹田市 24,499 17,245
短期集中Cや基準緩和通所Aについては、サービス内容に特性がある為、利用については適切なアセ
スメントを実施する事としています。単なる移行促進を図るものではありません。今後、福祉人材確保
の観点から、一般的な生活支援サービスを提供する担い手の確保を進め、専門的個別的なサービスを
提供する専門職の確保につなげることも検討が必要ではないかと考えています。

○

3 豊中市 13,420 41,668 市と地域包括支援センターが連携し、自立支援に関する考え方を共有しながら移行促進を図る。 別紙「介護予防・日常生活支援総合事業の手引き」13 P 参照

4 箕面市 355 288 自立支援型個別会議、多職種連携元気サポート会議等において、利用者の心身状況に応じて必要なサービスが利用できるように様々な関係者で検討している

・通所型：1．身体介護が必要、または退院直後で状態が変化しやすく専門
的サービスが必要→専門型（現行相当）　2．骨・関節系疾患の方で集中的
な支援により回復の見込みがある→短期集中型　3．それ以外→緩和型
・訪問型：1．身体介護が必要、または本人の状態に応じたきめ細かい対応
が求められる→専門型（現行相当）　2．それ以外→緩和型

5 池田市 331 888 利用者のニーズに対応する多様なサービスを段階的に導入 ○

6 高槻市 38,850 23,482
基本的には介護予防ケアマネジメントにより、サービス内容の選択を行って頂くことになります。現行
相当のサービスに加え、介護人材の拡充に向けて少しずつ多様なサービスの利用を進めていけたらと
考えています

○

7 茨木市 8,725 18,879 利用者の状態を定期的にモニタリングし、 必要に応じてプランの見直しを行い、自立支援になるように適切なサービス利用を提案していく

訪問型サービスについて。平成31年4月1日以降、要支援認定者及び事業
対象者における訪問型サービスは原則、訪問型サービスAもしくはBを位
置づける。ただし、以下のような訪問介護員によるサービスが必要な方は
現行総統サービスを利用する。
①身体介護を要する方。身体介護：訪問介護におけるサービス行為ごとの
区分等について（平成12年3月17日老計第10号）に定める身体介護　②
精神疾患や認知機能低下がある方。精神疾患：精神障碍者保健福祉手帳
の交付を受けている者、または医師から精神疾患の診断を受けている方。　
認知機能低下：主治医意見書または認定調査のいずれかにより認知症高齢
者の日常生活自立度「Ⅱａ」以上の判定を受けている者、または医師から認
知症の診断を受けている方　③退院直後で状態が変化しやすく、専門的な
サービスが特に必要な方。退院直後：退院日の翌月から3か月間（ex12/10
退院→退院日～3/31まで）　例　ストーマやインシュリン等、本人が行う
医療的な処置に対して見守りが必要な方　等

8 摂津市 299 695 ○
9 豊能町 113 167 ○
10 能勢町 729 932 ○

11 島本町 1,214 816 訪問型サービスA養成研修の開催。通所型サービスCの有効活用。 ○

12 堺市 1,229 12,592 利用状況を踏まえ検討する ○
13 高石市 790 123 ○

14 泉大津市 170 168 自立支援型ケアマネジメントの普及啓発に努め、C事業を通じた元気高齢者を作り出すことや、A事業の利用を促すことで、地域で活動する道筋をつける

身体介助や精神疾患などの居宅介護に関する専門性を必要とする場合、専
門知識を持ったスタッフが現行相当サービスを提供することにしている。ま
た、緩和型訪問サービス利用者が現行相当サービスを利用することによっ
て、自立に結びつくものであれば、現行相当サービスの利用を認めている

15 岸和田市 681 1,671

16 貝塚市 163 693
協議体・、生活支援コーディネーター等を活用し、拡大地域ケア会議等を活用した、社会資源や住民ニ
ーズの把握、新たなサービス創設の検討、住民主体の集いの場や生活援助サービス従事者研修の実施
による介護人材やボランティア育成を行い、多様なサービスへの移行を促進している。

○

17 泉佐野市 249 12,606 ○
18 和泉市 385 2,146 地域包括支援センター、ケアマネジャーの適切なアセスメントにより移行 ○
19 泉南市 12 777 ○
20 阪南市 1,104 2,747 現行相当に加えて、住民主体による支援（住民主体型B）の立ち上げを支援していく ○

21 忠岡町 162 158 担当ケアマネジャーによるアセスメントのうえ、利用者のサービス利用の意向を聞き取り、サービスを希望すれば多様なサービスにつなげる ○

22 田尻町 1 35 ○

23 熊取町 77 105
住民主体のサービスBについては、生活支援コーディネーターが地域に出向いて、各地域の現状や課
題を把握し、その課題に即したサービスの提供ができるよう、重層的生活支援体制整備の構築と併せて、
取り組みを推進していく。

○

24 岬町 200 184 生活支援コーディネーターを中心に、住民や事業者を含め、地域で多様なサービスを検討するため協議体を時間をかけて整備を行う。 ○

25 くすのき 418 2,669 介護予防ケアマネジメントに基づき、利用者のニーズに応じ多様なサービスの利用促進を図っている
通所サービスにおいてはがん末期、難病、認知症Ⅱ以上や精神疾患等によ
り中長期的に専門職による支援が必要な人、訪問相当サービスに於いては
前述の要件に加え、身体介護が必要な人を対象とし、新規サービス利用で
相当サービスをケアプランに位置づける場合は理由書の提出を求める。

26 枚方市 1,446 2,636 地域包括支援センターを中心に利用者へのアセスメントを通じて促進していく。 ○

27 寝屋川市 550 1,959 ケアマネジャー、サービス事業所等と意見交換・課題共有を継続して行うことで、多様なサービスの必要性の規範的総合を図っていく ○

28 大東市 209 661 自立支援についての啓発を広報誌や研修会等で行うことで、多様なニーズに応えるための多様なサービスへの移行を促進する。
現行相当サービスの提供が必要である理由が明確にプランに記載できてい
ること

29 交野市 3,939 6,799 ケアマネジメントに基づき、自立支援に必要なサービスを受けることができるよう、現行相当、基準緩和A及び一般介護予防事業について、それぞれ周知を行っている 別紙参照

30 松原市 5,465 12,187 検討中 別添参照
31 羽曳野市 489 1,018 ○
32 藤井寺市 4,976 5,206 検討中 ○

33 富田林市 185 1,553 ご本人のサービス利用の希望等も聴き取り、多様なサービスの利用を希望ならば、多様なサービスに繋げます。 ○

34 河内長野市 378 409
35 大阪狭山市 2,560 3,580 適切なケアマネジメントによる 別紙
36 河南町 35 132 協議体や地域ケア会議を通して、住民のニーズを把握し、多様なサービスへの移行を促進していく。 ○
37 太子町 29 46 ○
38 千早赤阪村 37 10 山間部であり、新規事業者の参入は困難だが、小規模自治体の特性を生かしてニーズ把握に努めたい。 ○
39 東大阪市 未把握 未把握 別紙参照 別紙参照

40 八尾市 354 978 介護予防ケアマネジメントの実施に当たっては、要支援者等の状態を踏まえた目標を設定し、利用者の自立支援、重度化防止に資する適切なサービスを選択している ○

41 柏原市 1,971 4,793 自立支援型ケアマネジメントが実現できるように大阪府や大阪府作業療法士会等の支援を受けながら、市と包括で協議していく ○

※大阪市・大阪狭山市が未回答
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⑮ケアプラン支援会議など 202106 大阪社保協調査
ケアプラン支援会議など地域ケア会議 会議数頻度 検討対象ケース

名称 構成メンバー 報酬を出すメンバー・金額 設置数 開催頻度 開催
時間 1回件数

事業
対象
者

要支
援1，
2

要介
護1
～5

対象要件

1 大阪市

2 吹田市
吹田市自立支援
型ケアマネジメ
ント会議

保険者（高齢福祉室/主任ケアマネジャー、保健師）、地域包括
支援センター、ケアマネジャー、サービス事業者、看護師・保健
師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科
衛生士

理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、管理栄養士、歯科
衛生士
1時間あたり5,000円、令和2
年度決算額480,000円

1 年10回 2時間
程度 4件程度 ○ ○

整形外科疾患や入退院直
後の廃用性症候群等の状
態にある者

3 豊中市 自立支援型地域
ケア個別会議

保険者（長寿安心課/保健師、行政職）、地域包括支援センター、
ケアマネジャー、サービス事業者、看護師・保健師、理学療法士、
作業療法士、管理栄養士、歯科衛生士、主任介護支援専門員

看護師、理学療法士、作業療
法士、管理栄養士、歯科衛生
士
10,000円/回

7 年14回 2時間
程度 2件程度 ○ ○

4 箕面市
多職種連携元気
サポート会議、
自立支援型個別
会議

保険者（地域包括ケア室、地域保健室、箕面産と食の推進室/ケ
アマネジャー、保健師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、
管理栄養士）、ケアマネジャー、看護師・保健師

なし 随時開催

自立支援型
担当者会議
54回、多職
種連携　
年8回

1時間
程度

1～2件
程度 ○ ○ ○

5 池田市 自立支援型地域
ケア会議

保険者（地域支援課/保健師）、地域包括支援センター、ケアマ
ネジャー、看護師・保健師、理学療法士、作業療法士、管理栄養
士、歯科衛生士

助言者：作業療法士、管理栄
養士、歯科衛生士
1回あたり　
アドバイザー20,000円
他10,000円

1 月1回 1.5時間
程度 1件程度 ○ ○

6 高槻市 個別ケース検討
会議

保険者（長寿介護課/保健師）、地域包括支援センター、ケアマ
ネジャー、医師、歯科医師、理学療法士、作業療法士、管理栄養
士、歯科衛生士、薬剤師、生活支援コーディネーターまたはコミ
ュニティソーシャルワーカー

医師、歯科医師、薬剤師、理学
療法士、作業療法士、管理栄
養士、歯科衛生士
6,000円

12 年2回 2時間
程度 3件程度 ○ ○ ○

希望を語れるくらいの認
知機能が維持されており、
生活行為の維持・向上が
見込まれ、事業対象者～
要介護2程度のサービス
利用中の方

7 茨木市 自立支援型地域
ケア会議

保険者（福祉総合相談課/保健師、理学療法士、事務職）、地域
包括支援センター、ケアマネジャー、サービス事業者、医師、歯
科医師、看護師・保健師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、
薬剤師

なし 12 年6回 1時間
程度 1件程度 ○ ○ 改善が見込めるケース

8 摂津市 ケアマネジメン
ト支援会議

保険者（高齢介護課/事務職、保健師、介護支援専門員）、地域
包括支援センター、ケアマネジャー、理学療法士、作業療法士

理学療法士、作業療法士
9,000円 1 月1回 1時間

程度
1～2件
程度 ○ ○

訪問介護の利用回数が、
厚生労働大臣が定める回
数以上である場合

9 豊能町

10 能勢町 能勢町地域ケア
会議

保険者（健康福祉部福祉課／事務職）、地域包括支援センター、
地域包括支援センター、ケアマネジャー、サービス事業者、理学
療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士

PT、OT、ST　16,800円／回
（交通費別） 1 月1回 2時間

程度 4件程度 ○ ○
新規で要支援認定を受け
たもので、進行性難病、タ
ーミナル、精神疾患のケー
スを除く全件

11 島本町 自立支援に資す
る地域ケア会議

地域包括支援センター、ケアマネジャー、サービス事業者、看護
師・保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、
総合事業担当課課長・参事

理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士
1人1回　10,000円

1 月2回 2時間
程度 2件程度 ○ ○

廃用や不活発など会議趣
旨に合った事例を担当課
と地域包括支援センター
委託先とで協議し選定

12 堺市
堺市介護予防ケ
アマネジメント
検討会議

保険者（長寿支援課/理学療法士）、地域包括支援センター、ケ
アマネジャー、サービス事業者、理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士、薬剤師

PT、OT、ST、管理栄養士、歯
科衛生士、薬剤師
11,000円

6 2ヶ月に
1回 2.5時間 4件程度 ○ 新規に介護サービスを利

用

13 高石市
地域ケア会議・
ケアマネジャー
部会

1 月1回 1.5時間
程度 3件程度 ○ ○ ○ ケアマネからの申し出

14 泉大津市 包括ケア会議自
立支援部会

保険者（高齢介護課/保健師）、地域包括支援センター、ケアマ
ネジャー、サービス事業者、医師、看護師・保健師、理学療法士、
作業療法士、管理栄養士、薬剤師、その他（アドバイザー）

アドバイザー　10,000円 1 月1回 1.5時間
程度 2件程度 ○ ○

15 岸和田市 自立支援型地域
ケア会議

保険者（介護保険課／保健師・理学療法士他）、地域包括支援
センター、ケアマネジャー、サービス事業者、看護師・保健師、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士、
その他（生活支援コーディネーター）

理学療法士・作業療法士・言
語聴覚士・管理栄養士・歯科
衛生士
リハ職：12,000円、
その他：8,000円

1 17回 2.5時間 3件程度 ○ ○ 整形疾患、生活不活発病
が主体の人

16 貝塚市 総合事業個別ケ
ース検討会議

保険者（高齢介護課/事務職、保健師、社会福祉士）、地域包括
支援センター、ケアマネジャー なし 1 適宜 15～

30分 1，2件程度 ○

17 泉佐野市 自立支援型地域
ケア会議

保険者（介護保険課/介護支援専門員、行政職）、地域包括支援
センター、ケアマネジャー、サービス事業者、看護師・保健師、
理学療法士、作業療法士、管理栄養士、歯科衛生士、その他（第
2層生活支援コーディネーター、社会福祉士、地域共生推進課）

理学療法士・作業療法士　
10,000円
管理栄養士・歯科衛生士　
8,000円

1 月1回 3時間
程度 2件程度 ○ ○

18 和泉市
自立支援型地域
ケア会議　机上
型

保険者（高齢介護室高齢支援担当/保健師）、地域包括支援セン
ター、ケアマネジャー、サービス事業者、看護師・保健師、理学
療法士、作業療法士、管理栄養士、歯科衛生士

アドバイザー　13,000円、
作業療法士、理学療法士、
管理栄養士、歯科衛生士　
6,000円

1 年10回 2時間
程度 2件程度 ○ ○

19 泉南市 地域ケア個別会
議

保険者（長寿社会推進課／保健師等）、地域包括支援センター、
ケアマネジャー、サービス事業者、理学療法士、作業療法士、管
理栄養士、歯科衛生士、生活支援コーディネーター

理学療法士、作業療法士、管
理栄養士、歯科衛生士、ケア
マネジャー（助言者）
7,500円

2 2か月に1回 2時間
程度 4件程度 ○ ○

新規サービス利用者及び
サービス開始間もない利
用者を中心とする

20 阪南市
自立支援型ケア
マネジメント検
討会

保険者、地域包括支援センター、ケアマネジャー、サービス事業
者、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科
衛生士、主任ケアマネジャー

理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、管理栄養士
6,500円

1 月1回 1.5時間
程度 1件程度 ○ ○

21 忠岡町

設置の計画があ
る ※自立支援
型地域ケア会議
を想定している
が、新型コロナ
ウイルスの関係
でR3年度中の
開催は難しい

22 田尻町 地域ケア会議
（自立支援型）

保険者（福祉課/事務職）、地域包括センター、ケアマネジャー、
サービス事業者、看護師・保健師、作業療法士、管理栄養士 作業療法士　18,000円 1 年6回 2時間

程度 2件程度 ○ ○ △
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ケアプラン支援会議など地域ケア会議 会議数頻度 検討対象ケース

名称 構成メンバー 報酬を出すメンバー・金額 設置数 開催頻度 開催
時間 1回件数

事業
対象
者

要支
援1，
2

要介
護1
～5

対象要件

23 熊取町 自立支援型地域
ケア会議

保険者（介護保険課）、地域包括支援センター、ケアマネジャー、
サービス事業者、看護師・保健師、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士、薬剤師

理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、薬剤師　
12,000円／回
看護師　5,700円／1回
管理栄養士・歯科衛生士　
5,500円／回

1 年5回 2時間
程度

6～20件
程度 ○ ○ 通所型サービスC利用者

及びその他必要に応じて

24 岬町 自立支援型会議
保険者（福祉課/保健師・社会福祉士等）、地域包括支援センタ
ー、ケアマネジャー、サービス事業者、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、栄養士

理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、栄養士等
10,000円

1 年6回 90分
程度 2件程度 ○ ○

生活不活発者や骨折や慢
性的な関節の痛みのある
者

25 くすのき
介護予防ケアマ
ネジメント検討
会議

保険者（くすのき広域連合支所/行政職）、地域包括支援センタ
ー、ケアマネジャー、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管
理栄養士、歯科衛生士、薬剤師

理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、管理栄養士、歯科
衛生士、薬剤師
助言者10,000円、
アドバイザー15,000円

3
守口・門真・
四條畷会場
各月2回

3時間
程度 10件程度 ○ ○

原則、新規要支援認定者
又は事業対象者の総合事
業の現行相当サービスが
必要なケースまたは短期
集中C型が必要なケース、
フレイル等による生活機
能低下者

26 枚方市 自立支援型地域
ケア会議

保険者（地域健康福祉室　健康増進・介護予防担当／作業療法
士、理学療法士）、地域包括支援センター、ケアマネジャー、サ
ービス事業者、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄
養士

助言者のリハ職（理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、管
理栄養士）　
リハ職　6,700円／回、
管理栄養士　5,100円／回

13

月7回　※
新型コロナ
ウイルス感
染症対策の
ため中止し
た月あり

60分
程度 2件程度 ○ 自立の多様な支援につい

て検討すること

27 寝屋川市 保険者（高齢介護室/事務職等）、地域包括支援センター、ケア
マネージャー、サービス事業者 なし 1 月8回

1ケース
30分程
度

○

28 大東市
ケアマネジャー、サービス事業者、看護師・保健師、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士、薬剤師、利
用者・家族

管理栄養士　5,500円/回
薬剤師　10,000円/回
歯科衛生士　5,800円/回
言語聴覚士　20分毎に324
単位（1単位11.05円）

1 年4回 90分
程度 2件程度 〇 〇

多職種の関わりによって
自立支援の視点に気づく
ことができる事例

29 交野市 交野市自立応援
会議

保険者（高齢介護課/福祉職、リハビリ専門職）、地域包括支援
センター、ケアマネジャー、理学療法士、作業療法士、管理栄養
士、歯科衛生士

セラピスト、管理栄養士、歯科
衛生士　13,000円　ただし歯
科衛生士については大阪府歯
科衛生士会への委託料として
15,730円

1 週1回 3時間
程度 9件程度 ○ ○

新規で総合事業を利用す
るケース及び総合事業の
サービスを新たにプラン
へ追加したケース

30 松原市 ケアプラン検討
会議

保険者（高齢介護課/事務職）、地域包括支援センター、ケアマ
ネジャー、サービス事業者、看護師・保健師、理学療法士、管理
栄養士、薬剤師

ケアマネジャー、看護師、理学
療法士、管理栄養士、薬剤師
5,000円（委託料）

1 月1回 2時間
程度 2件程度 ○ ○ 要支援1、2及び総合事業

対象者

31 羽曳野市 プラン検討会議 地域包括支援センター、ケアマネジャー、理学療法士、作業療
法士、管理栄養士、歯科衛生士

理学療法士、作業療法士　
5,280円/時（税込）
管理栄養士、歯科衛生士　
7,500円/回

1 週1回 3時間
程度 4件程度 ○ ○

32 藤井寺市

①いきいき笑顔
応援プロジェク
ト同行訪問
②訪問介護に係
る地域ケア個別
会議

①地域包括支援センター、ケアマネジャー、サービス事業者、理
学療法士、作業療法士、管理栄養士、利用者・家族
②保険者（高齢介護課／事務職）、地域包括支援センター、ケア
マネジャー

①理学療法士、作業療法士、
管理栄養士　9500円/回

①訪問のた
め随時
②届出があ
った際に行
う

①1件
1時間
程度
②1件
40分
程度

①訪問のた
め1件ずつ
②1件程度

①○ ②○

①：①新規要支援認定者
でヘルパーの利用希望
②新規要支援認定者で福
祉用具のみ利用希望
③新規要支援認定者で基
本チェックリストの栄養2
項目に該当
②：訪問介護における生
活中心型サービスについ
て、利用者の自立支援・重
度化防止や地域資源の有
効活用等の観点から、通
常の利用からかけ離れた
利用回数となっているケ
アプランについて

33 富田林市 富田林市ケア方
針検討会

地域包括支援センター、ケアマネジャー、作業療法士、管理栄
養士、歯科衛生士、薬剤師

薬剤師、歯科衛生士、作業療
法士、管理栄養士　7,000円 1 月2回 2時間

程度 2件程度 ○ ○

34 河内長野市 自立支援会議 保険者（高齢福祉課/保健師）、地域包括支援センター、ケアマ
ネジャー、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、歯科衛生士

理学療法士、作業療法士、管
理栄養士、歯科衛生士
12,000円

1 月1回 2程度 4件程度 ○ ○
フレイルのリスクを判断
するチェックリスト（独自
作成）該当者

35 大阪狭山市 設置予定はない

36 河南町
河南町自立支援
ケアマネジメン
ト地域ケア会議

地域包括支援センター、ケアマネジャー、サービス事業者、理学
療法士、作業療法士、管理栄養士、歯科衛生士、薬剤師

理学療法士、作業療法士、管
理栄養士、歯科衛生士、薬剤
師
10,000円

1 年8回 2時間
程度 4件程度 ○

37 太子町
自立支援ケアマ
ネジメント型地
域ケア会議

保険者（健康福祉部 高齢介護課／事務）、地域包括支援センタ
ー、ケアマネジャー、サービス事業者、理学療法士、作業療法士、
管理栄養士、歯科衛生士、薬剤師

助言者（理学療法士、作業療
法士、管理栄養士、歯科衛生
士、薬剤師）
10000円　※理学療法士・作
業療法士は委託料を出してい
る。

1 月1回 2時間 4件程度 ○ ○ 事業対象者・支援1.2でサ
ービス利用の方

38 千早赤阪村
自立支援ケアマ
ネジメント型地
域ケア会議

保険者（福祉課/事務職）、地域包括支援センター、ケアマネジ
ャー、作業療法士、管理栄養士、歯科衛生士、薬剤師、生活支援
コーディネーター

作業療法士・管理栄養士・歯
科衛生士・薬剤師　
6,000円～10,000円

1 年3回 2時間
程度 2件程度 ○ ○

39 東大阪市 自立支援型地域
ケア個別会議

保険者（地域包括ケア推進課・給付管理課/事務職）、地域包括
支援センター、ケアマネジャー、サービス事業者、看護師・保健
師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士

作業療法士　8000円 1 年3回 2時間
程度 3件程度 ○ ○ ○

概ね70歳代までのサービ
ス開始から経過の短いケ
ース

40 八尾市 自立支援型地域
ケア会議

保険者（高齢介護課/保健師）、地域包括支援センター、サービ
ス事業者、看護師・保健師、理学療法士、作業療法士、管理栄養
士、歯科衛生士、運動指導士

理学療法士　15,000円
作業療法士、
管理栄養士　10,000円　
歯科衛生士　11,000円

1
年1回
（令和
2年度）

2時間
程 10件程度 ○ ○ 通所型サービス（短期集

中）の利用者

41 柏原市
QOL向上につい
て多職種で考え
る会議

保険者（高齢介護課／保健師・管理栄養士・事務職）、地域包括
支援センター、作業療法士 作業療法士　年額266,175円 1 2週間に1回 1時間

程度 2件程度 ○ ○
身体機能（主に運動器）の
低下し、ADL、IADLに影
響が出ている高齢者

※大阪市・大阪狭山市が未回答のため昨年度回答
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⑮新総合事業 -3　生活支援コーディネーター/広報 / 
生活支援コーディネーター及び協議体の設置 介護予防ケ

アマネジメン
トマニュアル

等

市民向け
パンフレッ
ト生活支援コーディネーターの配置及び配置方針 協議体の設置および設置方針

1 大阪市

2 吹田市 広域型生活支援コーディネーター1名を配置し、生活支援体制の整備及び
生活支援サービスの創出を進めている

年3回開催。高齢者の日常生活の支援に係る体制の整備その他を促進する
ため、関係機関、関係団体及び高齢者等の生活支援サービス提供主体等そ
の他の関係者が幅広く参加して定期的な協議を行い、相互の連携を図るこ
とにより、地域の実情に応じた高齢者の生活支援体制の整備を図ることを
目的として設置。地域ケア会議とともにそれぞれ高齢者の健康寿命を延伸
し、安心安全な地域づくりを目指すものとして連動した運営を実施。

作成した（ケ
ア倶楽部サ
イト参照）

作成した

3 豊中市 平成29年度から配置（第1層・第2層） 平成29年度から配置（第1層、第2層）
必要に応じ、小学校区を単位とする「第3層」も設置可としている 作成した

作成した
（別 途 郵
送）

4 箕面市 第1層　生活支援コーディネーター1名（市直営）
第2層　生活支援コーディネーター4名（社会福祉協議会に委託）

第1層　協議体（市主催）：令和3年3月予定→中止
第2層：協議体（社協主催）：令和2年10月、11月　計6回開催 作成した 作成した

5 池田市 第1層：1名　市域全体で1名
第2層：4名　地域包括圏域ごとに1名

第1層：1カ所　SCを中心とした協議体をそれぞれ設置
第2層：4カ所　SCを中心とした協議体をそれぞれ設置

作成してい
ない 作成した

6 高槻市

生活支援コーディネーターは市全域担当1名（第1層）、日常生活圏域担当2
名（第2層）の計3名を市社会福祉協議会に委託して配置。地域の実情に応
じて生活支援サービスの基盤体制を推進するために、高齢者の通いの場や
多様なサービス提供団体等への訪問、地域の関係機関・団体が主催する会
議への出席やネットワーク構築、出前講座の開催、住民の生活支援や社会
参加ニーズと取組や資源のマッチング担い手養成などの活動を展開してい
ます。今後、活動の展開状況を見ながら、生活支援コーディネーターの配置
数を検討してまいります。

第1層協議体として高槻市高齢者生活支援ネットワーク協議会を設置して
おり、令和2年度は高齢者の通いの場を運営している団体による取組報告
や意見交換の機会として、予定通り3回開催しました（うち1回はオンライ
ン開催）。第2層協議体については、地域包括支援センター主催の圏域ケア
会議（地域ケア会議）や小地域単位で実施しているワークショップ等、住民
参加と協働による協議の場があるため、現時点で新たに設置する予定はあ
りませんが、その必要性については引き続き検討してまいります。

作成した 作成した

7 茨木市

第1層生活支援コーディネーター1名、第2層生活支援コーディネーター1
名
第2層生活支援コーディネーターについては、今後さらに増員して配置予
定

第1層：設置済み、第2層：一部設置済み
第2層協議体については、既存の会議体を活用しながら小学校区ごとに順
次設置予定。

作成してい
ない

作成した　
「介 護 予
防・日常生
活支援総
合事業（総
合事業）の
ご案内

8 摂津市

第1層：直執行1名
第2層：委託（社会福祉協議会）2名
※日常生活圏域に各1名

高齢者の生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備・構築を推進して
いくため、活動区域ごとに生活支援コーディネーターを配置

第1層協議体は平成30年度に設置済み、第2層協議体についての設置を検
討中

作成してい
ない

作成した　
「すこやか
介護保険」

9 豊能町

第2層と兼務の第1層コーディネーターを社会福祉協議会に委託している。
ボランティア等の生活支援・介護予防サービスの担い手の養成・発掘など
地域資源の開発や地域ニーズと地域支援のマッチングを行うことにより、
地域における生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備に向けた取り
組みを推進することを目的としている。

協議体の実施主体は町。定期的な協議を行い、関係機関等が相互の連携を
図ることにより、地域の実情に応じた高齢者の生活支援体制の整備につい
て協議を行うことを目的としている。

作成してい
ない 作成途中

10 能勢町 社会福祉協議会に委託し第2層から配置（3名）している。第1層は令和3年
度に配置予定としている。 社会福祉協議会に委託し第1層・第2層ともに設置済。 作成してい

ない 作成した

11 島本町 第1層の生活支援コーディネーターを1名、社会福祉協議会に委託して配
置している

第1層のみ　構成団体は、社会福祉協議会、シルバー人材派遣センター、
在宅介護支援センター、訪問介護事業者連絡会、通所介護事業者連絡会、
街かどデイハウス、ボランティア団体、年長者クラブ連合会、介護者家族の
会、民生委員児童委員協議会、行政（地域包括支援センター、いきいき健康
課）等

作成した 作成した

12 堺市

平成27年から堺市全市エリアを担当する第1層生活支援コーディネーター
1名配置。平成29年度各日常生活圏域に第2層生活支援コーディネーター
を順次配置。令和2年度に全区配置。　方針：継続配置。※第2層コーディ
ネーターは、介護予防・社会参加の場を創出する生活支援コーディネータ
ーの役割に加え、校区福祉委員会等の地域活動を支援するコミュニティワ
ーカーと、個別の要支援者を住民と共同して支援するコミュニティソーシャ
ルワーカーの3つの役割を持つ日常生活圏域コーディネーターとして配置
している。

平成30年度に、多様な主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による体
制整備を推進することを目的として第1層協議体を設置。令和2年度に、地
域ケア会議等他の会議体と有機的に連携し、第2層協議体を設置。

作成した 作成した

13 高石市 地域包括支援センター7名、市3名 設置済 作成してい
ない 作成した

14 泉大津市 地域包括支援センターに2名配置している 第1層協議体は1カ所で生活圏域が第2層と重なるため、第2層と兼ねてい
る。 作成した 作成した

15 岸和田市 地域包括支援センターに配置。平成27年度から3人を配置し、日常生活圏
域6圏域を2圏域ずつ担っている。 既存の会議体の中で検討していく 作成してい

ない 作成した

16 貝塚市

第1層コーディネーターを1名、第2層コーディネーターを3名設置（社会福
祉協議会委託）
高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目
的とし、地域において生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向
けたコーディネート機能を果たす

令和2年度は4月、8月、11月、令和3年2月の4回開催。
高齢者等の生活支援サービス提供主体等、その他の関係機関等が幅広く参
加し、相互の連携を図ることにより、地域の実情に応じた高齢者の生活支援
体制の整備について協議を行う場として設置。

作成した（市
ホームペー
ジ）

作成した
（市ホーム
ページ）

17 泉佐野市 6名（1層1名、2層5名）、生活圏域毎に配置 1層1か所、状況を把握しながら必要時増設 作成した 作成して
いない

18 和泉市 各地域包括支援センターに1名ずつ社会福祉士等専門職を設置 第1層の協議体を市に1ヶ所設置
第2層の協議体は各圏域（4ヶ所）に設置 作成した 作成して

いない
19 泉南市 5名（1層1名、2層4名） 1層：随時開催、2層：各圏域）4か所）で月1回 作成してい

ない
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生活支援コーディネーター及び協議体の設置 介護予防ケ
アマネジメン
トマニュアル

等

市民向け
パンフレッ
ト生活支援コーディネーターの配置及び配置方針 協議体の設置および設置方針

20 阪南市
第1層に1名、第2層に2名の生活支援コーディネーターを配置。住民主体
による支援を推進する観点から、地域福祉推進する機関である社会福祉協
議会に設置している。

老人クラブ、商工会、高齢者の保健福祉を増進することを目的とするNPO、
コミュニティソーシャルワーカー、地域包括支援センター等の多様な主体に
より、住民主体による生活支援推進体制整備について検討する。

作成した 作成した

21 忠岡町 地域包括支援センターに1名配置
日常生活圏域が1つのため1名配置

平成29年度より地域包括支援センターに設置。日常生活圏域が1つのため、
生活支援体制整備事業は1層のみを設置。構成は生活支援コーディネータ
ーを中心に内容や課題によって参画者を決める。

作成してい
ない

作成して
いない（以
前作成し
た物が残
っていた
ため）

22 田尻町 第1層・第2層兼務で地域包括支援センターに1名配置 第1層・第2層共通で町が設置

23 熊取町 日常生活圏域が1つのため、第1層・第2層を兼ねて配置済 日常生活圏域が1つのため、第1層・第2層を兼ねて配置済
作成した（ホ
ームページ
に掲載）

作成した
（ホームペ
ージに掲
載）

24 岬町
平成28年度より、岬町社会福祉協議会に設置。生活支援・介護予防サービ
スの推進及び創出、支援ニーズの把握、関係者間のネットワークの構築を
業務とし、社会福祉活動を推進することを目的とし、現在1名の生活支援コ
ーディネーターを配置している。

生活支援・介護予防サービスを担う事業主体が参画し、情報共有及び連携
強化、協働による資源の開発及び充実を推進することを目的としている。 作成してい

ない
作成して
いない

25 くすのき
第1層、第2層生活支援コーディネーターを配置し、地域のサービス提供者
等で構成される協議体と相互連携のもと不足するサービス資源の開発やネ
ットワーク拡充に努めている

第1層協議体、第2層協議体は関係市ごとに設置している。
既存の会議体や活動団体も視野に入れ、協議体設置をしている。

作成した（現
在改正中） 作成した

26 枚方市 41校区／45校区（小学校区） 第1層協議体：1
第2層協議体：42 作成した 作成した

27 寝屋川市
・NPO法人寝屋川あいの会に第1層の生活支援コーディネーターとして有
償活動員（訪問B）の養成を委託
・社会福祉法人寝屋川市社会福祉協議会に第1層及び第2層の生活支援コ
ーディネーターを委託

第1層協議体について、市地域ケア会議と兼ねて年1回の会議を開催して
いる。第2層協議体については、活動していく中で開催予定。 作成した 作成した

28 大東市
第1層の生活支援コーディネーターとして平成28年度より1名配置。第2層
生活支援コーディネーターを令和2年度より地域包括支援センターに配置
し、令和3年4月時点で3名配置。第3層生活支援コーディネーターは配置
予定なし。

平成28年度より設置済み
作成した（ケ
アマネジメン
トの資料添
付）

作成した

29 交野市
第1層、第2層生活支援コーディネーターを1名配置済み。
市域全体を一つの日常生活圏域と設定していることから、生活支援コーデ
ィネーターの設置は1名とし、第1層と第2層を兼務

包括が事務局となり毎月開催している地域包括ケア会議を協議体として位
置付けている。包括ケア会議には各種介護保険サービス事業所連絡会議の
代表や、医師会、行政などから参加しており、市域全体を一つの日常生活圏
域と設定していることも踏まえ、新たに協議体としての場を設けるのではな
く、包括ケア会議を協議体として位置付けを行っている。

作成した 作成した

30 松原市 第1層（市内全域）に1人、第2層（各圏域）に4人 第1層の協議体は設置済み
第2層は検討中 作成した 作成した

31 羽曳野市 第2層生活支援コーディネーターは在宅介護
第2層協議体は既設のネットワークである「ふれあいネット雅び」を協議体
とし、定期的に会議を開催している。第1層については、委託先を検討して
いるが未設置。

作成した 作成した

32 藤井寺市
平成30年4月より第1層生活支援コーディネーターを藤井寺市地域包括支
援センターに1名配置。
平成31年4月より第1層兼第2層生活支援コーディネーターを藤井寺市地
域包括支援センターに2名配置。

平成31年3月に第1層協議体を設置。
第2層協議体設置について検討中

作成してい
ない 作成した

33 富田林市 第1層に1名、第2層（日常生活3圏域）に各1名、合計4名の配置 第1層協議体は年2回開催。第2層（日常生活圏域）に圏域ごとに概ね月1回
開催。 作成した 作成した

34 河内長野市
第1層生活支援コーディネーター：市全域
第2層生活支援コーディネーター：小学校区（13地区）
にそれぞれ配置済み、今後も継続予定。※令和2年度までは第2層は中学
校区としていた。令和3年度から充実。

第1層協議体：居場所づくり、生活支援、移動支援のテーマ毎に開催
（勉強会、情報共有、資源開発などの場）
第2層協議体：小学校区単位、自治体単位など地域の実情に応じて開催
※いずれの協議体も参加者を特定せずに開催

作成した 作成した

35 大阪狭山市 平成28年4月1日　1名配置 平成29年4月　第1層協議体設置 作成した 作成した
36 河南町 平成28年6月から社会福祉協議会に事業委託にて1名配置 平成30年度に協議体を設置 作成してい

ない
作成した
（添付無）

37 太子町
平成29年4月1日より社会福祉協議会へ業務委託。協議体だけでなく、地
域ケア会議等への参画や町会・自治会向けの勉強会等を実施し、住民・事
業者及び関係団体のネットワーク化を図っています。

令和2年度は1回のみの協議体開催でした。協議体での報告・検討は行えま
せんでしたが、訪問型サービスBモデル事業・公用車貸出事業の円卓会議
を行いました。令和3年度は新型コロナウイルス感染症対策を講じつつ、引
き続き地域の課題を解決すべく、住民・事業者及び関係団体と検討を進め
てまいります。

作成してい
ない

作成した
（資 料 参
照）

38 千早赤阪村 村社会福祉協議会に委託　1名配置 第1層　1協議体設置 作成してい
ない

作成して
いない

39 東大阪市
第1層：基幹形地域包括支援センターに1名配置
第2層：地域包括支援センターに配置（各日常生活圏域1名）、25中学校区
全てに配置

第1層：市域全体で1協議体を設置、設置済み
第2層：各日常生活圏域に設置、25中学校区全てに設置

作成した（別
紙参照）

作成した
（別 紙 参
照）

40 八尾市
第1層生活支援コーディネーターを配置している（平成28年度～）。第2層
生活支援コーディネーターを配置している（平成30年度～）。
日常生活圏域毎に生活支援コーディネーターを配置

第1層協議体を設置している（平成28年度～。、第2層協議体を設置してい
る（平成30年度～） 作成した 作成した

41 柏原市 第1層生活支援コーディネーター1名を配置。今年7月以降に第2層生活支
援コーディネーターを社協への委託にて配置する予定。 既存の介護を発展させ設置 作成した 作成した

※大阪市・大阪狭山市が未回答のため昨年度回答
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⑯
保
険
者
機
能
推
進
交
付
金
-1
 

20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査

保
険
者
機
能
強
化
推
進
交
付
金
に
つ
い
て

①
 20
20

年
度
評

価
指
標

得
点

②
 20
20
年
度

交
付
金
額
　

③
 20
19
年
度
交
付
金
の
使
途

20
21
年
度
の
保
険
者
機
能
強
化
推
進
交
付
金
の
見
込
み
に
つ
い
て

使
った
事
業
が
あ
る

事
業
費
(円
）　

使
った

交
付
金

とく
に

な
い

①
 保
険
者
とし
て
の
方
針

②
 評
価

指
標
得
点

見
込
み

③
 交
付
金
の

獲
得
目
標
額

④
交
付
金
の
使
途

事
業
費
(円
）　

使
う
交
付
金

1
大
阪
市

2
吹
田
市

16
53

11
1,5
10
,00
0
既
存
の
地
域
の
支
援
事
業

11
1,5
10
,00
0
推
進
交
付
金・

支
援
交
付
金

交
付
金
の
性
質
に
よっ
て
は
活
用
の
意
向
あり

15
98

未
設
定

既
存
の
地
域
支
援
事
業

設
定
なし

推
進
交
付
金
・
支

援
交
付
金

3
豊
中
市

14
74
10
5,3
64
,00
0

○
当
該
交
付
金
を
活
用し
て
より
一
層
自
立
支
援
重
度
化
防
止
に
資
す
る

取
組
み
を
推
進
す
る

14
82

95
,30
1,0
00
社
会
参
加
促
進
・
介
護
魅
力
発
信
事

業
4,0
00
,00
0
推
進
交
付
金

4
箕
面
市

18
47

50
,50
5,0
00

介
護
予
防
普
及
啓
発
事
業
、地
域
介
護
予

防
活
動
支
援
事
業
、介
護
予
防・
生
活
支
援

サ
ー
ビ
ス
事
業
、生
活
支
援
体
制
整
備
事

業
、認
知
症
総
合
支
援
事
業
、地
域
ケ
ア
会

議
推
進
事
業

43
9,6
31
,00
0
推
進
交
付
金・

支
援
交
付
金

第
８
期
計
画
に
沿
っ
て
事
業
実
施
を
進
め
る
　

18
66

50
,49
7,0
00
未
定

未
定

未
定

5
池
田
市

94
0

31
,13
0,0
00

○
（
既
存

事
業
に

充
当
）
交
付
金
に
よ
る
新
規
事
業
を
実
施
す
る

88
9

14
,70
1,0
00
池
田
市
社
会
参
加
を
軸
とし
た
介
護

予
防
プ
ロジ
ェク
ト

9,9
99
,00
0
推
進
交
付
金

6
高
槻
市

15
95
10
8,4
79
,00
0

○
評
価
指
標
達
成
に
向
け
て
取
組
み
、
で
き
る
だ
け
多
くの
交
付
金
を
得

て
いく

16
14

10
3,4
77
,00
0
特
に
なし

7
茨
木
市

15
27

77
,60
3,0
00
地
域
支
援
事
業（
介
護
予
防・
生
活
支
援
総

合
事
業
）

77
,60
3,0
00
推
進
交
付
金・

支
援
交
付
金

介
護
予
防
に
重
点
を
置
い
て
取
り
組
み
ま
す

15
27

77
,60
3,0
00
地
域
支
援
事
業（
介
護
予
防
・
日
常

生
活
支
援
総
合
事
業
）

77
,60
3,0
00
推
進
交
付
金
・
支

援
交
付
金

8
摂
津
市

16
84

29
,13
8,0
00

○
高
齢
者
の
自
立
支
援
・
重
度
化
防
止
等
に
関
す
る
取
組
に
交
付
金
を
最

大
限
有
効
に
活
用
す
る
た
め
、
で
き
る
だ
け
多
くの
交
付
金
を
獲
得
で

きる
よう
努
め
る

16
55

27
,83
3,0
00
特
に
なし

9
豊
能
町

63
1

8,7
56
,00
0

○
新
規
事
業
の
予
定
が
無
い
た
め
、既
存
の
事
業
に
充
当
す
る

特
に
なし

10
能
勢
町

10
96

5,7
85
,00
0
新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
係
る

介
護
事
業
所
支
援
事
業

2,2
00
,00
0
推
進
交
付
金

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
の
観
点
か
ら
、自
立
支
援
・
重
度
化
防
止
等
の
取

組
み
に
資
す
る
事
業
に
活
用
す
る

10
85

2,7
24
,00
0
特
に
なし

11
島
本
町

86
6

10
,15
0,0
00
介
護
給
付
等
費
用
適
正
化
事
業

41
8,0
00
推
進
交
付
金

第
8期
計
画
の
基
本
目
標
の
実
現
に
向
け
、施
策
の
展
開
を
行
う

不
明

不
明

介
護
給
付
等
費
用
適
正
化
事
業

未
定

推
進
交
付
金

12
堺
市

12
65
29
3,4
94
,00
0
地
域
支
援
事
業
に
充
当

最
大
限
交
付
金
を
確
保
す
る

不
明

29
3,4
94
,00
0
地
域
支
援
事
業
に
充
当

13
高
石
市

14
99

19
,02
4,0
00

○
14

泉
大
津
市

60
1
26
,01
8,0
00

○
12
,11
1,0
00
特
に
なし

15
岸
和
田
市

13
96

55
,32
2,0
00

○
介
護
予
防・
自
立
支
援
等
の
取
組
を
推
進
し
た
い

14
40

60
,34
7,0
00
特
に
なし

16
貝
塚
市

18
33

32
,98
4,0
00
地
域
支
援
事
業

28
8,2
64
,52
1
推
進
交
付
金・

支
援
交
付
金

20
20
年
度
の
実
績
を
もと
に
、取
り
組
む
べ
き
項
目
の
強
化
を
図
る
。

18
00

32
,00
0,0
00
地
域
支
援
事
業

34
1,0
34
,00
0
推
進
交
付
金
・
支

援
交
付
金

17
泉
佐
野
市

88
5
26
,84
5,0
00
地
域
支
援
事
業

26
2,3
54
,00
0
推
進
交
付
金

現
状
把
握し
な
が
ら
交
付
金
の
目
的
に
あ
った
取
組
等
を
検
討
し
た
い

84
6

13
,76
9,0
00
地
域
支
援
事
業

25
6,1
72
,00
0
推
進
交
付
金

18
和
泉
市

10
51

57
,76
9,0
00

○
20
20
年
度
の
事
業
継
続

不
明

26
,49
0,0
00
特
に
なし

19
泉
南
市

16
93

23
,29
8,0
00

○
17
49

25
,19
3,0
00
特
に
なし

20
阪
南
市

86
9

17
,51
8,0
00

○
保
険
者
とし
て
費
用
対
効
果
を
踏
ま
え
取
り
組
む
べ
き
事
項
に
取
り
組

む
50
0

10
,00
0,0
00
特
に
なし

21
忠
岡
町

10
25

3,8
03
,00
0

○
99
4

4,1
83
,00
0
特
に
なし

22
田
尻
町

97
9

1,3
65
,00
0
生
活
支
援
体
制
整
備
事
業（
生
活
支
援
コー

デ
ィネ
ー
タ
ー
の
加
配
等
）

2,2
06
,00
0
推
進
交
付
金

93
1

1,9
02
,00
0
生
活
支
援
体
制
整
備
事
業（
生
活
支

援
コー
デ
ィネ
ー
タ
ー
の
加
配
等
）

2,2
06
,00
0
推
進
交
付
金

23
熊
取
町

16
34

16
,33
5,0
00

○
評
価
指
標
に
基
づ
き
、達
成
に
必
要
な
事
業
は
適
宜
取
り
組
む

15
75

15
,09
0,0
00
特
に
事
業
なし

24
岬
町

85
2

5,8
81
,00
0

○
高
齢
者
の
自
立
支
援・
重
度
化
防
止
を
図
る

不
明

不
明

特
に
なし
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保
険
者
機
能
強
化
推
進
交
付
金
に
つ
い
て

①
 20
20

年
度
評

価
指
標

得
点

②
 20
20
年
度

交
付
金
額
　

③
 20
19
年
度
交
付
金
の
使
途

20
21
年
度
の
保
険
者
機
能
強
化
推
進
交
付
金
の
見
込
み
に
つ
い
て

使
った
事
業
が
あ
る

事
業
費
(円
）　

使
った

交
付
金

とく
に

な
い

①
 保
険
者
とし
て
の
方
針

②
 評
価

指
標
得
点

見
込
み

③
 交
付
金
の

獲
得
目
標
額

④
交
付
金
の
使
途

事
業
費
(円
）　

使
う
交
付
金

25
くす
の
き

47
76

11
2,1
51
,00
0
地
域
支
援
事
業

11
2,1
51
,00
0
推
進
交
付
金・

支
援
交
付
金

高
齢
者
の
自
立
支
援
、重
度
化
防
止
、介
護
予
防
等
に
関
す
る
取
組
に

つ
い
て
、本
交
付
金
の
評
価
指
標
で
、自
己
評
価・
状
況
把
握
を
行
うこ

とに
より
、保
険
者
とし
て
の
機
能
強
化
に
資
す
るも
のと
し
て
取
組
む

45
35

10
1,2
52
,00
0
地
域
支
援
事
業

10
1,2
52
,00
0
推
進
交
付
金
・
支

援
交
付
金

26
枚
方
市

14
91
10
8,8
29
,00
0
介
護
保
険
特
別
会
計
　
地
域
支
援
事
業
　

第
1号
被
保
険
者
保
険
料
に
充
当

国
か
ら
示
さ
れ
た
指
標
に
基
づ
き
、適
切
に
取
り
組
ん
で
いく
。

15
02

10
7,8
47
,00
0
介
護
保
険
特
別
会
計
　
地
域
支
援

事
業
　
第
1号
被
保
険
者
保
険
料
に

充
当（
予
定
）

27
寝
屋
川
市

88
9

77
,61
3,0
00
地
域
支
援
事
業

92
3,2
69
,00
0
推
進
交
付
金・

支
援
交
付
金

本
市
とし
て
は
、地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
取
り
組
ん
で
お

り
交
付
金
に
つ
い
て
は
、そ
の
取
組
が
評
価
さ
れ
るも
のと
考
え
て
い
る

96
7

37
,21
8,0
00
地
域
支
援
事
業

92
3,2
69
,00
0
推
進
交
付
金
・
支

援
交
付
金

28
大
東
市

20
84

54
,42
9,0
00
地
域リ
ハビ
リテ
ー
ショ
ン
推
進
事
業

16
,30
0,0
00
推
進
交
付
金

第
８
期
大
東
市
総
合
介
護
計
画
の
既
定
の
取
組
み
を
行
っ
て
い
く
が
、

新
た
な
取
り
組
み
に
つ
い
ても
検
討
す
る

20
32

51
,80
5,0
00
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
推
進
事

業
、他
多
数
実
施

54
,20
4,0
00
推
進
交
付
金
・
支

援
交
付
金

29
交
野
市

10
16

27
,22
0,0
00
元
気
アッ
プ
体
操
クラ
ブ

推
進
交
付
金

未
定

10
33

13
,00
0,0
00
・認
知
症
予
防
パ
ン
フレ
ット
配
布
事

業 ・頭
の
元
気
度
チ
ェッ
ク
事
業

5,7
30
,80
0
推
進
交
付
金

30
松
原
市

14
65

40
,70
5,0
00
地
域
支
援
事
業

49
4,8
42
,02
4
推
進
交
付
金・

支
援
交
付
金

20
21
年
度
に
引
き
続
き
、評
価
指
標
に
基
づ
き
事
業
を
実
施
し
て
いく

14
65

40
,70
5,0
00

地
域
支
援
事
業

要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
を
予
防

し
、社
会
に
参
加し
つ
つ
、地
域
に
お

い
て
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ

とを
支
援
す
る
。

51
8,9
11
,00
0
推
進
交
付
金
・
支

援
交
付
金

31
羽
曳
野
市

11
81

45
,29
8,0
00

推
進
交
付
金
：高
齢
者
の
自
立
支
援
、介
護

予
防
・重
度
化
防
止
、給
付
費
適
正
化
に
必

要
な
取
組
に
か
か
る
事
業

支
援
交
付
金：
介
護
予
防・
日
常
生
活
支
援

総
合
事
業・
包
括
的
支
援
事
業
のう
ち
包
括

的・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メン
ト
支
援
事
業
、

在
宅
医
療・
介
護
連
携
推
進
事
業
、生
活
支

援
体
制
整
備
事
業
及
び
認
知
症
総
合
支
援

事
業
に
係
る
取
組

45
,29
8,0
00
推
進
交
付
金・

支
援
交
付
金

11
77

46
,24
3,0
00
高
齢
者
の
自
立
支
援
、介
護
予
防
・

重
度
化
防
止
に
か
か
る
事
業

46
,24
3,0
00
推
進
交
付
金
・
支

援
交
付
金

32
藤
井
寺
市

11
47

26
,49
1,0
00
藤
井
寺
市
一
体
的
地
域
ケ
ア
会
議

25
0,3
25
推
進
交
付
金

評
価
指
標
を
参
考
に
現
状
実
施
し
て
い
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
で
き
る

だ
け
取
り
組
ん
で
いく
。

11
64

13
,00
0,0
00
理
学
療
法
士
ま
た
は
作
業
療
法
士
、

管
理
栄
養
士
に
よ
る
同
行
訪
問

5,7
54
,00
0
推
進
交
付
金

33
富
田
林
市

15
24

未
定

未
定

未
定

地
域
支
援
事
業
を
充
実
し
、高
齢
者
の
自
立
支
援
、重
度
化
防
止
、介

護
予
防
等
に
必
要
な
取
り
組
み
を
進
め
るこ
とに
努
め
る

16
10

未
定

未
定

34
河
内
長
野
市

12
42

33
,18
1,0
00

○
評
価
指
標
に
基
づ
き
円
滑
か
つ
適
正
な
介
護
保
険
事
業
の
執
行
に
取
り

組
ん
で
いく

12
68

35
,13
4,0
00
特
に
なし

35
大
阪
狭
山
市

47
2

8,7
54
,00
0
地
域
支
援
事
業

現
時
点
で
国
か
ら
の
正
式
な
照
会
が
無
い
た
め
20
19
年
度
評
価
指
標

の
達
成
状
況
等
は
全
て
未
定
で
す

未
定

未
定

未
定

36
河
南
町

15
75

6,5
05
,00
0
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ント
事
業
、認
知

症
総
合
支
援
事
業
費

36
08
10
00
推
進
交
付
金・

支
援
交
付
金

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
推
進
し
、高
齢
者
の
自
立
支
援
等
を
進
め

る
不
明

6,0
70
,00
0
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メン
ト
事
業
、

認
知
症
総
合
支
援
事
業
費

39
,05
9,0
00
推
進
交
付
金
・
支

援
交
付
金

37
太
子
町

91
8

4,4
52
,00
0
総
合
相
談
事
業

16
,98
8,9
06
推
進
交
付
金

現
在
計
画し
て
い
る
内
容
で
、よ
り
多く
の
点
数
を
確
保
で
きる
よう
検

討
し
て
いく

95
0

2,2
89
,00
0

19
,11
5,0
00
推
進
交
付
金

38
千
早
赤
阪
村

12
57

2,6
23
,00
0
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業

7,5
50
,86
1
推
進
交
付
金

す
で
に
交
付
額
が
決
定
し
て
い
る

11
38

1,1
73
,00
0
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業

7,8
20
,00
0
推
進
交
付
金

39
東
大
阪
市

92
6
11
4,9
31
,00
0
い
き
い
き
笑
顔
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
クト
長
寿
表

彰
事
業・
健
康
長
寿
マ
イレ
ー
ジ
事
業
など

77
2,5
54
推
進
交
付
金・

支
援
交
付
金

20
20
年
度
に
同じ

93
5,0
00
推
進
交
付
金
・
支

援
交
付
金

40
八
尾
市

16
40

92
,57
6,0
00
介
護
予
防・
日
常
生
活
支
援
サ
ービ
ス
事
業

68
9,5
64
,19
9
推
進
交
付
金・

支
援
交
付
金

15
61

87
,91
3,0
00
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
サ
ー
ビ

ス
事
業

75
6,9
71
,00
0
推
進
交
付
金
・
支

援
交
付
金

41
柏
原
市

15
75

20
,58
5,0
00

○
実
施
可
能
な
項
目を
検
討
し
、可
能
な
項
目に
つ
い
て
は
実
施
し
て
いく

15
75

21
,41
4,0
00
特
に
なし

※
大
阪
市
・
大
阪
狭
山
市
が
未
回
答
の
た
め
昨
年
度
回
答
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⑯要介護認定者の要介護状態の維持改善率を高めるための取り組み
 202106 大阪社保協調査

4　要介護認定者の要介護状態の維持・改善率を高めるための自治体としての取り組み

自治体として実施している　・具体的な取り組み及びその効果
自治体とし
て実施して
いない

1 大阪市
2 吹田市 ○
3 豊中市 ○

4 箕面市
市高齢福祉室にリハビリテーション専門職を配置し、訪問による生活動作指導・運動指導・福祉用具や住宅改修の助言指導、介
護予防事業での健康教育や健康相談など、専門性を生かした技術的助言を行っている。今後も引き続き積極的に介護予防に取
り組んでいく。

5 池田市 自立支援型地域ケア会議の実施等。多職種によるネットワークの充実、アセスメントへのリハビリテーション視点の活用
6 高槻市 ○
7 茨木市

8 摂津市

はつらつ元気でまっせ講座の実施、いきいき健康づくりグループへの支援、脳トレ体操DVD制作・普及活動、介護予防啓発講
座の実施、摂津みんなで体操四部作の普及、脳トレ体操、摂津みんなで体操四部作の動画を作成し、YouTube配信、市のホー
ムページで脳トレ体操・摂津みんなで体操四部作の動画紹介、高齢者の「通いの場」の充実（サロン・リハサロン・つどい場・楽々
カフェ・街かどデイハウス・カフェ型つどい場（補助型））※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一部休止あり。新型コロ
ナウイルスの影響で、デイサービスやつどい場の利用を自粛している人を対象に、保健センターの機能訓練指導員が戸別訪問
を実施

9 豊能町

10 能勢町

自立支援型地域ケア会議の開催、ICTを用いた医療介護連携等を通じて、介護保険法に規定する介護状態等の軽減又は悪化の
防止に資する取組を進めている。
一部取組についてはエビデンスを得つつあるものもあるが、全体として取組を進めている段階であるため、具体的なエビデンス
の獲得には至っていない

11 島本町 ○

12 堺市 居宅支援事業所研修、被保険者向け講座などにおいて、介護予防等の重要性の啓発活動等を行っている
効果は具体的には把握していない。

13 高石市 いきいき百歳体操、地域での集いの場（コミュニティカフェ）づくりの推進
14 泉大津市 ○
15 岸和田市 自立支援型地域ケア会議、短期集中予防サービスC
16 貝塚市 ○
17 泉佐野市 音楽介護予防教室「泉佐野元気塾」

18 和泉市 いきいきいずみ体操等
ADL,IADLの維持・改善

19 泉南市 地域の通いの場で行う介護予防体操の普及啓発、フレイル予防ための健康教育等

20 阪南市 生活不活発病・フレイル予防の必要な虚弱高齢者の事例を対象に、多職種協働により「自立支援型ケアマネジメント検討会」を
開催している。コロナ禍のため評価は未確定。

21 忠岡町 ○

22 田尻町 一般会計でたじり健康ポイント事業を実施し、自宅での健康づくりの取り組みなどに健康ポイントを付与することにより、継続
的に健康づくりに取り組むきっかけづくりを行っている。

23 熊取町 事業所向け研修会などを通して、介護予防・重度化防止などの必要性を普及啓発している。
24 岬町 ○

25 くすのき ケアマネジャー向けにケアマネジメント研修等を開催。ケアマネジャーのケアマネジメント力向上により、介護予防・重度化防
止の推進を図る。

26 枚方市
27 寝屋川市 ○

28 大東市
給付適正化システムを活用して、市職員と委託事業所が介護支援専門員や介護サービス事業への指導や改善に向けたヒアリン
グを実施している。
介護支援専門員や介護サービス事業所の質の向上とケアプランの適正化を行うことができている。

29 交野市 介護予防体操（元気アップ体操）を市内各所で実施
30 松原市 ○
31 羽曳野市 地域ケア会議、いきいき百歳体操の実施
32 藤井寺市 ○

33 富田林市
自立支援リーダー養成研修会
介護予防の知識や技術を習得し、高齢者の自立支援に向けた効果的なサービスが実施できる介護従事者の人材育成や資質の
向上を図る

34 河内長野市
35 大阪狭山市 ○
36 河南町 ○
37 太子町
38 千早赤阪村 ○
39 東大阪市
40 八尾市 ○
41 柏原市 ○
※大阪市・大阪狭山市が未回答のため昨年度回答
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⑰2020年度障害者控除 202106 大阪社保協調査
要介護
認定数

発行
件数 発行率 認定基準（65歳以上の高齢者）

1 大阪市 0 #DIV/0!

2 吹田市 16,857 139 0.8% 厚生省社会局長通知「老齢者の所得税法上の取扱いについて」（昭和45年6月10日　社老第69号）、及び「老齢者の地方税法上の取扱いについて」（昭和46年7月5日　社老第77号）

3 豊中市 23,879 234 1.0% 65歳以上で介護保険の要介護認定（要介護認定1から5の認定）を受けており、身体障害者手帳を持っていない方のうち要介護認定における主治医意見書または認定調査票の内容が市の定める要件を満たすもの
4 箕面市 5,647 217 3.8% 別紙資料のとおり
5 池田市 5,466 119 2.2% 別紙

6 高槻市 18,003 100 0.6%

・障害者　①知的障害者（軽度・中度）に準じる：要介護認定が要介護1から要介護5に該当し、認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅡからランクMに該
当すること。ただし、障がい区分が特別障がい者に該当する者を除く。
②身体障がい者（三級～六級）に準じる：要介護認定が要介護1から要介護5に該当し、障がい高齢者の日常生活自立度がランクAからランクCに該当するこ
と。ただし、障がい区分が特別障がい者に該当する者を除く。
・特別障がい者　①知的障がい者（重度）に準じる：要介護認定が要介護4又は要介護5に該当し、認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅢからランクMに
該当すること。
②身体障がい者（一級、二級）に準じる：要介護認定が要介護4または要介護5に該当し、障がい高齢者の日常生活自立度がランクBからランクCに該当する
こと。
③ねたきり高齢者：常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること。（6ヶ月以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態）

7 茨木市 11,868 0.0%

8 摂津市 4,045 67 1.7%

①障害者に準ずる者
・要支援認定（要支援2）又は要介護認定を受け、かつ、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用についての判定基準のランクⅡからMまでのいずれ
かに該当すること。ただし、特別障害者に準ずるものに該当する者を除く。
・要支援認定（要支援2）又は要介護認定を受け、かつ、「障害老人の日常生活自立度判定基準の活用についての判断基準のランクAからランクCまでのいず
れかに該当すること。ただし、特別障害者に準ずるものに該当する者を除く。
②特別障害者に準ずる者
・要介護認定において要介護3、要介護4または5であると認定を受け、かつ、自立度判定基準のランクⅢからランクMまでのいずれかに該当すること
・要介護認定において要介護3、要介護4または5であると認定を受け、かつ、寝たきり度判定基準のランクBまたはランクCに該当すること
・常に就床を要し、複雑な介護を要する状態（6ヶ月以上臥床し、食事、排便等の日常生活に支障のある状態をいう）であること

9 豊能町 1,441 56 3.9% 要介護認定・要支援認定を受けている者について、要介護度及び認定調査票を基に一定の基準により障害者控除対象者の認定を行う。
10 能勢町 701 9 1.3% 認知症高齢者日常生活自立度Ⅱ以上、障がい高齢者日常生活自立度A以上（要支援者は他条件有）

11 島本町 1,484 20 1.3%

65歳以上の方
寝たきり又は認知症の方
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付及び知的障害の認定を受けていない方
本人又はその扶養者が所得税控除等の対象となる方
認定調査票及び主治医意見書の認知症度又は寝たきり度が一定以上の方

12 堺市 55,871 494 0.9%
・障害者控除①要介護2，3，4～5であって、日常生活自立度がA～B1
②要介護2であって日常生活自立度がB2～C・認知症の日常生活自立度がⅣ・M
・特別障害者控除
要介護3，4～5であって、日常生活自立度がB2～C・認知症の日常生活自立度がⅣ・M

13 高石市 3,452 10 0.3% 要介護1かつ、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa以上、又は障がい高齢者の日常生活自立度A1以上

14 泉大津市 3,313 22 0.7%

①介護保険法（平成9年法律第123号）に基づく要介護又は要支援の認定を受けた者にあっては、同法第27条第6項に規定する主治医が提出した当該対象
者に係る主治医意見書に記載の日常生活の自立度を別表に掲げる日常生活自立度に照合して認定する。
②前号より認定する以外の者にあっては、医師が作成する障害者控除対象者認定に係る診断書（様式第2号）に掲げる日常生活自立支援を別表に掲げる日常
生活自立度に照合して認定する。ただし、身体障害者に準じる者で身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15項第1項の規定による指定医師が作成
する診断書を有するものは、その診断書に基づいて認定する。

15 岸和田市 11,240 187 1.7%

障害者（知的障害者（軽度・中度））
認定調査票または主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ
　　　　　　　　　　　　　　　　　または障害高齢者の日常生活自立度A

特別障害者（知的障害（重度））
認定調査票または主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・M
　　　　　　　　　　　　　　　　　または障害高齢者の日常生活自立度B・C
　　　　　　　　　　　　　　　　　かつ6ヶ月以上臥床の状態にある場合

16 貝塚市 5,083 116 2.3%

・特別障害者
①知的障害者（重度）に準ずる：要介護認定等のための主治医意見書及び認定調査票、又は医師意見書に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定
基準Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、Mに該当
②身体障害者（1級、2級）に準ずる…要介護認定等のための主治医意見書及び認定調査票、又は医師意見書に記載されている障害高齢者の日常生活自立度
（寝たきり度）判定基準B1、B2、C1、C2に該当
・障害者
①知的障害者（軽度・中度）に準ずる…要介護認定等のための主治医意見書及び認定調査票、又は医師意見書に記載されている認知症高齢者の日常生活自立
度判定基準Ⅱa、Ⅱbに該当
②身体障害者（3級～6級）に準ずる…要介護認定等のための主治医意見書及び認定調査票、又は医師意見書に記載されている障害高齢者の日常生活自立度
（寝たきり度）判定基準A1、A2に該当

17 泉佐野市 5,897 147 2.5% 障害高齢者の日常生活自立度がA以上又は認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上。

18 和泉市 8,545 85 1.0%
障害：要介護1以上かつ、認定調査票もしくは主治医意見書の
障害高齢者自立度（寝たきり度）A1以上・認知症高齢者自立度（寝たきり度）Ⅱa以上のいずれかに該当する者
特別障害：要介護3以上かつ、認定調査票もしくは主治医意見書の
障害高齢者自立度（寝たきり度）B1以上・認知症高齢者自立度（寝たきり度）Ⅲa以上のいずれかに該当する者

19 泉南市 3,469 58 1.7%
障害者：要介護1及び2の者で認知症高齢者の日常自立度がランクⅡa以上の者、もしくは要介護3の者で、認知症高齢者の日常自立度がランクⅡa、Ⅱbの者、
または要介護1及び2の者で障害高齢者の日常自立度がランクA1以上の者、もしくは要介護3の者で、障害高齢者の日常自立度がランクA1、A2の者
特別障害者：要介護3～5の者で認知症高齢者の日常自立度がランクⅢa以上の者、または要介護3～5の者で障害高齢者の日常生活自立度がランクB1以
上の者。

20 阪南市 3,435 155 4.5% ・要支援2、要介護1～3は障害者・要介護4、5は特別障害者

21 忠岡町 998 24 2.4%
・障害者：①主治医意見書又は認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がⅡであること　－知的障害者（軽度・中度）に準ず
②主治医意見書又は認定調査票に記載されている障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）がAであること－身体障害者（3級～6級）に準ず
・特別障害者：①主治医意見書又は認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上であること－知的障害者に準ず（重度）
②主治医意見書又は認定調査票に記載されている障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）がB以上であること－身体障害者（1級～2級）に準ず

22 田尻町 427 13 3.0% 1．障害者　ア：認知症高齢者判定基準Ⅱa以上　イ：障害高齢者判定基準A・1以上2．特別障害者　ア：認知症高齢者は判定基準Ⅲa以上　イ：障害高齢者判定基準B・1以上
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要介護
認定数

発行
件数 発行率 認定基準（65歳以上の高齢者）

23 熊取町 2,305 44 1.9% 別紙のとおり

24 岬町 1,488 82 5.5%
精神又は身体に障害のある要介護認定1～5と認定されている者。
そのうち特別障害者に準ずるものとして　要介護3以上であって、主治医意見書または認定調査票の日常生活自立B1以上、もしくは認知症高齢者の日常生
活自立度Ⅲa以上の者。

25 くすのき 19,944 138 0.7%

【守口市】訪問調査実施後の1次判定、及び主治医意見書の「障害老人の日常生活自立度」、及び「認知症高齢者の日常生活自立度」において、点数を設け、そ
の合計にて判定する。
障害老人の日常生活自立度
点数の合計
0～20：自立、25～ 45：身体障害者（3級～6級）に準ず、50～65：身体障害者（1級～2級）に準ず。
認知症高齢者の日常生活自立度
0～20：自立、25～ 45：知的障害者（軽・中度）に準ず、50～65：知的障害者（重度）に準ず。
また、介護保険認定時の、主治医意見書にて、寝たきりである旨の記述が確認できれば、寝たきり老人と認定する。

【門真市】【四条畷市】
知的障がい者に準じる特別障がい者
重度
①「認知症高齢者の日常生活自立度」（認知度）でⅢランク以上の方
②「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡbでかつ「認知症高齢者の日常生活自立度」（寝たきり度）がランクA-1以上の方
③「認知症高齢者の日常生活自立度」（認知度）がⅡaでかつ「障がい高齢者の日常生活自立度」（寝たきり度）がランクA-2の方
※①～③いずれかの要件を満たすこと

身体障がい者に準じる特別障がい者
1級、2級
①「障害高齢者の日常生活自立度」（寝たきり度）ランクB以上の方
②「障害高齢者の日常生活自立度」（寝たきり度）がランクA－2でかつ「認知症高齢者の日常生活自立度」（認知度）がⅡa以上の方
※①～②いずれかの要件を満たすこと

知的障がい者に準じる障がい者
軽度・中度
「認知症高齢者の日常生活自立度」（寝たきり度）でⅡランク以上の方

身体障害者に準じる障害者
3級～6級
「障害高齢者の日常生活自立度」（寝たきり度）Aランク以上の方

26 枚方市 20,878 613 2.9% 障害者：「認定調査票」の寝たきり度「A」以上または、認知度「Ⅱ」以上特別障害者：「認定調査票」の寝たきり度「B」以上または、認知度「Ⅲ」以上

27 寝屋川市 12,767 258 2.0%

ア）要支援・要介護認定を受けている方
イ）基準額は、12月31日（死亡の場合は死亡日）
ウ）認定調査票または主治医意見書で日常生活自立度の判定が一定基準である方
特別障害者：要介護3以上でB1,Ⅲa以上
障害者：要支援以上でA1、Ⅱa以上

28 大東市 5,859 52 0.9% 別紙参照

29 交野市 3,856 45 1.2%
・障害者控除：認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa、Ⅱb
　　　　　　　　　障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）がA1、A2の場合
・特別障害者控除→認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上
　　　　　　　　　障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）がB1、B2、C1、C2の場合

30 松原市 7,423 72 1.0% 大阪市健康福祉部高齢介護室作成の認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の用紙及び障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準の用紙を用いて判定している。
31 羽曳野市 6,626 81 1.2% 訪問調査票により、認知症高齢者の日常生活自立度及び障害高齢者の日常生活自立度の高低で障害者及び特別障害者を判断している。

32 藤井寺市 3,612 51 1.4% 障害者控除については原則として要介護度1・2・3　認知症高齢者日常生活自立度Ⅱ、Ⅲ二該当する者を対象とする。特別障害者控除については要介護度4・5　認知症高齢者日常生活自立度Ⅳ、M　障害高齢者日常生活自立度B、Cに該当する者を対象とする。

33 富田林市 7,191 275 3.8%
・障害者：認知症高齢者の日常生活自立度判定基準（国基準）のランクⅡaまたはⅡbに該当
・特別障害者：①認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクⅢからMに該当
②障害高齢者の日常生活自立度基準（国基準）のランクB1からC2に該当

34 河内長野市 7,017 113 1.6%
要介護認定の際に用いる「認定調査票」と「主治医意見書」記載の下記自立度により判定する。
（年末時を基準日とする。ただし、年内で死亡の場合、その死亡日を基準日とする）
・認知症高齢者自立度が「Ⅱ」・「Ⅲ」なら普通障害として判定
・認知症高齢者自立度が「Ⅳ」・「M」もしくは、障害高齢者自立度が「B」・「C」なら特別障害として判定

35 大阪狭山市 3,162 25 0.8% 直近の要介護認定を受けた際の調査の記録に基づいて審査を行う
36 河南町 913 14 1.5% 別紙（障害者控除認定基準）
37 太子町 652 8 1.2% 障がい高齢者の日常自立度A1以上、若しくは認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa以上。

38 千早赤阪村 342 3 0.9% ・障害者：知的障害者（軽度・中度）に準ずる・身体障害者（3級～6級）に準ずる・特別障害者：知的障害者等に準ずる（重度）、身体障害者（1級～2級）に準ずる、寝たきり老人
39 東大阪市 32,280 201 0.6% 別紙参照

40 八尾市 17,127 93 0.5%
1．介護保険の要介護、要支援認定を受けている人：介護予防法に基づく認定情報により判定。主治医意見書の日常生活自立度により判定し、「非該当」「知的
障がい（軽度）に準ず」・「知的障がい（重度）に準ず」・「身体障がい（3～6級）に準ず」・「身体障がい（1～2級）に準ず」の認定を行う。
2．介護保険の要介護、要支援認定を受けていない人：医師の証明書（指定様式：障がい者控除対象者認定に係る調査書）に基づき、「非該当」・「知的障がい（軽
度）に準ず」・「知的障がい（重度）に準ず」・「身体障がい（3～6級）に準ず」・「身体障がい（1～2級）に準ず」または「ねたきり」の認定を行う。

41 柏原市 4,009 34 0.8%
介護保険法（平成9年法律第123号）第27条の規定に基づく要介護認定を受けている者又は同法32条の規定に基づく要支援認定を受けている者。申請者に
かかる直近の要介護認定又は要支援認定を受けた際の記録その他の資料を参考にする。それ以外の者である場合、市職員または調査員が行う申請者及びそ
の親族等との面談による心身の状況等に関する調査結果による。

合計

※大阪市・大阪狭山市が未回答のため昨年度回答
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65歳以上障害者の介護保険優先問題①手帳取得者 202106大阪社保協調査
障害者手帳取得者数（2021.3末） 65歳以上障害者数（2021.3末） 介護保険利用者数
①身体 ②知的 ③精神 ①身体 ②知的 ③精神 40-64歳 65歳以上

1 大阪市 137,720 30,085 41,238 － － － － －
2 豊中市 13,427 3,480 4,208 9,930 133 749 未集計 未集計
3 池田市 3,091 758 1,116 2,322 25 149 不明 不明
4 豊能町 768 129 174 638 3 28 不明 不明
5 能勢町 526 118 83 412 21 14 不明 不明
6 箕面市 3,893 1,118 1,108 2,700 41 187 未把握 未把握
7 高槻市 12,966 3,596 3,838 9,737 172 646 不明 不明
8 島本町 1,057 267 313 806 18 51
9 茨木市 8,969 2,453 2,322 6,420 108 393 不明 不明
10 吹田市 12,334 3,079 3,182 9,018 125 489 75 192
11 摂津市 3,161 857 633 2,301 35 88 79 1,307
12 守口市 7,952 1,628 1,654 6,123 105 294 不明 不明
13 門真市 5,403 1,431 1,580 3,897 79 225 37 94
14 大東市 4,673 1,358 1,018 3,432 41 145 不明 不明
15 四条畷市 2,435 654 455 1,841 24 55 不明 不明
16 寝屋川市 9,209 2,642 2,446 6,865 140 334
17 枚方市 16,000 3,686 3,730 10,924 152 536
18 交野市 2,903 692 661 2,170 24 131
19 東大阪市 19,039 4,669 5,420 13,893 247 943 抽出困難 抽出困難
20 八尾市 10,544 3,015 3,052 不明 不明 不明 20 102
21 柏原市 2,635 628 792 1,993 33 125 不明 不明
22 松原市 4,997 1,524 1,244 3,715 121 202 不明 不明
23 羽曳野市 4,644 1,109 774 3,402 59 159 不明 不明
24 藤井寺市 2,387 631 640 1,717 28 78 不明 不明
25 大阪狭山市 2,106 528 524 不明 不明 不明 不明 不明
26 富田林市 4,651 1,168 1,182 3,518 74 185 21 43
27 太子町 505 148 79 388 4 22 不明 不明
28 河南町 648 148 132 170 11 22 2 40
29 千早赤阪村 263 42 46 220 4 9 4 71
30 河内長野市 4,119 898 1,084 3,225 54 155 74 1,672
31 堺市 36,377 8,582 10,326 27,143 477 2,004 不明 不明
32 和泉市 7,176 1,773 1,735 5,194 73 318 未把握 未把握
33 高石市 2,267 483 555 1,723 28 129 37
34 泉大津市 3,256 798 668 2,466 43 88 13 42
35 忠岡町 702 166 214 531 15 51 不明 不明
36 岸和田市 8,274 2,043 2,022 6,095 116 409 40 127
37 貝塚市 3,544 899 882 2,584 不明 204 不明 不明
38 泉佐野市 4,169 1,090 1,010 3,019 65 192 不明 不明
39 田尻町 310 70 80 145 4 16 3 5
40 熊取町 1,658 356 366 1,230 15 73 不明 不明
41 泉南市 2,789 847 568 2,044 46 108 不明 不明
42 阪南市 2,344 550 526 1,796 22 90 8 21
43 岬町 744 155 113 602 17 25 7 25

合計 376,635 90,351 103,793 166,349 2,802 10,121
※島本町・高石市が未回答のため昨年度回答 
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65歳以上障害者の介護保険優先問題②案内と教示　 202106大阪社保協調査
案内の仕方 最初のお知らせ

何回知らせるか 担当課電
話

郵
便

自
宅
等
訪
問

通
知
し
な
い

そ
の
他

その他方法 6ヶ月以上前

5

ヶ
月
前

4

ヶ
月
前

3

ヶ
月
前

2

ヶ
月
前

1

か
月
前

行
っ
て
な
い

1 大阪市 ○ ○ 1 障害福祉課
2 豊中市 ○ ○ ○ 1 障害福祉課
3 池田市 ○ ○ 1 障害福祉課
4 豊能町 ○ ○ ○ ○ 1～数回 障害福祉課
5 能勢町 ○

6 箕面市 ○
基幹相談支援センター職員が対象者に制度移行の案内を行い、
その後、相談支援専門員や地域包括支援センター職員とともに介
護認定の手続きを案内

○ ○ 1 地域包括ケア室

7 高槻市 ○ 障がい福祉サービス等申請時
にお知らせ ○ 1 障害福祉課

8 島本町 ○ 障害福祉課
障害者相談支援事務所

9 茨木市 ○ ○ ○ 2 障害福祉課

10 吹田市 ○ ○ ○ 計画相談支援員のモニタリング ○ 3～5 障害福祉担当課
障害相談支援事業所

11 摂津市 ○ 障害者相談支援事業所が自宅等へ訪問して65歳到達前に直接説
明. ○ 4 障害福祉課

障害者相談支援事務所

12 守口市 ○
介護保険にスムーズに移行できるよう、
相談支援部会とケアマネ連絡会が「65歳到達に1年前から地域包
括センターを通じて情報共有を行う」という取り決めを行ってお
り、当事者家族にはモニタリング等を通じて周知してる

○ 2～3 障害者相談支援事務所

13 門真市 ○ ○ ○ 3 障害福祉課
14 大東市 ○ ○ 相談支援専門員が訪問時に説明 ○ ○ 数回 障害福祉課

15 四条畷市 ○ ○
～12ヶ月前　

（遅くても64歳更
新時の面談ではお

知らせ）

2～
（少なくとも64歳
更新時の面談、65
歳更新時の2か月
前にお知らせ）

障害福祉課

16 寝屋川市 ○ ○ 1 障害福祉課
17 枚方市 ○ ○ ○ 1～2 障害福祉課
18 交野市 ○ ○ 2 障害福祉課
19 東大阪市 ○ ○ 1 障害福祉担当課
20 八尾市 ○ ○ 1 障害福祉課
21 柏原市 ○ ○ ○ 1 障害福祉課

22 松原市 ○ ○ ○ 3～4

ただし60歳以上の方に
ついてはサービス更新時
に65歳の2ヶ月前より介
護保険の申請もしていた
だくことを伝えている。
障害福祉課

23 羽曳野市 ○
65歳になる前年の障害福祉サービスの支給更新手続き時に「介
護保険優先原則」について説明をし、要介護認定の申請手続きを
するように勧奨している

記載
無し 1 障害福祉課

24 藤井寺市 ○ 記載無し 1 障害福祉課
25 大阪狭山市 ○ ○ 相談支援専門員を通じてお知らせする 12ヶ月前 2 障害福祉課
26 富田林市 ○ ○ ○ ○ 1～2 障害福祉課
27 太子町 ○ 記載無し 記載無し

28 河南町 ○ 該当者へは窓口等で口頭説明 ○ 1 障害福祉課・介護保険担
当課

29 千早赤阪村 ○
64歳時における障
害福祉サービス更

新時
1 障害福祉課・介護保険担

当課

30 河内長野市 ○ ○ 1 障害福祉課・障害者相談
支援事務所

31 堺市 ○ ○ 1 障害福祉課
32 和泉市 ○ 12ヶ月前 3 障害福祉課

33 高石市 ○ ○ 1 障害福祉課・介護保険担
当課

34 泉大津市 ○ ○ ○ 職員の訪問時に直接案内しているほか、計画相談支援事務所から
も案内してもらっている 12ヶ月前 2 障害福祉課

35 忠岡町 ○ ○ 1 障害福祉課

36 岸和田市 ○ 障害者手帳交付時に対象者及び家族等に説明（「障害福祉のしお
り」を同時配布する際に説明）

40歳到達
（2号見込者）
3ヶ月前
65歳到達　
15ヶ月前、
3ヶ月前

3 障害福祉課

37 貝塚市 ○ ○ ○ ○ 2 障害福祉課・介護保険担
当課

38 泉佐野市 ○ ○ 1 障害福祉課
39 田尻町 ○ 相談員等に連絡します ○ 1 障害福祉課
40 熊取町 ○ ○ ○ 2 障害福祉課
41 泉南市 ○ ○ 1 障害福祉課

42 阪南市 ○ ○ ○ 2～3 障害福祉課
障害者相談支援事務所

43 岬町 ○ ○ 1 障害福祉課

※島本町・高石市が未回答のため昨年度回答
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65歳以上障害者の介護保険優先問題③障害サービス上乗せ横出しの案内　　
 202106大阪社保協調査

上乗せ横出しについての案内

介護保険利用者全員 上乗せ横出し対象者のみ お知らせする
知
ら
せ
な
い

知らせない理由

お知らせの内容

申
請
前

支
給
決
定
後

その他具体的な時期
申
請
前

支
給
決
定
後

その他具体的な時期

一
律
優
先
し

な
い
こ
と

上
乗
せ
支
給

横
出
し
支
給

その他具体的に

1 大阪市 ○ ○ ○ ○
2 豊中市 ○ ○ ○
3 池田市 ○ ○ ○
4 豊能町 ○ ○
5 能勢町 ○ ○ ○ ○

6 箕面市 ○
原則介護保険優先としているが、本人の心身の状態や利用
サービス状況等を踏まえて、必要に応じて上乗せ・横出し支
給となる旨をお知らせしている

7 高槻市 ○ ○ ○ ○
8 島本町 ○ ○ ○
9 茨木市 ○ 現在利用している障害福祉サービスについて原則介護保険
10 吹田市 ○ ○ ○ ○

11 摂津市 ○

上乗せや横出しに関す
る問合せがあれば説明
している。問合せなし
に支給決定は行ってい
ない。

12 守口市 ○ 相談支援専門員がモニタリングを行う中で必要な上乗せ、
横出し等のサービスについて説明を行っている

13 門真市 ○ ○ ○ ○
14 大東市 ○ ○ ○
15 四条畷市 ○ ○ ○ ○
16 寝屋川市 ○ ○
17 枚方市 ○ ○
18 交野市 ○ ○

19 東大阪市 ○

横出しのみ介護保険への申請案
内を送付する方へお知らせして
いるが、ホームページでも閲覧
できる「東大阪市障害福祉サー
ビス支給決定ガイドライン」で
上乗せや横出しを記載している

○
横出しのみ介護保険への申請案内を送付する方へお知らせ
しているが、ホームページでも閲覧できる「東大阪市障害福
祉サービス支給決定ガイドライン」で上乗せや横出しを記載
している

20 八尾市 ○ ○ ○
21 柏原市 ○ ○ ○ ○
22 松原市 ○ ○ ○

23 羽曳野市 問1と同様
65歳前から利用している障害福祉サービスの種類で、介護
保険優先原則が適用される場合に上乗せなどを中心に説明
している

24 藤井寺市 ○ ○ ○
25 大阪狭山市 ○ ○ ○ ○
26 富田林市 ○ ○ ○ ○
27 太子町 ○ ○ ○
28 河南町 ○ ○ ○
29 千早赤阪村 ○ ○ ○
30 河内長野市 ○ ○ ○
31 堺市 ○ ○ ○

32 和泉市 ○
訪問等による説明において原則は介護保険優先であるが、
本人の心身の状況や現在利用サービスの状況等を踏まえて
必要に応じて上乗せ・横出し支給の可能性をお知らせ

33 高石市 ○ ○ ○
34 泉大津市 ○ ○ ○ ○

35 忠岡町 ○ 原則併給は認めていな
いため。

36 岸和田市 ○ ○
引き続き次のサービスのみを継
続する場合
就A,B、就労移行、施設入所、生
活介護、同行援護、自立支援

介護保険認定結果によっては、引き続き障害福祉サービス
を利用出来ます

37 貝塚市 ○ ○ ○ ○
38 泉佐野市 ○ ○ ○ ○
39 田尻町 ○ ○ ○

40 熊取町

該当サービスを利用している対
象者（同行援護、就労継続支援
Ｂ型）については、介護保険へ
の移行の案内と併せて、継続利
用の有無の確認を行っている。

○

41 泉南市 ○ ○ ○ ○
42 阪南市 ○ ○

43 岬町

障がい福祉サービス利用者につ
いては65歳を迎える前、介護
保険サービス利用者については
担当ケアマネージャーより障害
福祉サービスの利用相談があっ
た場合に説明

選択
なし

※島本町・高石市が未回答のため昨年度回答
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65歳以上障害者の介護保険優先問題④優先関係　　 202106大阪社保協調査
介護保険での不足分の障害者サービスでの上乗せ

上乗せする
上
乗
せ
し
な
い

要介護区
分・障害
区分に関
係なく支
給

支給基準を満
たした場合に支

給
その他
基準あ
り

その他基準あり（具体的基準）
要介護
区分

障害支
援区分

1 大阪市 ○
2 豊中市 4・5
3 池田市 〇 ガイドライン添付
4 豊能町 ○
5 能勢町 ○
6 箕面市 ○ 個別の状況に応じ判断する
7 高槻市 ○ 別紙参照
8 島本町 5
9 茨木市 ○ ○ 別紙参照
10 吹田市 5

11 摂津市 ○
ケアプランで必要とされるし給料を介護保険で満たせない場合、まずは要介護区分の見直しをする。
それでも満たせない場合は、ケアマネージャーと相談支援専門員と協議のうえ、必要と判断される場
合は不足分を障害福祉サービスから支給される

12 守口市 必要に応じて個別に支給量を決定する
13 門真市 ○

14 大東市 5 ○ 身障1級、介護保険支給限度額の上限まで介護保険サービスを利用し、その上でその点数のうち居宅
系サービスを1／2以上利用する場合

15 四条畷市 ○
16 寝屋川市 ○
17 枚方市 5 1以上
18 交野市 5 5・6

19 東大阪市 4・5

・四肢全てに障害がある（全身性障害）方で、身体障碍手帳の総合投球が1級の方
・介護保険が要介護4または5の方
・介護保険で自己負担が発生している方（直近の実績等で確認します）
・介護保険で訪問系のサービスを5割以上利用している方
・居宅介護または重度訪問介護の対象となる方

20 八尾市 5 6
21 柏原市 ○
22 松原市 ○ 介護保険移行前に利用していたサービス量を介護保険で賄えない場合
23 羽曳野市 ○
24 藤井寺市 ○
25 大阪狭山市 基準はなく、個々の状況を鑑み支給の決定を行う
26 富田林市 ○
27 太子町 ○ 状況確認を行い区分変更も検討して頂いた上で受付している
28 河南町 ○
29 千早赤阪村 ○
30 河内長野市 5 ○ 重度訪問介護対象の場合
31 堺市 ○
32 和泉市 4・5
33 高石市 5 6
34 泉大津市 4・5
35 忠岡町 ○ 個別対応

36 岸和田市 5 ○

・非該当、要支援1，2事業対象者で視覚障害、腎臓機能障害、知的障害、精神障害を有し障害支援区
分の認定を受けており居宅介護の利用を希望する方
・非該当、要支援1，2事業対象者で障害支援区分の認定を受けており、介護保険支援限度基準内で
これまでと同様（～64歳までに障害福祉サービスを利用していた方）のサービスが受けられない場
合に、居宅介護の利用を希望する方で、市が必要性を認める者

37 貝塚市 5
38 泉佐野市 ○
39 田尻町 ○

40 熊取町 5
・現在のケアプラン以外での支援が不可能であること。
・施設等の利用が不可能であるため、在宅での支援が必要であること。
・上記2点の理由が障がいを理由に支援が必要となっていること。
・障がい者総合支援法に規定する障害福祉サービスの利用要件に該当すること。

41 泉南市 ○ 障害特性により必要なサービス量が確保できない場合
42 阪南市 ○

43 岬町 5 要支援認定者については、通院に関するサービスが利用できないため、障がい特性により通院の支援
が必要な者に通院等介護や乗降介助を支給

※島本町・高石市が未回答のため昨年度回答
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65歳以上障害者の介護保険優先問題⑤重度訪問介護 /生活介護　202106大阪社保協調査
重度訪問介護 生活介護（通所）

介護
保険
優先

介護
保険
優先
しな
い

その他
介護
保険
優先

介護
保険
優先
しな
い

その他

1 大阪市 ○ ○

2 豊中市 ○ 本人の心身の状況、障害特性のサービスを必要とする理由
によっては利用を認めている

3 池田市 ○ ○
4 豊能町 ○ ○
5 能勢町 ○ ○
6 箕面市 ○ 個別の状況に応じ判断する
7 高槻市 ○ ○
8 島本町 ○ ○
9 茨木市 ○ ○
10 吹田市 障がい者の状態等に応じて判断する 障がい者の状態やニーズに応じて判断する
11 摂津市 ○ ○
12 守口市 ○ ○
13 門真市 ○ ○
14 大東市 ○ ○

15 四条畷市 ○ 見守り等、介護保険で認められない部分は重要訪問介
護を支給決定しています 障がい特性や生活状況からケースごとに判断しています

16 寝屋川市 ○ ○
17 枚方市 年齢に応じる ○
18 交野市 ○ ○
19 東大阪市 ○ ○
20 八尾市 ○ ○
21 柏原市 ○ ○
22 松原市 ○ ○

23 羽曳野市 ○
通所介護への移行が可能であれば、速やかに移行するよう
支援するが、利用者の障害特性から通所介護の意向が困難
と判断される場合は生活介護之利用を認めている

24 藤井寺市 ○ ○
25 大阪狭山市 ○ 個々の状況を鑑み、支給の検討を行う
26 富田林市 ○ ○
27 太子町 ○ ○
28 河南町 ○ ○
29 千早赤阪村 ○ ○
30 河内長野市 ○ ○
31 堺市 ○ ○
32 和泉市 ○ ○
33 高石市 ○ ○
34 泉大津市 ○ ○
35 忠岡町 ○ ○
36 岸和田市 ○ ○ 障害特性や状況により認定審査会で決定する場合がある
37 貝塚市 ○ ○
38 泉佐野市 ○ △ 本人が希望すれば65才以上でも利用可
39 田尻町 ○ ○
40 熊取町 ○ ○
41 泉南市 ○ ○
42 阪南市 ○ ○
43 岬町 ○ ○

合計

※島本町・高石市が未回答のため昨年度回答
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65歳以上障害者の介護保険優先問題⑥横出しサービス/サービス基準有無
 202106大阪社保協調査  

横出しサービス サービス基準の有無

同
行
援
護

行
動
援
護

就
労
移
行

支
援

就
労
継
続

支
援
Ａ
型

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

社
会
参
加
の
為
の

移
動
支
援

日
常
生
活
に

必
要
な
移
動
支
援

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
支
援

訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス

日
常
生
活
用
具

その他 有 無

1 大阪市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 豊中市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 池田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 豊能町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 能勢町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 箕面市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 高槻市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自立訓練（生活訓練）
就労定着支援 ○

8 島本町 ○ ○ ○ ○ ○ 自立訓練（生活訓練） ○

9 茨木市 ○ ○

40歳以上
65歳未満
〇

65歳以上
△

40歳以上
65歳未満
〇

65歳以上
△

40歳以上
65歳未満
〇

65歳以上
△

○ △ ○

10 吹田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
11 摂津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
12 守口市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
13 門真市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
14 大東市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生活介護 ○
15 四条畷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
16 寝屋川市 ○ ○ ○
17 枚方市 ○ ○ ○ ○
18 交野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19 東大阪市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
自立訓練（生活訓練）
就労定着支援
自立生活援助

○

20 八尾市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
21 柏原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
22 松原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
23 羽曳野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
24 藤井寺市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 大阪狭山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
個々の状況を
鑑み支給の検
討を行う

26 富田林市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
27 太子町 ○ ○ ○
28 河南町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
29 千早赤阪村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
30 河内長野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
31 堺市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
32 和泉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33 高石市 ○ ○ 65歳以上は
個別に検討 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

34 泉大津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
35 忠岡町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △は介護保険優先 ○
36 岸和田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自立訓練 ○
37 貝塚市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
38 泉佐野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
39 田尻町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
40 熊取町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

41 泉南市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

障害特性や
状況等を勘案し、
障害福祉サービスの
利用が適当と
判断した場合

42 阪南市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
43 岬町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
※島本町・高石市が未回答のため昨年度回答

‐ 120 ‐



65歳以上障害者の介護保険優先問題⑧介護保険移行障害者へのサービスプラン作成方法
 202106大阪社保協調査 

介護保険を移行した障害者にあって、上乗せ・横出し利用時のサービスプラン作成方法

ケアマネージャーが
全てのサービスを

作成

ケアマネージャーと
相談支援

専門員が共同で作
成

その他

1 大阪市 必要に応じてケアマネージャーと相談支援専門員が連携して作成
2 豊中市 ○
3 池田市 ○
4 豊能町 ○
5 能勢町 ○
6 箕面市 ○
7 高槻市 ○
8 島本町 ○
9 茨木市 ○

10 吹田市 基本的にケアマネージャーが作成するが、市が必要と判断した場合には相
談支援専門員が作成する

11 摂津市 ○
12 守口市 ○
13 門真市 ○
14 大東市 ○
15 四条畷市 ○ 必要に応じて委託の相談支援センターが一緒に支援しています
16 寝屋川市 ケースによる
17 枚方市 ○
18 交野市 ○

19 東大阪市 ケアマネージャーで作成することもあれば、
相談支援専門員が作成することもある。限定していない。

20 八尾市 ○ ○ ○
21 柏原市 ○
22 松原市 ○
23 羽曳野市 ○
24 藤井寺市 ○
25 大阪狭山市 ○
26 富田林市 ○
27 太子町 ○
28 河南町 ○
29 千早赤阪村 ○
30 河内長野市 ○
31 堺市 ○
32 和泉市 ○
33 高石市 ○
34 泉大津市 ○
35 忠岡町 ○
36 岸和田市 ○ ○
37 貝塚市 ○ 基本はケアマネ、状況により相談支援専門員が作成することもある。
38 泉佐野市 ○ ○
39 田尻町 ○

40 熊取町
上乗せについてはケアマネージャーがすべて作成する。障がい特有のサー
ビス利用については、本人が希望すれば、相談支援専門員が障がい特有サ
ービスにかかる計画を作成し、ケアマネージャーと情報共有のうえ、本人
支援にあたる。

41 泉南市 ○
42 阪南市 ○

43 岬町 申請されるサービスの種類によって異なる。障害福祉サービス固有のサー
ビスの場合は上記「2」。そうでない場合は「1」

※島本町・高石市が未回答のため昨年度回答
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65歳以上障害者の介護保険優先問題⑨介護保険に移行しない方への対応
 202106大阪社保協調査 

介護保険へ移行しない方への対応
申請ま
で障害
者サー
ビス継
続支給

一定期間継続支給す
るが期間内に申請なけ
れば支給停止

障害者
サービ
ス支給
即時停
止

その他
支給停止
期間

1 大阪市 障がい福祉サービスを継続支給するが、区の担当者を通じて介護保険への移
行を促す

2 豊中市 ○
3 池田市 ○
4 豊能町 ○
5 能勢町 ○

6 箕面市
障害福祉サービスを継続支給し、利用者への説明を十分かつ丁寧に行い、障
害福祉と介護保険との適用関係等について理解を求めながら必要なサービス
調整を行う

7 高槻市 ○
8 島本町 ○
9 茨木市 ○
10 吹田市 ○

11 摂津市 申請するまで障害福祉サービスを継続支給する。また、申請するよう常に促す。
ただし障害福祉特有のサービスについてはこのかぎりでない

12 守口市 介護保険を申請する必要性を市や事業所から本人に理解を得られるまで説
明をし続ける。

13 門真市 ○
14 大東市 そのようなケースはない
15 四条畷市 ○
16 寝屋川市 ○
17 枚方市 ○ ○
18 交野市 ○

19 東大阪市 障害福祉サービスを継続支給しつつ、申請をしない理由や事情を十分に聴き
とるとともに、継続して介護保険制度の説明を行い申請できるよう勧奨する

20 八尾市 ○
21 柏原市 ○
22 松原市 ○
23 羽曳野市 ○
24 藤井寺市 ○
25 大阪狭山市 ○
26 富田林市 ○
27 太子町 ○
28 河南町 ○ ○
29 千早赤阪村 ○
30 河内長野市 ○
31 堺市 ○

32 和泉市
原則、介護保険優先であるが、特段の事情があり、ただちに移行困難であっ
たり、障がい福祉サービスを停止することで著しく生活に支障が生じる場合
には、個別に対応を検討する

33 高石市 繰り返し、介護保険の申請を促す
34 泉大津市 ○
35 忠岡町 ○ 個別対応
36 岸和田市 ○
37 貝塚市 ○
38 泉佐野市 ○
39 田尻町 ○

40 熊取町 障がいが理由で介護の施設に断られるケース等があるため、対象者の個別の
ケースにより判断基準が異なるため、具体的な対応を明記することは困難。

41 泉南市 ○
42 阪南市 ○

43 岬町 促して申請しない者が今までいなかったため、実際に対応した事例はない。事
例が発生した場合には、事前に本人・家族に告知した上で「2」を検討します。

※島本町・高石市が未回答のため昨年度回答
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65歳以上障害者の介護保険優先問題⑩サービス利用者負担軽減策
 202106大阪社保協調査 

特定作業
2020年度
償還金額（円）

償還頻度
出来て
いない

出来た
/人数 毎月 半年に一度 1年分まと

めて その他

1 大阪市 144 36,462,192 ○
2 豊中市 27 1,993,623 ○
3 池田市 6 772,880 ○
4 豊能町 0 記載なし
5 能勢町 ○
6 箕面市 ○ 267,633 ○
7 高槻市 6 641,913 ○
8 島本町 ○
9 茨木市 ○ 1,182,791 ○
10 吹田市 ○
11 摂津市 13 979,172 ○
12 守口市 ○
13 門真市 40 1,711,249 ○
14 大東市 20 240,000 ○
15 四条畷市 5 665,838 H30.4～R1.7
16 寝屋川市 記載なし
17 枚方市 6 271,706 ○
18 交野市 ○
19 東大阪市 168 1,910,274 ○
20 八尾市 6 973,952 ○
21 柏原市 12 1,029,794 ○
22 松原市 17 528,223 ○
23 羽曳野市 4 242,541 ○
24 藤井寺市 記載なし
25 大阪狭山市 ○
26 富田林市 8 458,984 ○
27 太子町 1 167,431 ○
28 河南町
29 千早赤阪村 0 0 記載なし
30 河内長野市 10 645,626 ○
31 堺市 119 4,087,319 ○
32 和泉市 31 0 ○
33 高石市 ○ 未定
34 泉大津市 14 0 記載なし
35 忠岡町 ○
36 岸和田市 9 1,118,920 ○ 予定
37 貝塚市 20 2,001,697 ○
38 泉佐野市 1 329,913 3ヶ月に1度
39 田尻町 ○ ○
40 熊取町 3 0 ○
41 泉南市 4 497,114 ○
42 阪南市 5 463,838 ○
43 岬町 0 0 記載なし
※島本町・高石市が未回答のため昨年度回答
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65歳以上障害者の介護保険優先について⑪　 202106大阪社保協調査

介護保険優先
問題ある 問題ない その他

1 大阪市 ○
2 豊中市 ○
3 池田市 ○
4 豊能町 ○
5 能勢町 ○
6 箕面市 ○
7 高槻市 利用者にとって、制度がわかりにくいという声がある
8 島本町
9 茨木市 ○
10 吹田市 障がい者の状態とニーズを把握し、適切に支援する必要がある
11 摂津市 ○
12 守口市 ○
13 門真市 ○
14 大東市 ○
15 四条畷市 ○
16 寝屋川市 記載なし
17 枚方市 ○
18 交野市 ○
19 東大阪市 ○
20 八尾市 ○
21 柏原市 ○

22 松原市 介護保険優先原則について丁寧に説明をするようにしているが、理解を得られず、介護
保険の申請を拒否される方もいますが、丁寧に説明し、申請を推奨しております。

23 羽曳野市 ○
24 藤井寺市 ○
25 大阪狭山市 ○
26 富田林市 ○
27 太子町 ○
28 河南町 ○
29 千早赤阪村 ○
30 河内長野市 ○
31 堺市 ○
32 和泉市 判断できない
33 高石市 ○
34 泉大津市 ○
35 忠岡町 ○
36 岸和田市 ○
37 貝塚市 ○
38 泉佐野市 ○
39 田尻町 ○
40 熊取町 ○
41 泉南市 ○ 併用利用が可能なため
42 阪南市 ○
43 岬町 ○
※島本町・高石市が未回答
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65歳以上障害者の介護保険優先問題⑫障害者総合支援法七条改正の必要性　
 202106大阪社保協調査

国は、障害者総合支援法七条改正すべきか
障害福祉制度と
介護保険制度の
選択肢を導入す

べき

障害者に関しては
障害福祉制度を
優先すべき

その他 必要ない

1 大阪市 ○
2 豊中市 ○
3 池田市 ○
4 豊能町 ○
5 能勢町 ○

6 箕面市 介護保険と障害福祉の利用者負担や受給量の相違等が課題
だと考える

7 高槻市 持続可能な制度となる制度となるようにするべき
8 島本町
9 茨木市 ○

10 吹田市 障がい者の状態とニーズを把握し、適切に支援する必要があ
る

11 摂津市
改正の必要はない。ケースによって対応等が変わるため一概
に改正等を
する必要があるとは言えない

12 守口市 ○
13 門真市 ○
14 大東市
15 四条畷市 自治体によって差が生じないように、国としての基準は必要
16 寝屋川市 記載なし
17 枚方市 ○
18 交野市 介護保険制度を柔軟に利用できるよう改正すべき

19 東大阪市 介護移行することでの諸問題を解決するためにまずは上乗
せおよび基準の統一化

20 八尾市 ○
21 柏原市 ○
22 松原市 ○

23 羽曳野市
法改正までは必要ないと考えるが、障害福祉サービスの支給
決定基準同様、市町村の裁量範囲が大きく、当該取扱に市町
村ごとの差異が生じていることは好ましくないと考えており、
国として明確な基準を示すべきである

24 藤井寺市 ○
25 大阪狭山市 ○
26 富田林市 ○
27 太子町 ○
28 河南町 ○
29 千早赤阪村 ○
30 河内長野市 ○
31 堺市 ○
32 和泉市 判断できない
33 高石市 ○

34 泉大津市
障害者総合支援法の基本理念を踏まえて、国の責任におい
て、自治体任せとせずに統一的な基準で運用される制度を構
築すべき

35 忠岡町 ○

36 岸和田市 断言できないが、現時点における問題点に対して、
有効な対応を継続して検討していく必要があると考える

37 貝塚市 障害福祉制度と介護保険制度を統一すべき
38 泉佐野市 国が優先関係を整理すべき
39 田尻町 ○
40 熊取町 ○
41 泉南市 ○
42 阪南市 ○

43 岬町 65歳前から障害福祉制度を利用していた方については、障
害福祉制度を優先すべき

※島本町・高石市が未回答
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大阪府重度障害者医療費助成制度・新規対象者　　　　　　 202106大阪社保協調査
新規対象者（精神障害者保健福祉手帳1級取得者） 新規対象者（特定医療費・特定難病・特定疾患医療受給所

持者で障害年金1級または特別児童扶養手当1級該当者）
2018年度 2019年度 2020年度 2018年度 2019年度 2020年度
対象
人数

申請
人数

対象
人数

申請
人数

対象
人数

申請
人数

対象
人数

申請
人数

対象
人数

申請
人数

対象
人数

申請
人数

1 大阪市 2803 1136 3024 1254 16 20
2 豊中市 279 183 291 36 299 23 3 3 1 1 1 1
3 池田市 28 28 26 26 33 7 0 0 0 0 0 0
4 豊能町 7 7 6 6 2 2 不明 不明 不明 不明 不明 不明
5 能勢町 5 10 10 5 1 1 0 0 0 0 0 0
6 箕面市 48 38 不明 51 不明 51 不明 0 不明 0 不明 0
7 高槻市 不明 117 不明 131 不明 132 不明 1 不明 1 不明 1
8 島本町 18 18 18 2 0 0 0 0
9 茨木市 174 135 169 144 213 156 1 1 不明 1
10 吹田市 261 105 253 126 245 127 0 0 0 0 不明 0
11 摂津市 41 30 44 7 48 6 1 0 不明 0
12 守口市 不明 不明 不明 不明 不明 674 不明 0 不明 0 不明 0
13 門真市 不明 33 不明 6 不明 10 不明 0 不明 0 不明 0
14 大東市 38 38 14 14 10 10 0 0 0 0 0 0
15 四条畷市 26 19 25 19 28 22 不明 0 不明 0 不明 0
16 寝屋川市 59 4 1 0 1 0
17 枚方市 131 131 138 138 137 137 2 2 4 4 3 3
18 交野市 36 36 11 11 8 8 0 0 0 0 0 0
19 東大阪市 142 131 不明 22 不明 47 1 0 不明 0
20 八尾市 205 69 217 96 226 1221 不明 0 不明 0 不明 0
21 柏原市 36 36 39 39 44 44 0 0 0 0 0 0
22 松原市 不明 30 不明 6 不明 11 0 1 0
23 羽曳野市 22 25 31 11 45 19 1 1 1 0 1 0
24 藤井寺市 不明 15 不明 4 不明 3 不明 1 不明 0 不明 0
25 大阪狭山市 45 22 50 6 不明 4 不明 0 不明 0 不明 0
26 富田林市 不明 18 不明 24 不明 12 0 0 0 0 0 0
27 太子町 7 7 7 7 8 8 不明 不明 不明 不明 不明 不明
28 河南町 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 1 1
29 千早赤阪村 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30 河内長野市 95 43 75 4 83 5 不明 0 不明 0 不明 0
31 堺市 1277 358 1360 475 1402 552 不明 0 不明 0 不明 0
32 和泉市 68 67 81 80 91 95 不明 0 不明 0 3 6
33 高石市 15 15 15 15 0 0 0 0
34 泉大津市 19 18 23 22 30 29 不明 0 不明 0 不明 0
35 忠岡町 7 7 0 0 1 1 不明 0 不明 0 不明 0
36 岸和田市 94 80 90 70 101 75 不明 0 不明 0 不明 0
37 貝塚市 22 21 10 9 14 11 不明 0 不明 0 不明 0
38 泉佐野市 34 34 34 34 48 48 0 0 0 0 0 0
39 田尻町 3 3 0 0 0 0 不明 0 不明 0 不明 0
40 熊取町 15 15 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0
41 泉南市 27 18 29 21 32 7 不明 0 不明 0 不明 0
42 阪南市 19 19 25 25 30 30 不明 0 不明 0 不明 0
43 岬町 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0

合計 6,055 3,182 6,139 2,970 3,202 3,608 6 27 6 29
※島本町・高石市が未回答
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大阪府重度障害者医療費助成制度・償還払い /対象外経過措置対象者　　　
 202106大阪社保協調査

償還払い
老人医療費助成制度の対象者で重度
障害者医療費助成制度の対象外となっ

た経過措置対象者の人数。
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2017

年度老
人医療
費助成
制度対
象者数
（人）

2018年
度経過
措置対
象者数
（人）

2019年
度経過
措置対
象者数
（人 ）

2020年
度経過
措置対
象者数
（人 ）

償還
件数

償還金額
（円）

償還
件数

償還金額
（円）

償還
件数

償還金額
（円）

償還
件数

償還金額
（円）

1 大阪市 354,879,649 253,363,193 60,581 290,989,390 39,232 10,630 9,471
2 豊中市 670 13,938,469 8,892 35,665,228 20,833 63,600,372 18,250 55,710,031 4,937 1,256 1,091 970
3 池田市 1,134 9,201,591 1,092 8,037,744 2,532 22,172,751 2,606 19,080,649 1,423 361 311 267
4 豊能町 1,311 9,163,856 470 3,103,375 768 5,523,051 1,269 10,038,727 385 98 91 81
5 能勢町 786 5,398,055 1,035 10,119,727 1,935 13,788,648 2,077 13,013,277 267 50 47 39

6 箕面市 919 窓口　
8,763,635

窓口 
1,801

自動償還 
3,444

窓口 
12,624,698
自動償還 
6,155,632

窓口 
2,162

自動償還
 5,970

窓口 
12,409,075
自動償還　
10,222,768

窓口　
1,439

自動償還　
5,357

窓口　
8,473,486
自動償還　
9,264,673

414 387 346 314

7 高槻市 2,173 44,780,949 2,578 41,306,625 4,897 45,071,081 5,868 65,770,134 1,887 1,704 1,414 1,288

8 島本町
604

一部自己
負担額
（18）

3753043
（18710）

730
（449）

4521166
（829359）

1188
（1507）

9565872
（2707680） 475 154 144

9 茨木市 132 111,080 10,691 18,839,650 16,333 27,654,773 15,990 25,870,074 4,135 1,290 1,115 1,000
10 吹田市 540 17,167,229 9,839 36,946,269 17,517 50,974,049 16,312 48,795,051 3,062 2,742 2,418 2,177
11 摂津市 738 7,303,880 944 7,406,657 7,192 15,769,611 6,227 13,207,832 391 327 295 273

12 守口市 不明
障害者
医療のみ
5401840

不明 23,134,671 不明 28,989,435 不明 23,725,625 2,160 577 507 478

13 門真市 555 5,777,147 1,271 13,420,107 1,854 10,916,120 1,030 7,230,240 19,983 603 554 491
14 大東市 1,051 5,363,527 1,982 13,769,932 9,314 17,700,433 7,915 17,700,433 1,776 352 304 280
15 四条畷市 323 2,179,158 1,967 6,254,052 3,111 8,262,896 3,072 8,575,312 588 193 162 158
16 寝屋川市 1,459 13,670,687 2,991 17,145,987 13,776 36,805,667 12,671 31,195,988 3,473 1,042 892 812
17 枚方市 2,835 26,594,296 25,028 87,864,485 32,889 102,138,921 28,182 80,068,200 1,904 1,623 1,421 1,303
18 交野市 27 27,132 1,958 3,227,490 4,789 7,590,622 4,822 1,151,588 1,328 397 364 330
19 東大阪市 3,730 29,885,523 17,777 60,479,151 36,791 96,490,475 32,335 75,364,057 7,639 1,964 1,722 1,563
20 八尾市 1,762 17,242,745 10,736 39,131,333 22,219 58,275,331 19,993 48,411,531 4,275 1,112 957 819

21 柏原市 217 4,076,387
現物償還

468
自動
1680

現物償還
7733316
自動

3413912

現物償還
573
自動
4333

現物償還
9845758

自動
8021900

現物償還
432
自動
3840

現物償還
8003050

自動
8446460

1,089 276 247 227

22 松原市 180 3,041,040 3,446 13,414,155 6,827 21,004,510 6,479 18,978,830 547 480 405 359
23 羽曳野市 32 55,120 4,480 7,621,530 7,979 13,101,529 7,389 11,692,575 1,785 428 371 337
24 藤井寺市 309 3,606,783 2,289 8,860,473 5,213 13,883,931 4,400 10,565,962 921 220 202 177
25 大阪狭山市 731 10,591,387 2,745 13,804,610 3,884 13,701,861 3,263 10,552,055 255 225 207 183
26 富田林市 － 38,041,530 － 36,274,486 － 49,924,943 － 46,575,037 516 428 354 334
27 太子町 － － 243 458,599 533 854,857 674 2,315,638 186 43 39 34
28 河南町 不明 20,098,328 33,217,068 35,625,771 32,814,549 262 57 54 50
29 千早赤阪村 25 76,678 48 163,823 113 601,956 304 936,919 123 34 29 27
30 河内長野市 193 4,530,933 355 15,906,074 485 24,115,118 336 20,720,146 565 496 434 418
31 堺市 7,877 52,078,000 11,983 111,102,000 20,268 180,200,000 19,448 165,063,000 14,401 4,530 4,029 3,714
32 和泉市 173 184,180 4,897 8,370,900 10,080 16,514,467 8,801 19,130,680 2,717 805 704 634
33 高石市 1,502 8,842,101 3,521 9,735,003 5,482 12,567,206 900 262 222
34 泉大津市 106 2,033,622 1,500 5,259,332 4,666 11,440,184 4,371 10,420,996 1,236 383 329 309
35 忠岡町 157 1,270,623 191 614,171 1,297 2,644,972 1,129 1,895,089 336 90 78 70
36 岸和田市 90 69,191 5,013 10,398,955 12,065 21,087,045 11,918 20,743,108 3,270 880 785 734
37 貝塚市 293 6,163,184 2,381 12,670,128 4,509 15,205,481 4,337 11,849,408 408 395 346 305
38 泉佐野市 4 6,230 2,833 4,754,308 7,262 11,682,003 6,394 10,112,016 1,724 464 388 345
39 田尻町 107 819,553 176 907,424 468 1,027,269 338 764,942 140 66 61 53
40 熊取町 359 3,638,017 1,285 4,605,325 3,423 8,589,462 2,670 6,960,396 743 224 198 179
41 泉南市 2 3,280 2,263 3,480,210 3,214 5,084,214 6,582 10,151,170 1,091 292 252 220
42 阪南市 26 35,200 1,285 2,453,844 2,780 4,880,763 2,772 4,810,366 392 339 285 251
43 岬町 514 4,052,430 1,650 6,816,495 3,099 11,668,284 2,346 9,715,933 348 98 89 70

合計 33,042 725,998,770 151,835 990,104,589 360,978 1,378,119,452 272,570 971,677,564 133,689 38,377 33,734 21,673
※島本町・高石市が未回答
※四條畷市 2020 年度償還金額は仮算定
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,88
5

14
3,4
97

14
3,7
85

4,0
16

4,1
81

-1
65

-3
.9%

5,0
56

5,5
52

-4
96

-8
.9%

5.4
6%

5.7
4%

3.5
2%

3.8
6%

11
門
真
市

63
,11
5

62
,79
2

12
0,2
47

12
1,3
21

4,4
73

4,4
95

-2
2

-0
.5%

5,6
88

5,7
53

-6
5

-1
.1%

7.0
9%

7.1
6%

4.7
3%

4.7
4%

12
大
東
市

57
,35
4

57
,10
3

11
9,1
26

12
0,1
38

89
7

91
0

-1
3

-1
.4%

1,1
06

1,1
47

-4
1

-3
.6%

1.5
6%

1.5
9%

0.9
3%

0.9
5%

13
四
條
畷
市

24
,71
5

24
,56
2

55
,35
2

55
,63
7

56
8

61
4

-4
6

-7
.5%

70
4

78
0

-7
6

-9
.7%

2.3
0%

2.5
0%

1.2
7%

1.4
0%

14
寝
屋
川
市

11
1,0
52

11
0,2
99

22
9,6
54

23
1,1
89

5,5
54

5,4
42

11
2

2.1
%

7,2
20

7,2
27

-7
-0
.1%

5.0
0%

4.9
3%

3.1
4%

3.1
3%

15
枚
方
市

18
2,4
49

18
1,1
80

39
8,2
83

39
9,9
53

5,7
30

5,7
14

16
0.3
%

7,4
98

7,5
85

-8
7

-1
.1%

3.1
4%

3.1
5%

1.8
8%

1.9
0%

16
交
野
市

33
,26
4

32
,89
9

77
,51
1

77
,58
8

63
5

60
2

33
5.5
%

83
5

82
4

11
1.3
%

1.9
1%

1.8
3%

1.0
8%

1.0
6%

17
東
大
阪
市

23
2,7
92

23
1,2
15

49
0,3
81

49
3,4
90

13
,78
2

14
,00
2

-2
20

-1
.6%

17
,54
3

18
,12
4

-5
81

-3
.2%

5.9
2%

6.0
6%

3.5
8%

3.6
7%

18
八
尾
市

12
6,4
62

12
5,6
24

26
4,8
67

26
5,9
08

5,9
87

5,9
05

82
1.4
%

7,7
64

7,8
19

-5
5

-0
.7%

4.7
3%

4.7
0%

2.9
3%

2.9
4%

19
柏
原
市

31
,90
2

31
,60
3

68
,06
6

68
,64
4

82
7

86
6

-3
9

-4
.5%

1,0
30

1,0
99

-6
9

-6
.3%

2.5
9%

2.7
4%

1.5
1%

1.6
0%

20
松
原
市

57
,12
3

56
,79
1

11
8,3
57

11
9,2
25

2,6
26

2,5
70

56
2.2
%

3,4
63

3,4
25

38
1.1
%

4.6
0%

4.5
3%

2.9
3%

2.8
7%

21
羽
曳
野
市

50
,65
9

50
,64
5

10
9,8
10

11
0,7
42

2,1
95

2,1
86

9
0.4
%

3,0
11

3,0
55

-4
4

-1
.4%

4.3
3%

4.3
2%

2.7
4%

2.7
6%

22
藤
井
寺
市

29
,62
7

29
,39
6

64
,02
9

64
,38
4

98
3

97
9

4
0.4
%

1,2
90

1,3
08

-1
8

-1
.4%

3.3
2%

3.3
3%

2.0
1%

2.0
3%

23
大
阪
狭
山
市

26
,01
0

25
,84
3

58
,50
1

58
,69
1

52
1

50
5

16
3.2
%

65
1

63
6

15
2.4
%

2.0
0%

1.9
5%

1.1
1%

1.0
8%

24
富
田
林
市

51
,66
8

51
,45
6

10
9,6
50

11
0,6
98

1,7
60

1,7
30

30
1.7
%

2,3
86

2,3
78

8
0.3
%

3.4
1%

3.3
6%

2.1
8%

2.1
5%

25
河
内
長
野
市

47
,69
0

47
,45
3

10
2,9
20

10
4,0
31

1,1
25

1,1
46

-2
1

-1
.8%

1,4
72

1,5
41

-6
9

-4
.5%

2.3
6%

2.4
2%

1.4
3%

1.4
8%

26
堺
市

39
7,0
37

39
4,6
95

82
9,9
24

83
3,5
59

19
,33
6

19
,29
5

41
0.2
%

24
,91
9

25
,18
0

-2
61

-1
.0%

4.8
7%

4.8
9%

3.0
0%

3.0
2%

27
和
泉
市

80
,52
6

79
,88
5

18
4,8
13

18
5,7
90

2,8
41

2,8
52

-1
1

-0
.4%

3,7
67

3,8
36

-6
9

-1
.8%

3.5
3%

3.5
7%

2.0
4%

2.0
6%

28
高
石
市

25
,93
6

25
,82
3

57
,32
2

57
,61
7

68
7

68
8

-1
-0
.1%

91
4

92
9

-1
5

-1
.6%

2.6
5%

2.6
6%

1.5
9%

1.6
1%

29
泉
大
津
市

34
,89
9

34
,60
0

74
,09
5

74
,42
1

1,2
47

1,2
39

8
0.6
%

1,6
36

1,6
61

-2
5

-1
.5%

3.5
7%

3.5
8%

2.2
1%

2.2
3%

30
岸
和
田
市

88
,56
1

88
,17
4

19
2,1
60

19
3,6
15

4,2
32

4,2
82

-5
0

-1
.2%

5,6
99

5,8
00

-1
01

-1
.7%

4.7
8%

4.8
6%

2.9
7%

3.0
0%

31
貝
塚
市

34
,00
6

34
,09
3

84
,15
2

85
,90
0

1,1
74

1,1
70

4
0.3
%

1,4
76

1,4
81

-5
-0
.3%

3.4
5%

3.4
3%

1.7
5%

1.7
2%

32
泉
佐
野
市

47
,55
5

47
,54
7

99
,31
6

10
0,2
87

1,4
86

1,4
62

24
1.6
%

1,8
41

1,8
14

27
1.5
%

3.1
2%

3.0
7%

1.8
5%

1.8
1%

33
泉
南
市

26
,37
4

26
,30
8

60
,79
5

61
,45
7

74
2

75
7

-1
5

-2
.0%

93
8

98
1

-4
3

-4
.4%

2.8
1%

2.8
8%

1.5
4%

1.6
0%

34
阪
南
市

24
,15
0

24
,17
9

52
,79
5

53
,60
0

46
9

49
1

-2
2

-4
.5%

55
1

58
1

-3
0

-5
.2%

1.9
4%

2.0
3%

1.0
4%

1.0
8%

合
計

4,2
43
,91
3

4,2
02
,48
2

8,6
92
,32
9

8,7
04
,86
8
21
8,0
45

21
8,2
78

-2
33

-0
.1%

27
0,8
88

27
4,5
46

-3
,65
8

-1
.3%

5.1
4%

5.1
9%

3.1
2%

3.1
5%
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20
21
大
阪
府
内
市
町
村
生
活
保
護
ア
ン
ケ
ー
ト
②
類
型
別
デ
ー
タ
 

20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査
 

高
齢
者
世
帯

母
子
世
帯

障
害
者
世
帯

傷
病
世
帯

そ
の
他
世
帯

20
21
.3

末
20
20
.3

末
増
減

前
年

同
月
比

20
21
.3

末
20
20
.3

末
増
減

前
年

同
月
比

20
21
.3

末
20
20
.3

末
増
減

前
年
同
月

比
20
21
.3

末
20
20
.3

末
増
減

前
年

同
月
比

20
21
.3

末
20
20
.3

末
増
減

前
年

同
月
比

1
大
阪
市

66
,83
7
67
,19
2

-3
55

-0
.5%

4,4
25

4,7
74

-3
49

-7
.3%

17
,52
2
16
,87
0

65
2

3.9
%

9,5
14

8,8
38

67
6

7.6
%
13
,49
0
14
,44
0

-9
50

-6
.6%

2
豊
中
市

4,4
77

4,4
71

6
0.1
%

37
3

40
7

-3
4

-8
.4%

1,0
20

1,0
00

20
2.0
%

55
9

58
1

-2
2

-3
.8%

1,1
23

1,0
90

33
3.0
%

3
池
田
市

40
8

40
9

-1
-0
.2%

18
23

-5
-2
1.7
%

80
78

2
2.6
%

10
9

12
0

-1
1

-9
.2%

38
38

0
0.0
%

4
箕
面
市

50
9

49
7

12
2.4
%

39
46

-7
-1
5.2
%

14
5

13
4

11
8.2
%

13
5

14
4

-9
-6
.3%

10
4

86
18

20
.9%

5
高
槻
市

2,1
55

2,1
11

44
2.1
%

29
8

31
7

-1
9

-6
.0%

71
1

70
2

9
1.3
%

58
4

58
0

4
0.7
%

56
2

55
6

6
1.1
%

6
島
本
町

66
69

-3
-4
.3%

9
9

0
0.0
%

21
17

4
23
.5%

11
11

0
0.0
%

19
16

3
18
.8%

7
茨
木
市

1,5
07

1,4
31

76
5.3
%

11
4

14
6

-3
2
-2
1.9
%

42
9

38
9

40
10
.3%

33
2

34
8

-1
6

-4
.6%

31
2

32
2

-1
0

-3
.1%

8
吹
田
市

2,2
82

2,2
66

16
0.7
%

27
2

28
9

-1
7

-5
.9%

66
1

64
5

16
2.5
%

70
8

70
8

0
0.0
%

44
7

34
4

10
3

29
.9%

9
摂
津
市

71
4

69
5

19
2.7
%

87
88

-1
-1
.1%

11
4

10
6

8
7.5
%

86
92

-6
-6
.5%

17
4

18
1

-7
-3
.9%

10
守
口
市

2,4
79

2,3
19

16
0

6.9
%

24
3

27
5

-3
2
-1
1.6
%

38
4

46
9

-8
5
-1
8.1
%

50
6

62
6

-1
20

-1
9.2
%

40
4

49
2

-8
8
-1
7.9
%

11
門
真
市

2,7
08

2,6
76

32
1.2
%

23
0

24
5

-1
5

-6
.1%

41
0

42
4

-1
4

-3
.3%

48
7

47
1

16
3.4
%

63
8

67
9

-4
1

-6
.0%

12
大
東
市

61
4

62
7

-1
3

-2
.1%

26
34

-8
-2
3.5
%

81
79

2
2.5
%

98
92

6
6.5
%

78
78

0
0.0
%

13
四
條
畷
市

37
8

40
2

-2
4

-6
.0%

17
25

-8
-3
2.0
%

55
57

-2
-3
.5%

82
85

-3
-3
.5%

36
45

-9
-2
0.0
%

14
寝
屋
川
市

3,1
60

3,0
52

10
8

3.5
%

29
7

33
8

-4
1
-1
2.1
%

62
5

60
7

18
3.0
%

82
5

83
2

-7
-0
.8%

61
7

58
1

36
6.2
%

15
枚
方
市

3,0
94

3,0
73

21
0.7
%

34
3

36
5

-2
2

-6
.0%

85
2

82
3

29
3.5
%

90
5

89
0

15
1.7
%

53
6

56
3

-2
7

-4
.8%

16
交
野
市

34
9

32
2

27
8.4
%

40
36

4
11
.1%

10
6

82
24

29
.3%

66
83

-1
7
-2
0.5
%

74
79

-5
-6
.3%

17
東
大
阪
市

7,7
61

7,7
65

-4
-0
.1%

75
1

87
0

-1
19

-1
3.7
%

1,6
41

1,6
53

-1
2

-0
.7%

1,4
74

1,5
34

-6
0

-3
.9%

2,1
55

2,1
80

-2
5

-1
.1%

18
八
尾
市

3,4
36

3,3
58

78
2.3
%

42
1

48
4

-6
3
-1
3.0
%

85
3

79
4

59
7.4
%

51
1

53
5

-2
4

-4
.5%

76
5

73
1

34
4.7
%

19
柏
原
市

51
4

52
6

-1
2

-2
.3%

36
54

-1
8
-3
3.3
%

13
6

13
2

4
3.0
%

11
3

13
4

-2
1
-1
5.7
%

28
20

8
40
.0%

20
松
原
市

1,4
70

1,4
29

41
2.9
%

16
5

17
9

-1
4

-7
.8%

30
7

29
9

8
2.7
%

30
2

32
6

-2
4

-7
.4%

37
5

33
1

44
13
.3%

21
羽
曳
野
市

1,1
35

1,1
15

20
1.8
%

19
8

21
8

-2
0

-9
.2%

27
7

27
6

1
0.4
%

19
3

19
9

-6
-3
.0%

39
2

37
8

14
3.7
%

22
藤
井
寺
市

55
2

54
0

12
2.2
%

85
94

-9
-9
.6%

13
9

14
1

-2
-1
.4%

75
80

-5
-6
.3%

13
2

12
4

8
6.5
%

23
大
阪
狭
山
市

29
8

29
3

5
1.7
%

29
30

-1
-3
.3%

78
73

5
6.8
%

73
73

0
0.0
%

43
36

7
19
.4%

24
富
田
林
市

1,0
03

98
5

18
1.8
%

11
5

12
4

-9
-7
.3%

23
1

22
4

7
3.1
%

16
5

17
0

-5
-2
.9%

24
6

22
7

19
8.4
%

25
河
内
長
野
市

57
2

55
6

16
2.9
%

67
84

-1
7
-2
0.2
%

17
8

18
3

-5
-2
.7%

21
5

21
6

-1
-0
.5%

86
98

-1
2
-1
2.2
%

26
堺
市

10
,90
3
10
,87
7

26
0.2
%

1,1
36

1,1
97

-6
1

-5
.1%

2,7
05

2,6
03

10
2

3.9
%

2,5
78

2,6
85

-1
07

-4
.0%

1,9
78

1,9
02

76
4.0
%

27
和
泉
市

1,5
08

1,4
91

17
1.1
%

20
0

21
1

-1
1

-5
.2%

33
9

32
9

10
3.0
%

51
5

55
6

-4
1

-7
.4%

30
3

28
3

20
7.1
%

28
高
石
市

40
9

39
8

11
2.8
%

54
59

-5
-8
.5%

50
43

7
16
.3%

11
1

11
0

1
0.9
%

67
78

-1
1
-1
4.1
%

29
泉
大
津
市

73
5

72
3

12
1.7
%

81
92

-1
1
-1
2.0
%

14
9

14
6

3
2.1
%

13
6

13
6

0
0.0
%

14
6

14
1

5
3.5
%

30
岸
和
田
市

2,1
71

2,2
18

-4
7

-2
.1%

29
5

29
8

-3
-1
.0%

58
1

58
6

-5
-0
.9%

56
9

54
5

24
4.4
%

61
6

63
5

-1
9

-3
.0%

31
貝
塚
市

67
1

67
7

-6
-0
.9%

64
63

1
1.6
%

15
7

16
3

-6
-3
.7%

17
2

16
5

7
4.2
%

11
0

10
2

8
7.8
%

32
泉
佐
野
市

83
1

84
3

-1
2

-1
.4%

53
61

-8
-1
3.1
%

23
7

21
9

18
8.2
%

20
5

18
9

16
8.5
%

16
0

15
0

10
6.7
%

33
泉
南
市

42
2

43
7

-1
5

-3
.4%

28
34

-6
-1
7.6
%

10
8

10
4

4
3.8
%

81
71

10
14
.1%

10
3

11
1

-8
-7
.2%

34
阪
南
市

32
5

33
1

-6
-1
.8%

13
11

2
18
.2%

65
68

-3
-4
.4%

37
51

-1
4
-2
7.5
%

29
30

-1
-3
.3%

合
計

12
6,4
53
12
6,1
74

27
9

0.2
%
10
,62
2
11
,58
0

-9
58

-8
.3%

31
,44
7
30
,51
8

92
9

3.0
%
22
,53
2
22
,27
6

25
6

1.1
%
26
,38
6
27
,14
7

-7
61

-2
.8%

※
池
田
市
・
箕
面
市
・
枚
方
市
・
松
原
市
・
高
石
市
は
未
回
答
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20
21
大
阪
府
内
市
町
村
生
活
保
護
ア
ン
ケ
ー
ト
③
　
20
19
年
度
月
別
デ
ー
タ
　
　
 

20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査
 

4月
5月

6月
7月

8月
9月

10
月

11
月

12
月

1月
2月

3月
相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

1
大
阪
市

3,4
61

1,1
98

1,2
30

3,8
53

1,4
57

1,1
58

3,5
15

1,2
95

1,2
45

3,8
05

1,4
54

1,2
96

3,5
21

1,2
66

1,1
72

3,5
50

1,3
51

1,2
14
3,5
87

1,2
50

1,2
53

3,4
56

1,3
71

1,2
31
3,0
82

1,2
01

1,2
55

3,3
63

1,2
92

1,0
85

3,0
73

1,0
54

1,0
81
3,9
06

1,5
42

1,3
16

2
豊
中
市

10
0

59
63

12
7

78
69

10
8

56
55

12
1

83
71

77
45

48
10
4

69
51

91
49

49
11
1

67
69

71
57

62
84

59
46

77
51

58
11
7

74
60

3
池
田
市

27
13

7
20

9
13

26
6

5
27

11
12

21
16

9
23

11
12

23
9

9
21

19
9

14
15

11
9

22
7

11
22

7
11

15
14

10
4

箕
面
市

23
10

9
21

8
10

23
9

6
18

8
9

19
8

8
26

12
11

25
10

11
21

10
10

19
9

10
22

11
8

14
8

10
18

11
12

5
高
槻
市

97
42

38
95

33
31

83
35

31
12
5

44
33

94
35

33
11
5

40
41

14
1

42
41

11
4

40
38

93
29

25
15
3

54
49

11
6

30
31

15
0

43
39

6
島
本
町

4
1

1
7

3
3

2
1

1
2

1
1

5
1

1
4

1
1

10
1

1
3

1
1

3
0

0
3

0
0

5
2

2
5

2
2

7
茨
木
市

11
3

28
29

14
8

42
26

11
7

31
35

12
7

32
29

12
5

34
22

13
6

38
35

10
8

32
30

10
9

33
32

11
0

31
30

14
6

44
27

11
2

22
26

15
2

27
27

8
吹
田
市

12
6

38
36

17
1

44
37

14
7

47
39

15
5

51
44

10
6

30
25

11
4

32
31

14
1

33
30

15
2

44
42

10
9

29
26

12
0

35
34

12
4

26
24

18
9

60
54

9
摂
津
市

35
12

16
41

13
8

37
12

13
34

15
8

39
11

12
46

15
10

48
16

18
37

14
10

31
6

13
48

13
8

36
13

13
30

9
13

10
守
口
市

11
0

38
42

13
3

31
23

13
0

31
28

13
2

38
41

11
5

35
26

12
2

53
43

12
5

50
48

97
47

51
10
6

40
41

12
2

51
38

12
2

34
37

14
3

51
45

11
門
真
市

74
29

27
81

39
36

10
1

44
40

10
0

54
49

78
29

28
97

55
52

96
50

46
99

44
41

87
37

37
91

48
45

79
36

35
94

46
44

12
大
東
市

44
14

13
55

13
12

44
15

14
43

20
12

48
14

11
57

12
11

53
11

9
60

15
10

47
11

10
51

18
18

50
11

11
46

12
10

13
四
條
畷
市

13
8

5
24

11
8

20
8

11
17

5
5

16
4

4
11

5
4

12
3

4
23

8
7

18
9

4
13

7
9

15
4

5
30

12
6

14
寝
屋
川
市

98
43

59
14
0

73
50

12
1

52
49

13
2

66
60

99
42

45
12
1

56
57

97
43

41
10
5

48
51

10
1

39
48

97
39

28
98

48
40

10
5

57
56

15
枚
方
市

12
1

55
55

12
4

58
48

12
7

49
42

13
5

72
56

11
6

53
51

11
9

61
38

10
8

55
62

11
1

49
47

84
38

41
10
2

40
27

10
1

43
41

13
1

62
51

16
交
野
市

30
9

9
24

3
3

29
2

1
33

8
6

41
9

6
29

6
4

29
3

3
30

9
6

23
7

7
22

3
3

46
14

12
32

14
13

17
東
大
阪
市

33
0

96
93

37
6

11
8

10
2

39
2

12
1

11
9

49
6

17
0

17
0

34
9

10
2

10
2

40
6

11
4

11
5

43
3

12
7

12
8

42
8

14
2

14
3

35
1

11
1

11
4

38
8

12
8

12
5

35
4

10
9

10
5

48
1

14
4

15
0

18
八
尾
市

14
5

51
63

16
3

55
48

16
6

57
53

22
2

74
62

16
8

75
78

20
1

83
76

18
3

66
62

14
4

57
74

12
5

45
27

16
3

63
67

15
5

57
45

16
1

57
72

19
柏
原
市

17
12

12
30

14
9

26
17

14
27

13
18

23
10

8
19

13
11

28
14

16
20

10
8

24
20

21
19

10
13

19
15

12
10

5
7

20
松
原
市

61
34

30
70

36
27

73
35

34
10
1

46
43

82
38

41
72

38
30

71
35

39
65

26
26

63
28

29
57

26
20

62
34

30
76

36
40

21
羽
曳
野
市

32
26

25
30

19
17

35
21

19
42

27
27

27
19

17
40

26
26

40
23

22
31

23
20

28
20

18
37

34
33

29
27

25
41

35
33

22
藤
井
寺
市

54
8

7
55

17
17

54
5

8
62

17
13

49
13

13
65

15
8

48
10

11
56

12
13

40
14

10
36

6
11

51
12

4
64

17
18

23
大
阪
狭
山
市

18
4

4
18

5
4

22
7

7
27

13
13

21
5

3
23

15
14

17
5

5
14

5
5

10
4

4
17

3
3

15
3

3
12

3
3

24
富
田
林
市

68
18

17
79

32
22

60
15

18
67

31
32

60
20

20
59

18
16

66
19

17
61

28
30

49
6

8
71

27
22

61
13

15
66

22
14

25
河
内
長
野
市

28
16

16
31

20
19

27
15

15
28

12
11

24
15

14
20

8
8

25
12

11
16

11
11

18
9

9
25

12
10

22
11

10
35

21
18

26
堺
市

48
6

21
0

17
0

49
2

23
2

22
2

44
0

17
9

16
5

59
3

25
9

21
7

52
1

23
9

22
1

51
9

24
3

22
5

50
5

22
1

23
3

45
9

20
5

19
8

39
4

16
0

17
3

48
6

23
5

16
5

41
5

18
8

18
7

54
2

27
3

24
7

27
和
泉
市

72
40

47
73

34
32

93
33

37
87

37
21

50
24

27
73

29
24

86
35

27
78

34
33

66
29

27
80

32
30

78
28

26
81

31
21

28
高
石
市

13
5

6
6

3
3

19
12

9
25

8
4

9
3

5
9

7
6

11
6

6
15

6
3

11
8

9
8

6
3

13
6

5
21

13
15

29
泉
大
津
市

32
18

11
23

9
13

36
19

9
37

16
17

20
10

11
25

12
10

24
14

12
36

17
15

23
14

18
31

16
13

19
8

11
28

12
9

30
岸
和
田
市

93
42

39
10
4

56
33

12
2

43
46

12
3

61
42

10
6

47
31

11
8

48
38

97
37

35
87

30
26

85
36

25
10
7

54
39

10
1

47
41

10
3

44
39

31
貝
塚
市

30
7

7
35

13
10

28
9

8
34

17
12

24
9

7
38

12
9

41
11

11
45

20
16

31
10

6
45

19
12

29
13

8
35

12
11

32
泉
佐
野
市

41
16

12
51

28
20

43
12

13
56

24
19

39
11

19
55

16
15

47
15

11
43

14
12

30
11

10
39

11
14

55
13

6
72

19
16

33
泉
南
市

19
10

7
24

9
6

25
11

9
34

14
7

17
8

8
9

2
2

22
5

4
18

6
6

21
6

5
21

5
5

24
8

5
28

9
8

34
阪
南
市

22
7

7
16

5
4

17
3

5
33

11
4

18
10

9
14

6
9

8
2

1
18

4
3

10
2

2
13

5
2

15
4

2
29

4
5

合
計

6,0
37

2,2
17

2,2
12
6,7
40

2,6
20

2,1
43

6,3
08

2,3
07

2,2
03

7,1
00

2,8
12
2,4
64

6,1
27

2,2
90

2,1
35

6,4
39

2,5
22

2,2
57
6,4
46

2,3
14
2,3
06

6,1
83

2,6
49

2,3
02

5,3
78

2,0
87

2,1
33

6,1
02

2,4
13
2,0
23

5,6
07

1,9
99

1,9
77

7,0
48

2,7
93

2,4
84
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20
21
大
阪
府
内
市
町
村
生
活
保
護
ア
ン
ケ
ー
ト
④
　
20
20
年
度
月
別
デ
ー
タ
　
　
 

20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査
 

4月
5月

6月
7月

8月
9月

10
月

11
月

12
月

1月
2月

3月
相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

相
談

申
請

決
定

1
大
阪
市

4,4
07

1,6
29

1,5
59

3,5
20

1,4
01

1,3
67

3,6
08

1,4
04

1,1
98

3,3
60

1,2
81

1,1
46

3,0
93

1,1
53

1,0
57

3,2
53

1,3
05

1,1
98

3,4
13

1,2
57

1,1
74

3,2
37

1,3
08

1,2
02

3,1
42

1,2
54

1,2
25

3,2
10

1,2
51

1,1
61

3,1
43

1,1
06

1,0
45

3,9
65

1,5
48

1,3
69

2
豊
中
市

14
1

72
67

98
43

56
10
6

51
43

10
9

70
49

89
49

57
11
5

70
54

12
8

62
71

11
7

62
53

10
5

58
67

11
0

63
56

11
2

69
66

13
0

73
70

3
池
田
市

38
9

11
32

9
9

37
5

4
24

8
10

16
6

4
22

10
10

25
11

5
10

7
12

16
5

6
29

11
8

19
11

10
23

11
9

4
箕
面
市

19
13

10
20

9
10

24
10

9
18

11
14

14
6

6
22

7
5

28
11

10
19

14
9

19
14

14
19

11
7

20
12

14
19

13
13

5
高
槻
市

11
6

46
37

86
28

27
97

27
25

11
2

43
33

10
4

29
25

10
9

50
46

11
4

37
33

97
37

35
11
6

51
50

13
1

58
52

10
2

34
32

12
8

48
46

6
島
本
町

1
0

0
3

1
1

6
4

4
6

1
0

2
0

0
3

0
0

4
2

1
1

1
1

3
0

0
6

4
4

1
0

0
6

2
2

7
茨
木
市

16
1

40
27

13
9

45
45

12
7

25
23

15
0

47
28

12
4

31
32

15
1

47
31

12
9

34
39

15
8

42
31

11
7

32
35

14
5

47
34

11
5

32
28

15
1

31
31

8
吹
田
市

19
0

59
49

15
5

56
50

14
8

40
35

14
3

43
36

15
9

52
39

13
3

52
49

13
1

34
30

14
8

44
41

13
7

35
32

16
3

45
41

15
4

43
35

20
4

75
69

9
摂
津
市

36
13

13
38

20
14

47
14

13
47

16
15

35
11

9
38

12
9

24
8

8
41

12
9

31
8

13
48

11
8

43
16

17
45

18
18

10
守
口
市

13
0

35
40

12
9

22
24

15
5

39
34

18
2

27
29

18
3

35
27

19
7

36
32

15
5

23
29

14
7

29
21

12
7

28
26

19
6

32
26

14
4

28
31

17
1

34
30

11
門
真
市

10
7

51
46

93
50

46
78

28
27

75
39

36
86

46
45

80
44

43
90

40
37

84
45

42
74

34
31

93
64

55
63

36
33

76
44

41
12

大
東
市

54
13

11
57

10
10

50
7

6
63

13
8

40
15

11
48

16
15

47
13

11
47

13
13

39
13

12
43

10
10

51
15

11
63

22
21

13
四
條
畷
市

28
12

9
19

7
12

13
3

3
13

6
6

15
3

3
15

6
2

16
5

6
14

3
5

15
6

6
6

3
0

13
6

6
16

1
2

14
寝
屋
川
市

10
6

38
41

91
45

30
10
0

36
45

12
5

61
58

97
41

36
10
6

46
47

13
1

57
40

11
8

57
71

13
4

55
54

10
4

50
50

11
2

46
47

14
7

68
64

15
枚
方
市

12
7

60
53

10
9

54
47

10
2

44
43

96
37

36
11
5

49
36

11
1

56
56

10
7

46
39

11
3

60
60

10
8

51
50

11
6

61
50

13
2

69
64

14
0

61
58

16
交
野
市

32
6

5
40

10
10

38
8

8
32

7
6

38
10

8
27

8
8

27
8

8
27

11
11

23
3

3
32

12
12

29
9

9
42

12
11

17
東
大
阪
市

43
1

12
4

12
4

34
2

12
2

12
2

37
7

98
97

38
5

13
0

12
8

31
9

84
84

38
1

11
6

11
7

39
9

10
1

10
3

39
8

14
3

14
4

36
8

88
88

41
1

12
0

11
9

32
5

11
3

11
0

43
4

13
7

12
9

18
八
尾
市

18
6

65
55

15
3

62
67

19
1

57
53

17
7

63
51

14
4

58
48

15
7

74
69

16
6

57
60

18
5

70
69

15
7

66
58

17
1

47
57

16
2

55
51

24
1

92
83

19
柏
原
市

20
12

10
9

6
7

9
9

7
14

6
5

18
12

10
16

11
13

24
16

14
19

11
9

13
7

11
19

16
9

9
4

8
16

11
12

20
松
原
市

83
41

38
59

33
35

64
33

24
51

19
24

51
26

20
56

25
29

73
44

29
74

40
46

59
31

28
69

32
24

60
29

33
89

34
32

21
羽
曳
野
市

38
26

25
38

33
29

36
24

23
19

13
13

35
25

22
35

27
24

39
38

32
32

23
23

27
27

24
25

21
17

29
23

21
33

31
29

22
藤
井
寺
市

86
11

10
98

16
15

59
6

11
57

14
10

14
9

10
9

83
14

18
78

17
16

59
8

9
43

6
6

52
8

8
62

10
6

12
8

17
19

23
大
阪
狭
山
市

17
7

7
17

10
9

21
7

7
24

12
11

22
6

6
29

6
6

31
5

5
17

2
2

21
5

4
28

12
12

32
7

5
28

12
12

24
富
田
林
市

71
33

35
62

25
21

56
13

16
48

17
19

61
14

9
74

19
18

60
21

19
52

18
14

63
25

24
48

19
20

44
17

15
62

16
19

25
河
内
長
野
市

26
15

14
15

10
12

24
12

11
27

14
11

22
10

12
22

12
11

23
16

15
20

10
8

21
9

12
17

5
4

18
7

7
18

9
7

26
堺
市

58
6

22
3

24
0

48
4

22
7

19
6

57
0

23
1

20
0

51
2

23
6

22
2

50
3

19
5

15
4

52
5

22
7

22
7

51
3

19
7

19
6

48
2

22
8

19
4

42
4

17
8

19
6

55
6

23
8

19
3

51
0

19
4

19
0

65
5

26
9

24
8

27
和
泉
市

98
40

36
74

23
29

92
30

24
81

33
26

85
36

30
72

26
24

86
28

28
96

35
28

62
24

30
78

32
22

86
29

31
11
3

40
37

28
高
石
市

26
12

8
14

5
9

16
7

4
13

8
10

15
5

5
10

6
6

12
4

5
17

5
4

14
10

4
21

8
10

16
5

8
21

8
7

29
泉
大
津
市

32
13

8
28

12
15

24
15

8
27

16
15

22
15

11
38

18
17

45
17

12
38

17
17

27
15

14
32

12
14

37
12

7
53

28
28

30
岸
和
田
市

13
2

47
32

10
2

39
24

10
7

33
38

13
1

56
35

92
30

30
10
2

39
26

10
8

56
41

11
1

44
41

87
38

32
12
5

47
32

91
39

35
11
0

50
39

31
貝
塚
市

36
13

9
30

17
16

31
7

5
32

14
13

42
17

12
23

7
5

40
11

9
35

16
15

23
11

11
35

11
10

34
13

10
37

18
17

32
泉
佐
野
市

72
26

17
35

10
13

45
10

11
51

10
12

55
13

11
50

17
11

63
11

16
54

15
12

67
22

18
62

18
16

71
17

14
89

27
25

33
泉
南
市

41
15

13
25

9
9

39
8

8
52

13
10

35
8

7
33

8
8

25
3

1
23

5
5

23
5

5
29

10
8

22
7

6
32

6
4

34
阪
南
市

10
3

6
13

4
3

16
4

3
30

7
6

19
6

3
10

3
2

24
3

5
18

3
1

18
6

6
14

6
5

23
4

5
22

3
3

合
計

7,6
84

2,8
22

2,6
65

6,2
27

2,4
73

2,3
89

6,5
13
2,3
49

2,0
70

6,2
86

2,3
91

2,1
31
5,8
99

2,1
06

1,8
78

6,1
46

2,4
20

2,2
36

6,3
78

2,2
93

2,1
47

6,1
08

2,4
38

2,2
57

5,7
23

2,2
20

2,1
95

6,2
43

2,3
95

2,1
54

5,8
84

2,1
17

2,0
10
7,5
07

2,8
69

2,6
04
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20
21
大
阪
府
内
市
町
村
生
活
保
護
ア
ン
ケ
ー
ト
⑤
20
20
年
度
の
不
正
受
給
 

20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査

保
護
費
総
額

不
正
受
給（
全
体
）

収
入
未
申
告

過
少
申
告
件
数

そ
の
他

高
校
生
ア
ル
バ
イト
未
申
告

告
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
周
知

件
数

金
額

総
額
に
占

め
る
割
合
1件
当
金
額

総
数

金
額

1件
当
金
額
総
額
に
占

め
る
割
合
総
数

金
額

総
数

金
額

総
数

金
額

1件
当
金

額
総
額
に
占

め
る
割
合

件
数

金
額

総
額
に
占

め
る
割
合
文
書

家
庭
訪
問

　
そ
の
他

1
大
阪
市

26
5,4
05
,35
6,2
64

集
計
中

集
計
中

集
計
中

集
計
中

#V
AL
UE
!

0 
集
計
中

集
計
中

#V
AL
UE
!
集
計
中

集
計
中

#V
AL
UE
!

高
校
生
等
に
対
し
、「
文
書
等
を
用
い
、

保
護
開
始
時
や
進
学
時
、進
級
時
、長

期
休
暇
等
に
丁
寧
に
繰
り
返
し
説
明
を

行
うよ
う
周
知
を
行
っ
て
い
る
。

2
豊
中
市

17
,78
5,5
59
,99
0

12
5

49
,78
6,8
71

0.3
%

39
8,2
95

66
28
,11
2,3
59

42
5,9
45

0.2
%

33
 
10
,39
3,8
10
 
26
 
11
,28
0,7
02
 
－

－
0

0 
0.0
0%

1

3
池
田
市

記
載
なし

10
2,0
73
,35
0
#V
AL
UE
!

20
7,3
35

9
1,7
50
,37
0

19
4,4
86

#V
AL
UE
!

1 
32
2,9
80
 

0
0

0 
#V
AL
UE
!

高
校
進
学
の
際
に
、本
人
及
び
母
親
に

対
し
て
、高
校
生
の
ア
ル
バ
イト
収
入

に
か
か
る
取
扱
い
に
つ
い
て
、改
め
て

説
明
を
行
っ
て
い
る
。

4
箕
面
市

2,1
39
,96
4,8
12

8
1,9
54
,23
5

0.1
%

24
4,2
79

7
1,8
20
,43
5

26
0,0
62

0.1
%

0 
1 

13
3,8
00
 

0
0

0.0
%

0.0
0%

高
校
生
の
ア
ル
バ
イト
に
つ
い
て
、保

護
開
始
時
お
よ
び
世
帯
員
が
高
校
生

に
な
っ
た
時
に
加
え
、相
談
が
あ
っ
た

際
制
度
の
説
明
を
個
別
に
行
っ
て
い

る
。

5
高
槻
市

9,6
30
,51
0,0
95

11
3

49
,12
4,7
58

0.5
%

43
4,7
32

10
3

47
,04
0,3
31

45
6,7
02

0.5
%

7 
1,8
09
,55
5 

3 
27
4,8
72
 

#D
IV
/0
!

0.0
%

0
0 

0.0
0%

1
1

6
島
本
町

23
9,8
63
,03
7

0
0

0.0
%

#D
IV
/0
!

#D
IV
/0
!

0.0
%

#D
IV
/0
!

0.0
%

0
0 

0.0
0%

1
1

7
茨
木
市

5,9
73
,62
1,2
47

86
45
,82
3,4
61

0.8
%

53
2,8
31

62
18
,71
5,3
27

30
1,8
60

0.3
%

10
 

14
8,1
36
 
14
 
26
,95
9,9
98
 

1
14
,36
3

14
,36
3

0.0
%

0
0 

0.0
0%

1
1

8
吹
田
市

9,9
01
,26
9,7
59

67
17
,44
4,4
23

0.2
%

26
0,3
65

49
16
,24
4,8
94

33
1,5
28

0.2
%

15
 

53
4,1
78
 

3 
66
5,3
51
 

2
76
2,5
14

38
1,2
57

0.0
%

0
0 

0.0
0%

1
1

9
摂
津
市

2,7
40
,80
6,9
52

35
4,6
70
,13
8

0.2
%

13
3,4
33

11
3,0
75
,44
1

27
9,5
86

0.1
%

7 
26
0,7
12
 
17
 

1,3
33
,98
5 

0
0
#D
IV
/0
!

0.0
%

0
0 

0.0
0%

1
10

守
口
市

9,6
86
,13
1,6
69

45
6
10
8,1
24
,69
9

1.1
%

23
7,1
16

10
4,5
54
,10
3

#D
IV
/0
!

1.1
%

5 
2,6
48
,08
0 

3 
92
2,5
16
 

0
0 

1
11

門
真
市

10
,25
3,2
47
,96
2

88
46
,29
8,0
29

0.5
%

52
6,1
14

85
44
,67
8,6
43

52
5,6
31

0.4
%

1 
64
,02
0 

2 
1,5
55
,36
6 

8
1,7
25
,53
2
21
5,6
92

0.0
%

0
0 

0.0
0%

1
1

12
大
東
市

2,1
60
,37
5,8
84

31
6,9
55
,66
8

0.3
%

22
4,3
76

29
5,2
53
,79
8

18
1,1
65

0.2
%

0 
0 

2 
1,7
01
,87
0 

#D
IV
/0
!

0.0
%

0
0.0
0%

1
（
生
活
保
護
のし
おり
）

13
四
條
畷
市

1,2
41
,10
2,6
26

73
8,6
28
,77
0

0.7
%

11
8,2
02

69
8,0
44
,57
8

11
6,5
88

0.6
%

3 
23
7,6
92
 

1 
34
6,5
00
 

0
0
#D
IV
/0
!

0.0
%

0
0 

0.0
0%

1
1

14
寝
屋
川
市

12
,38
8,3
66
,68
9

10
8

30
,50
2,8
25

0.2
%

28
2,4
34

94
22
,93
3,9
72

24
3,9
78

0.2
%

2 
61
1,5
70
 
12
 

6,9
57
,28
3 

3
16
0,2
86

53
,42
9

0.0
%

0
0 

0.0
0%

1
1

15
枚
方
市

12
,91
1,8
43
,18
1

80
26
,55
1,5
98

0.2
%

33
1,8
95

60
19
,93
1,9
12

33
2,1
99

0.2
%

16
 
1,9
37
,33
6 

4 
4,6
82
,35
0 

#D
IV
/0
!

0.0
%

1
0.0
0%

16
交
野
市

1,3
41
,28
6,9
53

6
64
3,2
30

0.0
%

10
7,2
05

5
56
3,0
90

11
2,6
18

0.0
%

1 
80
,14
0 

0 
1

56
,86
5

56
,86
5

0.0
%

0
0.0
0%

1
1

17
東
大
阪
市

31
,55
0,7
68
,00
0

35
1
15
9,9
25
,24
6

0.5
%

45
5,6
27

20
4

86
,34
1,2
65

42
3,2
41

0.3
%

41
 
7,7
93
,24
2 
10
6 

65
,79
0,7
39
 

1
27
,98
8,6
24
 
0.0
9%

新
規
開
始
時
や
家
庭
訪
問
に
お
い
て

対
象
とな
る
世
帯
員
が
い
る
世
帯
に
案

内し
て
い
る

18
八
尾
市

54
19
,18
3,1
31

#D
IV
/0
!

35
5,2
43

49
18
,66
5,7
72

38
0,9
34

#D
IV
/0
!

4 
35
6,4
99
 

1 
16
0,8
60
 

#D
IV
/0
!

#D
IV
/0
!

0
#D
IV
/0
!

1
19

柏
原
市

1,7
63
,23
9,5
13

17
3,3
26
,96
3

0.2
%

19
5,7
04

10
1,2
71
,88
8

12
7,1
89

0.1
%

0 
0 

7 
2,1
85
,15
1 

2
60
,50
0

30
,25
0

0.0
%

0
0 

0.0
0%

1
1

20
松
原
市

#D
IV
/0
!

#D
IV
/0
!

#D
IV
/0
!

21
羽
曳
野
市

2,4
93
,39
3,7
09

44
24
,65
6,1
32

1.0
%

56
0,3
67

31
16
,73
1,2
63

53
9,7
18

0.7
%

3 
77
3,9
32
 
10
 

7,1
50
,93
7 

#D
IV
/0
!

0.0
%

1
10
,03
5,5
83
 
0.4
0%

適
宜
、対
象
ケ
ー
ス
に

周
知し
て
い
る

22
藤
井
寺
市

2,1
57
,94
8,9
61

19
4,0
61
,94
4

0.2
%

21
3,7
87

17
3,4
61
,94
4

20
3,6
44

0.2
%

0 
0 

2 
60
0,0
00
 

1
53
7,2
20

53
7,2
20

0.0
%

0
0.0
0%

1
1

23
大
阪
狭
山
市

1,1
18
,71
9,9
03

9
1,5
40
,42
3

0.1
%

17
1,1
58

8
1,5
19
,98
3

18
9,9
98

0.1
%

0 
0 

1 
20
,44
0 

1
54
,56
9

54
,56
9

0.0
%

0
0 

0.0
0%

1
24

富
田
林
市

3,8
70
,69
5,1
78

28
7,4
02
,91
1

0.2
%

26
4,3
90

22
5,0
08
,30
8

22
7,6
50

0.1
%

3 
65
8,7
25
 

3 
1,7
35
,87
8 

3
93
3,6
21

31
1,2
07

0.0
%

0
0 

0.0
0%

収
入
申
告
書
に
つ
い
て
文
書
案
内
、申

告
そ
の
他
は
担
当
CW
が
個
別
対
応

※保
護費
総額
は

20
19
年度
決算
額

25
河
内
長
野
市

2,4
52
,44
1,2
17

36
7,9
33
,84
0

0.3
%

22
0,3
84

35
6,9
00
,40
4

19
7,1
54

0.3
%

1 
1,0
33
,43
6 

0 
0 

5
1,0
54
,38
7
21
0,8
77

0.0
%

0
0 

0.0
0%

1「
保
護
の
し
お
り
」に
掲
載
、説
明
し
て

い
る

26
堺
市

45
,14
3,3
41
,68
6
集
計
中

集
計
中

0.0
%

#V
AL
UE
!

集
計
中

集
計
中

19
6,5
31

0.0
%
集
計
中

集
計
中

集
計
中

集
計
中

#D
IV
/0
!

0.0
%
集
計
中

集
計
中

0
1

27
和
泉
市

6,7
46
,53
0,2
77

62
18
,49
8,9
26

0.3
%

29
8,3
70

42
13
,70
6,5
65

32
6,3
47

0.2
%

9 
61
6,9
00
 

11
 

4,4
43
,27
2 

#D
IV
/0
!

0.0
%

0
0 

0.0
0%

1
1

28
高
石
市

11
2,6
41
,60
6
#D
IV
/0
!

24
0,1
46

10
2,5
76
,52
1

25
7,6
52

#D
IV
/0
!

1 
65
,08
5 

0 
0 

5
66
5,9
95

13
3,1
99

#D
IV
/0
!

0
0 
#D
IV
/0
!

1
年
度
当
初
の
面
接
時
や
高
校
進
学
時
、

保
護
開
始
時
等
に
周
知し
て
い
る

29
泉
大
津
市

2,7
84
,76
6,0
67

25
6,6
16
,63
2

0.2
%

26
4,6
65

21
6,0
31
,33
1

28
7,2
06

0.2
%

2 
45
9,8
01
 

2 
12
5,5
00
 

3
74
,82
4

24
,94
1

0.0
%

0
0 

0.0
0%

1
30

岸
和
田
市

10
,25
3,0
00
,00
0

88
30
,57
5,6
24

0.3
%

34
7,4
50

45
11
,38
3,5
68

25
2,9
68

0.1
%

18
 
1,6
89
,94
4 

25
 
17
,50
2,1
12
 
－

－
#V
AL
UE
!
#V
AL
UE
!

0
0 

0.0
0%

1
31

貝
塚
市

2,8
53
,98
2,4
79

11
2,4
19
,05
4

0.1
%

21
9,9
14

#D
IV
/0
!

0.0
%

#D
IV
/0
!

0.0
%

0.0
0%

1
1

32
泉
佐
野
市

3,4
46
,06
6,3
93

22
18
,91
7,4
07

0.5
%

85
9,8
82

16
10
,62
7,3
56

66
4,2
10

0.3
%

0 
0 

6 
8,2
90
,05
1 

#D
IV
/0
!

0.0
%

0
0 

0.0
0%

1
33

泉
南
市

1,7
66
,26
1,3
75

11
3,6
04
,72
7

0.2
%

32
7,7
02

9
3,5
20
,64
7

39
1,1
83

0.2
%

1 
7,3
50
 

1 
76
,73
0 

0
0
#D
IV
/0
!

0.0
%

0
0 

0.0
0%

1
34

阪
南
市

4
3,9
25
,44
3
#D
IV
/0
!

98
1,3
61

4
3,9
25
,44
3

98
1,3
61

#D
IV
/0
!

#D
IV
/0
!

#D
IV
/0
!

0
#D
IV
/0
!

1
合
計
/平
均

2,0
78

71
3,8
12
,06
4

34
3,5
09

11
72

51
4,3
91
,51
1

43
8,9
01

18
3 
32
,18
0,1
43
 
26
4 
16
5,2
19
,24
3 

35
6,1
00
,67
6
17
4,3
05

#D
IV
/0
!

3
38
,02
4,2
07
 
#D
IV
/0
!

17
19

※
池
田
市
・
箕
面
市
・
枚
方
市
・
松
原
市
・
高
石
市
は
未
回
答
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20
21
大
阪
府
内
市
町
村
生
活
保
護
ア
ン
ケ
ー
ト
⑥
20
20
年
度
適
正
化
に
関
し
て
　
　
 

20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査
 

ホッ
トラ
イン

ＣＷ
資格

男女
別

家庭
訪問
日時
の通
知

母子
世帯
及び
女性
世帯
につ
いて

受付
面接
担当
者

配置
警察
ＯＢ

助言
指導
書

　　
　　
　就
労支
援

設置
検 討

考 え な し

人 数

う ち 正 規

正 規 率

受 持 ケ ー ス

社 福 士
主 事

無
在 任 年 数

男
女

事 前 に 告 知

突 然 訪 問
その
理由

女 性 C W が 訪 問

特に
配慮
無し

その
理由

CW
（正
規・

任期
付／

人数
）

CW
以外
（具

体的
に／
人

数）
充 分

少 な い

そ の 他

配 置 済
人 数

予算
額

仕事
内容

検 討

検 討 な し
相談
時

申 請 時

指 導 な し

ケー
ス

ワー
カー

外部
委託

1
大阪
市

1
97
1

82
4
85
%

115
調 査 中

調 査 中

調 査 中

調 査 中

調 査 中

調 査 中

特
に
ル
ー
ル
を
定
めて

おら
ず、
個々
の状
況に

より
判断
して
いる

個別
事情

があ
る場
合を
除き
、一
般

的に
はこ
うし
た配

慮を
要す
ると
考

えて
いな
いた
め

受付
面接
担

当係
長

58
人

1
1
42

23
8,6
52
,00
0
不正
受給

案件
に

かか
る重
点調
査

申請
受
理

後、
助
言

指
導を

行
う要

件
を

満
たし

て
い
る
こ
と

を
確
認
の

上、
必
要

に
応
じ
て

活用

1

㈱ア
ソウ
・ヒ
ュー

マニ
ーセ
ンタ
ー大

阪支
店、
㈱パ
ソナ
、

パー
ソル
テン
プス

タッ
フ株
式会
社

2
豊中
市

1
61

46
75
%

12
3

26
61

0
4.7

29
32

1
1

面接
相談
員

8人
1

1
3

7,4
02
,58
5
窓口
にお
ける
不

当要
求や

職務
強

要
等、
発
生
時
の

専門
的助
言

1
1

3
池田
市

1
11

11
10
0%

65
0

10
0

4
7

4
1

1

事前
に告
知・
・ケ
ース

の
状
況
によ

って
は
は

事
前
に
知ら

せ
て
訪
問

する
必要
があ
る。

事
前
に
知
ら
せ
ず
に

～・
・・
リア
ルな
生活

状
況を

把
握
する

必
要

があ
るた
め。
居住
実態

把握
のた
め。

1
基本

的に
地区
ごと
に担
当ケ
ース
ワ

ーカ
ーを
配置
して
いる
が、
状
況に

応じ
て、
同行

訪問
や面

談同
席な
ど

を行
い、
対応
して
いる
。

11
1

昨年
度よ
りコ
ロナ

感染
症関
連で
、相

談
件
数
が
激
増
し

てお
り、
手が

回っ
て
い
な
い
の
が
現

状

1
1

1

会
計
年
度
任
用

職
員
で
就
労
支

援
専
門
員
を
雇

用

4
箕面
市

1
9

7
78
%

10
3

0
7

2
1.3

7
2

1
1
被
保
護
世
帯の

通
常時

の
生
活
状
況
把
握の

た
め
事
前に

知ら
せ
ず
訪

問す
る場
合も
ある
。

1
面接
相談
員

2人
1

1
1

1

就
労
支
援
員
を

配置
し、
CW
と

協
力し

て
支
援

を行
って
いる

5
高槻
市

1
39

39
10
0%

110
8

35
4

4.1
27

12
1

人員
配置
上困
難で
ある
ため
（D
V被

害者
、特
別に
対応

を必
要と
する
方

には
慮し
てい
る）

面接
相談
員

（専
任）
6人

1
1
2

5,6
40
,29
0
家庭
訪問
同行

1
1

6
島本
町

1
2

2
10
0%

63
1

1
1

1
1

1
地区
ごと
に担

当し
てい
る為
（状

況
に応
じて
女性
の
CW
が同
行し
てい

る）

非常
勤面
接

相談
員

1人
1

1
1
0　
（他
課予
算）

行
政
対
象
暴
力、

不当
要求

行為
対

応

「
就
労
支

援
計
画

表
」を

作
成
す
る

が、
本
人

には
渡
さ

な
い。
指

導は
口頭

で
行
って

いる
。

福
祉
事
務
所
に

お
い
て
任
用
し

てい
る「
生活
保

護就
労支
援員
」

と
CW
が
連
携

し
て
行
っ
て
い

る

7
茨木
市

1
29

29
10
0%

92
3

26
0
1年
9

か月
17

12
1

1

生
活
実
態を

把
握
する

ため
アポ
イン
トな
く訪

問す
るこ
とを
前提
とす

るが
、就
労世
帯等
、事

前に
調
整
が
必
要な

場
合
は日

時
を
知ら

せ
て

いる

1
配
慮し
てい
るが
、人
員
体
制上
、当

該女
性世
帯全
てへ
の対
応は
困難
な

部分
があ
る

1

任期
付職
員

3人
　※
任

期付
職員
が

対応
中等
は

CW
が行
う

こと
があ
る

1
1
3

5,0
83
,77
6
窓
口
相
談
員、
生

活保
護適
正実
施

のた
めの
調査
等

1
1
㈱リ
ーガ
ルマ
イン

ド
大
阪
法
人
事
業

部

8
吹田
市

1
40

40
10
0%

10
9

8
32

0
2.2

21
19

1
1
居住
実態
把握
のた
め

担当
地区
ごと
に訪
問す
る
CW
が決

まっ
てい
るた
め

面接
相談
員

3人
1

1
1

1
9

摂津
市

1
12

12
10
0%

98
0

12
0

3
12

女性
CW
が配
置さ
れて
いな
いた
め

正規
12
人

1
1

1
1
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ホッ
トラ
イン

ＣＷ
資格

男女
別

家庭
訪問
日時
の通
知

母子
世帯
及び
女性
世帯
につ
いて

受付
面接
担当
者

配置
警察
ＯＢ

助言
指導
書

　　
　　
　就
労支
援

設置
検 討

考 え な し

人 数

う ち 正 規

正 規 率

受 持 ケ ー ス

社 福 士
主 事

無
在 任 年 数

男
女

事 前 に 告 知

突 然 訪 問
その
理由

女 性 C W が 訪 問

特に
配慮
無し

その
理由

CW
（正
規・

任期
付／

人数
）

CW
以外
（具

体的
に／
人

数）
充 分

少 な い

そ の 他

配 置 済
人 数

予算
額

仕事
内容

検 討

検 討 な し
相談
時

申 請 時

指 導 な し

ケー
ス

ワー
カー

外部
委託

10
守口
市

平成 25
年 ～

35
32

91
%

115
2

28
7

3
21

14
1

1
相談
員
3人

1
1
2

7,0
77
,10
6
暴力

団関
係ケ
ー

ス等
対応

1
一
般
社
団
法
人
ヒ

ュー
マン
ワー
クア

ソシ
エー
ショ
ン

11
門真
市

平成 25
年 ～

40
32

80
%

110
10

30
0

3
25

15
1

1
状況
によ
り

1
4人

1
1
4

10
,14
6,0
00
家
庭
訪
問
同
行、

現況
確認
等

1
㈱ア
ソウ
ヒュ
ーマ

ニー
セン
ター

12
大東
市

平成 25
年 ～

10
10
10
0%

90
0

7
3

3.1
10

0
1

女性
CW
が
在任
して
いな
い。
しか

し要
望が
あれ
ば家

庭訪
問の
際に
は

女性
職員
を同
行さ
せる
とい
った
配

慮を
行っ
てい
る。

正規
職員 2人

1

国が
規定
して
いる

CW
1人
当
た
り
の

件数
を超
えて
いる

た
め
CW
1名
増
が

望ま
しい

1
1

㈱ア
ソウ
ヒュ
ーマ

ニー
セン
ター

13
四條
畷市

1
7

7
10
0%

81
7

0
0

2.7
1

6
1 ※ 緊急 時を 除く

一定
の配

慮は
して
いる
が、
必ず
し

も女
性
CW
が訪
問で
きる
わけ
では

ない
面接
相談
員

1人
男女
バラ
ンス
に偏

りが
ある

1
1
就
労
支
援
員
を

雇用

14
寝屋
川市

平成 23
年 ～

51
47

92
%

10
5

18
33

0
6.1
6

33
18

1

生
活
実
態
の
把
握の

た
め。
ただ
し、
家
庭内

面
談
が
実
施
でき

ない
場

合
など

は
臨
機
応
変
に

対応
する
。

地区
別に
担当
者を
配置
して
いる
た

め。
ただ
し、
男性

が
苦手

等の
場
合

は、
女性
の支

援員
等が
同行
する
よ

うに
配慮
して
いる
。

面接
相談
員

3人
1

1
3

8,8
07
,00
0
窓
口
相
談
員、
家

庭訪
問同
行

1
1
株
式
会
社
エ
イ
ジ

ェッ
ク大
阪オ
フィ

ス

15
枚方
市

平成 25
年 ～

52
41

79
%

110
10

40
2

2.8
22

30
1

1
日常

生
活
状
況
を
聞き

とる
ため

1
これ
まで
の経

緯や
本人
申し
出に
よ

る
面接
相談

員
4人

1
1
3

13
,00
0,0
00
不
当
要
求
対
応、

保護
適正
化

1
アソ
ウ・
ヒュ
ーマ

ニー
セン
ター

16
交野
市

1
7

7
10
0%

90
.7

6
1

0
1.4

2
5

1
1
事
前
に
知ら

せ
るケ

ー
スと
知ら
せな
いケ
ース

があ
る

地区
別担
当制
であ
るた
め

面接
相談
員

1人
1

同 部 内 に 在 籍

1

他
課（
福
祉
総
務

課
）に
在
籍。
必

要に
応じ
生活

保
護業

務内
の案

件
も対

応し
ても
ら

って
いる
。

1
CW
と
は
別
に

就
労
支
援
員
を

雇用
して
いる

17
東大
阪市

平成 24
年 ～

13
6

92
68
%
10
1.2

39
116

20
2.2
7

57
79

1
住所
地毎
の地
区別
担当
制で
運用
し

てい
るた
め。
ただ
し、
特段
の配
慮を

必要
とす
る場

合は
、女
性
CW
の同

行訪
問な
どの
対応
を行
って
いる
。

5人
面接
相談
員

3人
1

1
6

26
,87
7,0
00
窓
口
相
談
員、
家

庭
訪
問
同
行、
尾

行
1

株式
会社

アソ
ウ・

ヒュ
ーマ
ニー
セン

ター

18
八尾
市

1
47

47
10
0%

13
3

7
47

0
22

25
1

但し
、執
務時
間外
に家
庭訪
問を
行

うと
きは
配慮
して
いる

面接
相談
員

5人
1

1
1

1

19
柏原
市

1
10

10
10
0%

80
0

10
0

3
9

1
1

1
10
人

1
1

1
0

家
庭
訪
問
同
行、

暴
力
団
員
対
応、

不正
受給

に対
す

る
告
訴、
告
発
等

警
察
と
の
連
携、

不正
受給
の未
然

防止
等

1
1

20
松原
市

平成 24
年 ～

1
1

1

21
羽曳
野市

1
21

21
10
0%

10
5

10
11

0
5

13
8

1
1

面接
相談
員

2人
1

1
1

2,7
82
,50
6
家庭
訪問
同行

1
会
計
年
度
任
用

職員

22
藤井
寺市

1
11

6
55
%

89
2

9
0

2.6
8

3
1

1
会計
年度
任

用職
員：
面

接相
談

員
1人

1
1
2

5,1
00
,00
0
家庭
訪問
同行

1
就
労
支
援
員
を

雇用
し対
応

23
大阪
狭山
市

1
6

5
83
%

86
0

4
2

2.5
2

4
1

1
普
段
の生

活
実
態を

把
握す
るた
め

1
面接
相談
員

1人
1

1
1

3,7
46
,96
9
窓口
相談
員、

家庭
訪問
同行

1
就
労
支
援
員
を

会
計
年
度
任
用

職員
で配
置
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ホッ
トラ
イン

ＣＷ
資格

男女
別

家庭
訪問
日時
の通
知

母子
世帯
及び
女性
世帯
につ
いて

受付
面接
担当
者

配置
警察
ＯＢ

助言
指導
書

　　
　　
　就
労支
援

設置
検 討

考 え な し

人 数

う ち 正 規

正 規 率

受 持 ケ ー ス

社 福 士
主 事

無
在 任 年 数

男
女

事 前 に 告 知

突 然 訪 問
その
理由

女 性 C W が 訪 問

特に
配慮
無し

その
理由

CW
（正
規・

任期
付／

人数
）

CW
以外
（具

体的
に／
人

数）
充 分

少 な い

そ の 他

配 置 済
人 数

予算
額

仕事
内容

検 討

検 討 な し
相談
時

申 請 時

指 導 な し

ケー
ス

ワー
カー

外部
委託

24
富田
林市

1
21

21
10
0%

83
2

16
3

3.1
18

3
状況
に応
じて
対応

人員
的に
困難
であ
るた
め

会
計
年
度
任

用職
員
2人

社
会
福
祉
士
法
に

定
め
る
標
準
数
を

満た
して
いる

1
2

8,1
03
,80
2
家
庭
訪
問
同
行、

警察
との
連携

1
1

25
河内
長野
市

1
15

15
81
%

75
1

10
4

2.5
11

4
1

1
正規
／

15
人

1
1

1
3,4
49
,81
3
窓
口
相
談
員、
家

庭訪
問同
行

1
その
他

26
堺市

1
17
0

15
9
94
%

113
81

16
4

6
4.1
未把 握

原
則と
して

知ら
せな
い場

合も
あ

るが
、配
慮す
べき
事情
があ
る場
合

は事
前に
知ら
せる
こと
もあ
り、
一

律な
対応
でな
く、
世帯
の状
況に
応

じ臨
機応
変に
対応
して
いる

地区
担当
制を
採
用し
てお
り、
男性

CW
が

訪問
する
こと
もあ
るが
、一
律な

対応
では

なく
、女
性
CW
と同
行訪
問等
、必
要に
応じ

た配
慮を
行っ
てい
る

面
接
相
談
員

20
人　

※一
定
以
上
の
経

験
を
積
ん
だ

CW
が
対
応

す
る
こ
と
が

ある

現
状
CW
の
配
置

数
が
社
会
福
祉
法

第
16
条
に
定
め
る

標
準
数
に
対
し
不

足し
てい
るこ
とか

ら、
生活
保護
の適

正
運
営
確
保
の
観

点
か
ら
CW
の
充

足が
必要
であ
ると

認識
して
いる
。今

後
も
継
続
し
て
人

事
担
当
課
へ
要
望

して
いく
よう
努め

る。

1
1

CW
の
個
別
支

援
の
ほ
か、
各

区
役
所
の
就
労

支
援
相
談
員
に

よる
支援
、大
阪

労
働
局
と
の
協

定
に
基
づ
く
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
常

設
窓
口
の
設
置

や
外
部
委
託
を

組
み
合
わ
せ
て

行っ
てい
る

株式
会社
パソ
ナ

27
和泉
市

1
26

26
10
0%

10
9

1
21

5
3.7

14
12

1
1
不
正
受
給
が
疑
われ

る
場合
等

1
26
人

面接
相談
員

2人
1

1
1

就
労
支
援
員
が

行っ
てい
る

㈱ア
ソウ
・ヒ
ュー

マニ
ーセ
ンタ
ー

28
高石
市

1
8

8
10
0%

86
0

8
0

3.5
7

1
1
生
活
実
態を

把
握
する

た
め（
新
規
訪
問
を
除

く）

1（
今

年
度

から
）

・
正
規
／
1

人（
地区
担

当員
）・

・面
接専
任

相談
員
1人

【2
人
1組
】

1
1

1
3,7
37
,00
0

窓
口
相
談
員、
家

庭
訪
問
同
行、
暴

力団
員等
と思

わ
れる
よう
な
行
動

を行
う者
への

対
応

1
CW
及
び
就
労

支援
員

29
泉大
津市

1
14

14
10
0%

95
2

12
2.4

9
5

1
1

定
期的

な
訪
問は

事
前

に知
らせ
てい
るこ
とが

多い
が
連
絡
が
取
れな

い
等
状
況
によ

って
は

事
前に

連
絡
なし

で
訪

問す
る

基本
的に
は配
慮し
てい
ない
が男
性

に対
して
不安
があ
る場
合や
話す
べ

き内
容が
女性
の方
が望
まし
い場
合

は女
性職
員が
同行

面接
相談
員

1人
1

1
1

暴
力
団
員
等
対

応、
郵
便
事
務
等

雑務
1
就
労
支
援
相
談

員（
会計
年度
任

用職
員）

30
岸和
田市

1
40

40
10
0%
111
.3

5
35

0
1.5

29
11

1
地区
担当
制の
ため
.

必要
な場
合は
同行
訪問
など
柔軟
に

対応
面接
専門
員

2人
1

1
2

2,9
16
,00
0
窓
口
相
談
員、
家

庭訪
問同
行

1
1

31
貝塚
市

1
13

13
10
0%

90
.3

1
12

0
11

2
1

1
1

正規
面接
相談
員

1人
1

1
1
回答
不可

家庭
訪問
同行

関
係
機
関
連
携、

職員
への
助言

1
CW
ま
た
は
就

労支
援員

32
泉佐
野市

1
16

15
94
%
92
.8

4
12

0
2.8

15
1

1
1
各世
帯の
日常
生活
の

実態
把握
のた
め

女性
CW
が
1人
しか
いな
いた
め配

慮が
困難

面接
相談
員

2人
1

1
1

3,9
80
,00
0
受給

者の
警察

事
件
対
応、
債
権
管

理
1
福
祉
事
務
所
の

就
労
支
援
員
2

名で
対応

33
泉南
市

1
9

8
89
%

82
4

3
2

3
5

4
1

1
基
本
は
事
前に

知ら
せ

るが
近
隣
に
訪
問
時
に

突然
訪問
する
こと
もあ

る
1

9人
SU
、P
SW
、

看護
師　
3

人
1

1
1
直営
の支
援員

一
般
社
団
法
人
ヒ

ュー
マン
ワー
クア

ソシ
エー
ショ
ン

34
阪南
市

1
6

6
10
0%

79
3

3
2.8

2
4

1
1
生
活
実
態
が
不
明な

場
合

CW
の地
区担
当制
のた
め。

対象
者の
事情
に応
じて
女性

CW
を

担当
にす
るこ
とは
ある

6人
面接
相談
員

1人

社
会
福
祉
法
第
16

条 に基
づく
標準
は満

たし
てい
る

1
1
就
労
支
援
専
門

員が
主に
実施

合計
0

0
27

1,9
45

1,6
92

87
%

97
26
0
81
6
61

3.0
 
46
7 
33
7 

21
84

35
6,5
01,
84
7

0
1
11

1
1

29
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20
21
大
阪
府
内
市
町
村
生
活
保
護
ア
ン
ケ
ー
ト
⑦
車
保
有
・
進
学
準
備
給
付
金
・
ク
ー
ラ
ー
設
置
 

20
21
06
大
阪
社
保
協
調
査
 

車
の
保
有

進
学
準
備
給
付
金

ク
ー
ラ
ー
設
置

保
有
世

帯
数

保
有
の
根
拠

20
20
年
度
実
績

20
21
年
度
見
込

20
20
年
度
実
績

20
21
年
度
見
込

対
象
者
数

申
請
者
数

給
付
人
数

申
請
書
送
付

対
象
者
数

申
請
書
送
付

申
請 数

給
付
件
数

金
額

申
請
数

給
付
件
数

金
額

1
大
阪
市

49
公
共
交
通
機
関
の
利
用
が
困
難
な
場
合
等
の
通
勤
・
通
院
等
、障
が
い
者
の
通
院
等
に
より
保
有
の
要
件
を
認
めら
れ
る
場
合
等
。

「
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
実
施
要
領
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」厚
生
労
働
省
保
護
課
長
通
知
第
3－
9、
第
3－
12

35
1
33
6
33
6
実
施
機
関
に
より
異
な
る

31
7
実
施
機
関
に
より
異
な
る（
対
象
者

数
は
予
算
に
お
け
る
人
数
で
あ
る
）
不
明

24
3

11
,21
8,2
64

不
明

不
明

不
明

2
豊
中
市

2

生
活
保
護
法
第
4条
第
1項
に
基
づ
き
以
下
の
場
合
に
容
認
。

①
事
業
用
－
厚
生
労
働
省
社
会・
援
護
局
長
通
知（
局
）第
3の
3

②
通
勤
用
－
厚
生
労
働
事
務
次
官
通
知（
次
）第
3の
2、
及
び
厚
生
労
働
事
務
次
官
通
知（
次
）第
3の
5

③
障
害
者
の
通
院
等
－
厚
生
労
働
事
務
次
官
通
知（
次
）第
3の
5

④
公
共
交
通
機
関
の
利
用
困
難
な
場
合
の
通
院
等
－
厚
生
労
働
事
務
次
官
通
知（
次
）第
3の
5

38
38

38
進
路
確
認
時
に
個
別
に
案
内・
送
付

63
（
現
在
高

3の
人
数
。

うち
大
学

進
学
者
が

支
給
対

象
）

進
路
確
認
時
に
個
別
に
案
内・
送
付

14
14

70
9,5
20

不
明

3
池
田
市

1
局
第
3、
問
3-
9（
通
勤
用自
動
車
）、
問
3-1
2（
障
が
い
者
が
通
院
等
の
た
め
、自
動
車
を
必
要
とし
て
い
る
場
合
等
の
自
動
車
保
有
）

の
場
合
など

3
2

2
6

7
7

35
5,0
00

5
5

26
5,0
00

4
箕
面
市

2
障
害
者
の
通
院
の
た
め
に自
動
車
を
必
要
と
す
る
場
合（
根
拠：
課
長
通
知
　
問
第
3の
12
）

[社
会
通
念
に
処
分
さ
せ
るこ
とを
適
当と
し
な
い
も
の
」に
該
当
す
る
場
合
。個
別
で
検
討
し
、要
否
判
断
し
て
い
る
。

10
3

3
対
象
者
の
進
学
状
況
に
合
わ
せ
、必
要
時

に
申
請
書
を
交
付
。

8
対
象
者
の
進
学
状
況
に
合
わ
せ
、必

要
時
に
申
請
書
を
交
付
。

1
1

53
,00
0

0
0

0

5
高
槻
市

53
保
護
の
実
施
要
領
に
従
い
判
断
し
て
い
る

23
23

23
家
庭
訪
問
時
に
配
布

52
　

※
現
高
校

最
終
学
年

者
数

未
定

5
5

29
2,3
00

6
島
本
町

3
厚
生
労
働
省
社
会
局
保
護
課
長
通
知
　
第
3の
問
9及
び
問
12
、生
活
保
護
手
帳
別
冊
問
答
集
問
3-1
4を
基
に
判
断
し
て
い
る
。

1
1

1
CW
が
直
接
説
明し
て
い
る

2
1

1
62
,48
0

2
2

10
0,0
00

7
茨
木
市

13
※
た
だし
、保
有
世
帯
のう
ち
福
祉
事
務
所
とし
て
保
有
を
容
認
し
て
い
る
世
帯
は
13
世
帯
のう
ち
5世
帯
。

厚
生
労
働
省
社
会・
援
護
局
長
通
知
第
3-
3同
課
長
通
知
問（
第
3の
9）
、問
（
第
3の
9-
2）
、問
（
第
3-1
2）
を
基
に
。

障
害
者
が
自
動
車
に
より
通
勤
す
る
場
合
。

事
業
用
品と
し
て
活
用
す
るこ
と
で
世
帯
の
収
入
増
加
に
著し
く
貢
献
す
ると
認
めら
れ
る
場
合
等

8
8

8
合
格
証
明
等
に
よ
っ
て
進
学
を
確
認
で
き

た
も
の
に
適
宜
申
請
書
を
送
付

15
合
格
証
明
等
に
よ
っ
て
進
学
を
確

認
で
き
た
も
の
に
適
宜
申
請
書
を
送

付
12

12
80
3,9
95

不
明

8
吹
田
市

9
障
が
い（
児
）者
が
通
院
、通
所
及
び
通
学
の
た
め
に自
動
車
を
必
要
と
す
る
場
合（
生
活
保
護
手
帳：
問（
第
3の
12
）答
1）

23
20

20
送
付
なし

27
送
付
予
定
なし

18
17

1,1
21
,73
9

15
15

98
9,8
00

9
摂
津
市

1
生
活
保
護
手
帳
 20
20
年
度
版
 P2
37
問
第
3の
9, 
問
第
3の
9-
2, 
P2
38
問
第
3の
12
, P
24
0問
第
3の
23

生
活
保
護
手
帳
別
冊
問
答
集
 20
20
年
度
版
 P1
22
問
3-1
4, 
問
3-1
5, 
P1
23
問
3-1
6, 
問
3-1
7, 
P1
24
問
3-1
8

3
3

3
対
象
者
に
直
接
説
明

9
対
象
者
に
直
接
説
明
予
定

2
2

12
1,8
80

－
－

－

10
守
口
市

2
厚
生
労
働
省
の
示
す
実
施
要
領
等
に
基
づ
き
保
有
の
可
変
を
検
討
す
る

9
9

11
門
真
市

5
生
活
保
護
手
帳
問
3の
9、
問
3の
9-
2、
問
第
3の
12
、生
活
保
護
手
帳
別
冊
問
答
集
問
13
-14
に
該
当し
た
場
合
に
車
の
保
有
を

容
認
す
る
か
検
討
し
て
い
る
。

ロ
ー
ン
残
債
が
残
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
、生
活
保
護
手
帳
問
第
3の
9、
問
第
3の
9-
2、
問
第
3の
12
、別
冊
問
答
集
問
13
-14
に
該

当し
な
い
ケ
ー
ス
は
認
め
て
い
な
い

22
15

15
41
20
21
年
12
月
末
日

4
4

21
3,4
04

5
5

25
0,0
00

12
大
東
市

2
障
害（
児
）者
が
通
院
、通
所
及
び
通
学
の
た
め
に自
動
車
を
必
要
と
す
る
場
合
。「
生
活
保
護
手
帳
問
第
3の
12
-1」

7
4

4
事
前
に
対
象
者
に
説
明し
た
後
に
送
付

7
事
前
に
進
路
希
望
の
確
認
を
行
い
、

十
分
に
説
明
を
行
った
上
で
申
請
書

を
交
付
す
る

3
3

14
5,0
00

0
0

0

13
四
條
畷
市

1
実
施
要
領
に
準
拠
し
て
保
有
及
び
使
用
を
認
定
し
て
い
る

3
3

3
各
世
帯
に
訪
問
又
は
面
談
実
施
の
上
随
時

交
付

3
2

2
11
3,7
80

3
3

12
0,0
00

14
寝
屋
川
市

6
障
害
者
の
通
院
等（
5世
帯
）生
活
保
護
手
帳
実
施
要
領
次
第
3-
5及
び
問（
第
3の
12
）1

事
業
用（
1世
帯
）生
活
保
護
手
帳
実
施
要
領
次
第
3-
5及
び
問（
第
3の
9）
4-（
1）

15
11

11
適
宜

25
適
宜

17
17

1,0
40
,02
0

20
20
1,2
24
,00
0

15
枚
方
市

20
生
活
保
護
手
帳
、厚
生
労
働
省
社
会
援
護
局
保
護
課
長
通
知
問
第
3の
9、
問
第
3の
12
等

30
30

37
37

1,7
20
,79
5

16
交
野
市

4
障
害
者
の
通
院
等（
問
第
3の
12
-1）

公
共
交
通
機
関
の
利
用
が
困
難
な
場
合
等
の
通
勤
等（
問
第
3の
9-
3又
は
4）

2
2

2
担
当
Ｃ
Ｗ
よ
り
訪
問
や
電
話
に
て
周
知
及

び
申
請
書
交
付

4
左
記
同
様

5
5

32
2,7
19

17
東
大
阪
市

8
障
害
者
の
通
院
等
。昭
和
38
年
4月
1日
社
保
第
34
号
各
都
道
府
県
各
指
定
都
市
民
生
主
管
部（
局
）長
宛
厚
生
省
社
会
局
保
護

課
長
通
知「
第
3　
資
産
の
活
用
」問
12

12
9

51
51
随
時
送
付

12
8
随
時
送
付

4
4

18
9,3
20

5
5

25
0,0
00

18
八
尾
市

5・
公
共
交
通
機
関
が
利
用
困
難
な
場
合
等
の
通
勤
用
　
1

・障
害
者
の
通
院
等
　
4

63
63

63
20
21
年
2月
末
日

30
20
22
年
2月
末
日

27
27

1,3
61
,88
0

19
柏
原
市

なし
10

5
5

7
1

1
53
,00
0

1
1

57
,80
0

20
松
原
市

21
羽
曳
野
市

21
保
護
の
実
地
要
領
。

厚
生
省
社
会
局
長
通
知
第
3の
3

厚
生
省
社
会
局
課
長
通
知
第
3の
問
9、
第
3の
問
12

16
16

16
未
定

一
括
送
付
は
予
定
し
て
い
な
い

7
7

36
8,3
30

未
定

未
定

未
定
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車
の
保
有

進
学
準
備
給
付
金

ク
ー
ラ
ー
設
置

保
有
世

帯
数

保
有
の
根
拠

20
20
年
度
実
績

20
21
年
度
見
込

20
20
年
度
実
績

20
21
年
度
見
込

対
象
者
数

申
請
者
数

給
付
人
数

申
請
書
送
付

対
象
者
数

申
請
書
送
付

申
請 数

給
付
件
数

金
額

申
請
数

給
付
件
数

金
額

22
藤
井
寺
市

1
生
活
保
護
手
帳
[障
害
者
が
通
院
等
の
た
め
自
動
車
を
必
要
とし
て
い
る
場
合
等
の
自
動
車
保
有
]問
（
第
3の
12
）に
よ
る：
通
院

等
の
利
用
の
た
め

2
2

2
6

1
1

84
,00
0

2
2

13
0,0
00

23
大
阪
狭
山
市

なし
保
有
要
件
を
満
た
す
ケ
ー
ス
が
な
い
た
め

1
1

1
20
21
年
2月
8日

6
進
路
確
定
時

1
1

51
,80
0

不
明

不
明

不
明

24
富
田
林
市

1
障
害
者
の
通
院
等
の
た
め
に自
動
車
が
必
要
な
た
め
。

（「
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
実
施
要
領
に
つ
い
て
」厚
生
労
働
省
事
務
次
官
通
知
第
3－
5、「
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
実
施

要
領
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」厚
生
労
働
省
社
会・
援
護
局
保
護
課
長
通
知
第
3問
12
答
1）

13
13

13
進
学
先
を
把
握
し
た
段
階
で
個
別
に
対
応

し
て
い
る

14
進
学
先
を
把
握
し
た
段
階
で
個
別

に
対
応
し
て
い
る

11
11

62
0,0
58

扶
助
要
件

に
該
当
す

る申
請
に

対し
て
給

付
を
予
定

25
河
内
長
野
市

8
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
実
施
要
領
の
取
扱
い
に
つ
い
て
　
問（
第
3の
9及
び
12
）

19
10

10
20
20
年
8月
3日

21
20
21
年
8月
2日

3
3

15
4,8
00

3
3

16
2,0
00

26
堺
市

68
｢生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
実
施
要
領
に
つ
い
て
｣（
昭
和
36
年
4月
1日
厚
生
省
発
社
第
12
3号
厚
生
事
務
次
官
通
知
）お
よび

｢生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
実
施
要
領
に
つ
い
て
｣（
昭
和
38
年
4月
1日
社
発
第
24
6号
厚
生
省
社
会
局
長
通
知
）等
に
基
づ
き

保
有
が
認
めら
れ
る
場
合
に
容
認
し
て
い
る
。

72
71

71

進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
要
件
が
満
た
さ

れ
るこ
と
が
見
込
ま
れ
ると
き
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
対
象
者
に
説
明
の
上
、何
ら
か
の
方

法
に
より
交
付
し
て
い
る
。各
対
象
者
ご
と

に
要
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
よ
う
に
な
る
時
期
は
未
定
で
あ
る
た
め
、

交
付
時
期
は
対
象
者
ご
とに
異
な
る
。

72
対
象
者
ご
と
に
異
な
る
こと
か
ら
未

定
。

94
94

5,3
96
,34
3

未
把
握
だ

が
、支
給
対

象
世
帯
に

つ
い
て
は

支
給
を
行

い
ま
す
。

27
和
泉
市

27
生
活
保
護
手
帳（
厚
生
労
働
事
務
次
官
通
知
第
3資
産
の
活
用
）

通
勤
用自
動
車
保
有
…
問（
第
3の
9）
1か
ら
4の
答
に
該
当
す
る
場
合

障
が
い
者
が
通
院
等
の
た
め
自
動
車
保
有
が
必
要
な
場
合
…
問（
第
3の
12
）の
1及
び
2の
答
に
該
当
す
る
場
合

11
11

11
個
別
対
応

20
個
別
対
応

9
9

40
8,3
70

10
10

65
0,0
00

28
高
石
市

0
3～

6ヶ
月
程
度
の
受
給
後
に
は
自
立
で
き
る
めど
が
あ
る
世
帯
、又
は
病
院
へ
の
通
院
及
び
通
勤（
通
学
）に
自
動
車
利
用
を
要

す
る
障
害
者（
児
）を
抱
え
る
世
帯
。

認
め
な
い
場
合
：
上
記
要
件
に
該
当し
な
い
こと
、自
動
車
は
処
分
価
値
の
あ
る
資
産
で
あ
ると
同
時
に
保
有
す
るこ
とに
駐
車
場

棟
の
経
費
を
要
す
る（
法
第
4条
、第
8条
、 第
9条
）

3
2

2
20
20
年
3月
中
旬

13
20
21
年
3月
中
旬

1
1

49
,00
0

不
明

29
泉
大
津
市

4
障
害
者
の
通
院
等（
生
活
保
護
手
帳
に
よ
る
取
扱
い
）

4
4

4
11
月
に
進
路
調
査
を
実
施
、
そ
の
後
各
担

当
者
が
個
別
に
連
絡
を
取
り
対
応
し
た

16
前
年
と
同
様
に
対
応
予
定

4
4

25
1,4
00

4
4

21
6,0
00

30
岸
和
田
市

・通
勤
用自
動
車
で
課
第
3の
9の
要
件
を
満
た
す
場
合

・障
害
者
が
通
院
等
の
た
め
に自
動
車
を
必
要
と
す
る
場
合
で
、課
第
3の
12
の
用
件
を
満
た
す
場
合

14
14

14
20
20
年
11
月

28
20
21
年
11
月

1
1

55
,00
0

1
1

40
,00
0

31
貝
塚
市

3
厚
生
労
働
省
社
会・
援
護
局
保
護
課
長
通
知
第
3の
12

7
2

2
進
学
の
確
認
が
取
れ
た
時
点

11
進
学
の
確
認
が
取
れ
た
時
点

1
1

48
,98
0

未
定

未
定

未
定

32
泉
佐
野
市

11
障
害
者
の
通
勤
の
た
め

次
官
通
知
第
3の
5「
社
会
通
念
上
処
分
さ
れ
るこ
とを
適
当と
し
な
い
も
の
」に
該
当
す
る
た
め

8
8

8
送
付
せ
ず

9
送
付
予
定
なし

6
6

32
1,9
21

33
泉
南
市

1
1

1
1
20
20
年
4月
来
所
で
申
請

1
20
21
年
4月
来
所
で
申
請

3
3

14
5,3
10

10
10

50
0,0
00

34
阪
南
市

2
保
護
の
実
施
要
領
の
厚
生
労
働
事
務
次
官
通
知
第
3資
産
の
活
用
等
に
基
づ
き
、車
の
保
有
を
認
め
て
い
ま
す

0
0

0
2

4
4

19
8,9
80

1
合
計

33
3
0

88
2
78
2
78
2

84
8

30
6
54
8

87
86
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2021大阪府内市町村生活保護アンケート⑧2020年度困窮者自立支援事業実績
　　　 202106大阪社保協調査

生活困窮者自立支援法の具体化

担当窓口設置 専門担当者の配置と身分

実績（件数/金額）

教育委員会等との連携事業
自立
相談
支援
事業

住宅確保給付金支
給事業

就労
準備
支援
事業

家計
相談
支援
事業

就労
訓練
事業

子どもの
学習支援

一時
生活
支援
事業

1 大阪市 集計中 集計中 集計中 集計中 集計中 集計中 集計中 集計中 集計中

2 豊中市
直営：市民協働部　くらし支援課
委託：①社会福祉法人　豊中市社
会福祉協議会
②一般社団法人　キャリアブリッジ

39人（直営23、委託16）※事務員4人（直
営3、委託1）除く
委託先は常勤及び非常勤
直営は非常勤（会計年度任用）職員

570 1,962/86,074,900 41
人

23
人 4人

実人数
24

延人数
540

612 それぞれが実施する事業について、情報共有を行っている。

3 池田市
暮らし応援窓口いけだ（生活福祉課
内に併設）
（生活福祉課内）

2人
会計年度任用職員で自立相談支援員を雇
用

634 97/20,258,300 0 6 0 未記載 1 教育委員会とは連携していない。

4 箕面市 健康福祉部　生活擁護室 6人社会福祉協議会 198 100/23,423,900 38 31 0 760 2

5 高槻市 福祉相談支援課
自立支援相談担当

6人
・主任相談員（正規職員）
・相談支援員（会計年度任用職員）
・家計相談支援員（会計年度任用職員）

188 866/34,130,900 12 12 0

生活困窮
世帯に限
らず実施
のため未
把握

17

6 島本町 健康福祉部
福祉推進課

1人
島本町社会福祉協議会 16 18/741,000 0 5 5 0 4

7 茨木市 福祉総合相談課 9人
嘱託員 119 195/28,009,100 23 10 0 69 32 学習支援・生活支援

8 吹田市 吹田市生活困窮者自立支援センター 5人
吹田市社会福祉協議会・みなと寮共同体 107 326/68,176,400 26 0 2 56 25

SSWを窓口として、生活保護事業におい
て世帯の支援が必要な家庭について連携
するほか、吹田市生活困世帯の子どもの
学習支援教室事業への参加呼びかけと事
業利用中の見守りなどで連携している

9 摂津市 生活支援課 5人
その他 23 106/14,499,200 2 5 0 R2年度開催なし 2

10 守口市 くらしサポートセンター守口
7人
一般社団法人ヒューマンワーク
アソシエーション

354 204/36,238,325 12 ○ 17

11 門真市 保健福祉部　福祉政策課 4人
門真市社会福祉協議会 70 191/31,916,920 27 11

12 大東市 くらしサポート大東 10人
大東市社会 58 96/11,332,000 278 15 1142

13 四條畷市 福祉政策課（なわて生活サポート相
談）

2人
四条畷市社会福祉協議会 26 41/7,171,000 9 1

14 寝屋川市 福祉部　保護課 2人
寝屋川市社会福祉協議会 120 314/28,489,100 19 21 0 123 10 事業実施の情報提供や、必要に応じて進学等の相談等

15 枚方市 健康福祉総合相談担当 5人　その他 103 263/55,519,800 12
人 25 0 182人 37

人
市内中学校で週1回程度放課後に学習教
室を実施

16 交野市 市社会福祉協議会
17 東大阪市 生活支援課 5人

相談員、就労支援員、アウトリーチ支援員 814 551/98,668,600 4 66 1人 19人 17
人

18 八尾市 八尾市生活支援相談センター 7人
八尾市社会福祉協議会 121 793/92,257,521 0 0 0 208人 4

19 柏原市 福祉総務課　地域福祉係（柏原市生
活困窮者相談窓口「らいふあっぷ」）

2人
社会福祉法人柏原市社会福祉協議会 134 35/2,702,400 12 101 0 18 0

20 松原市 福祉部福祉総務課
5人
市職員2人
松原市社会福祉協議会1人
松風福祉会2人

212 199/49,545,100 5 5 0 176 6 家庭訪問、教師と連携

21 羽曳野市 福祉総務課 3人
羽曳野市社会福祉協議会 84 95/23,600,700 7 0 0 0 2

22 藤井寺市 藤井寺市健康福祉部生活支援課内　
自立相談支援担当

4人
正職1名、自立相談支援員2名、就労支援
員1名

67 402/17,402,000 0 0 0 1 0 教育委員会が実施している放課後「ゆめ」教室事業への参加案内を行っている
23 大阪狭山市 生活援護グループ 大阪狭山市社会福祉協議会 84 36人/7,709,600 24 22 0 16人 1 定例会で情報共有
24 富田林市 子育て福祉部　増進型地域福祉課 富田林市社会福祉協議会 54 112/28,400,700 4 0 0 80 5
25 河内長野市 生活福祉課 2人　その他 32 37/7,675,700 0 10 5 14 0

26 堺市 設置している
10人
外部委託：社会福祉法人 堺市社会福祉協
議会、株式会社パソナ

2793 717/143,096,465 3 14 0 72 14

27 和泉市 市民生活部くらしサポート課

19人
社会医療法人、社会福祉法人、医療法人（8
事業所9人）
直営10人（正規職員5人、会計年度任用
職員5人）

132 89/13,652,000 2 19 0 420 24 自立相談支援員とSSWとの連携強化のため、情報共有・意見交換の場を開催

28 高石市 高石市社会福祉協議会 高石市社会福祉協議会 12 46/6,451,920 1 0 0 1 1
29 泉大津市 福祉政策課 3人　社会福祉協議会 51 481/19,049,800 3 14 0 4 8

30 岸和田市 生活福祉課困窮者支援担当
4人
正職員3人、会計年度職員1人
他に社会福祉協議会に委託

81 826/32,001,060 5 2 0 75人 16
担任の教師に対して学習面、生活面の変
化、進学先確認のためのアンケートを実
施している

31 貝塚市 福祉総務課　市民相談室
5人
会計年度任用職員（フルタイム4人、パー
トタイム1人）

498 446/17,408,700 37 3 20 8
教育委員会が学習の遅れが生じている中
学1年～3年の生徒を対象に実施してい
る放課後学習教室に、生活困窮世帯の生
徒も参加し学習支援を受けている

32 泉佐野市 健康福祉部　地域共生推進課
8人
泉佐野市社会福祉協議会及び社会福祉法
人4法人

55 253/9,141,100 2 9 0 0 6

33 泉南市 生活福祉課　総務係 一般社団法人泉南市人権協会 129 108/11,327,300 6人 1人 10 318

34 阪南市 阪南市健康福祉部生活支援課 社会福祉法人
阪南市社会福祉協議会 83 35/5,968,113 6 0 552 1

・準要保護世帯の就学援助世帯へ学習支
援事業の申込書を同封してもらう
・月一回の学習支援調整会議に教育委員
会より参加してもらう

※池田市・箕面市・枚方市・松原市・高石市は未回答
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